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平成29年第１回甲佐町議会（定例会）議事日程 

 

（第１号） 

１．招集年月日  平成29年３月10日 

１．招集の場所  甲佐町議会議場 

１．開会     ３月10日   午前10時00分 議長宣告 

１．散会     ３月10日   午前10時57分 議長宣告 

 

１．応招議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 一    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 一 

 

１．不応招議員 

  な し 

 

１．出席議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋    ７番 宮 川 安 明 

  ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣    10番 渡 邊 俊 一 

  11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．欠席議員 

  ４番 宮 本 修 治 

 

１．本会議に職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  福 島 明 広   議会事務局事務長  山 本 洋 子 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

  町 長  奥 名 克 美   副 町 長  師 富 省 三 

  会 計 管 理 者  本 田 克 典   総 務 課 長  内 山   洋 

  企 画 課 長  西 坂   直   くらし安全推進室長  清 水   明 

  税 務 課 長  北 畑 公 孝   住 民 生 活 課 長  古 閑   敦 

  総合保健福祉センター所長  井 上 美 穗   福  祉  課  長  北 野   太 

  産 業 振 興 課 長  岡 本 良 一   建 設 課 長  志戸岡   弘 

  環 境 衛 生 課 長  橋 本 良 一   会 計 課 長  本 田 克 典 
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  町民センター所長  中 村 健 次   教 育 長  蔵 田 勇 治 

  学 校 教 育 課 長  荒 田 慎 一   社 会 教 育 課 長  吉 岡 英 二 

  農業委員会事務局長  岡 本 幹 春   選挙管理委員会書記長  内 山   洋 

  代 表 監 査 委 員  本 田   進 

 

１．会議録署名議員の指名について 

  議長は会議録署名議員に次の２名を指名した。 

   ２番 佐 野 安 春     ３番 荒 田   博 

 

１．議事日程 

  議長は本日の議事日程を別紙のとおり報告した。 

 

１．会議に付した事件 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 議長の諸般の報告について 

  日程第４ 町長の行政報告について 

  日程第５ 町長の提案理由の説明について 
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１．議事の経過 

開議 午前10時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 皆さんおはようございます。 

 ただいまの出席議員は11名です。定足数に達しますので、これより、平成29年第１回甲

佐町議会定例会を開会いたします。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程を報告します。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。朗読を省略いたします。 

────────────── 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今定例会の会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、２番、佐野安春議員、

３番、荒田博議員を指名いたします。 

────────────── 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 本件は、議会運営委員会に付託してありますので、委員長の報告を求めます。 

 ７番、宮川議会運営委員長 

○議会運営委員長（宮川安明君） おはようございます。それでは、ご報告を申し上げ

ます。 

 さきの定例会におきまして、付託を受けておりました平成29年第１回定例会の会期及び

日程について、議会運営委員会よりご報告を申し上げます。 

 去る２月27日に議会運営委員会を開催し、執行部のほうから町長、副町長、総務課長、

総務係長、財政係長の出席を求め、正副議長を交え、執行部からの提案案件並びに一般質

問、その他の案件を勘案し、お手元に配付のとおり、会期を本日３月10日から15日までの

６日間と決定をいたしました。 

 本日は、会期の決定、議長の諸般の報告、町長の行政報告並びに提案理由の説明、11日

及び12日は議案調査のため休会、13日は一般質問、14日は専決処分、条例案件、工事請負

契約の変更案件、平成28年度一般会計補正予算、平成28年度各特別会計補正予算、平成29

年度一般会計予算、15日は引き続き平成29年度一般会計予算及び各特別会計の予算、その

他議会提出案件についての審議。 

 以上のとおり、議会運営委員会では決定いたしましたので、賢明なる議員各位におかれ

ましては、よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願いを申し上げ、報告といた

します。 

○議長（緒方哲哉君） ただいま、会期の日程につきましては、ただいまの宮川議会運

営委員長の報告のとおり、決定したいと思います。 
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 これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、ただいま宮川委員長の報告のとおり、本日３月10日から

15日までの６日間と決定いたしました。 

 承認第１号、専決処分の報告及び承認、議案第１号から議案第８号までの条例案件、議

案第９号及び議案第10号の工事請負契約の変更、議案第11号から議案第14号までの平成28

年度一般会計及び各特別会計の補正予算、議案第15号から議案第19号までの平成29年度一

般会計及び特別会計予算、その他議会提出案件を一括上程いたします。 

────────────── 

 日程第３ 議長の諸般の報告について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第３、議長の諸般の報告を行います。 

 議長の諸般の報告については、議席に配付のとおりですので、これについては説明を省

略いたします。 

 以上で、議長の諸般の報告を終わります。 

────────────── 

 日程第４ 町長の行政報告について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第４、町長の行政報告についてを議題といたします。 

 町長からの行政報告の申し出があっております。これを許します。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、平成29年第１回甲佐町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては、大変ご多忙の中にご参集をいただき、まことにありがとうございます。 

 それでは、早速ではございますけれども、行政報告を申し上げます。 

 まず、消防団組織の再編についてご報告を申し上げます。 

 本町消防団では、団員数が減少傾向にある中、消防団の機能を低下させないため、少人

数の部の統廃合を行いながら、組織の再編も検討してまいりました。その結果、平成29年

度から現在の８分団を４分団に再編をして、分団長を補佐する副分団長の人数を増員する

ことといたしました。なお、再編の具体的内容につきましては、第１分団の区域を宮内地

区と甲佐地区とし、副分団長を３名に、第２分団の区域を竜野地区とし、副分団長は１名

に、第３分団の区域を白旗地区とし、副分団長を２名に、第４分団の区域を乙女地区とし、

副分団長を２名にしております。また、今回の再編では、部の統廃合は行っておりません。

この再編によりまして、消防団活動の円滑化と指揮命令系統を簡素化し、分団内の各部の

協力体制の充実を図ることができ、仮に部の段員数が減少した場合でも、統合が進めやす

くなるものと考えております。また本部役員の在籍年数を長くすることにより、消防団幹

部としての知識・経験が深まり、将来の消防団指導者としての人材育成につながるものと

考えております。 
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 次に、災害公営住宅の建設についてご報告申し上げます。 

 熊本地震により被災された方々のうち、自力再建が困難または難しい被災者の方々の住

環境の確保を図るため、仮設住宅の入居期間であります２年の間に災害公営住宅の建設を

進めるよう、昨年の８月にアンケート調査などを実施して、その結果、乙女地区のグリー

ンセンターの町有地に10戸、白旗地区の芝原の民有地を購入し10戸、甲佐地区におきまし

ても、同じく役場の周辺の民有地を購入し30戸、合計で50戸の建設を計画をしております。 

 建設の概要といたしましては、基本的に２戸を１棟とした木造平家建てで、設計から建

設までの事務一切を熊本県に委託することといたしております。乙女地区と白旗地区につ

きましては、設計に係る協定書を先月の２月15日に締結をいたしました。設計に当たって

は、熊本県が推奨しておりますアートポリス事業の考えで設計されるものと思います。工

事施工後、入居につきましては、平成30年３月末を目途に考えているところであります。

また、甲佐地区につきましては、今回の災害公営住宅の建設のほか、創造的復興の考えの

もと、子育て支援住宅及び防災公園を併設した計画をいたしたところであります。 

 スケジュール的には、当該地が１万平方メートルを超える開発であります。また農地で

もございますので、都市計画法に基づきます大規模開発申請及び農振、農転の手続を行い、

その後に設計、施工という段取りになります。 

 入居につきましては、仮設住宅の入居期間の２年間であります、平成30年６月を目途と

しております。しかしながら、事務手続等で時間を要する恐れもございますので、若干、

入居時期がずれ込むことも考えられますけれども、極力早急に入居ができるよう努めたい

と思います。 

 次に、義援金についてご報告を申し上げます。 

 熊本地震の被災者に対し、全国から寄せられました善意の義援金につきましては、日本

赤十字社、共同募金会及び熊本県に寄せられ、県を通じて町に配分をされました義援金が

３月１日現在で、第７次配分まで累計５億1,300万円、そのうち本町へ直接寄せられた義

援金が127件、2,836万5,307円となりまして、総額で５億4,136万5,307円となっておりま

す。県を通じて配分をされました義援金につきましては、県の配分基準に基づき、２月20

日までの申請受付分に対して配分を済ませております。その内訳といたしまして、住家の

全壊111件、大規模半壊を含む半壊1,009件、一部損壊家屋32件、死亡者３名、重傷者16名

というふうになっております。 

 本町へ直接寄せられております義援金につきましては、３月３日に開催をされました義

援金配分委員会で、国、県からの義援金配分の基準に満たない、一部損壊家屋への支援、

配分が決定をされたところであります。配分の基準や金額につきましては、県基準と同様、

日常生活に欠くことができない部分の修理とし、修理費用が30万円以上50万円未満の世帯

に３万円、修理費用が50万円以上100万円未満の世帯へ５万円を配分するということにな

ります。義援金の受付期間につきましても、平成29年９月30日までに延長をいたしており、

義援金の募集やふるさと甲佐応援寄附金、いわゆる、ふるさと納税でございますけれども、 

などについても、町のホームページ等に掲載をしております。 
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 熊本地震で被災をされた方々を支援するため、これからも応援いただきますようお願い

をするものでございます。 

 最後に、震災によります損壊家屋等の公費解体についてご報告を申し上げます。 

 震災により損壊をいたしました家屋等の公費解体の進捗状況でございますが、２月28日

現在で757棟を受け付け、同日までに480棟の解体を完了しております。また自費で解体を

行われた方への解体費用の償還は、同日までに236棟を受け付けております。したがいま

して、公費解体と自費解体を合わせた進捗率については、申請棟数ベースで72.1％という

数字となっております。 

 以上で、行政報告を終了させていただきます。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

────────────── 

 日程第５ 町長の提案理由の説明について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第５、町長の提案理由の説明を求めます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） それでは、先ほどの行政報告に引き続きまして、今期定例会に

提案をいたしております各議案につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今期定例会に提案をいたしております案件は、承認案件が１件、条例の制定案件４件、

条例の一部改正案件４件、契約の変更案件２件、平成28年度甲佐町一般会計補正予算及び

各特別会計の補正予算４件、平成29年度甲佐町一般会計予算及び特別会計予算５件の合わ

せて20件でございます。 

 以下、各議案について、順次ご説明を申し上げます。 

 まず、承認第１号、専決処分の報告及び承認についてご説明申し上げます。 

 この専決処分は、平成28年度甲佐町一般会計補正予算（第８号）でございます。 

 この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,003万円を追加し

て、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ178億939万9,000円といたしております。 

 今回の補正は、歳出では、教育費で小学校費の熊本地震関連費に、スクールバス運行委

託料を、災害復旧費で、その他公共施設・公用施設災害復旧費に、トレーニングセンター

災害復旧工事などを計上し、財源は特別交付税、国庫補助金及び町債に求めております。 

 次に、議案第１号、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の

制定についてご説明申し上げます。 

 本件は、平成28年人事院勧告に基づき、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例及び甲

佐町職員の勤務時間、休暇などに関する条例の一部を改正する必要が生じたので、本条例

の制定をお願いするものであります。 

 次に、議案第２号、甲佐町税条例等の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。 

 本件は、地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律など

が施行され、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が公布され、原則として、公布
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の日から１年以内に施行されることに伴い、甲佐町税条例等の一部を改正する必要が生じ

たので、本条例の制定をお願いするものであります。 

 次に、議案第３号、平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び

特例に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 

 本件は、熊本地震によって、家屋等に被害を受けた納税義務者の固定資産税に係る税負

担の軽減を図るため、本条例の制定をお願いするものであります。 

 次に、議案第４号、甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例の制定についてご説明申

し上げます。 

 本件は、災害対策基本法の規定に基づく避難行動要支援者名簿に係る情報提供に関し、

本人同意について特別の定めを設けることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑

かつ迅速な避難支援等の実施を支援するため、本条例の制定をお願いするものであります。 

 次に、議案第５号、甲佐町課設置条例の一部改正についてご説明申し上げます。 

 本件は、事務分掌の見直しを行うため、本条例の一部改正をお願いするものであります。 

 次に、議案第６号、甲佐町子ども医療費助成に関する条例の一部改正についてご説明申

し上げます。 

 本件は、子ども医療費一部負担金の現物給付化を行うため、本条例の一部改正をお願い

するものであります。 

 次に、議案第７号、甲佐町介護保険条例の一部改正についてご説明申し上げます。 

 本件は、介護保険法の改正に伴い、本条例の一部改正をお願いするものであります。 

 次に、議案第８号、甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

ご説明を申し上げます。 

 本件は、現行のリサイクル推進員を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃

棄物減量等推進員として委嘱し、廃棄物の減量・分別・リサイクル推進等の活動の円滑化

を図るため、本条例の一部改正をお願いするものであります。 

 次に、議案第９号、工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。 

 本件は、甲佐町総合保健福祉センター改修工事請負契約の契約金額を変更する必要が生

じたため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規

定に基づき、議会のご議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第10号、工事請負契約の変更についてご説明申し上げます。 

 本件は、龍野小学校校舎増築等工事請負契約の契約金額を変更する必要が生じたため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき、

議会のご議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第11号、平成28年度甲佐町一般会計補正予算（第９号）についてご説明申し

上げます。 

 この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20億4,255万9,000円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157億6,684万円といたしております。 

 それでは、まず、歳出からご説明申し上げます。 
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 議会費は、旅費等の減額を行い7,904万7,000円といたしております。 

 総務費は、ふるさと甲佐応援基金積立金195万円などを追加し、人事交流派遣職員人件

費負担金661万5,000円、電算システム改修委託料1,248万9,000円、シンクライアント・サ

ービス利用料811万8,000円、クラウド・サーバー利用料800万円、災害公営住宅整備事業

委託料９億4,780万8,000円、災害公営住宅造成工事4,800万円、用地買収費6,000万円など

を減額し、給料・職員手当などの調整を行い11億3,262万6,000円を減額し、９億2,899万

5,000円といたしております。 

 民生費は、臨時福祉給付金（経済対策分）4,374万円、高齢者施設等防犯対策強化事業

交付金139万4,000円、障害児通所支援給付費682万2,000円、住宅応急修繕料2,880万円な

どを追加し、介護給付・訓練等給付費1,352万3,000円、重度心身障害者医療費助成金668

万円、更生医療給付費814万4,000円、児童手当777万5,000円などを減額し、介護保険特別

会計及び後期高齢者医療特別会計繰出金、給料・職員手当などの調整を行い1,341万6,000

円を増額し、23億5,507万1,000円としております。 

 衛生費は、妊婦健診委託料60万円、御船町甲佐町衛生施設組合負担金1,177万7,000円を

追加し、国民健康保険特別会計繰出金698万3,000円、がん検診等委託料400万円、災害廃

棄物収集運搬処理業務委託料６億8,000万円などを減額し、給料・職員手当などの調整を

行い６億9,663万7,000円を減額し、36億7,462万4,000円といたしております。 

 農林水産業費は、地域密着型農業基盤整備事業負担金165万5,000円、中山間地域総合整

備事業負担金117万2,000円、震災復旧緊急対策経営体育成支援事業調査委託料151万9,000

円などを追加し、青年就農給付金487万5,000円、甲佐町強い農業づくり交付金１億1,762

万9,000円、暗渠排水整備事業6,032万円などを減額し、給料・職員手当などの調整を行い

２億1,788万7,000円を減額し、40億7,319万8,000円としております。 

 商工費は、中甲橋グリーンパーク進入路補修工事400万円などを減額し、給料・職員手

当などの調整を行い571万2,000円を減額し、2,614万3,000円としております。 

 土木費は、町道改良舗装工事870万円、甲佐町宅地復旧補助金3,200万円などを追加し、

県事業負担金298万5,000円、測量設計委託料1,210万円、土砂災害危険住宅移転促進事業

補助金600万円などを減額し、給料・職員手当などの調整を行い1,843万3,000円を増額し、

７億9,743万2,000円としております。 

 消防費は、上益城消防組合負担金、消防団員報酬、甲佐町自主防災組織促進事業補助金

などの調整を行い207万4,000円を減額し、２億4,088万2,000円としております。 

 教育費は、乙女小学校校舎清掃業務委託料150万円を追加し、甲佐高校支援計画策定委

託料、学校ＩＣＴ機器保守管理委託料、甲佐町通学用シャトルバス運行委託料及び給料・

職員手当などの調整を行い1,706万3,000円を減額し、６億5,832万8,000円としております。 

 災害復旧費は、林道の測量設計委託料5,100万円、中学校校舎及び体育館屋体等復旧工

事150万円、龍野小学校校舎及び体育館外構復旧工事200万円、乙女小学校校舎及び体育館

外構復旧工事350万円を追加し、農業用施設の測量設計委託料2,306万9,000円、補修用原

材料費697万円、民俗資料館解体工事350万3,000円、中早川集会所災害復旧工事400万円な
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どを減額し、公共土木施設災害復旧費の応急災害復旧費及び厚生労働施設災害復旧費の民

生施設災害復旧費の財源内訳変更を行い100万3,000円を減額し、20億6,011万6,000円とし

ております。 

次に、歳入についてご説明申し上げます。 

 地方消費税交付金は、401万1,000円を減額し、１億8,598万9,000円としております。 

 分担金及び負担金は、保育料及び農業基盤整備促進事業負担金などの減額調整を行い

2,085万9,000円を減額し、8,352万9,000円としております。 

 使用料及び手数料は、民生使用料、その他使用料及び手数料の調整を行い96万8,000円

を減額し、3,643万2,000円としております。 

 国庫支出金は、保育委託費負担金438万7,000円、児童手当負担金945万4,000円、公立学

校施設費国庫負担金939万5,000円、公立学校施設災害復旧費負担金1,177万1,000円、臨時

福祉給付金（経済対策分）給付事業費補助金4,772万6,000円、学校施設環境改善交付金

837万1,000円などを追加し、災害公営住宅整備事業費補助金７億1,085万6,000円、臨時福

祉給付金給付事業補助金789万6,000円、公立社会教育施設災害復旧費補助金333万3,000円

などを減額し、その他負担金、補助金、委託金の増減額調整を行い９億7,366万1,000円を

減額し、34億2,883万2,000円としております。 

 県支出金は、災害救助費負担金2,336万8,000円、平成28年熊本地震復興基金交付金

3,200万円、農地・農業用施設災害復旧費補助金1,720万円などを追加し、農業基盤整備促

進事業補助金5,655万円、強い農業づくり交付金１億1,762万9,000円、農地・農業用施設

災害復旧事業査定設計委託費等補助金5,726万1,000円、林道施設災害復旧事業査定用設計

委託費等補助金1,600万円などを減額し、その他負担金、補助金委託金の増減調整を行い

２億582万7,000円を減額し、49億743万9,000円としております。 

 寄附金は、ふるさと甲佐応援寄附金195万円を増額し、1,546万4,000円としております。 

 繰入金は、財政調整基金繰入金１億5,262万4,000円を減額し、５億7,382万6,000円とし

ております。 

 諸収入は、人事交流町派遣職員人件費分312万1,000円を減額し、農業者年金業務委託料、

町営バス運賃収入などの調整を行い415万9,000円を減額し、5,501万1,000円としておりま

す。 

 町債は、対象事業費の増減額に伴う借入額の調整により６億8,240万円を減額し、27億

3,319万5,000円としております。 

次に、議案第12号、平成28年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について

ご説明申し上げます。 

 この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,104万5,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ20億9,053万5,000円としております。 

 歳出では、一般被保険者療養給付費などを増額し、一般被保険者療養費、保険財政共同

安定化事業拠出金などの減額、その他の経費の調整を行っております。 

 歳入では、特別調整交付金、保険財政共同安定化事業交付金などを増額し、一般被保険
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者国民健康保険税、普通調整交付金、療養給付費等交付金などの減額、その他の経費の調

整を行っております。 

 次に、議案第13号、平成28年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第３号）についてご

説明申し上げます。 

 この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ659万3,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ15億1,305万7,000円としております。 

 歳出では、地域密着型介護サービス等給付費などを増額し、施設介護サービス等給付費、

介護予防サービス等給付費、高額介護サービス等費などを減額し、その他経費の調整を行

っております。 

 歳入では、特別調整交付金、介護給付費準備基金繰入金などを増額し、第１号被保険者

介護保険料、保険給付費交付金、財政調整交付金などを減額し、その他経費の調整を行っ

ております。 

 次に、議案第14号、平成28年度甲佐町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いてご説明申し上げます。 

 この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,857万1,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億2,884万1,000円としております。 

 歳出では、被保険者保険料負担金などを減額し、その他の経費の調整を行っております。 

 歳入では、普通徴収保険料の増額、特別徴収保険料の減額などの調整を行っております。 

 次に、議案第15号、平成29年度甲佐町一般会計予算についてご説明申し上げます。 

 平成29年度予算編成に当たりましては、平成28年熊本地震からの復旧・復興を最優先に

掲げ、平成28年11月に策定した甲佐町復興計画に基づき、復旧に向けた緊急な取り組みと、

新しい甲佐の創造に向けた取り組みを着実に実行するため、経常経費を除き事業内容を把

握精査し、限られた財源を可能な限り復旧・復興事業に充当する予算編成を行いました。

その結果、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ109億5,676万7,000円といたしてお

ります。前年度と比較をしますと72.2％、45億9,230万6,000円の増となりました。 

 それでは、主な歳入からご説明を申し上げます。 

 町税では、町民税は、前年度比20.7％減の２億3,890万1,000円、固定資産税は、前年度

比2.1％減の４億1,615万4,000円、軽自動車税は、前年度比4.7％増の4,652万円、市町村

たばこ税は、前年度比2.3％減の7,820万円を見込んでおります。 

 地方譲与税は、前年度比1.8％増の5,600万1,000円を見込んでおります。 

 ゴルフ場利用税交付金は、前年度と同額の1,000万円を見込んでおります。 

 地方消費税交付金も、前年度と同額の１億9,000万円を見込んでおります。 

 自動車取得税交付金は、前年度比75％増の700万円を見込んでおります。 

 地方特例交付金は、前年度比20％増の600万円を見込んでおります。 

 地方交付税は、前年度比3.7％増の21億7,732万5,000円を見込んでおります。 

 分担金及び負担金は、前年度比6.4％増の１億1,135万2,000円を見込んでおります。 

 使用料及び手数料は、前年度比4.5％減の3,590万5,000円を見込んでおります。 



- 11 - 

 国庫支出金は、公共土木施設災害復旧費負担金、災害公営住宅及び災害廃棄物処理事業

費補助金の増により、前年度比210％増の35億8,137万5,000円を見込んでおります。 

 県支出金は、災害救助費及び災害弔慰金負担金、災害復旧関係の農林水産業費補助の増

により、前年度比98.8％増の10億9,227万4,000円を見込んでおります。 

 財産収入は、財政調整基金預金利子の減により、前年度比19.9％減の822万2,000円を見

込んでおります。 

 繰入金は、前年度比23.9％増の５億2,828万9,000円を見込んでおります。 

 繰越金は、前年度と同額の5,000万円を見込んでおります。 

 諸収入は、前年度比19.9％減の3,454万7,000円を見込んでおります。 

 町債は、公営住宅建設事業、災害復旧・災害対策債の増により、前年度比197.5％増の

22億8,540万円を見込んでおります。 

 歳出について、次に、款ごとにご説明を申し上げます。 

 まず、議会費ですけれども、議会費は、前年度比0.8％減の7,984万円としております。 

 総務費は、災害公営住宅整備事業の増により、前年度比120.2％増の18億1,410万9,000

円としております。 

 民生費は、前年度比11.8％増の20億1,043万7,000円としております。 

 衛生費は、災害廃棄物収集運搬処理事業の増により、前年度比281.1％増の23億6,768万

6,000円としております。 

 農林水産業費は、震災復旧緊急対策経営体育成支援事業の増により、前年度比35％増の

４億534万4,000円としております。 

 商工費は、前年度比21.2％増の4,872万8,000円としております。 

 土木費は、子育て支援住宅建設事業、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、宅地液状化

防止事業の増及び道路改良路線数の減により、前年度比8.4％増の10億1,695万1,000円と

しております。 

 消防費は、防災公園整備事業、観光・防災Ｗｉ－Ｆｉ整備事業の増により、前年度比

44.7％増の３億4,939万3,000円としております。 

 教育費は、龍野小学校増築等工事費の減により、前年度比4.1％減の６億3,675万8,000

円としております。 

 災害復旧費は、災害復旧事業の大幅な増加により、14億392万1,000円としております。 

 公債費は、前年度比6.3％減の７億9,359万9,000円としております。 

 諸支出金は、存目としております。 

 予備費は、前年度比200％増の3,000万円としております。 

 次に、議案第16号、平成29年度甲佐町国民健康保険特別会計予算についてご説明申し上

げます。 

 平成29年度予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ19億6,980万3,000円とし

ております。前年度と比較しますと2.6％、5,055万1,000円の増となっております。 

 では主な歳入についてご説明申し上げます。 
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 国民健康保険税は、前年度比4.3％減の２億9,826万3,000円を見込んでおります。 

 国庫支出金は、前年度比4.2％減の４億6,091万3,000円を見込んでおります。 

 県支出金は、前年度比10.7％減の8,253万6,000円を見込んでおります。 

 療養給付費等交付金は、前年度比20％減の4,000万1,000円を見込んでおります。 

 共同事業交付金は、前年度比0.5％減の４億5,250万7,000円を見込んでおります。 

 前期高齢者交付金は、前年度比34.9％増の４億5,817万3,000円を見込んでおります。 

 繰入金は、前年度比7.2％減の１億5,719万8,000円を見込んでおります。 

 繰越金は、前年度と同額の2,000万1,000円を見込んでおります。 

 次に、主な歳出についてご説明申し上げます。 

 総務費は、前年度比22.6％増の4,020万3,000円としております。 

 保険給付費は、前年度比2.3％増の11億5,600万9,000円としております。 

 後期高齢者支援費等は、前年度比1.5％減の１億6,812万2,000円としております。 

 介護納付金は、前年度比17.2％増の8,104万4,000円としております。 

 共同事業拠出金は、前年度比0.5％減の４億5,250万8,000円としております。 

 保健事業費は、前年度比1.9％増の1,540万円としております。 

 予備費は、前年度比23.4％増の5,475万2,000円としております。 

 次に、議案第17号、平成29年度甲佐町介護保険特別会計予算についてご説明申し上げま

す。 

 平成29年度予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ14億5,232万4,000円とし

ております。前年度と比較しますと1.4％、1,955万5,000円の増となっております。 

 では主な歳入からご説明申し上げます。 

 介護保険料は、前年度比1.7％増の２億3,390万2,000円を見込んでおります。 

 支払基金交付金は、前年度比1.5％増の３億8,653万9,000円を見込んでおります。 

 国庫支出金は、前年度比1.3％増の３億8,285万2,000円を見込んでおります。 

 県支出金は、前年度比1.4％増の２億335万2,000円を見込んでおります。 

 繰入金は、前年度比2.5％増の２億3,988万9,000円を見込んでおります。 

 続いて、歳出をご説明申し上げます。 

 総務費は、前年度比3.2％増の4,453万2,000円としております。 

 保険給付費は、前年度比0.3％減の13億4,521万7,000円としております。 

 地域支援事業費は、介護予防事業から介護予防・日常生活総合事業への制度改正により、

前年度比57.7増の6,191万円としております。 

 次に、議案第18号、平成29年度甲佐町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し

上げます。 

 平成29年度予算は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億4,301万7,000円とし

ております。前年度と比較をしますと0.4％、62万円の減となっております。 

 主な歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金で、前年度比0.1％減の１億3,742万2,000

円としております。 
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 歳入は、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入金などに求めております。 

 次に、議案第19号、平成29年度甲佐町水道事業会計予算についてご説明申し上げます。 

 平成29年度予算は、収益的収入及び支出の予定額を、収入支出それぞれ１億4,559万

1,000円とし、資本的収入及び支出では、収入を7,574万1,000円、支出を１億2,941万

5,000円とし、収入額が支出額に対し不足する額5,367万4,000円は、当年度分消費税資本

的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補填することといたしております。 

 収益的収入及び支出の予定額で、主な収入は、営業収益を前年度より140万6,000円減の

１億3,519万9,000円、営業外収益を、前年度より300万8,000円減の1,039万円と見込んで

おります。 

 支出の主なものは、営業費用１億2,620万2,000円、営業外費用1,384万1,000円としてお

ります。 

 資本的収入は、企業債7,500万円を見込んでおります。 

 資本的支出は、建設改良費8,156万2,000円と企業債償還金4,285万3,000円としておりま

す。 

 以上、ご提案をいたしております各議案についてご説明を申し上げました。ご審議の節

は、担当課長に説明をいたさせますので、どうか適切なご議決をいただきますようお願い

を申し上げて、提案理由の説明とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 以上で、町長の提案理由の説明を終わります。 

 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。 

 明日11日とあさって12日は議案調査のため休会、13日は午前10時から本議場において会

議を開きます。 

 本日は、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。 

────────────── 

散会 午前10時57分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１３日（月曜日） 
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平成29年第１回甲佐町議会（定例会）議事日程 

 

（第２号） 

１．招集年月日  平成29年３月10日 

１．招集の場所  甲佐町議会議場 

１．開会     ３月13日   午前10時00分 議長宣告 

１．散会     ３月13日   午後３時40分 議長宣告 

 

１．応招議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．不応招議員 

  な し 

 

１．出席議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋    ７番 宮 川 安 明 

  ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣    10番 渡 邊 俊 一 

  12番 中 村 幸 男 

 

１．欠席議員 

  ４番 宮 本 修 治    11番 本 田   新 

 

１．本会議に職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  福 島 明 広   議会事務局事務長  山 本 洋 子 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

  町 長  奥 名 克 美   副 町 長  師 富 省 三 

  会 計 管 理 者  本 田 克 典   総 務 課 長  内 山   洋 

  企 画 課 長  西 坂   直   くらし安全推進室長  清 水   明 

  税 務 課 長  北 畑 公 孝   住 民 生 活 課 長  古 閑   敦 

  総合保健福祉センター所長  井 上 美 穂   福 祉 課 長  北 野   太 

  産 業 振 興 課 長  岡 本 幹 春   建 設 課 長  志戸岡   弘 

  環 境 衛 生 課 長  橋 本 良 一   会 計 課 長  本 田 克 典 
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  町民センター所長  中 林 健 次   教 育 長  蔵 田 勇 治 

  学 校 教 育 課 長  荒 田 慎 一   社 会 教 育 課 長  吉 岡 英 二 

  農業委員会事務局長  岡 本 幹 春   選挙管理委員会書記長  内 山   洋 

  代 表 監 査 委 員  本 田   進 

 

１．議事日程 

  議長は本日の議事日程を別紙のとおり報告した。 

 

１．会議に付した事件 

  日程第１ 常任委員会及び議会運営委員会の委員の選任について 

  日程第２ 政治倫理審査会委員の選任について 

  日程第３ 一般質問 
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１．議事の経過 

開議 午前10時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） おはようございます。 

 皆様にお知らせいたします。 

 11番、本田 新議員並びに４番、宮本修治議員より、体調不良のため本日の会議に欠席

届が出ております。 

 そのため、ただいまの出席議員は10名です。定足に達しますので、これより本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程を報告します。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりですので、朗読を省略いたします。 

────────────── 

 日程第１ 常任委員会及び議会運営委員会の委員の選任について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第１、常任委員会及び議会運営委員会の委員の選任につい

てを議題とします。 

 常任委員会及び議会運営委員会の委員の任期は、甲佐町議会委員会条例第３条の規定に

より、２年となっており、その任期が到来しております。委員会委員の選任は、委員会条

例第５条第４項の規定により、議長において指名いたします。 

 総務文教常任委員会委員に、本田 新議員、本郷昭宣議員、西坂和洋議員、福田謙二議

員、荒田 博議員、佐野安春議員、以上の６名を指名いたします。 

 産業厚生常任委員会委員に、中村幸男議員、渡邊俊一議員、宮川安明議員、宮本修治議

員、山内亮一議員、緒方哲哉、以上の６名を指名いたします。 

 議会運営委員会の委員に、中村幸男議員、本田 新議員、宮川安明議員、福田謙二議員、

以上の４名を指名いたします。 

 これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、常任委員及び議会運営委員は、ただいまの指名のとおり選任することに決定い

たしました。 

────────────── 

 日程第２ 政治倫理審査会委員の選任について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第２、政治倫理審査会委員の選任についてを議題とします。 

 政治倫理審査会の委員の任期は、甲佐町議会議員政治倫理要綱第12条第２項の規定によ

り、２年となっており、その任期が到来しております。 

 政治倫理審査会委員の選任については、甲佐町議会議員政治倫理要綱第12条第１項の規

定により、議長において指名いたします。 

 政治倫理審査会委員に、中村幸男議員、本田 新議員、渡邊俊一議員、本郷昭宣議員、
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宮川安明議員、緒方哲哉、以上６名を指名いたします。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、政治倫理審査会委員は、ただいまの指名のとおり選任することに決定いたしま

した。 

────────────── 

 日程第２ 一般質問 

○議長（緒方哲哉君） 日程第３、一般質問を行います。 

 皆様にお知らせいたします。 

 ４番、宮本修治議員より、一般質問取り下げ願いが提出されておりますので報告いたし

ます。 

 そのため、今期定例会の文書による一般通告書の通知は５名となります。 

 順次、質問を許します。 

 なお、議事の進行上、かねてからの申し合わせのとおり、１議員あたりの質問時間をお

おむね１時間として議事運営させていただきますので、質問者並びに答弁者の的確な対応

をお願いいたします。 

 最初に、12番、中村幸男議員の質問を許します。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） おはようございます。一番バッターということで一般質問を通

告に基づいてやっていきますので、よろしくお願いいたします。 

 一般質問に入る前に、東北大震災11日、去年で６年、また熊本地震はあすで11カ月とい

うような状況の中、奥名町長先頭に本日ここに出席の皆さん方、復旧・復興に努力されて

いることに対しまして感謝と敬意を申したいと思います。 

 そういう中において私も４項目にわたって一般質問を行うわけでございますが、郷土愛

をもとに質問をやっていきますので、その点も十分よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、第１点がふるさと納税についてということで、平成29年４月１日より失礼ですけ

ど、本格的に始動するというような私は捉え方をしております。過去にも三度ほどこのふ

るさと納税については質問をやってまいりました。ようやくこれが動き出すんじゃないか

というような思いを持っております。 

 28年の私が聞いた範囲では380万円ぐらい、３月まではかなりふえるんじゃないかと思

いますけど、逆に山都町あたりは１億を超しとるというような状況の中で、今後どのよう

なＰＲしながら甲佐町にふるさと納税をやってもらえるかというような期待を持っておる

ところでございます。その中で４月１日より取り組まれる状況あたりを総務課長に詳しく

お聞きしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、ふるさと納税につきましての取り組みお答えい
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たします。 

 ことしの４月になりましてようやく本格的なスタートということになるわけでございま

すけれども、４月１日、２日が休みになりますので、本格的なスタートというのは４月３

日からという実際のスタートになるかと思いますけれども、その内容につきましては、ま

ず簡単にインターネットでふるさと寄附の手続ができるポータルサイトで返礼品の選択や

クレジットによる寄附金の決済ができるようになるものでございます。 

 また、ポータルサイトを利用しない方は、これまでと同様、町のホームページから申し

込みをすれば、町から郵便振込用紙を送付することとしております。 

 また、町ホームページに商品リストを写真入りで掲載いたしましてポータルサイトにも

リンクするようになるわけでございます。 

 次に、返礼品につきましてですが、４月からは21業者の方々にご協力をいただきまして、

こうさもん認定商品を初め42品目をそろえることができました。今後も新たな返礼品の追

加や内容の充実を図っていきたいというふうに考えております。 

 次に、寄附額による返礼品の区分につきましては、現在３万円以上の寄附で返礼品を送

付していたものを１万円からといたしまして、寄附額１万円につき5,000円程度の品１点

を選んでいただきまして送付することとしております。 

 寄附金の額の区分につきましては、１万円から２万円未満で一品、２万円から３万円未

満で二品、３万円から５万円未満で三品、そして５万円以上で五品を選択できることとし

ております。 

 寄附金の使い道につきましては、これまでと同様、ふるさとの環境景観保全、そして

人々の安心・安全なまちづくり、そしてあすを担う子どもの育成、あとは特に指定なしと

いう４項目の中から選択をいただくこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） ようやく４月３日から21社42品目、これについては理解をする

ものでございます。ただ、やはり熊本地震の後、甲佐町も恐らく平成29年度税収面、特に

固定資産税、また住民税、いろいろな面でかなりやっぱり例年どおりの税収は見込まれま

せん。そういうことでこのふるさと納税、私は何度も質問しておりますけど、気合いを入

れてやはり税収不足を補うような考えで取り組んでいただきたいと考えておるわけでござ

います。 

 その中でこうさんもん認定審査会ってあるわけですね。これについて産業振興課長、何

品目、ことしも恐らく２品目認定されると思いますが、こうさもん認定商品は何品目ござ

いますか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） こうさもんの認定状況ということでございますが、先

日、認定審査会を行いまして、新たに２品目認定することと予定しております。その２品

目を加えますとニラ侍を含めて11品目、事業者団体の数としましては６団体ということに



- 19 - 

なっております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） ニラ侍を含めて11品目、そういう中において、このふるさと納

税返礼品提供一覧表というのを私もらっておりますけど、42品目の中でこれに認定商品と

いうようなことは一切書いてないわけですよね。やっぱり認定審査会で審査して、やっぱ

り甲佐の特産品と認められた以上は、３年に１回確かに更新というのはわかっております

中で、どうしてこういう認定商品というのが載っていないのか。それと、やはり甲佐町の

これは特産品ですよという認めた商品であって、やはり差別化、42品目の中でもやはり差

別化をしてやらんとですね、恐らく今後42品目の方々が認定の審査を出してこられるよう

なしむけもやっていただきたいと思いますけど、その点いかがでしょう。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 議員おっしゃいますとおり、今回、作成をいたしました４

月以降の分のカタログにつきましては、特に認定商品という表示はしておりません。この

認定商品につきましては、このほかに町のホームページで同じような商品の写真付きで商

品を掲載するということとしておりますが、その中には認定商品である旨の表示をさせて

いただくことにしております。 

 通常、これまでほかの自治体等の状況を見ますと、寄附金の申し込み方法といたしまし

ては、大体そういうインターネットを通じての申し込みが大体９割ぐらいを占めておると

いうようなことでございますので、そちらのほうで表示をして、おっしゃるとおり、差別

化を図るというような方法をとっていきたいというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） いやいや、総務課長、そういう答弁は理解するわけですよ。じ

ゃあ、今後１万円から５万円とか10万円される方に対してはこれば送ってやるわけでしょ

う。この中から選ぶんですかというようなことになってくるわけでしょう。だから、これ

しか見られんと思っているんですよ、私は。私はそのように捉えとっとですよね。これを

送ってやればですね、じゃあ、この中には認定商品も何も載っとらんわけですよね。だか

ら、やっぱりそこがやはり総務課長だけでなくて、恐らくプロジェクトか何か立ち上げら

れて今度の取り組みができたと私は思いますけど、やはりそこは何らかの差別化をつけて

やらんと、わざわざ一生懸命甲佐の特産品をつくろうという思いの中で認定されてですよ

ね、それが何も出てこんというような状況じゃ、今後この42品目についても認定審査会あ

たりに私は出さないというような思いを持っておりますけど、その点はいかがですか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） おっしゃるとおり、紙ベースで作成いたしましたカタログ

のほうには認定商品という表示をしておりません。そういったところ十分ではなかったか

というふうに思っておるところでございますので、今後はその辺十分配慮して検討してい
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きたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで町長にはこの件については何も聞きません。た

だ、本当にやっぱり真剣に税収カバーとか、そういう面も含めてやっぱりふるさと納税、

都城あたりは40億ですか、それと徳島県の阿波踊りのキャラクターかな、あれあたりが相

当な人気というようなことも聞いております。やり方次第では甲佐町も山都並みぐらいの

ふるさと納税は確保できるんじゃないかという思いでお尋ねしておるわけでございますの

で、何も総務課長を責めようとか、そういう考えじゃありません。やはり郷土愛、それを

もとにお尋ねをしておるわけでございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 それと、先立っての熊日新聞に「ふるさと納税是正検討、返礼品自粛個別要請」という

ような記事も載っておりました。確かに総務省、高市総務大臣あたりが、もうこれについ

ては余りにもエキサイトし、要するに例えば甲佐出身の東京の方が都城にふるさと納税し

たりとか、極端なこと言うと、公務員が制度的上そういうことやったでしょう。公務員が

住民税与えるのを節約のために、そしてお土産をもらうというような動きもあるというよ

うなことで、やはり国自体がいろいろ考えを変えてきとる時代でございます。その点は甲

佐のこうさもんの認定商品は、何もそれにひっかかるところはないわけですよね。その点

は十分認めます。それと、所沢市は、このふるさと納税を廃止しとるわけです。 

 そういう中で、今後やはり甲佐町も自粛個別要請あたりが国から何らかの通達があると

思いますので、その点も十分検討されて今の商品だったら私は問題ないと思います。ふる

さと納税集めるために、テレビとかいろいろ極端に焼酎365本１年分を返礼したりとか、

そういうやり方もあるらしいですので、その点余りにもやっぱり甲佐らしさを出しながら

今後取り組んでいただきたいと思いますけど、その点、総務課長。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 議員おっしゃいましたとおり、国のほうで検討はされてお

ります。ことしの春をめどにある程度の基準を出すというふうな話でございますけれども、

どういった内容になるかはそれを見てみないとわかりませんけれども、甲佐町の場合は特

に問題はない適正な範囲でのお礼という形で出しておりますので、その辺は適正な返礼品

になっておるのかなというふうに思っておるところでございます。 

 今後も町に対する無償の支援という本来の趣旨を踏まえまして、今後もふるさと納税を

町の発展のために活用していきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そこで、副町長にお尋ねするわけでございますが、やはり町長

は甲佐の顔であって、国・県、いろいろな方面に出向いて行って予算獲得、また事業、甲

佐にはこんな事業がいいんじゃないかという、これが一番町長の大事な仕事じゃないかと。

また、それをやってもらわなくては将来の甲佐は見えんわけでございます。 
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 そういうことでやはり庁舎内部については、副町長、教育部門では教育長あたりがやは

り取り仕切っていただいて、安心・安全の町、また町長のマニフェストに基づいて町政運

営ができると私は捉えておるわけでございます。 

 そういう中において、このふるさと納税一つにしても、確かにプロジェクトはつくられ

て十分検討された結果が本日私が質問している内容だろうと思うわけでございますが、や

はり副町長も就任されてもう２期を過ぎ、就任されたときから甲佐町に住所を移して精一

杯甲佐町発展のために努力されておることは認めるわけでございます。 

 そういう中において、やはり郷土、先立っての甲佐中学校、11日の卒業式だったですか、

これにも甲佐中学校の学校教育目標に「郷土を愛し」と、そういう文言が載っておりまし

た。そういうことで郷土というようなことについては、副町長はどのように捉えておられ

るか、済みませんけど、お考えを。 

○議長（緒方哲哉君） 副町長。 

○副町長（師富省三君） まず、ふるさと納税につきましては、ようやく４月から本格

スタートすることになりましたけども、この件については、中村議員から平成27年６月定

例会でＰＲを強化したり、特産品開発などに力を入れて、内容を充実してもっと積極的に

取り組むべきではないかというようなご意見をいただきました。その後もやっぱり取り組

みが遅いのではといったご指摘も何度となくいただきました。 

 この取り組みについては、町でも27年度からふるさと甲佐応援寄附金制度の充実という

ことを重点戦略事業の１つに掲げてプロジェクトチームを立ち上げまして早期の実現を目

指してきたところですけれども、熊本地震の影響もありましてお待たせをしてしまったな

という、そういった次第でございます。 

 郷土愛ということでございますけども、やはり職員は役場に勤めて甲佐のことを思い、

甲佐町の発展を願いながら日々の仕事をしているというような状況でございます。いつも

やっぱりふるさとは甲佐だという思いで、甲佐町のためにという思いでやっているところ

でございます。 

 質問の答えになるかどうかわかりませんけど、そういうことで。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） ありがとうございました。 

 副町長、私がどうしてこういうお尋ねをするかと言うと、甲佐町の職員、恐らく35％ぐ

らい町外から来てる。10年、15年前はこういう状況じゃなかったわけですね。これは仕方

ありません。やはり採用試験をもとに甲佐町役場に勤務するわけですので、だから、やは

り新しい新人職員さんあたりも朝８時半に出勤して５時半に帰るというような日課ではな

くして、やはり郷土愛を持って仕事をしていただきたいというような思いがございます。

その取りまとめを副町長、教育長あたりがやっていただきたいというような考えでこうい

うお尋ねをしておるわけでございますので、何も副町長が郷土愛がないとか、そういこと

ではございませんので、その点はご理解を願いたいと思います。 

 ただ、やっぱりプロジェクトあたりをつくって町長の指示、また副町長の指示でいろい
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ろ動いておられる中で、各課の連携はされておるものの、やっぱり各課の連携、これがや

はり総務課からあって学校教育課、いろいろある中で一つのことをするにも何らかの課で

各課がつながりがあると思うんです。その点についてもうちょっと気合いを入れていただ

きたいという思いがありますけど、その点いかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 副町長。 

○副町長（師富省三君） 各課の連携ということでご意見いただきましたけれども、先

ほど申しましたとおり、重点戦略事業というのを毎年度掲げております。これにつきまし

ては、やはり今年度めり張りつけてこういっいたものを重点的に取り組もうということで、

町長をトップとしまして、課長クラス以上の会議でこれは企画課が企画会議というのを定

期的に開催をしておりますけども、そこでみんなで意見を出し合いながら、各課の共通の

認識を持って、連携すべきところは連携をしてという趣旨でそういった会議を開催しなが

ら重要事業の進捗管理に努めているところでございます。 

 例えば昨年、熊本地震が発生しまして、その後の対応については、甲佐町は評価をいた

だいているというふうに思いますけれども、これやはり被災者の一日も早い生活の安定と

いうのを第一の目標に掲げて、それをみんながそれぞれが理解し、そのために何をすべき

かということを理解して来ていることが結果的にそういった評価をいただくことになった

のかなと思いますけれども、やはりおっしゃったように、町長を先頭にして、そして各課

それぞれの自分たちの役割を意識しながら、そして連携もしながらということは非常に重

要なことだと思いますので、今後、私もそういったことで職責を十分認識し、今ご意見い

ただいたことを踏まえながら職員と一緒になって頑張っていきたいというふうに思います。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） ありがとうございました。また、今後ともよろしくお願いして

おきます。 

 そういうことで最後に、このふるさと納税について、産業振興課長、この42品目の中の

11品目の中で載っとらん商品が４つぐらいあったですね、ニラスープとかいろいろですね、

あゆもなかとか載っとらん商品もあるわけです。これは漏れたのか。それと42品目の中で

認定されとらんやつについては、今後、審査会に出して審査していただけんですかという

ような思いがあるか、その点２点。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） ただいま返礼品のリストの中にこうさもん認定品で入っ

てないものがあるというようなご指摘でございますが、返礼品の選定をしますときに、こ

うさもん認定品で認定している事業者の方には、全てこういう形で町のほうがふるさと納

税の返礼品としてリストをつくりますと、ご協力いただけませんでしょうかというような

ご相談を申し上げたところです。 

 リストに上がってないものについては、発送までお願いするということで、発送、また

数量等の関係でふるさと納税の返礼品についてはちょっと対応が難しいですよということ

で今回載っていないところです。 
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 それと、あと認定品以外のリストに載っているものについては、当然、各事業者さんに

町のほうからお声がけをし、できるだけ認定品の申請を出していただくような働きかけは

行いたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前10時31分 

再開 午前10時31分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 済みません。先ほどの説明に若干補足をさせていただき

たいと思います。 

 中村議員のほうから鮎もなかとかニラスープということで入ってないんじゃないかとい

うご指摘がありましたが、単品での返礼品ということではなくて、鮎もなかですと、梅

酒・カステラセットという形で鮎もなかと梅酒・カステラをセットにした形で返礼品とい

うことで挙げているところです。申し訳ありません。補足をさせていただきます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 時間があと35分しかありませんので、ふるさと納税については

これで終わらせていただきます。今後は、皆さん、全課挙げて努力されることを期待いた

します。 

 次に、２番目が水害常襲地帯に対する取り組み方についてということで、言葉は悪いん

ですけど、私は、水害常襲地帯、特に町内、緑町、岩下１、２区あたりは本当に毎年水害

に遭っているというような状況で昨年の９月定例会の一般質問をさせていただきました。

私の質問に対して担当課長でよろしいですけど、何か取り組みはされたでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） それでは、お答えいたします。 

 昨年の９月定例会で中村議員のほうからご提案いただきました内水対策については、抜

本的な対策が必要ではないかというご提案をいただいております。 

 町では平成23年度に内水調査を行っておりますが、それをもとにより具体的な対策の整

備検討、計画的な対策を行うためにどういったことができるかを平成29年度新年度予算に

お願いいたしまして、内水対策調査費として800万円をお願いして調査に取り組んでいき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 調査費800万円つけていただいたことについては、やはり熊本地

震、また６月の豪雨、今後、甲佐町財政大変厳しい中、町長、ありがとうございます。ま
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ず調査費がつかなくては何も動かないという思いで、本当に調査費が800万円ついたとい

うことで一つ一つやっぱり物事が進んでいくんではないかという思いでございます。 

 この800万円の要するに29年度800万円の予算ということで捉えてよろしいですか。そう

いうことで29年度中にどのような調査をされていくか。 

 それと、調査は１回きりで終わるのか、800万円の予算があればもう調査は完了するの

か、その点も含めて。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） それでは、お答えいたします。 

 調査の内容としましては、平成23年度に基礎調査を行っておりますので、それをもとに

新たに具体的な調査内容として考えられることが、直接的に効果がある改修として築堤が

できるか、または護岸のかさ上げ等の河川断面を大きくすることが可能であるかの検討と

か、橋桁下の高さ不足の解消、それと河川狭窄部などのネック箇所の解消ができるかの具

体的な検討の工法を検討していきたいと思います。 

 それと、市街地を流れる大井手川に流れ込む量の分散をさせる新たな放水路の検討、ま

た調整池、または排水ポンプの設置箇所の検討などの調査を具体的に行うことにしており

ます。また、河川、水路、水位の情報の提供などソフト対策もあわせて行う必要があると

考えます。これらの具体的な対策内容が固まりましたら、中長期的、短期でできるものを

事業を区分して整備計画などを作成していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで改修前に23年度から内水面調査を実施されたや

つを基本に調査、恐らくコンサルか何かに頼まれて調査が行われると思います。ただ、そ

ういう専門家が調査されることも大事ですけど、やはり地元の住民の方、区長さんあたり

がやっぱり水害の状況は一番わかっておられるわけですよ。どういうことで浸ったとか、

そういうことは十分やっぱり地元の方が、竜野川にしろ、湯田川にしろわかっておられる

から、やはり専門家だけの調査でなくて地域の声あたりを十分聞いていただいて、やっぱ

り常襲地帯にならないような取り組み方をしていただきたいと思いますけど、その点は課

長、やはり地域の方あたりと懇談会をしたりとか、そういう思いはありませんか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 今、中村議員のほうからありましたように、地域の方の

これまでの経験ですとか、また専門家あたりのアドバイスを聞き入れながら取り入れてい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 私もやはり市街地の一員として生活しとる以上、やはり水害の

たびどういうことが原因かというようなことはある程度わかる。やはり特に鮎緑の周辺、

彩甲ができましたよ、鮎緑とか彩甲、あそこは田んぼだったんですよね。大井手川沿いに
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建っとる家よりもかなり低くて、あの当時は余り水害というのもなかったわけです。 

 それと１つは、甲佐小学校の正面玄関が、新しく甲佐小学校ができた時点で橋がかかっ

たですよね。あれに流木が詰まるわけです。その点も、だから要するに私は悪いけど、人

災とは言いませんよ。環境がよくなったから環境災害、便利がようなったから便利災害、

そういうような感じで私は捉えておりますけど、昨年の地震、また豪雨によってやはり南

谷川初め湯田川、竜野川の山はかなり土砂崩れとか風倒木あたりもやはり見えないところ

であってるんじゃないかと思います。それが時間雨量50ミリとか150ミリとか言いません

けど、50ミリとか60ミリ降った段階でそういうまた浸るような状況が出てくるんじゃない

かと私は思っておりますけど、その点、課長。そういう等を防止するためですよ。南谷川

を例にすれば、上豊内、下豊内あたりの山ですね、産業振興が関係あるかもしれんけど、

そういう調査はまだやっておられないわけでしょう。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 山腹崩壊等の調査はやっておるのかということですが、

地権者の方等から地権者、また地元の嘱託員さん等からご連絡をいただいた分については

確認に行っておりますが、申し訳ありません。私の記憶では上豊内あたり、南谷川の上流

であるとかというところで林務サイドの補助事業でできるような被害が出とるよというこ

とで現地確認に行ったところはなかったかと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで最初はふるさと納税で申したとおり、やはり関

係各課が連携しながらそういう災害が起きないような取り組みをしていただきたいと思い

ます。 

 ただ、調査が終わって本年度中に結論が出るわけですか。29年度中に結論が出て、どう

したら水害あたりがないというような方向は示されるわけですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 今年度中にある程度の報告をまとめまして町のこれから

の方向性を定めていきたいと思いますので、事業についても莫大な費用とか、国・県・町

でできることを区分して計画的にできることからやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 課長もそれについて今後どうするというのはなかなかやっぱり

言えんだろうと思います。一級河川とか、緑川ですね、これについては国交省が本当に今

度の地震あたりで取り組みが早いです。本当びっくりします。 

 緑町の中甲橋の上ですよね、町が400万円予算を組んどって、これ産業振興課ですけど、

組んどったやつも、恐らく町長が努力されて国交省が全部やってくれたわけです。それも

下に鉄筋を入れて今度やってくれとるわけです。だから、そういう緑川だけでなくして、

やはり内水面については町なんです、事業を行うのが。ただ、その内水面はそれぞれ一級

河川とか、そういうふうに流れ込んでおる。この点をやはり国・県あたりに要望していか
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ないと、私はこの水害常襲地帯、これは南谷川、湯田川、また竜野川含めて甲佐町の緑川

に流れ込んでいる支流の解決策は見出せないというような思いがありますから、その点は

いかがですか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） これまでも国・県に対しましては、要望活動を続けてい

っております。内水対策についてもいろんなアドバイスをいただいて問題解決に向けて検

討を重ねて、アドバイスをいただいてできることをやっていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 課長、答弁が難しいのは十分理解しております。ただ、やはり

毎年水害に遭われておられる方の気持ちも十分理解もされて、そういう中において、じゃ

あ調査は終わった、じゃあ何らかをしようと思っても、前回も町長の答弁の中で多額の経

費、予算が要ると、それもわかります。それを含めて町長、今後の町長の考え、調査費本

当に800万円つけてもらってよかったというような思いですけど、今後29年度中に調査し

て、どのような形で解決策を探られると思いますけど、町長の今後の調査費の後の考えあ

たりをお聞きしたいと思いますけど。 

○議長（緒方哲哉君） 町長。 

○町長（奥名克美君） 議員のご指摘の内水対策という案件なんですけれども、先ほど

からの建設課長の答弁にもありましたとおり、平成23年に基礎的な調査を実施しておりま

す。その中でそれぞれの箇所の工法の検討等もなされておりまして、大まかな概算の事業

費も出ていたというふうに思っております。 

 ただ、これをいきなり解決しようとしたときに、非常に防災面での事業費についての補

助対象となるそういった事業が非常に少ない。また、補助率についてもかなり厳しい数字

というふうになっておりますので、内水対策ということに関して申し上げたときに、国会

議員の先生でありますとか、それから国土交通省、これは熊本河川国土事務所のほうにも

毎年出向きまして、この件についても要望を行っております。 

 最終的には、今回の800万円の予算を調査費としてつけましたので、その中でより具体

的な検討がなされていくものと思います。その結果を見て、課長も答弁しましたとおり、

国あるいは県、そして町、それぞれの取り組むべきそういうすみ分けをちゃんとやった上

でより具体的な工法、それから対処方法について具体性を持たせていきたいなという思い

を持っております。 

 それと、何度も繰り返しになりますけれども、やはり単年度とか、そういうなかなかの

中期的にぱっとやろうとしても、これは非常に現実的には厳しいところがありますので、

そういうハード的なアプローチと、それからソフトですね、自主防災の組織もできれば全

行政区につくってほしいという思いでこれまでも補助等も捻出しながらそういう取り組み

を各行政区のほうでもやっていただいているような状況であります。やはり自助・共助・

公助という言葉もありますので非常にこれは重いと思っております。 
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 したがいまして、ハードの側面、それからソフトの側面、そういう両方の側面からこの

問題に関してはやっぱり取り組むべきだという基本的な考えを持って今後やっていきたい

というふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 町長、よろしくお願いします。 

 嘉島町、あそこは本当に水害常襲地帯でございました。ただ、あれは恐らく国交省が要

するにそれぞれ堤防に水を益城川に溜ったやつを流し込むというような状況で、もう全く

水害がない町に変わったわけです。だから、やはり町長が言われるとおりですよ。国交省、

国、また県選出の国会議員の先生方にこれがやっぱりふるさと納税のときにちょっと私が

冒頭に触れましたけど、町長がやっていただく仕事というような思いでおりますので、今

後ともぜひ一日も早い解決策を見出していただくことをお願いしときます。よろしくお願

いします。 

 続きまして、ろくじ館の運営状況についてというようなことで３項目にわたって出して

おります。 

 これについては、たしか平成24年だったか、ろくじ館が新しく中山間のあれから変わっ

て独立してできたやつは平成24年からできたんか、違うか。じゃあ、このろくじ館ができ

た経緯と申しますか、目的について担当課長。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） ろくじ館の設置目的についてご説明申し上げます。 

 ろくじ館につきましては、農産物の地産地消、加工の推進による農業振興や郷土料理の

伝承、社会活動、都市住民等の交流拠点として平成13年度に農林水産省の中山間地域総合

整備事業により活性化施設甲佐町農業研修センターという形で建設を行ったものです。 

 その後、地域農産物の販売による農業振興をさらに図るため、地域産物の販売ができる

ようにホールにつきましては用途変更の手続を行い、さらに平成24年度、先ほど中村議員、

24年度ということがありましたが、平成24年度におきましては売場面積の拡張を行ってい

るということでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで目的に沿って運営をされておるわけでございま

す。目的についてはお尋ねしましたけど、ここ５年間、28年度は震災、豪雨等があってで

すね、数字をいただいておりますけど、売り上げ状況あたりはどんななっておるか、そし

て町内の農業生産、商工業生産物、町内の会員ですね、それと町外あたりの比率はどのよ

うなふうに課長は捉えておられますか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） まず、過去５年間の売り上げについてでございますが、

この売り上げにつきましては、資料要求があっておりますので、各議員さんのお手元に青



- 28 - 

空市場の販売額の推移と書いた一覧表を差し上げております。この表をごらんいただけれ

ばと思います。 

 この表には、平成24年度以降の売り上げについて記載をいたしております。見ていただ

きますとわかりますが、平成26年度につきましては対前年比で100％を下回っております

が、全体的な傾向としましては毎年増加傾向にあるというところです。 

 また、議員さんのご質問の中にもありましたが、本年度におきましては、熊本地震、豪

雨災害と続き家屋やお墓を被災された方が多かったためだと思われますが、切り花等の売

り上げについては極端に落ちているというような、特に夏のお盆ごろですね、切り花等に

ついては例年大きく販売額が伸びるんですが、本年につきましては、その時期まで切り花

については落ち込んでいたということで報告を受けております。 

 表を見ていただきますとわかりますが、３月は今月ですので、２月の売り上げもちょっ

と確認ができませんでしたが、２月、３月が例年どおりの売り上げであれば、対前年比

100％は若干は超えるだろうということで予想しているところです。 

 また、青空市場の総会等の資料には出てきませんが、当面、販売額１億円を目指そうと

いうような考えを持っておられるところです。 

 それと、２点目の町内の産物と町外の物品の比率はどうなっているのかということです

が、これにつきましては、大体28年度で総売上の１割、10％程度が町外の物品ということ

になっております。24年度以降の資料を私、手持ち資料で持っておりますが、申し上げま

すと、24年度で6.4％、25年度７％、26年度7.6％、27年度8.9％、28年度、本年度につき

ましては、現時点で約１割の町外の物品の販売額ということになっているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことでこの数字を見る中で、27年度から店長制度がで

きておるわけです。越智君だったかな。やっぱり店長、これについては町から人件費とし

て青空市場のほうに190万円人件費の負担を町がやっております。そういうことでやはり

店長となれば、数字に私はこだわる。売り上げを伸ばさなければならないという思いがあ

ると私は捉えております。 

 その点を考えると、やはり24年ずっと少しずつ町外会員の売り上げが伸びておるわけで

ございますけど、やっぱり店長制度ができてからが年々増えているんじゃないかと。それ

と甲佐町の会員の方がかなり苦情が出とるわけです。町外優先で要するに私たちは隅に置

かれるとか、そういう声も聞くわけですよ。 

 ただ、やっぱりこのろくじ館の当初の目的からいけば、ちょっとおかしいんじゃないか

というような思いを持っておりますけど、その点いかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） ろくじ館の設置目的のところでもご説明申し上げまし

たが、地産地消という言葉が出てまいりますが、地域生産地域消費ということで、この地

産地消の地に当たる部分は、私も甲佐町が設置した研修センターでの物販ということであ
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れば、当然、甲佐町ということになるのかなというふうに考えております。 

 ただ、ちょっと中村議員さんのほうからありました会員さんからの苦情というようなこ

とについては、私のほうでは把握をいたしておりませんが、他の町村の物品につきまして

は、例えば柑橘系の果物ですね、ミカンとかであれば、甲佐町産が甲佐町のミカンが出る

までのつなぎとして早いところのミカンを置くとか、甲佐でとれない時期の野菜を置くと

かという努力は青空のほうでもされていると。 

 それと、これは先の構想になるんですが、どうしても甲佐町の物品だけでは手薄な品物

があるんで、広域的に他町村と連携をした上で売場の一角は他町村の物品を売るのはこれ

は仕方がないことかなと。できるだけ、ただ、最終的には甲佐の農業、また加工品が売れ

なければなりませんので、同じ例えばダイコンであっても若干植えつけ時期をずらしてダ

イコンの収穫時期を延ばすとか、青空のほうでも努力ができる部分があるのではないかと

いうふうには考えておりますので、そこら辺は青空市場運営委員会のほうと協議を進めな

がら、できるだけ甲佐の農産物、加工品が売り上げが伸びるような努力はしていただきた

いというような協議は行いたいというふうに考えております。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） すみません。産業振興課長、私と産業振興課長の考え方と違う

とですよね。柑橘類、野菜とかが甲佐にないときは他町から持ってくる。ろくじ館の目的

からして、ろくじ館も商工会なんです。商工会がいっぱいおる中で、サエラとか彩甲、甲

佐でできんときは、サエラ、彩甲あたりで売ってもらわんと困るわけです。よそから持っ

てきてサエラ、彩甲あたりの売り上げが減るような状況しか私はとらんわけです。やっぱ

り地元業者育成というのは、そういう点も配慮してやってもらわんことには、ちょっと考

えが違うと私が言いよっとですよね。そこまでして１億円達成したいのか。 

 極端の言葉を私が言いますけど、昨年10月25日か27日、東京の新宿駅近くで地域のちか

らコレクションという催事があっとるわけです。そのときは３日間休みをとって店長は行

かれとるけど、甲佐商品は持っていっとらん。美里の商品ですね、３品。もりのスコーン

とか何とかかんとかって３品持って頑張っておられるわけですよ。ここで販売をしよるわ

けですよね。自費で恐らく行っとんなはると思うけど、やはりその点は課長が指導しても

らわんことには、寒野あたりのミカンがないけん、その間は三角とか河内から持ってくる。

サエラや彩甲で一杯売ってあるじゃないですか。やっぱりお互い競合するとこはあります

から、その点は逆に控えていただいて、やはり地元の農産物、加工品あたりを優先的にや

っていただくのがろくじ館の、私，店長は責めませんですよ。あの人は店長という立場だ

から、売り上げ上げんとやっぱりいろいろ言われるけん。それはもうわかります。ただ、

それを指導していくのが課長の役目じゃなかろうかというような思いですけど、いかがか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） ただいまの中村議員の私の考えと中村議員の考えが若

干違うんじゃないかということで、基本的に私もろくじ館の販売については甲佐町の産物、

甲佐町の加工品を販売していただくのがメインだというふうに考えております。 
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 先ほどの答弁の中でも申しましたとおり、生産の調整ができるものについては、そうい

う生産の調整の努力をしていただいて、物品の販売期間、通常１カ月しかないものを１カ

月半とか２カ月販売できるような形態、生産者の方に働きかけをしていただいて甲佐町の

物品を売っていただきたいというふうには考えております。 

 ただ、中村議員がご質問の中で言われましたとおり、他の民間事業者さんと競合するの

ではないかと、他の事業者さんで買えば済むことだろうということですが、申し訳ありま

せん。そこにつきまして時期的にどうしても甲佐の農産物だけですれば、売場の物品が非

常に寂しいような状態になる時期がございます。このような時期に品揃えがないとサエラ

さん、彩甲さん、固有名詞ですけども、については常時果物、野菜、肉、品揃えがあって

販売をされておりますので、当然あそに行けば一通り揃うよというようなことでお買い物

をされている消費者の方がおられると思います。ろくじ館については、もうその時期でな

いと品物がないという状態は、ちょっと買いに来られる方もせっかく来られて目的のもの

がないとかというのはいかがなものかなと。多少の町外物品の販売については仕方ないの

かなというふうには考えております。 

 それと、10月の東京での物販については、その直後でしたか、中村議員からこういうこ

とで出張されてるようだよというようなお話を聞きましたが、特別ろくじ館の店長として

行かれたのではないというようなふうにお聞きをしているところです。 

 すみません。長くなりましたが、以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで今後ともろくじ館運営については、目的に沿っ

て運営されることをお願いします。町長もお尋ねする予定でしたけども、時間がありませ

んのでまた後でお尋ねします。 

 内容については、町長、十分理解できたと思います。 

 最後に、熊本甲佐10マイルについて、もう時間がございませんので、この10マイルです

ね、余りにも実業団、九州の実業団かどこか知らんけど、言いなりですよね。12月の第２

にしよったやつをニューイヤーか何か間に合わんけん第１にした。福岡国際があるか何か

知らんけど、昨年は11月の最終日曜日、今度はまた何か言うてきとるでしょう。もう時間

がないけん、いろいろまだいっぱい言いたいことあるけど、その点いかがですか。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（吉岡英二君） 10マイルロードレース大会については、今、中村議員

がおっしゃられたとおりで数回時期的に変更があっております。実業団も出ていただくこ

とは非常に10マイルを盛り上げる面ではいいことでございますけども、そのほかにも中学

生・高校生のランナーの育成とか、そういう面にも配慮していかなければならないという

ふうに思っております。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで11月にしただけで中学生・高校生あたりは参加

がばたっと減っとるでしょう。この目的は、やはり中・高校生の育成、そういうことを目
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的にこの10マイルというのが始まっておるわけです。実業団あたりがいろいろ言うこと自

体が根本的に私は間違うとると思います。だから、10マイルをどうのこうのせいじゃなく

て、やはり実業団の言いなり、去年なんか飛行機の時間が間に合わんけん閉会式を早よせ

いとか、そういうことを言うとですよ、実業団は。町の金320万円出しながら、スポンサ

ー、町内外200万円ぐらい寄せながら運営を一生懸命担当課はしとる、各課挙げて町長を

大会会長のもとにね。じゃあ、熊本城マラソン、極端に言うと１人１万円ですよ、参加料。

１万人で１億ですよ、経済効果は22億とか。じゃあ、甲佐10マイルは経済効果があるかと

言うと、私はちょっとひっかかる。上益城振興局が19店舗かな、ろくじ館の前に出して18

万円ぐらいしか売れとらんですね。出した人も来年出さんとか、１回で懲りらんで出して

あげと私は言うけど、やっぱりそういう状況の中で、今後本当に考えていかんと、せっか

く甲佐町の10マイル、たしか復興の大会じゃなかったですか。それは私は達成しとらんと

いうような思いを持っておる。それぞれ考え方は違うけど、やっぱりもう時間がありませ

んのでやめますけど、十分検討していただくことをお願いして一般質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。11時15分から始めます。 

────────────── 

休憩 午前11時07分 

再開 午前11時15分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、７番、宮川安明議員の質問を許します。 

○７番（宮川安明君） ７番、宮川でございます。一般質問を行いたいと思います。 

 最初の12番、中村議員の商工関係で産業振興課長に非常に多くの質問が入っておりまし

て、私も今から農業の問題を質問するわけでございますが、課長、何でしたら後回しにし

ましょうか、大丈夫ですか、よろしいですか。 

 それでは、農業問題について質問をさせていただきます。 

 非常に農政の転換期と申しますか、29年度で長く続いておりました減反政策が廃止され

るということでございます。これにつきましてお聞きするわけでございますが、町として

この問題についてどういう方向性で進んで行かれるのかということをまずは質問させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 29年度で減反政策が終わるということで今後どういう

ふうな町としての考えなのかということですが、まず全体的な制度についてご説明申し上

げたいと思います。 

 29年産の米、水稲につきましては、これまでどおり米の生産数量の配分が行われると。

当然、米の生産数量が配分されますので残りの分については転作をしましょうということ

になります。 
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 この転作の割合ですが、29年産の転作率については45.8％、本年より若干上がっており

ますが、45.8％となるような状況であります。30年産以降につきましては、特に国から生

産数量の配分というのはございませんが、ただ、自由に水稲を作付するということであれ

ば、米の暴落であったり、30年産の米の価格については、まだなかなか予想はできないと

ころですが、暴落等になれば、水稲主体でやられている農家については、極端に言えば経

営破たんとか、また離農者の増加を招くのではないかというふうに考えられます。 

 このため生産数量の配分は行われませんが、国におきましては、全国の受給見通しや、

相対取引価格の推移、民間在庫の推移等の情報を順次公表、周知を行うということで考え

られております。 

 また、熊本県及び町におきましては地域農業再生協議会というのがございますが、この

地域農業再生協議会が中心となって策定します水田フル活用ビジョンにより、非主食用米

や麦、大豆等の作付を誘導し、生産者はこれらの国の情報であったり、町の水田フル活用

ビジョン等の情報をもとに自らの経営判断や戦略販売に基づき、どのような作物をどれだ

け生産・販売するのかというのを自主決定するということとなります。 

 また、米の生産数量の配分の廃止に伴うというわけではございませんが、現在、米の直

接支払交付金というのがあっておりまして、10アールあたり7,500円の交付金があってお

りましたが、この10アールあたり7,500円につきましても、29年産米を最後としまして交

付金としては制度がなくなるというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 生産者はやっぱり自ら経営判断で販売するものを選びなさいと

いうようなことだと思います。また、今まで直接支払交付金の7,500円というのはもうな

くなるということです。そうなりますと、今おっしゃった非主食米や麦、大豆等に生産者

は走られるというふうに考えるわけですけども、そういう場合に何かそういう作物を植え

付けるのに当たっての問題点というのは考えておられますか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 特に非主食用米について問題点といいますか、今後ど

うしても県と協議が必要な部分としまして、現在、非主食用米には飼料用米、米粉用米と

いうのがありますが、甲佐町での作付けは森のくまさんでございます。 

 この飼料用米、米粉用米に係る交付金は、水田活用の直接支払交付金で戦略作物の対象

となっており、数量払いの方式がとられております。この数量払いと言いますのは、反当、

どれだけとれるか、10アール当たりの収穫量に応じて５万5,000円から10万5,000円という

ことで、収量が少なければ交付金も減る。多くとれればそれだけ多くもらえるというよう

な制度となっております。 

 国としましても、特に飼料用米につきましては、多収品種への取り組みを行うというよ

うなことで明示をされております。町としましても、この多収品種の取り組みが必要であ

るのではないかということで、これにつきましては、今回の制度改正に伴うものではござ
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いませんが、集荷がＪＡかみましきが主でございますので、生産の指導等もＪＡさんにお

願いするというようなことで、これまでも他の森のくまさんじゃなくて、多収穫品種の作

付を推進することはできないでしょうか、また荷受けはできないでしょうかというような

協議を行っているところですが、どうしても荷受けについてカントリーエレベーターです

る関係で他の品種を導入すると、それ専用で一便確保しなければならないということで導

入については非常に難しいというような回答を得ているところです。ただし、昨年の震災

でカントリーエレベーターの再編、また機能強化の事業を実施されておりますが、郡内、

上益城平坦地区につきましても再編が行われます。 

 また、この飼料用米、米粉米につきましても、他の町村でも作付けがあっておりますの

で、他の町村の作付け、収穫状況等勘案した上でどこかのカントリーで荷受けができれば、

多収穫品種の作付けも可能ではないかというふうには考えておりますので、その点につき

ましては、今後、ＪＡさんのほうと打ち合わせをしながら進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 作付生産に関しての答弁でございましたが、私もこの多収穫品

種、要するに森のくまさんで多く作れと言ってもこれ無理なんですよ。ですから、以前か

ら何回かこの場でも申しましたように、そういうふうに移行するようにＪＡさんと協議を

していただきたいということで質問いたしました。 

 今、課長の答弁にありましたように、ちょうどカントリーの改修もされますし、また、

農協さん自体が今国から農協改革ということで強く求められている時期でございますので、

こういう機会にぜひＪＡさんと協議をしていただければなというふうに思っております。

よろしくお願いします。 

 続いて、またこれも新しい制度ですけども、新たな保険制度ができるというふうにお聞

きしております。その内容をどういう制度なのかお聞かせ願えませんでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 新たな保険制度ということで、これまで農業関係の代

表的な保険制度としましては農業共済制度と、農業災害補償法ですか、に基づく農業共済

がありましたが、平成31年度から収入保険制度というのが創設をされます。 

 これまでの農業共済制度につきましては、収穫量の減少を補償する制度と。収穫量です

ね、金目ではないということです。あくまでも品質でもない、量を補償しますという制度

ですが、収入保険制度におきましては、収入額が減少した場合の補償制度ということとな

っております。 

 補償額につきましては、基準収入額というのが設定しなければなりませんが、この基準

収入額のうち補償限度額を最高90％、そのうちの支払率も、これも選択ができるんですが、

最高90％を上限として各農家が選択し、補償率に応じた保険料を納めた上で保険を掛ける

ということになります。 
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 この新たな保険制度につきましては、対象となる農業者には条件がございます。まず、

青色申告を行っていただくと。また、経営管理を適切に行っている個人・法人が対象とい

うことでございます。 

 青色申告につきましては、５年継続している農業者の方が対象となる基本でございます

が、新設の保険事業ということで平成29年度分本年度分の農業収入について、来年、青色

申告を行えば保険加入の対象とすることとなっております。５年間が基本と言いますのが、

５年間の平均収入を基準と、その収入を補償の基準額としますという考えで５年間という

のがあっております。 

 これらのこの新たな収入保険制度の新設に伴いまして、類似保険制度としまして、先ほ

ど申しました農業共済制度がございますが、同じ国が出している制度ということで重複加

入ができないものがありますので、それらについては農業者の方がどちらかを選択して加

入をしていただくということになります。 

 また、農業収入全てが補償の対象ということではなく、肉用牛、養豚、鶏卵などについ

ては、国が別途制度化して補償制度が確立しておりますので、それらの分は収入補償の対

象にならないというような新しい保険制度でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） じゃあ、青色申告をなさっている方が対象ということでござい

ますが、今、甲佐町でどれくらいの方が青色なさっているのか。それともう１つは、農家

戸数ですね、それに対して何人の方がなさっているかという点をお聞きしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） それでは、２点目のまず農家数のほうからお答えした

いと思います。 

 昨年行われました農業センサスの農家数でいきますと930戸、この930戸の中には自給的

農家、俗に言います半米農家ですが、270軒を含むということで、販売農家としましては、

660戸が販売農家になるのかなと。また、産業振興課のほうで各農家のほうに営農台帳、

ことしの作付計画はどんな作付計画ですかというのを出しますが、これの対象者としまし

ては1,088ということで、農業者の数についてはいろいろな数字で捉えることが可能です

が、基本は農業センサスであるかなというふうに考えております。 

 １点目のご質問の新たな保険制度が青色申告が条件ということで青色申告はどれくらい

やっておるのかということでございますが、町の税務課のほうに数値の照会を行っており

ます。青色申告をしておられる方で農業所得がゼロ以外の方、利益が出ている方、所得が

上がっている方、マイナスの方等がおられますが、ゼロ以外の方が199名ということにな

っております。 

 また、ＪＡかみましきのほうに青色申告部会がありますので、青色申告部会の甲佐町の

会員の方の数について照会をしましたところ145名ということで回答を得ております。 

 さらに、本年産の農業収入から来年青色申告をしないと保険の対象になりませんという
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先ほど説明を申し上げましたが、青色申告をするに当たっては、本年の申告が終わるまで

だったと思いますが、来年から青色申告をしますよというのを事前に税務署のほうに届け

出をしていただかないと来年になってから青色申告でしますよというのはできないという

仕組みになっております。 

 これにつきましても税務課のほうに確認しましたが、先週の金曜日、10日現在で税務課

のほうを経由して来年青色申告をしたいという希望を出されておられる農家の方はおられ

ないということで聞いております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） この制度は、私は今後農業経営をしていく上では非常にいい制

度だというふうに思っております。ただ、今申しましたように、青色申告ということでご

ざいますので、今、部落座談会等で担当課が説明をされておりますけど、やっぱりそうい

うことを周知徹底ということをやっていただければなというふうに思います。 

 それと、確認ですけど、重複加入はできないというのは、要するに肉牛経営安定特別事

業対策と、それから養豚経営、要するに畜産でそういう補償がされているところはできな

いということで理解してよろしいですね。そういう制度に乗っかっている部分では重複は

できないんですよということですね。はい、わかりました。 

 それから、次に、農地被害への取り組みということでお聞きいたします。これは災害関

係でございます。 

 今、甲佐町の農地が災害によってどういう状況になっているかということからまずお聞

きしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 農業用関係の被害状況について説明をということです

ので、まず昨年、国の災害査定を受けました状況についてご説明申し上げたいと思います。 

 災害査定、補助率の増嵩申請等が終了し、補助率についてまず確定をいたしております。

農地、田畑につきましては95.5％、それ以外の農業用施設、農道でありますとか、水路等

につきましては、国の補助率98.6％ということで補助率については確定をいたしておりま

す。 

 また、状況としまして、被災面積でいきますと、地震、豪雨合わせまして水田につきま

しては約53ヘクタール、畑につきましては1.44ヘクタールです。あと箇所数になりますが、

農道につきましては29箇所、水路29箇所、揚水機が１カ所、ため池３カ所、橋梁１カ所と

いうことで災害査定を受けているところでございます。 

 また、発注状況でございますが、現在、本日までの発注状況としましては、揚水機と水

路の２件にとどまっておりますが、現在、実施設計の積算については順次終了していって

おりますが、今回の災害については、県のほうが積算が終わった時点で内容について審査

を行いますということでございます。昨年以前の災害については、災害査定が終われば町

のほうで積算をして発注をかけるということでしたが、その間にワンクッション県のほう
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が審査をされるということで審査が終わったものから入札を行うということにしておりま

す。 

 それで、町のほうでも優先順位といいますか、中心的な農道、また幹線水路等をどうし

ても先にせざるを得ないということで今月中に開札が行われるものと、できるだけ年度内

に発注ができるものについては発注を行いたいというふうな考えでおります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 現状はわかりました。 

 それで、またお尋ねしますが、町でそういう復旧する部分はいいですけども、どうして

もそれにかからない部分、自力で復旧せんといかんというような部分が出てくると思いま

すけど、そういう補助に対して何か具体的に町として考えておられるかと。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 町のほうで国の災害査定を受けて町が発注する以外、

特に芝原につきましては、泥を持ち込みをされてフリックが起きていたところは平坦化を

されているというような圃場があります。これ以外にも災害が40万円以上の被害でないと

国の補助に乗らないというようなことで自力で復旧をされているところがあります。この

自力復旧分につきましては、県の復興基金の中で上限、補助額20万円、事業費の２分の１

以下ということでございますが、復興基金の活用ができるということでございますので、

今回、当初予算には計上いたしておりませんが、今後どれくらいの事業費があるのかを調

査した上で補正予算のほうでまた予算についてお願いをした上で事業を進めていきたいと

いうふうに考えております。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） いろいろ考えておられるということでよろしいんですけど、地

震後、昨年は天候が非常に悪かったということもございますが、ＷＣＳが年末まで刈り取

りができなかったとか、これは田んぼは結局水たまりができて機械が入らないということ

が原因だったんですけども、そういう湿田化というのが出てきてるわけですね。こういう

湿田化について何か対応等は考えられておられるのかお聞きしたいんですけど。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） ただいま宮川議員のほうからありましたとおり、昨年

のＷＣＳにつきましては、水田が湿田化していると。機械を入れても機械がぬかって収穫

作業ができないというような圃場が年末まで多数残っておりました。 

 昨年の場合、農政局と協議をしまして災害時の特例ということで助成の対象とはしてい

ただきましたが、本年度以降はそれは２年目以降になるので対象になるのは難しいだろう

と思っております。 

 確かに宮川議員が言われましたとおり、12月が１週間と天気が続かないというような天

候状態もありましたが、今見ましてもなかなか水がたまって水が引かない水田というのが

町内各地で見受けられると。これはやっぱり地震の影響もあるのではないかなというふう
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には担当課としても見ているところでございます。 

 水田につきましては、農業をされる上で基礎となる部分でございます。湿田化したまま

ではなかなか水稲についても収穫作業ができないような状況であれば、ほかの作物はなお

のこと生産ができないということで、ある程度乾田化ができるような対策をとる必要があ

るだろうというふうには考えております。 

 抜本的な解決策としましては、暗渠排水を入れるというのが複数年にわたって対応でき

るものであるというふうには思いますが、これを個人でするというのについては若干無理

があるのかなと。 

 即効性がある対策としましては、これは12月議会だったと思いますが、宮川議員のほう

からもありましたとおり、弾丸を引くであるとか、鋤返しを行うということで、当面即効

性のある対応としては、そこら辺が早いのではないかなというふうなことで考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） そういうふうに考えておられるんであれば、それで結構だとい

うふうに思います。 

 次に、法人、それから新規就農者のことについて今後どう取り組みをされるのか、まず

は法人の経営状況というようなところからお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 法人並びに新規就農者の経営状況はどうなっているか、

特にまず法人はどのようになっているかということでございますが、議員各位ご存知のと

おり、集落営農法人につきましては、28年度に１法人、これは吉田でございます。27年度

に６法人が設立されておりますが、これらの法人に共通して言えますことは、農地の集積

は行いました。ただ、それぞれの各法人さんが直接営農されている圃場については少ない

ということで、赤字にはならないんですが、農産物の生産・販売での収益というのはほと

んど上がっていないというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） ちょっとお尋ねしますが、各法人の集積面積と直接経営を行っ

ている面積、各法人全て言わなくて結構です。大体で結構でございます。平均してどれく

らい集積をされて、どれくらい直接経営をなさっておるかという面積を教えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 各法人の集積面積、直接営農面積はどれくらいかとい

うことでございますが、これにつきましても各法人、７法人ありますが、ばらつきがあり

ますので、押しなべて平均的な数字でいきますと、集積面積は１法人当たり大体20ヘクタ

ール、そのうち直接法人さんが営農を行われている圃場については２ヘクタール程度だと

いうことで、大体集積を行ったうちの１割ぐらいを法人さんが直接営農をされているとい
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うような状況でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 法人についてはわかりました。それじゃ新規就農者への対応に

ついてお聞きをいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 新規就農者へ町としてどのような対応をしているのか

ということでございますが、これも昨年の６月か９月の議会のときに宮川議員のほうから

ご意見というようなことで技術的な指導であるとか、金銭的な支援、そういうバックアッ

プ体制をとらんとなかなか新規就農者の方も一本立ちできるのは難しいのではないかとい

うようなご意見・ご指摘をいただいているところです。 

 この新規就農者につきましては、29年度から制度の名称が変更となります。その制度の

名称変更に伴いまして内容についても若干変更が行われております。 

 変更内容についてご説明申し上げますと、29年度以降新規就農者と認定を受けられまし

た方については、県、ＪＡ、金融機関、農地利用最適化推進及び町が一体となって相談や

指導を行うと。そういうサポート体制の整備が要件の１つとなっております。町のほうと

しても、そういうサポート体制を整えた上で新規就農者に対して相談や指導を行うと。ま

た、これもたしか宮川議員言われたと思いますが、今回新たに３年目に必ず中間の評価を

行いなさいと。評価を行った上で先ほどのサポート体制で支援をしなさいと。また、これ

までの新規就農者につきましては、最高５年間給付金をいただいて、極端な話、６年目に

はもう農業をやめますと言われても５年間もらわれた給付金についてはもらいきりと、返

還の必要がないというような制度設計になっておりましたが、今回の新規就農者、29年度

以降につきましては、給付金の終了後におきましても一定期間以上の営農が必要というこ

とで、この一定期間と言いますのが、給付金をもらった年数相当の年数は続けてください

ということで、５年もらえば、その後５年間は営農を続けてくださいというような制度設

計となっているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 今、課長の答弁にありましたように、まず法人についてですけ

ども、赤字にはならないが、農産物の生産販売、営農収益がほとんどないというようなこ

とでございます。具体的に直接幾らあったのかというのはお聞きしません。限りなく赤字

に近いんでしょう。今、集積面積からして実際経営やってるのは１割ぐらいということで

すね。 

 私が心配しますのは、将来的には全て経営しなくてはならない面積なんです。そこで、

今１割の面積の状態でそういう状態ですね、まさに。それで大丈夫だろうかというのは私

だけの心配事じゃないというふうに思いますし、新規就農者の今答弁にありましたように、

私が以前から申してましたように、やりっ放しでいいのかというようなことを申しました。

まさに国がそういうことに気づいてこういう状況になっております。課長が説明されたと
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おりです。 

 やはり法人も結局利益を上げるように、そしてきちっと法人税を納めるように、そうい

う健全な形に持っていくようにですね、なかなか経営は難しいですよ。しかしながら、目

論見書もつくってやっているわけですから、その辺はチェック体制といいますか、新規就

農者と同じですよ、チェック体制をやれるというようなことは行政でもできるんじゃない

かというふうに思います。 

 といいますのが、やはりそういう自分で力をつけないと、土地利用型構造改革推進事業、

これ県の農機具導入なんですね。以前、私がここで言って、町長にお願いして、法人には

この事業を使いましょうよ。そして町が１割上乗せしましょうというようなことを言って、

町長が判断していただいて、よし、それじゃそうしようということでできてるわけです。

ところがこういう状況でありますので申請はしても採択は受けられないという状況なんで

す、今。なぜかと言うと、やっぱりそういう生産が上がらないとか、将来性がないとか、

いろいろ点数で行くので、結局はそういうところなんです。私たちが一生懸命そういうふ

うにしていい制度をつくっても、それが生かされないというようなことにつながりますの

で、ぜひチェック体制といいますか、指導というのは難しいでしょうけど、その辺を配慮

していただきたいなというふうに思っております。 

 私はこれまでいろいろ農政についてこの場で質問してまいりました。今回も減反政策か

ら今言いました新規就農者、法人まで聞いてまいりましたが、課長がしっかり答弁をされ

てこられたので、もう町長のほうにはあえて農政についてのお答えは求めません。 

 ただ、町長もお感じになっとると思いますけど、減反政策の廃止ですよ。それとかまた、

この前、農振協議会、あの場で言われた産地交付金保留分、結局２割国は削減して町にお

ろすというようなこと、また、収入保険についても、経営管理をしっかりしてくださいよ

と、そういうところにしか加入できませんよというようなことで、民主党政権で所得保障、

非常にいい政策を打ち上げて、またその次がＴＰＰということで非常に農政に対して国は

非常に補助金等に手厚くやってきました。しかし、ここを見ますと少し変わってきていま

す。私はそう感じているんです。 

 今、農業競争力強化のもとに、そういう国がまさに補助金を少なくしようというように

走っているんじゃないかというふうに思っております。そういうところを踏まえてやはり

しっかりと農政をやっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 これで農業問題は終わります。 

 続きまして、田口橋の道路関係ですけども、田口橋についてお尋ねをいたします。 

 田口橋につきましては、私は平成19年、議員になって以来、いろんな要望活動をしてき

たものでございます。町長もご存知のとおり、私は議員になるとき、私は田口橋をかけか

えたいんだと、昭和からの悲願であった田口橋をかけかえたいんだ。だから議員になるん

だと言って議員に立候補し、その自分の考えを信念を持って今までやってきてるところで

す。 

 そういう中で私が議員になった当時は、県の考え方としては、大型新規事業は認めない
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と、行財政改革の中で、10億だったと思いますけど、10億以上の事業はやらないんだとい

うようなことで、当然、県議会の中で田口橋というのは上がっているものだと思っていた

らゼロだったんですね。 

 そういうとこから始まっておりまして、町長にもそういうことでいろんな相談をし対応

策を検討していただきました。要望活動も県議会にも地元の区長さんら一緒に行きました

し、それから地元の県議にもお願いし、また議員でも国会まで陳情に行ったというような

経過がございます。 

 そのような活動が実を結び、平成28年度から着工が決定したわけですが、熊本地震の発

生で今度は災害関連工事としての取り扱いということになってきているわけでございます

が、私は地元の議員としてここで誤解を招かないように、我々が今までしてきたこと、そ

れをきちっとここで精査したいと思うんで、その辺のそういう気持ちで質問いたしますの

で、町長におかれましては、その辺のことを踏まえて答弁をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） それじゃ田口橋の復旧について、それから今後の計画等につい

て私のほうからお話をさせていただきたいというふうに思います。 

 この田口橋の改修工事につきましては、宮川議員も先ほどからご紹介がありましたとお

り、歴代の町長、それから歴代の議員さん、また現在の宮川議員初め議員の皆さん方、そ

ういった多くの方々の努力が実りまして平成28年度に改修の計画が実際上がっておったと

いうことであります。 

 ところがご承知のとおり、今回の熊本地震によりまして田口橋のほうも被災を受けまし

た。橋桁が移動したとか、それから橋台、それから橋脚も相当な損傷をいたしております。

したがって、今現在は通行止めの状況が続いているということになります。 

 この間、県のほうでも被害の詳細な調査、設計等が検討がなされたわけでありますけれ

ども、町のほうも県に対しては、この田口橋が建設されたのが昭和43年10月であります。

したがいまして、もう相当な約50年ほどの期間が過ぎているということでもありますし、

できれば災害を機に当初の計画を変更していただいて、全面かけかえってできないものか、

そういう相談も実際やりました。そういうことを前提に災害査定に臨んでいただけないか

というようなお話もさせていただいたわけなんですけれども、具体的に申し上げると、ま

ず今申し上げたような下部工の経過年数の問題、それから辺場のバス停利用者の問題です

ね、通勤・通学生の方がおられますし、非常に困られております。困難でありますいうこ

とですね。 

 それから、３つ目には、仮設橋の設置が必要になってくるんじゃないかというようなそ

ういう検討も材料にいたしまして、河川管理者であられる国交省、それから道路管理者で

ある県、それから町と三者でいろいろ知恵を出し合いながら対応策を協議した経緯があり

ます。国、それから県におかれては、そういった町の考え方に対しまして最大限に受けと

めていただいて真剣に対応していただいたと私は思っております。 
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 ただ、架け替えということになりますと、下部工については災害復旧で事業として取り

組まれることになります。というのが損壊の度合いが架け替えするだけの新しく申請する

だけの数字に見合わない。これは東日本大震災のときも同じような取り扱いをされたそう

です。ですから、今回の熊本地震に至っても同様に最終的には下部工については補強する

形をとられたということになります。 

 ただ、その復旧の工法については、緑川両岸の橋台は、新たに基礎杭を打たれて新設さ

れるということになります。橋脚については、炭素繊維のシートで耐震補強をやられると

いうことになりますので、その強度自体が低下することはございません。 

 それと、さっき言ったように、架け替えになった場合、今度は下部工自体の災害関連事

業に乗らないといけませんので、下部工については、災害復旧工事でしか対応ができない

ということになりますので最終的には架け替えができないという結論に至ったところであ

ります。 

 ただ、災害復旧については、原則、原形復旧という大原則があるわけなんですけれども、

上部工については、災害関連事業として取り扱いをされますので現在の幅員の4.5メート

ルから２車線の７メートルに道路幅員のほうも拡幅されることになります。 

 それと、工事の期間ですけれども、先般、３月６日の日に住民の方々を対象に、議員さ

ん方も説明会に行かれた方もいらっしゃったというふうにお聞きしておりますけれども、

田口橋の現在の被災状況、それから復旧の方針、工事の予定等が説明されたかと思います。 

 その際にもお話があったように、工事期間については、平成31年の３月末の工事完了を

目標に工事が進められることになります。したがいまして、災害発生前に計画されていた

工事期間というのがおよそ５年間を目途にということでのお話が進んでおりましたので、

その計画からいたしますと随分短縮になります。 

 また、今後、工事を進めていく中で、緑川の右岸、白旗側ですけれども、そちらとの交

差点の取り付けの件、いろんな問題も出てくるかと思いますけれども、町としての考え方、

要望等はしっかりと県のほうにも伝えて田口橋の早期復旧に向けての取り組みを県と協力

してやっていきたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） はい、わかりました。 

 問題は、白旗側の対応ですね。それもこの前説明会のとき出ておりました。それと、ま

た、今、辺場のバス停の利用者につきましても、町長、県のほうも考えておられるという

ことで、それはそれで結構でございます。 

 それで、私はお聞きしますが、ずばり歩道がなぜ設置できなかったのかということです。

これについてお答え願えませんか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 田口橋についてのフル規格による整備がなぜできなかったのか

というようなお尋ねだろうと思います。 
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 まずは、これまでの田口橋に関しての経緯を改めて皆さん方にご紹介をする必要がある

と思いますのでお話をさせていただきます。 

 この田口橋の改修の件については、議員各位もご承知のとおり、町の本当に大きな懸案

事項としてございました。歴代の町長におかれてもさまざまな対応をとってこられたわけ

でありますけれども、まず第一の段階といたしましては、当時は町道にかかる橋、いわゆ

る町道橋ということでありましたので、まずはこの田口橋の路線を県道に昇格させること

から始まったというふうに認識をしております。 

 幸いにいたしまして、当時の関係者の方々の努力が実って平成９年に当時、県道白旗御

船線を延伸する形で町道田口中山線が県道御船甲佐線として県道に昇格をいたしました。

その路線内に田口橋があるということであります。 

 その後は、毎年、小川御船間の県道整備の期成会でいろいろ要望活動初めさまざまな運

動を展開してきたところでありますけれども、県道昇格後は余り期間もたっていないとい

うこと、それから投資効果の問題もあったろうと思いますし、交通量の問題、それから一

般県道の格付でありますし、そういったことから県のほうに要望いたしましても、まずは

田迎木原線の完成後の交通の流れを見たいというようなお話もあっておりまして、なかな

か前向きな回答はいただけなかったというのが現実だったというように思います。 

 その大きな理由の１つに県の財政状況があるわけですけれども、県のほうでは、これま

で行財政改革を進めてこられて以来、10億以上の大型新規事業については認められないと

いうか、凍結されていたというような現実もあったように思います。 

 ただ、その後、地元の県議の先生方のたび重なる一般質問でのご提言とか、それから町

といたしましても、河川管理者であられます国交省に対しての田口橋の重要性を訴えなが

ら、いろいろ改修工事に当たっていろんな障害を取り除く努力もしてきたというふうに自

負もしているところであります。 

 そういった努力をしながらこれまで来ているというような状況であります。まずは概略

を一応ご説明させていただきました。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） いいですか、今ので。 

○７番（宮川安明君） もうちょっとフル規格で改修を云々というところ、それじゃフ

ル規格で要望をし続けたらどうなっていたとか、そういうとこをお聞かせいただけんかな。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 町の考え方としては、当然これは歩道つきで整備をしていただ

きたいということは終始申し上げておったわけでありますけれども、議員もご承知のとお

り、県の行財政改革、あるいは県の財政状況等で10億円以上の予算については凍結される

というようなこともありましたし、なかなか現実的にはそこだけを追求していっても実現

性が薄いというようなことだろうと私は判断をしたところであります。 

 以上です。 
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○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） じゃあ、また後でそのことについては話ますけど、次にこれも

関係ありますけど、県道今 の交差点についてどういうふうに今現状なっておるかという

ことを聞かせていただきたい。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後０時07分 

再開 午後０時10分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） すみません。時間をとらせまして。 

 県道今吉野甲佐線については、県のほうで今年度から調査されまして、現在概略設計が

行われているところであります。新年度につきましても詳細設計、それから交差点協議な

どに取り組んでいただくということが決定したというふうに伺っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） そういうことで、進んでいくということを確認すればそれでい

いんですけれども、やはり城南のスマートインターチェンジ、これがもう形として見えて

きております。ですから、やはりこれと合わせたところでやっていただけるように努力を

していただきたいというふうに思っております。 

 課長に、いつできるのかと答弁求めたいけど、時間がございませんので、そういうこと

で。 

 もうひとつ、お聞きしたいのが、町道山出県道線の進捗状況って、もうほとんどできて

います。ボックスを入れてということでわかっておりますけれども、じゃあ延長計画とい

うところはどうなっているかということをお聞かせいただけませんか。その進捗状況はい

いです。延長はどうなっておるかということです。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 町道山出県道線の延長計画はということですけれども、

こちらについては、県道御船甲佐線の山出から御船地内の延長だと思っております。こち

らについては、滝川地内の未改良区間の整備要望を、小川御船間道路整備促進期成会の中

で拡幅の要望を行っております。 

 県では現在、バイパス案などのルート案とその調査が行われております。狭小部は御船

地内となりますが、御船町と協力して、早期着工に向けて期成会を通じながら要望を続け

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 
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○７番（宮川安明君） 田口橋、今吉野甲佐線、それから町道山出線の延長について質

問をしてまいりました。この路線が、３つがうまく開通することによって、やっぱり我が

町にもたらす効果というのは大変大きなものがあるというふうに私は思いますが、これは

全てが相手があるわけですので、いわば交渉事ですよね。ぜひ、町長におかれましては、

交渉事ですので、こちらだけがよくてもいけません。向こうがよくてこっちが悪くてもい

けません。ぜひ今どきの言葉で申しますと、相手とウィンウィンの関係でやっていただき

たいと思っていますが、その辺のお気持ちはいかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 田口橋の件については、これまでもずっと町の最大の懸案と言

ってもいいように、歴代の町長もいろんな意味で取り組んでこられたかと思います。それ

がようやく県道に昇格して、それでもやはり昇格してすぐというわけには、なかなか県の

財政等も考えたときになかなか厳しかったのかなというふうにも思います。 

 しかしながら、現段階におきましては、いよいよ機運も盛り上がっておりますし、県の

ほうのご理解もいただいて、ようやく着工の運びにもなりつつありますので、非常に町と

しても健闘しているところでありますので、ぜひとも実現するように、早期の実現に向け

て、町としても最大限の努力を図りたいというふうに思っているところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） ぜひそのようにお願いをしたいと。 

 あと、最後の質問になりました。 

 最後の質問は、災害関連ということで、乙女福祉ふれあいセンターについて、利用状況

等についてお聞きしたいという思いでございましたが、時間が、申し訳ございません、あ

りません。私にいただいた資料によりますと、利用者は27年度実績で2,767人の方が利用

されているということでございます。そういう利用者が利用されている施設でございます

ので、乙女ふれあいセンターについて、再建ということで進められると思いますけれども、

それについても答弁をしていただきたいというふうに思います。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 乙女福祉ふれあいセンターの再建ということでのご質問であり

ます。 

 被災をいたしまして、既に解体をしたところでありますけれども、乙女福祉ふれあいセ

ンターにつきましては、これまでは乙女小学校の空き教室を利用して建設をされまして、

乙女地区の介護予防拠点の施設として、また高齢者の介護予防活動を行ってきたほか、地

域のコミュニティ、あるいは学童保育の場として、また避難所としての機能も有していた

かというふうに思っております。 

 被災前は、松山塾や介護予防サテライト事業など、子どもから高齢者まで多くの方々が

利用されておりまして、地区の方々の福祉の維持向上を図る上でも、今後は早期に再建す

る必要があるということはもう十分認識をしているところであります。 
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 そこで、まずは建設場所の問題がありますけれども、位置につきましては、同じ場所で

の再建は校舎に囲まれていて活用しづらい点もありましたので、できる限り学校敷地内で

はありますけれども、そういったことを考慮した適地を模索しているところでありまして、

そういったところに再建するならなという思いがあります。 

 ただ、建設には建築費のほかに造成あるいは外構工事など相当な費用も要します。した

がいまして、通常の制度を活用した事業では、町の財政負担は相当な額に上るのではない

かなと試算するところであります。 

 したがいまして、国、県からの復旧支援を含めて、どのような方法で建築することが有

利なのか、その辺を見極めているような状況でもあります。方向性が決まり次第、早急に

対応したいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） ちょうど時間もきました。どうか有利な支援を受けられるよう

な検討をしていただいて、早急に対応していただきたいということをお願いいたしまして、

私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（緒方哲哉君） 昼食のため、しばらく休憩いたします。 

 午後は１時20分より会議を開きます。 

────────────── 

休憩 午後０時18分 

再開 午後１時20分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２番、佐野安春議員の質問を許します。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 一般質問通告書に従いまして、質問を行います。 

 まず、若い世代と子どもへの支援について、質問をいたします。 

 子どもの貧困対策はどうなっているかということで、質問いたします。 

 子どもの貧困問題は、日本の大きな社会問題として、解決を図らなければならない課題

として、平成25年、子どもの貧困対策の推進に関する法律が全会一致で成立をしておりま

す。この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがないよ

う、貧困の状態にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会

均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とするとあります。こ

の法律では、国と協力しつつ、地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する地方公共

団体の責務がうたわれております。 

 ２月19日、熊日新聞の熊日論壇に、「下流老人」の著書で著名な藤田孝典さんの論文に

記載された表題が、「子どもの貧困に目を向けよう」です。この中で、子どもの貧困を解

消しない限り、人口減少や少子高齢社会など、日本が抱える課題を解決に向かわせるのは
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困難であると述べられております。 

 法律により、子どもの貧困対策を地方公共団体として具体的にしなければならないわけ

ですが、甲佐町として、現在必要とされている施策をされているのか、答弁をください。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、子どもの貧困対策については、平成26年施行の

子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく熊本県のくまもと子ども・子育てプランに

より支援を実施しております。支援内容につきましては、教育、生活、保護者の就労、経

済の４つの柱で構成されており、主に県の福祉部局や教育部局により、生活保護やひとり

親世帯等に対し実施されている状況です。 

 町としましては、まだ具体的な施策は出しておりませんけれども、今後、県の動向を見

ながら、取り組んでいきたいと考えておりますけれども、現在のところ、子育てに関する

経済的負担の軽減対策としては、福祉課においては子ども医療費助成、ひとり親家庭等医

療費助成や保育料の軽減などを行っております。学校教育課においては、要保護・準要保

護児童生徒就学援助などを行っております。 

 また、生活困窮世帯については、福祉課や町社会福祉協議会による相談支援を行ってい

るというような状況でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 幾つかの対策をされ、施策をされているというふうなことがあ

りますが、これからまだまだ子どもの貧困対策については、しっかりとしたものをやって

いく必要があるというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 義務教育給食への支援はということで、まずは若い世代と子どもへの支援に対する町の

方針について紹介をします。若い世代と子どもへの支援については、町の基本計画などの

中で具体的な施策をうたってあります。2015年、町長マニフェストの中では、健康と人を

育むまちづくりに、子育て支援各種施策、子ども医療費助成、保育料の軽減などの継続実

施とあります。2015年９月の町長就任挨拶の中で、町長は、子どもを産み育てられる環境

をどう整えていくのか、そこには結婚、出産、子育てへの切れ目ない支援が必要であり、

財政的な問題を抱えながらも、どう地域の特色を生かした支援を考えていくのか、子育て

支援に対しての取り組みが求められると述べられ、甲佐町に生まれてよかった、住んでよ

かったと語り合えるまちづくりに全力で努めてまいりますと述べられております。 

 そのほかにも、甲佐町総合計画後期基本計画の中で、子育て支援に対する支援サービス

の充実のアップをさせるとあります。 

 また、2016年のまち・ひと・しごと創生戦略では、基本的考えとして、2025年を目途に

人口の社会減解消を目指す、また、合計特殊出生率を2030年から2.37までに上昇を目指す

とあります。 

 こういう中で、義務教育への給食への支援を提案したいというふうに考えます。現在、

2017年１月末の現在で、小学生が545名、中学生が231名、合計776名です。これを給食費
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で換算しますと、小学生が１年間に約2,457万、中学生が1,168万、合計しますと、約

3,626万という金額になります。 

 熊本県では、山江村、水上村の２自治体が無償化を実施し、最近の報道では、荒尾市が

小学生の給食費無償化を今年10月から実施するとあります。ほかにも、人吉市、南関町、

玉東町などが支援を行っております。全国の状況を見ますと、約２割の自治体が独自に補

助を行っております。全額補助は45自治体とあります。これは２年前の調査でありますの

で、今は数が増えているというふうに思います。 

 およそ、今も述べましたように、約3,600万で小中学校の児童生徒の給食費の無償化が

できます。町の基本政策などについて、前段で述べましたが、この支援が実現できれば、

甲佐町で子育てをされている皆さんにとって大きな支援となり、町長が就任挨拶で述べら

れている「甲佐町に生まれてよかった、住んでよかった」につながるものになります。こ

れこそ、定住促進を進めるようになると考えます。また、子育て世代の皆さんが、甲佐町

に住みたい気持ちを起こすものになるのではないでしょうか。答弁をお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） ただいまの件については、政策にかかわる質問でもございます

ので、私のほうから回答を申し上げたいというふうに思います。 

 ご指摘の給食費の無償化といった件でありますけれども、先ほどご紹介がありましたと

おり、私のほうでも調べてみましたところ、県内では球磨郡の水上村、それから山江村。

それから全国では55の市町村が取り組んでおられるという情報を得ております。 

 また、先ほどご紹介のとおり、荒尾市についても、今年10月から実施予定というような

情報もいただいているところであります。 

 ただ、この前新聞にもちょっと出ていましたけれども、ある政党の考え方では、憲法改

正の中でこの教育の無償化を唱えていられるようなところもありますし、個人的な思いか

ら言わせてもらえば、やるとすれば、やはり自治体間で不公平のないように、国の責任に

おいてやられるのが私は望ましい姿じゃないのかなという思いを持っているところであり

ます。 

 そういう中で、本町におきましては、医療費助成、これについては他の自治体に先駆け

て、中学生までの支援に取り組んだわけでありますけれども、事給食費の無償化について

は、現在まで行っておりませんし、ちょっとこの点の実施については疑問も持つところで

もあります。 

 昔のように、弁当持参の時代から比べますと、児童によって栄養が異なることもなく、

バランスのとれた食事を子どもたちに公平に提供できるというのが、今日の給食の制度で

あると思いますし、その恩恵を我々もいただいてきたというふうに思っております。 

 それで、そうしたことから考えましたときに、その費用については、金額の大小を問わ

ず、本来やはり親の責任において、負担すべき性質のものであると私は考えております。

ですから、安易に子どもの貧困といった観点から述べられる性格とは少々異なるものでは

ないかなというふうに考えているところであります。 
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 そういうことで、現在まで給食の無償化につきましては、この件については政策目標に

も掲げておりませんし、また関係課との協議も行ってはおりません。ただ、そうは申し上

げましても、時代の変化とともに自治体の取り組む政策等にも変化が出てくることは、こ

れは想定されるわけであります。ただ、その際にも、やはり自治体間の過剰なサービス競

争になってはどうかとも思いますので、少なくとも郡内の自治体間の足並みをそろえると

いうことは、やはり検討すべきじゃないかなというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 町長のほうから述べていただきましたが、ちょっと捉え方とい

いますか、考え方がちょっと若干違うところがありますが、やはり足並みをそろえること

も必要でありますし、先んじて方針を出していくと、政策を出していくというのも必要に

なるかというふうに思います。特に定住促進では、やはり何と言いますか、人口減を止め

る、できれば人口増につなげたいということでは、やはり若い世代を呼び込むことに、町

も町長も苦心をされているというふうに思いますが、私は、やっぱり今、熊本県内では、

今お話があったように、３市村が実施、またこれから実施する方向でありますが、熊本市

近郊の自治体を考えれば、まだ実施をしている自治体はないと、そういうようなところで

甲佐町が実施する方向に向かえば、やはりどこに住もうかと考えられる若い層にとっては、

ひとつの魅力ではないかというふうに思います。 

 それと、無償化についての考え方がちょっと町長とは違う面がございますが、支援とい

うことでは、例えば小学生だけ、荒尾市みたいに小学生だけとか、ほかの自治体でもやっ

ていますが、一部支援をしようかとか、そういったことでも実現できるんじゃないかとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） それぞれの自治体で取り組まれる様々な手だてがあろうかと思

いますけれども、例えば甲佐町にあって他町にはないとか、他町になくて甲佐町でやって

いるとかですね。そういったところをやはり総合的に考えて、この子育て支援とかそうい

ったことについては考えていくべきじゃないのかなというふうに思っているところであり

ます。 

 ですから、その施策のひとつとして、この給食費の無償化ということが考えられますけ

れども、現在までのところ、本町においては、そのほかにも保育料の軽減でありますとか、

様々な子育て世代に対する対応等については、全て十分とは言い切れないところがあるか

もしれませんけれども、ある程度の支援、助成については考えてやっているところであり

ますので、そのようなところもぜひ感じ取っていただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 次の質問に移らせていただきます。 

 就学援助金についてであります。 
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 まず、周知方法の改善ということで、質問いたします。 

 文部科学省の就学援助ポータルサイトにおいては、まず第一に、就学援助の実施主体の

項があり、そこでは学校教育法第19条において、経済的理由によって就学困難と認められ

る学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないという

ふうにされています。そこでは、就学援助の市町村の実施状況があり、町ホームページに

掲載しているか、広報紙に制度を記載しているか、就学案内の書類に記載しているか等、

就学援助制度の周知方法をどうしているのか、９項目に分けて掲載をされております。 

 この調査は平成26年度でありますが、甲佐町は９項目のうち４項目を実施しているとあ

りました。実施していない項目の中の１つが、町ホームページに掲載しているかでありま

したが、ことしの３月１日付において、就学援助金については掲載をされております。実

施しようと思えば、すぐに実施できるものの例かというふうに思います。 

 また、ホームページ全体としても言えることですが、内容の充実をもっと図る必要があ

ると考えます。自治体ホームページは掲載内容において自治体間の差があります。ホーム

ページを見る町民や閲覧者がわかりやすく丁寧な内容と構成づくりが必要かと思います。

就学援助制度の案内についても、その差を感じましたので、述べました。 

 この周知方法の改善に関して、町としてどう考えられておるか、質問いたします。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今、就学援助についての質問ですけれども、周知方法

の改善ということで、今、佐野議員がおっしゃられたとおり、うちは、現在は２月ごろに

小中学校にて在校児童生徒の保護者に、就学援助制度のお知らせのチラシを配布をしてお

ります。また、新入学児童の保護者につきましては、１日体験入学時に学校から就学援助

制度の説明を行っているところでございます。 

 就学援助制度につきましては、３月の町の広報紙にも掲載をしており、今、おっしゃら

れたとおり、ホームページにも掲載をしております。ただ、ホームページにも掲載をして

おりますけれども、今言われたとおり、要項及び様式が掲載しておりませんので、周知の

改善といたしましては、要項及び様式を掲載するよう、今、準備を進めているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 就学援助制度は、収入の目安としまして、受けられる対象とな

る人が、申請しやすくすることが必要と考えます。そのためには、周知方法は大事なこと

だと思います。保護者や町民に知らせるべきものですので、案内漏れがないよう、常々チ

ェックが必要かと思いますし、内容の充実もよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 支給方法の改善です。 

 町の就学援助費申請書兼世帯票には、同意書の中に、３番、就学援助の申請理由等につ

いて、教育委員会が民生委員へ意見を求めること、また必要に応じ、民生委員からの聞き



- 50 - 

取りに応じることに同意しますという条項がありますが、就学援助法施行令においては、

2005年、民生委員の助言を求めることができるとされていたものが、削除をされておりま

す。そういう点から、同意書第３項については削除をしていいと考えますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今の様式ですね。民生児童委員さんの意見書について

の答弁をさせていただければと思います。 

 一応、準要保護認定申請時における民生委員児童委員の意見添付につきましては、議員

おっしゃられるとおり、平成17年３月の法改正において、準要保護にかかる経費が国庫補

助対象から除外されたことに伴い、準要保護認定に際して必要があるときは、民生委員に

対して助言を求めることができる旨の記述を含めて条文が削除されております。しかし、

準要保護認定基準に関しましては、所得額等、一律明確に認定判断が可能なものと、児童

生徒の生活実態に即して認定をするものとあり、双方とも認定に当たっては、民生委員児

童委員との十分な連絡を必要とされております。 

 本町におきまして、所得額等に限定した杓子定規な認定にならないよう、可能な限り児

童生徒の生活実態に即した柔軟な認定に努めているところであり、その判断においては、

学校や教育委員会だけでは限界があることから、申請の生活により近い立場である地元の

民生委員児童委員の意見を求めるところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） お話はわかる面もありますが、申請を受け付けるのに、やはり

収入だとか国保の免除だとか、児童扶養手当を受けているかとか、そういった幾つかの証

明できるもの、収入を証明できるもので対象になるということで、判断ができるんじゃな

いかというふうに思いますが、そういった点では、この民生委員さんの同意を求めないと

いうことについては、私としては改善の方向で、実際そういうふうにされている自治体が、

やっぱりこの制度の改正、就学援助法施行令によって変化してきているというふうに思い

ますが、いかがですか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今、議員おっしゃるとおり、判断できる材料で判断す

べきところもありますけれども、生活の実態等が見えない部分等がありますので、その部

分につきましては、意見書を求めていきたいと思っております。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） そういうふうに町が考えていらっしゃるということで、次の質

問に移ります。 

 現金支給を今、町としては支払い、支給方法としてとられておりますが、振り込み支給

への変更はできないかということですよね。現金支給をとっている理由として、支給の際
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に給食費等を差し引きしなければならないからということを聞きましたが、そういうこと

は、手続の上で保護者から事前に支給額から必要なものは差し引かれなければならないと

いうふうな同意を得ていれば、必ず現金支給をしなければならないというふうにはないは

ずだと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 支給の方法のことにつきましてですけれども、今、議

員おっしゃるとおり、今、学期ごとに現金を校長先生を通じまして、支給対象者に支給を

しております。その際に、給食費等を徴収しておりますので、現金という形をとらせてい

ただいております。今言われたように、振り込みということが一番たしかだと思いますけ

れども、それにつきますと、今のシステムからいきますと、支出と振込額が違うというこ

とで、その辺の改善等も必要になりますので、それについては今後検討させていただけれ

ばというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） やはり各自治体のこの就学援助金の支給方法については、私も

幾つか見させていただいているんですが、やはりその振り込みというのが、私が見た範囲

内では圧倒的多数でありました。そういったふうに、私としては改善ができるものについ

ては、ぜひ検討をいただければというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 甲佐町では、中学校の新入生への入学準備金は、入学前に支給をされているというふう

に伺っておりますが、どうでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 中学に入学する前の支給につきましては、６年生の３

月時期に支払いを行っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ありがとうございました。 

 私はやっぱり、中学生、新入生に入学前に準備金が支給できているということは、大変

いいことだというふうに思っております。それで、さらに制度を充実させるために、入学

準備金の小学校入学前支給を実現できないでしょうかというふうに考えます。 

 これまで、入学後の７月ごろの支給時期を入学前の２月から３月に前倒しをして実施す

る自治体がふえております。少なくとも88の市町がランドセル等の購入で出費がかさむ入

学前に変更しております。入学準備金の入学前支給は、熊本県内では熊本市と天草市が実

施しているということです。入学前支給が広がっていることは、事実だというふうに考え

ます。 

 また、入学前支給を実施している、例えば福岡市では、保護者へのお知らせは、就学援

助の入学前支給のお知らせとして、受けることができる方、申請手続、支給額、支給時期
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等を具体的にわかりやすく説明されたものがホームページに掲載されております。就学援

助を受けることができる要件もわかりやすく解説をされております。 

 なぜ、入学前支給かと言えば、学校教育法19条において、経済的理由によって就学困難

と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければなら

ないとあります。これにある「必要な援助を与える」というのは、必要な時期も考えなけ

ればならないというふうに思います。必要な時期とは、新入生であれば、入学前に必要な

学用品の購入があります。新入生であれば、他学年よりも必要な学用品があります。ラン

ドセルとか、入学前には準備しておかなければならないものがあります。こういうことが、

町長も先ほども何回も言いますが、就任挨拶で述べられた子育てへの切れ目ない支援では

ないでしょうか。甲佐町に生まれてよかった、住んでよかったと語り合えるまちづくりで

はないかというふうに思います。 

 この小学生への入学前支給について、答弁をお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 小学生新入生への入学前の支給についてでございます

けれども、今現在は、４月中に申請をしていただき、認定に関する資料、収支及び税の確

定後の６月に教育委員会会議にて審査を行っております。学期ごとの７月、12月、３月に

今支払いを行っているところでございます。 

 入学前の支給をするに当たっては、申請の方法の変更、また予算の確保の検討の項目が

あり、課内で協議をしながら、郡内の町にも情報を収集しながら検討させていただければ

と考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 検討いただくということで、ぜひ前向きにご検討いただきたい

と思います。 

 実際、今紹介したように、100近い自治体が入学前支給を行っております。これはまた

広がっていくものというふうに考えます。ぜひご検討をよろしくお願いしたいというふう

に思います。 

 次の質問に移ります。 

 子ども医療費助成の拡大です。 

 先ほどの議論の中でも町長のほうからお話がありましたが、これまで先駆的役割を果た

してきた15歳までの医療費無料化は、この数年で大きく進展、変化し、現在では県内自治

体の７割近くまで実施をしております。いわば当たり前のような状況となっております。

これからは、18歳までの助成がふえていくものと思われ、現在、県内山鹿市を初め13自治

体が実施をしております。若い世代層もこのことには強い関心を持ち、居住地の選択の１

つとして考えていくものと思われます。 

 町長の就任挨拶でも紹介しましたが、切れ目のない支援ということで考えれば、やはり

この15歳までの無償化を18歳まで引き上げるということが、やっぱり強い子育て支援につ
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ながっていくのではないかというふうに考えます。 

 今までの支援の前進策として、子ども医療費助成を15歳から18歳に引き上げる必要性は

十分あると思いますが、町長、どうでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 議員ご指摘の子ども医療費の助成事業、この件については、政

策目標の一環といたしまして、私が町長に就任して２年目の平成20年に、それまでは就学

前までの助成だったんですけれども、これをまず、小学校３年生までに拡大して、さらに

21年度から、中学３年生までにその対象を拡大して、現在に至っているところであります。 

 最初の制度設計時におきましては、他の自治体に先駆けて実施をしておりましたので、

当時はそういった助成を行っていた市町村はわずかであったというふうに記憶をしている

ところです。 

 現在の状況をちょっと調べてみますと、45市町村のうち、小学３年生までが１自治体、

それから小学校６年生までが２自治体、それから中学３年生までが29自治体ということで

ありまして、最も多い取り組みとなっております。率にして64％という数字になります。 

 それから、議員ご指摘の高校３年生まで実施している自治体を調べてみますと、これは

13自治体ということであります。率からしますと29％。近隣では山都町、それから美里町

が高校３年生まで実施をされているという状況になっております。それと熊本市につきま

しては、現在小学校３年生までということなんですけれども、中学３年生まで拡大をされ

るという情報もいただいているところです。 

 それで考えてみますと、実施をされている多くの市町村の人口動態は、やはり過疎化に

よって少子高齢化が進んで、子育て世代の負担を軽減して、少しでも町内に若い世代の定

住を図りたい、そういう思いも感じずにはいられないわけでありますけれども、このそう

いった考えは、甲佐町においても同様だというふうに考えております。 

 仮に高校生まで対象を広げた場合に、じゃあどれぐらいの費用がかかるかということに

なりますが、担当課に調査をしてもらったところ、大体約１割の増加になろうということ

で、金額にいたしますと約380万円という数字が見込まれます。先ほどの給食費になりま

すと3,600万円ということですから、この子ども医療費の対象額を広げる、数字は、随分

それからすると少ない数字なので、これが金額が多いか少ないか、非常に判断に迷うとこ

ろもありますけれども、ただ、先ほどもちょっと述べましたけれども、子育て支援という

ことについては、保育料の軽減化、それから定住施策として定住促進の助成金、そういっ

たことに代表されますように、他の自治体には余り例のない、そういった取り組みもやっ

ていることも、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。 

 それと、定住施策につきましては、支援制度の拡充も行ったところでありまして、従来

の土地購入に関しましても、随分緩和をしたところで、支援を受けやすくなったというよ

うな制度に変更したところでございます。そういったところにもぜひご注目をいただいて、

ご理解をいただくところであります。 

 いずれにいたしましても、ご指摘の件につきましては、今後の検討課題の１つとして受
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けとめさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 町長のほうから、検討いただくというふうなお話もありまして、

金額的にも、今、町長のほうからお話がありましたように、予測として380万ということ

で、先ほどお話ししました給食費の10分の１強ぐらいの金額ということで、やはり18歳ま

でということですれば、やっぱり対象になる世帯に対しては大きなインパクトがあるんで

はないかというふうに思います。ぜひ、実施をいただくようにご検討いただきたいという

ふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

 最後の質問になりますが、芝原団地への液状化被害対策は全額公費でということに題し

てであります。 

 ３月10日の議会の行政報告の中で、町長が、熊本地震災害義援金の配分については、修

理費用が30万円以上から100万円未満になった世帯に対しては、３万円から５万円の義援

金を配分することを、町配分委員会が決定したという報告がありました。町長の思いもあ

ったかと思いますが、私としては、大変いい決定をされたというふうに感じております。

この決定によって、一部損壊となった多くの町民が救われるものというふうに思います。 

 さて、町の液状化対策事業としている芝原団地への支援は、具体的にはどうなっている

かということで、担当のほうから説明をいただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） それではお答えいたします。 

 芝原団地の液状化対策はどうなっているかということですけれども、本町では、国の交

付金を活用して公共事業として行う宅地液状化防止事業に取り組んでおります。今年度の

補正予算で対応して、液状化調査を行っております。平成29年度、新年度になりましたな

らば、対策工事に取り組むことにしております。 

 対策工事について、若干ご説明いたしますと、対策工法は地下水位を低下工法で、道路

と住宅の間に暗渠管を布設して、地下水を一定に下げることにより、液状化を起こさない

地盤にする工法でございます。この事業は、区域内の宅地の地権者の３分の２の同意が必

要であります。現在、３分の２以上の同意を得ているところでございます。 

 事業の財源内訳といたしましては、国の補助が２分の１、残りの２分の１が町が負担を

します。町が負担しますが、災害復旧事業債を活用することで、95％の交付税措置があり、

町の実質持ち出しは事業費の2.5％ということになり、この宅地液状化防止事業について

の受益者からの負担はとらないこととしております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 宅地被害の液状化対策についてはわかりましたが、芝原団地の

建物被害についてはどうなっているのでしょうか。 
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○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） この事業とは別に、個人宅地の家屋の、液状化で傾いた

家屋の傾斜を修復する工事や、個人宅地の擁壁の復旧、また地盤改良等、個人で修復され

る復旧については、熊本地震復興基金から工事費を補助することが先日決定されたところ

でございます。 

 その内容については、工事費に要した額から50万円を控除した額の３分の２が補助とな

ります。工事費の上限が1,000万円、最大補助金といたしまして633万3,000円の補助を受

けることができます。例えば、500万円復旧費にかかったとしましたら、50万円を控除し

て、残りの450万円の３分の２が補助ということで、300万円の補助金を受け取ることがで

きます。残りの200万円が個人負担ということになります。 

 この事業につきましては、熊本地震により被災した全ての復旧工事に対応することとさ

れておりますので、既に工事を完了されたところも対象となることができます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 液状化対策事業について、地盤と建物についての支援のあり方

ということでお話をいただきました。 

 これで見ますと、国からと復興基金からの支援でありますので、今お話をされたように、

当初は町の２分の１が地盤のための負担になりますが、交付税として返ってくるというこ

とで、実質的な負担は2.5％と、町の負担はですね。だから、97.5％は国からの支援とい

うことになると思います。建物についても、およそ３分の２が県の復興基金からというこ

とで、残りは所有者の負担ということで、この面については、町の負担というのは出てこ

ないという形だというふうに思います。 

 液状化被害は、やっぱり地盤も建物も私は一体的なものというふうに考えます。切り離

して考えることはできないと思います。この建物に対する被害の自己負担分を町から支援

することができないのかということを考えております。 

 ２月25日、熊日には、住民負担ゼロの市町村もという記事が載っていました。私有財産

である住宅地の復旧は個人負担が原則にもかかわらず、一部を公共事業で復旧するのは被

害の大きさに加え、住宅の早期再建を促すことが理由だということです。 

 地方自治法では、市町村が公共事業を実施する際、受益がある住民から分担金を徴収で

きるけれども、負担を求めないとする市町村も出てきていると、既に熊本市や西原、南阿

蘇、益城町が住宅負担をゼロとあります。 

 ３月10日、熊日によれば、御船町が宅地擁壁を国の補助事業で復旧する場合、個人負担

を求めず、全額公費で賄う方針を明らかにしたとあります。甲佐町も近隣の市町村の状況

を見て判断される場合が多いと思います。熊本市、西原村、南阿蘇村、益城町、それに御

船町が個人負担ゼロを決めています。町もこの液状化被害対策に対して、住民負担ゼロと

することはできないでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） まず、今ご紹介された点で、若干違うといいますか、我々が考
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えているのと認識が違うところもありますので、ご紹介しておきますけれども、御船町と

かご紹介があったのは、宅地造成の要するに保全すべき、例えば町道とか水路とか、そう

いう場合があったときの条件に基づいたときのお話でありまして、個人宅地の例えば復興

基金とか何かで対応されている分についての個人持ち出しがないといったこととは異なり

ますので、その辺はどうかご了承をいただきたいというふうに思います。 

 それと、先ほどからのお話でありますけれども、この芝原団地については、おっしゃる

とおり熊本地震により液状化が起こりまして、大きな被害を受けたところであります。発

災当時から専門家などの意見を聞きまして、どのような対策ができるか、いろいろ検討し

て、県下でもいち早く液状化対策に取り組むことを決定いたしまして、国の補正予算で液

状化の調査をまずは行わせていただきました。 

 それから、発災当時、東日本大震災並みの財政支援がありませんでしたので、国に対し

て東日本大震災並みの財政支援、それから液状化による宅地被害の復旧にかかる復興基金

の拡充について、いろいろと同じような被害をこうむっている自治体との協力関係を持っ

て、そういった要望も重ねてきたところであります。ようやく、制度についても確定がな

されました。 

 したがいまして、本町においては、芝原団地の液状化対策工事について、住んでおられ

る方々におかれては、ぜひ住宅再建を取り組んでいただきたいという思いを強く持ってい

るところであります。 

 それから、液状化対策事業については、町の承認団地ということも踏まえまして、先ほ

どから担当課長が説明しておりますとおり、事業に対する負担金、それから、今回、地下

水低下工法という工法を使わせていただきます。ですから、今後、維持管理費が電気代と

か多分そういうのが発生するかと思いますけれども、その件については、町のほうで負担

していくということを既に決定をさせていただいております。したがいまして、受益者か

らの負担は、その件については取らないということになります。 

 それから、個人住宅の傾斜修復の工事、それから宅地内の復旧工事、この件についても、

やはり要望を行いまして、これは熊本県の復興基金のメニューにも盛り込んでいただいた

ところであります。相対的に考えますと、東日本大震災のときよりも、恐らく手厚い支援

というふうになりますし、ぜひこの基金も活用していただきたいというふうに思っている

ところであります。 

 それから、熊本市についてのお話もされましたけれども、これもさっき私がお話しまし

たとおり、個人の宅内の復旧ではなくて、恐らくうちの場合は地下水低下工法を使います

けれども、地中壁工法とか何かになりましたときには、官民境界から民地のほうにも入っ

てきますので、要するに壁をつくりますので、そういったときには、中越地震とか何かで

は、個人の負担が伴ったというような情報も得ておりますので、ぜひ、そういったことも

あったんだということは、ぜひ議員もご理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 
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○２番（佐野安春君） この液状化被害対策については、町としても努力をされている

というふうなことで、今、町長のほうがお話がありましたが、やはりこの建物の被害に対

しては、復興基金から３分の２の支援があるとはいえ、３分の１を所有者の負担というこ

とで、例として、課長のほうから述べられましたが、500万で200万ですね。1,000万の場

合で360万ほどだというふうに考えます。なかなか大きな金額だというふうに思うんです

よね。やはり、私としては、これらへの支援と、やはり再建ができていくような支援がで

きないのかということを考えます。 

 次に質問を進めていきます。 

 今、お話の中でもありましたが、この被害が及んだ団地は町が承認をされた団地、承認

団地ということです。今、町長のほうからも話がありましたが、この３月、町広報では、

甲佐町定住促進要綱を、今回助成などを見直して、豊かな住環境を整備するために改正を

したと、大きな記事として掲載をされております。町ではこれまで以上に安心して住み続

けられ、定住してもらえる住環境を支援するためというふうにありました。 

 そこで、定住促進要綱に関連した町の要綱を見ますと、甲佐町開発行為等指導要綱があ

り、その中で、第１条の目的で、良好な住環境が町民の貴重な財産であることの認識のも

とに、開発事業の規制と誘導に関し、基本的な事項を定める云々とあります。また、甲佐

町分譲地住環境基準、これは平成26年４月30日告示ですが、第５条、建物等の基準に、基

礎は地盤、地質と十分調査の上、不倒沈下に対応できる基礎工法を採用するものとありま

す。定住促進のために幾つかの要綱が決められ、特に町から承認された団地には、特別の

優遇措置がされております。町がお墨つきをしたところで、そこの土地を購入された人は、

安心して家を建てられたというふうに思います。そうした場所が今回液状化で、団地全体

が大きな被害を受けたものです。町が特別に推薦した場所ですから、建物の傾きなどの被

害は、町が支援することはできないのでしょうか。また、その責任はないのでしょうか。

答弁をお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 議員が述べられた点については、個人的感情として十分理解を

示すところもありますけれども、ただ、やはり個人の財産、私有財産でもありますし、そ

れに対して全額公費を注ぎ込むということに関しましては、どうかなというような思いも

あります。恐らく全てに関して100％といった例は、なかなかあまり、過去の例において

もないんじゃないかなというふうには思います。 

 そこで、いろんな方策を立てながら、少しでも住んでおられる方々にとって負担が少な

くなるような手はずを、町としてもいろいろ努力しながら、要望等を通じながら、あるい

は県の復興基金にもメニューとして載せていただく、あるいは国に関しての要望する際に

も、本町だけじゃなくて、関係自治体にもお願いして一緒に要望してもらうとか、そうい

ったさまざまな活動が実って今に至っておりますので、その件に関しましてはぜひご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 
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○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 町長のお話で、私も努力をされているということは、わかると

ころがあります。しかし、個人の負担が３分の１というのは、なかなか大きい金額ではな

いかというふうに思います。住んでおられる方も、私も、できれば全額公費というのが一

番理想ではありますが、その３分の１を縮めることというふうなことも、できればこれか

ら先、考えることができればお願いしたいなというふうに思います。 

 質問の最後になりますが、進めさせていただきます。 

 この団地は、民間会社が開発され、販売をされています。売買に当たっては、売渡し証

書を所有者に渡されております。そこには、もしこの不動産について苦情、故障等を申し

出る者がありましたときは、私が一切を引き受けて解決し、貴殿にはご迷惑をおかけしま

せん、平成21年７月というふうなもので、売渡し証書をお渡ししております。 

 宅地建物取引業法では、液状化被害の危険性は重要事項として説明が義務づけられてい

るのではないかという意見があります。答えは、過去にその土地に液状化被害があった場

合や、その土地について沈下の可能性があるなど、宅建業者が知り得た情報は説明しなけ

ればならないとなっております。これは宅地建物取引業法35条です。被害を受けられた団

地にお住まいの方は、売買契約時に土地が元砂利採取場であり、またゼンリン地図上にお

いては池となっていた場所であることの説明はなかったとお話をされております。当然な

がら、その説明があれば、購入することに迷ったに違いないとお話をされております。そ

うした経過もあります。販売された業者にも何らかの責任はあるかと考えます。しかし、

町が承認した団地でありますので、町の責任もあると考えます。そうした経過もあります

ので、ぜひ町が支援をすることに努めることはできないのでしょうか。 

 町長は、住んでよかったと語られるまちづくりに全力で努めてまいりますと述べられて

おります。ぜひその気持ちを、今回の地震対策で示していただきたいと考えますが、いか

がでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 砂利採取していたところの場所というのはそうなんですけれど

も、じゃあ果たしてそれが地震との、その液状化との因果関係がその時点でわかっていた

かどうかについては、定かではないというふうに理解します。 

 結果として、そういう事態がわかったので、町としては一生懸命救済措置として何がで

きるのか、一生懸命検討しながら、研究しながら、国、県要望活動もずっとやって、何と

か今の段階まで持ってきたということでありますので、結果論からするとおっしゃるとお

りかもしれませんけれども、そこに行きつくまでの過程等についても、ぜひご理解をいた

だきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ちょっともう残りの質問時間も少なくなりましたが、やはり町

長が就任挨拶で述べられている、住んでよかったと、ここに引っ越してきてよかったとい

うふうに、住んでおられる方がこれからも芝原団地には住み続けられるというふうに思い
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ます。そういった意味では、考えられる支援をぜひ、もしくはこれから可能性があるもの

であれば、お願いをしたいというふうに思います。 

 以上をもちまして質問を終わらせていただきます。 

○議長（緒方哲哉君） これで、２番、佐野安春議員の質問は終わりました。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時14分 

再開 午後２時24分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、３番、荒田 博議員の質問を許します。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ３番、荒田 博でございます。 

 一般質問通告書に基づきまして、質問させていただきます。 

 まず初めに、災害復旧でございますけれども、災害の査定等も終わり、これから復旧の

工事等が出ているかと思いますけれども、その中で、まず県道、町道についてお尋ねいた

しますが、災害箇所がどのくらいあって、現在の発注状況等をお尋ねいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） それでは私のほうから、町道と県道について、ご説明し

たいと思います。 

 今回の熊本地震及び豪雨災害により、町内全域で町道や河川、甚大な被害を受け、町道

では87路線、298カ所、河川では23河川、146カ所で被害を受けております。昨年の12月ま

でに国の災害査定を受け、現在工事発注を行っております。現在の発注状況は、道路、河

川合わせまして64件の工事発注を行っております。そのうち、48件で工事が既に完了して

おります。今月中にも、29件の発注を予定しておりますので、平成28年度中には93件の工

事発注を行います。発注率で申しますと、約38％になります。 

 続いて、県道につきましてですけれども、県道につきましては７路線、45カ所で被害を

受け、そのうち現在も通行止めである御船甲佐線の田口橋、小川嘉島線の府領橋の橋梁被

害については、平成31年３月を完了目標に工事の準備が進められております。また、乙女

橋の災害復旧工事は、今年の10月ぐらいから着手され、夜間工事で復旧工事が進められる

予定でございます。その他、稲生野甲佐線、三本松甲佐線の災害復旧工事についても、の

り面等の被害が大きく、これから発注の準備がなされますが、工事も長期間にわたること

が予想されます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） はい、ありがとうございます。 

 今、町道と県道の進捗状況をお聞きしましたけれども、町道においては38％が本年度中
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に行われて、約３年の復旧期間で間に合うのかなという予測ができるかと思うんですけれ

ども、県道については、やはり熊本県内、たくさんの箇所が災害を受けているということ

で、非常に、午前中は田口橋のことを宮川議員のほうがお聞きになられましたけれども、

そのほかについても、県道についてはちょっと取りかかりが遅いのではないかなというの

が懸念されるといいますか、我々のところで言いますと、稲生野甲佐線ですけれども、地

震とはあれですけれども、地震の関連で水害があって、法面等の故障だったりとかいうの

がありますけれども、また６月になると梅雨時期等が迎えられますので、そのあたりが毎

年毎年、３番の項目に水害関係のことも載せておりますけれども、もう毎年毎年予測がつ

かないような状況でございますので、そのあたりの梅雨時期をどう乗り越えるか、そのあ

たりがどのぐらい、毎年雨がどのぐらい降るかというのも予測もつかずに、例年ふえてい

るような状況でございますので、県あたりにどのような対応をしていくのかというのを聞

いていただきたいなとは思いますが、また別に、これは要望として受けとめていただきた

いと思うのですが、災害復旧ということで聞いておりますけれども、道路の関連というこ

とで、道路工事のことも聞いてよろしいですか。 

 その中で、県道宇土甲佐線の拡張のあたりの工事があると思うんですけれども、今、田

んぼに境界、杭みたいな形で打ってありますけれども、あれの着工見込みというのはどの

ようになっておりますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 県道宇土甲佐線の津志田地内の工場から、乙女橋の区間

だと思いますけれども、現在は田口橋の迂回路として交通量も非常に多く、ところどころ

で事故も起きております。県のほうにおかれましても、今年度、測量設計をいたされて、

現在は現地にもやり方を打ってあります。今は用地交渉を進められ、契約がなされておる

ところでございます。契約完了ももう少しだということをお聞きしております。 

 平成29年に入りましたところで、国土交通省との工事も関連しておりますので、その辺

の協議をなされて、工事着手をされると聞いております。完成予定が平成29年度内には、

来年度内には完成をしたいということをおっしゃっておりました。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 今、課長のほうから答弁いただきまして、今、まさに朝方の通

行量というのが特に今多いような状況でございます。その中で、あそこが少しでも早く拡

幅できるのであればいいのではないかなと思うんですけれども、その先の箇所に、途中ま

でですよね。その箇所の用地交渉ができないというような状況であるかと思うんですけれ

ども、そこあたりは相談には行かれたのかというのは、こちらにはお話は受けております

か。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） はい。その区間の中で、１筆、かなり交渉に難しい箇所、

相続登記などができない場所で、そこの場所についてはまだ交渉には行かれておられない
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と聞いております。ちょっと時間もかかるということが明確ですので、すぐにはできない

ということで、そこは今回は飛ばして、着工されるということを聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） わかりました。 

 そういうことで、できれば一度ぐらいは行かれたほうがいいのではないかなと。できる

のであれば、全線といいますか、開通したほうが利便性もよくなりますし、通行量のそう

いった事故等も、特に通学路でございますので、特に今、朝の乙女橋の渋滞という部分で

は、乙女橋自体は歩道がついておりますので問題はないですけれども、それまでの通る道

が危ないかと思いますので、そのあたりも考慮していただければと思います。 

 続きまして、農道等についてお尋ねいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 農道の被災状況、復旧状況についてということで、お

尋ねですので、お答えをいたします。 

 まず、農道の査定を受けた状況をご説明申し上げますと、箇所数で29カ所、延長で

1,223メートルとなっております。午前中の一般質問の中でも若干触れましたが、農道に

ついては、現時点ではまだ契約が終わっている箇所はございません。ただ、現在全面通行

止めといたしております芝原、それと、失礼しました。芝原につきましては、現在入札を

行っておりまして、17日が開札の予定ということでございます。それと、下田口と府領に

全面通行止めをいたしておりますが、それはもう入札の準備ができておりますので、本年

度中に入札を行って契約を行いたいということで考えております。これからの契約という

ことになりますので、工事については実質繰り越しで対応をしたいということで考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） そういうことで、今、本年度中に入札等を行いたいと、繰り越

したいということでございますけれども、それは工事期間は今回、来年度にはなりますけ

れども、６月ごろの田植え時期等のあれに間に合うのでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） まず、府領につきましては、橋の架け替えとなります

ので、ことしの田植えについては難しいだろうというふうに考えております。それと、下

田口につきましては、畑へ上る道路ですので、場所的には宮川議員さんのところの畜舎の

上の畑に上っていく道路ですが、この道路については、水稲の作付には特段影響ありませ

んのでいいのかなと。それと、もう１カ所全面通行どめとしておりますのが、芝原の木村

のあられの裏の農道になります。ここにつきましては、今度17日ですが、不調不落等なけ

れば、できるだけ落札されました業者さんと協議をして、工期については設定をしたいと

いうふうに考えておりますが、現在、本町では不調不落というのは余り聞いてはおりませ
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んけれども、先ほど建設課のほうからもかなりの数の公共工事が出るということで、不調

不落がなくても、各業者さん、多くの工事を抱えられるということになりますので、工期

については若干余裕を持った工期設定をしなければ難しいのかなということは感じている

ところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ありがとうございます。 

 そういうことで、発注されますけれども、数も今回の災害箇所等がたくさんある中で、

今、産業振興課長がおっしゃられたとおり、発注をしても契約できないというような、本

町の町発注の工事に関しては、なかなかそういうのが出てないという状況でございますけ

れども、県あたりの発注されてもなかなか取り手がないというような状況でございますの

で、そのあたりも考慮しながら、特にその農道とか通学路等にかかる部分に関しては、な

るべく早く復旧できるように努力していただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、復興計画についてという中で、質問の主旨の中では、特に住宅を建てかえ

する場合というふうに書いておりますけれども、３月現在で解体の進捗状況が約７割以上、

今、進んでいるということを、冒頭、町長のほうからお話をいただいている状況でござい

ますけれども、これから個人の住宅等の建て替えが進むのではないかなと思うんですが、

その中で、元々あった場所にそのまま建てれる方は問題はないかと思うんですけれども、

建て替える場合によって、地質調査だったり、そういうものの中で建てる場所がないとい

うようなことが出てくるのではないかなというのが予測されるわけでございますけれども、

そういったことを相談されたというような状況はありますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） はい、それでは建設課のほうから、これまで家の再建で

相談があった事例をご紹介したいと思います。 

 熊本地震で被害を受けられて、住宅の再建を考えられている方が、近くに断層が通って

いるので同じところに建てて大丈夫だろうかとか、宅地にひび割れや擁壁に被害があるの

で、このまま自分ところの宅地に再建をしても大丈夫だろうかという、そういったご相談

はあっております。私どものほうも、即答できればいいんですけれども、そういった場合

にはやっぱり断層や地盤のことになると、調査をしなければどうしてもわからないという

ことから、専門家あたりに相談をされて、調査をされたほうがいいですよというふうなお

薦めのことしか回答はしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） そういうことで、そのあたりのケースが今のところ、そういう

出ていないというか、そのくらいの相談なのかなと思いますが、その中で、もし仮に建て

替えることができないとか、持っている土地が宅地なら、また別のところを持っていらっ
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しゃればいいかと思うんですけれども、仮に田んぼを持っていて、そういったこの震災に

関して、何か特別な転用に関して項目等があるかどうか、そのあたりは産業振興課にお尋

ねしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 今回の震災で被災された方が農振農用地の農地に建て

替えたいという相談は、実際、産業振興課のほうにも上がっております。通常の農振除外

申請につきましては、かなり厳しいというのはご存知だと思いますが、基準としまして、

除外を行おうとする土地の連続する二辺が農振白地に接している必要があるということで

すが、今回の震災で農地に自宅を復旧したいという場合、条件がありますが、元々の家屋

が半壊以上の判定を受けていて、これまでの宅地に再建ができないと、また、農振地内の

農地を宅地にしたい場合においては、除外を行おうとする土地の一辺、通常は二辺なんで

すが、この震災に関しては一辺が農振白地に接していれば審査の対象になるというような

ことで、軽減をされております。また、農振除外は基本的に年２回、５月、11月の県の審

査に付することとなりますので、申請をされてから結果が出るまで、長い場合ですと半年

以上かかると、縦覧公告期間等もありますので、通常半年以上はかかりますよという説明

をしておりますが、今回の震災対応分につきましては、町のほうは随時、当然受け付けは

やっているんですけれども、県のほうも随時審査をしていただけるということで、期間に

ついても短縮を図られているというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ありがとうございます。 

 その中で、本町に今、申請出された件数等、もしわかるのであれば、わからない。なら、

また後日、教えていただきたいと思いますけれども。そういうこともあるということでご

ざいます。特に、これからそういった建て替えの話が進んでいくのではないかなと思いま

す。特にそういう地盤調査をされて、危険であるといった場合に、仮にその持ち主の方が

土地を持っていらっしゃればいいですけれども、例えば乙女あたりの方が、乙女台地に家

を建てたいと言った場合に、なかなか乙女台地というのは農振等も多くかぶってて、適地

といいますか、そういった部分がないと思われます。白旗も同様で、特に県道あたりの通

っているところに関してはなかなか農振が外せないというような状況でございますので、

もし今後、そういったことが多分出てくる可能性もなきにしもあらずだと思うんですよ。

そのあたりを町としてできる部分というのは、かなり難しい内容にはなるかと思うんです

けれども、そういった承認団地等が今、限られた数でしかないと思いますので、そのあた

りが出てきてから話し合うのではなくて、そういったときの場合、どうするかというよう

なケースもあると思いますので、今後とも協議していただければなと思います。 

 続いて、３番の竜野川と水害対策のあれに進んでいきたいと思います。 

 28年、昨年の９月定例会で、まず、竜野川の水害に関してお尋ねいたしますけれども、

昨年の９月定例会の中では、竜野川、また内田川の越水について、対応をどうするかとい
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うことでお尋ねいたしておりましたけれども、例年、竜野川が、昨年は氾濫しまして、お

ととしはもう少しで氾濫しそうになったというような状況でございます。そういった中で、

たびたび一般質問させていただいておりますけれども、町長のほうからは抜本的解決は強

制排水しかないというようなお話もいただいている状況でございます。その中で、我々議

員としても、国のほうに要望活動等、昨年行っている状況でもございますし、町長のほう

からは、毎年事あるごとに、国土交通省あたりに要望していただいているというのは、十

分理解しているところでございます。 

 その中で、昨年の９月の中では、今後とも国、県への要望を強化しながら、町として単

独でできることには研究をしていくということのような答弁をいただいている状況でござ

いますので、その中で今後、町として何ができるのかと、そういった部分に関してお尋ね

したいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 先ほどの中村議員のほうからのご質問とも重なりますけ

れども、町として何ができるかということは、新年度になりまして、また内水の調査費を

立てて、その辺を具体的にして、町として何ができるかを検討していきたいと思います。

とりあえず、今度の梅雨までとか何かに何ができるかということは、県にも浚渫等の要望

も行っておりますし、町としては、非常時に土のう対策などの準備をするぐらいしか、今

のところは行っておりません。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 来年度ですかね、内水調査を。午前中、今、課長がおっしゃら

れたとおり、中村議員の中でも、町中の内水対策等について質問がございましたけれども、

来年度に調査をすると、どういったことができるかということでございますが、今おっし

ゃられた、町としてできることとしては、土のう等ということでございますけれども、竜

野川の昨年の150ミリに関しては、予想外のことで、なかなか予測もつかないような状況

でございましたけれども、河川に土のう等を置いただけでは防げないような状況じゃない

かなと思います。特に、竜野川に関しては、中早川あたりの護岸といいますか、下のほう

がえぐれているような状況で、そのあたりは県も確認はされていますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 竜野川につきましても、中早川地区、浅井地区において

も越水で被害が出ておりますので、県当局のほうにも視察に来ていただいて、今後の対応

を考えてくれという要望を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 以前でしたか、堤防を嵩上げするというようなお話も、これは

昨年の水害前に受けていたことかと思うんですけれども、そういったことに関しては、担

当課長のほうでは把握されていますか。竜野川の堤防の嵩上げ。 
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○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） はい。１つ工法といたしまして、竜野川の嵩上げも考え

られるんですけれども、現在のところ、県のほうにおかれては、まだそこまでの計画は至

っていないと聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） そういうことで、以前は１メートルほど堤防を嵩上げしたらど

うかというようなお話もいただいて、そういうお話もいただいたことでもありますが、実

際にそれを計画に移っている状況ではないということですね。わかりました。 

 いかんせん、毎年毎年、１番の災害復旧の中でも述べましたけれども、毎年毎年の梅雨

時期が懸案でございまして、この何といいますか、本町における最近の事例で言いますと、

特に夜にいろんな災害が起きることが多くて、これが昼間であったら、写真等とか、動画

等とか、記録できるんですけれども、夜でございますものですから、なかなかそれが形に

残すというようなことが難しいような状況でございまして、あの状況をもし残せるのであ

れば、もうちょっと対応自体も早くできるのではないかなというのが思うんですが、地震

に関しても水害に関しても、夜起こっておりまして、水害に関して、私も写真等撮ろうと

思ったのですが、いかんせん暗くて、撮れないような状況でございました。 

 そういったことで、毎年毎年梅雨時期になると、その雨量に悩まされることでございま

すので、早急な対応をまた、来年度は予算をつけて研究するということでございますので、

ぜひいい方向で早急な解決ができるよう、お願いいたします。 

 続きまして、中山間整備についてということで、本来ならば29年度採択に向けて取り組

むべきでございましたけれども、昨年の地震において、そういった協議が、準備が進んで

いないということでございまして、昨年の９月定例会では、その後、まず甲佐、御船、益

城と協議しながら、どういうふうにするのかというのを考えていきたいということをお聞

きしております。またその中で、御船町に関してみれば、中山間整備の部分を受けて災害

復旧でするか、中山間でするかという部分を悩んでいるというか、どちらでするかという

部分も決まっていないというような状況でございましたので、９月から今までで何か進捗

があったことに関して、お尋ねいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） お答えいたします。 

 まず、御船町の状況でございますが、基本的に予定しておりました箇所については、中

山間でやりたいという地元の意向は固まったということで聞いております。ただ、地元か

らはもう災害復旧をせずに、中山間で一気にできないかというふうな話も出ていたそうな

んですが、まだ今から事業採択、しかも事業採択の後、何年度に順番が回ってくるかわか

らないということで、災害復旧は災害復旧でやると。災害復旧で国の補助金が出る、中山

間で補助金が出るけれども、そこは多分返さなくてもいいんじゃないかというような、農

政局との協議を今されているということで聞いております。 
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 荒田議員のほうから、９月以降どんな動きだったのかということで、その後、協議会の

総会をする時間がございませんでした関係で、書面議決で議決をいただいているところで

すが、前回も説明したと思いますが、採択目標年度を31年度に変更すると、採択年度を31

年度ということで、決定をいたしているところです。ただ、この先日、熊本県の県央本部

からも来られて協議を行ったところですが、31年度採択に向けても、29年度、30年度です

る業務量がかなりボリュームがあるので、それなりの人員体制、各町村、益城、御船、甲

佐ですね。人員体制を整えた上で、足並みそろえてやらないと難しい部分もあるんじゃな

いでしょうかというようなお話はあっているところです。また、当初、この中山間につき

ましては、平成25年度に28年度新規ということで、27年度までで中山間終わって、28年度、

引き続きまたやろうということで、25年度に計画をしてあるんですが、29年度といいます

のが、農業サイドの補助金を国のほうがどんどんつけて、補正でも組む、当初予算でもそ

れなりに予算を組むというような時期でございました関係で、議員各位ご存知のとおり、

予算規模として25億程度の、現在事業費となっております。中山間地につきましては、基

本的に10年間で実施をするというような考えがございまして、毎年平均して２億5,000万

の事業をしなくちゃならないと。ただ、補助金はここ昨年、本年の状況を見ると、県央本

部のほうからは、そんなに補助金はつきませんよと。事業費、３町村で事業内容について

のもう１回見直し、精査も必要じゃないでしょうかというようなご指摘も受けているとい

うような状況です。現時点では、31年度採択を目指して、準備を29年度から新たにまた進

めるというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ただいま課長からあったとおり、31年度ということで、中身に

ついてはまだ見直しをしなければいけないというようなことだと思いますが、本町におい

て、その中山間でする部分に関して、もう災害復旧でできたというような部分はあるんで

しょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 本町の先ほど申しました25億のうち、本町で予定して

おりますのが、尾北の農道、それと上早川、中横田、西原、上揚の圃場整備関係、それと

あとため池とか、営農飲雑用水ですね、宮内の水道分ですけれども。特に、本町の場合、

災害が、ここに大規模な、予定しているところに大規模な災害とかということはあってお

りませんので、本町の場合は中山間の事業をいかに進めていくかという検討をすればよろ

しいのではないかというふうに考えております。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） そういうことで、31年度と、これからまた約２年、３年ですか

ね。年度で言うと３年ありますけれども、事業延長、途中までしている部分というのもあ

りますものですから、それが予定より大幅におくれるのは今回の異例なことで、しょうが

ないとは思いますけれども、ぜひ実現に向けて、そのほかの作業等もいろいろあるかと思
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いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 その中で、最後に、町長からきょうは何も答弁をいただいておりませんので、竜野川の

水害対策等について、町長の考え等、もしあればお尋ねして終わりたいと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時57分 

再開 午後２時58分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 竜野川についてのコメントということでありますので、少し私

のほうからも触れておきたいというふうに思います。 

 竜野川については、４カ所被災を受けておりまして、復旧工事をとにかく早急に行うと

いうことで、沿線の住民の方の安心を確保したいというふうに思っております。 

 県のほうに尋ねてみましたところ、ことしの梅雨までには完了を目指すというお話であ

りました。それと、竜野川にあります遊水地の場所についても、浚渫が行われておりまし

て、貯水容量は確保されますので、その辺の効果はあるというふうに考えているところで

あります。 

 それと、竜野川に流れ込む宮ノ尾川の件ですけれども、河川の閉塞箇所、それからの土

砂、あるいは流木を除去するための復旧工事も行っていただくこととなっております。そ

れと、なかなか抜本的な改革には、先ほどから申し上げておりますとおり、やはりいろん

な大規模な工事が必要でありますので、やはりそれまでには、常日頃からのやっぱり土の

うとか、そういった準備もやはりしておく必要があると、その辺の水害情報とかも、適時

に情報収集しながら、その辺の対応も図っていきたいというふうに思います。 

 それと、国土交通省に対しましては、例年定期的に、今、町が抱えている、そういった

国土交通省に関係するところの要望等については行っておりますので、引き続き強力に推

進していきたいというふうに思っているところであります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ありがとうございました。 

 以上をもちまして、私の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） これで、３番、荒田 博議員の質問は終わりました。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時00分 

再開 午後３時10分 
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────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 最後に、６番、西坂和洋議員の質問を許します。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） ただいまから一般質問を行いますが、荒田議員、中村議員とダ

ブるところがございますが、よろしくお願いいたします。 

 早速ですが、住宅耐震化対策について、お伺いします。 

 この住宅耐震化対策ということは、これは町として対策を以前に耐震診断されたと思い

ますが、そのときの時点で、総世帯数の中で、どれだけの世帯が受けられましたか。たし

か平成12年ぐらいじゃなかったかと思いますが、もう総世帯数は言わなくても、甲佐町全

部で何世帯の人が受けられましたかを尋ねます。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） それではお答えいたします。 

 本町では平成24年度から、戸建て木造住宅の耐震診断、耐震改修について取り組んでま

いっております。これへの対象住宅は、平成12年以前に建てられた木造住宅で、約4,500

棟余りが対象でありました。そのうち、実際に耐震診断を受けられた方が８件、耐震改修

をされた方が２件でございました。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） そのとき、耐震診断を受けられた２戸については、その当時で

大体幾らの費用がかかりましたか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時13分 

再開 午後３時13分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 金額については、打ち合わせのときに尋ねておきませんでした

ので。今、平成12年からと言われましたが、県のほうではこの大規模地震に備えるため、

昭和57年以前に建てられた家を対象に耐震診断、最大で１万9,000、改修設計で上限20万、

改修工事に上限で60万補助を出すという発表がありました。甲佐町においても、そういっ

た連絡は町のほうに届いていますか。届いていると思いますが。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） はい、届いております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 
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○６番（西坂和洋君） 内容的なことは、私が今言ったのと、これは新聞にも、２月19

日か何かの新聞に載っておりますので、皆さん知っておられると思います。 

 ところで、今度は昭和57年以前とありますので、大分前の家が対象になると思いますが、

そこらあたりは把握されていますか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） はい。今回の対象が昭和56年以前の建物と、今回熊本大

震災で被災者支援生活支援制度の加算支援金の対象者を除くということがなっております

ので、その対象戸数については、現段階では把握ができていないような状況でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 把握ができていないというのは、56年以前の建物が把握ができ

ていないということでしょう。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 昭和56年以前の木造家屋につきましては、税務課のほう

の課税台帳では、約2,800棟余りございます。今回の熊本地震において、半壊ですとか大

規模半壊で解体された家屋もございますので、正式な数字は把握していないということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） この耐震問題については、建築基準法で建築物の耐震改修の促

進に関する法律ということで、これは平成７年、それから最初、建築基準法は平成26年に

も改正されておりますが、こちらのほうにもう条文は読みませんけれども、目的として、

人々の財産、生命を保護するという意味で、こういった耐震計画が国のほうでもなされて

おりますので、今後、甲佐町においても常時ということはしなくてもよろしいと思います

が、時々は耐震診断等を受けるように、そういったのを町のほうで町民に、住民に知らし

めるようにしてもらいたいと思います。 

 それから、前回の診断のときに、周知徹底はどのようにしてとられましたか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） はい。これまでの耐震診断、改修事業の事業周知方法は、

まず最初の年に各座談会等に出向きまして、その耐震診断改修の事業説明を申し上げまし

た。それからは、各年度に全戸にチラシで回覧、広報紙に登載、それとまたホームページ

に掲載、あるいは募集期間につきましては、防災無線等による周知を年３回程度を周期に

行っております。また今回、熊本地震の復興基金による耐震診断、耐震対策が行われてお

りますけれども、この事業についてもこれまでと同様に周知を行っていきたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 今後はこういった診断を、特に木造のときが、ＲＣの建物は全
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然ないとは思いませんが、木造建築の場合はほとんど仕口、継手あたりは、ピン構造とい

って、もう結局、横さん渡したときに柱を建てるという、その仕口の部分は、手で動かし

てもただ差したばかりなら動くという状態ですので、大いにこういった、最大で１万

9,000円といっても、それは完全には大きな家はなかなか診断だけでは難しいかと思いま

すが、少しでも家が倒壊しないように、筋交いを入れて、ちょっと見苦しいなと思っても、

外から、外部のほうから、筋交いといったのを、例えば軒高３メートルのところには４メ

ートルか５メートルものをたすき状というか、ペケにならんでもよかですよね。両方にこ

うやれば、もうそれはダブりはたすき状になりますので。そのかわり、サッシとか窓とか

あるところには、そういったものは無理かと思いますが、そういったところの図面等を町

で作成されて、全戸配布なりされたらよいのではないかと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員、簡潔な質問をお願いします。 

○６番（西坂和洋君） 次に、次の問題に、質問に移しますが、地震、豪雨災害の復旧

状況について、お尋ねいたします。 

 家屋の解体作業の進捗状況はどのようになっているかを教えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 倒壊家屋の解体はどれぐらい進んでいるかというご質

問でございますが、町では被害の程度を全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊という区分で

分類しておりまして、倒壊家屋数というものについては把握してございません。 

 損壊が甚だしい、全壊と判定された建物の棟数は、２月末現在で住家106棟となってお

ります。このうち、85棟の解体申請を受け付けておりまして、79棟が解体済みとなってい

る状況でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） これは、資料でいただいておりますが、地震で倒壊、または半

壊とありましたが、私は宮内地区から出ておりますので、宮内地区の豪雨災害で流失した

家が何戸かあります。それも入っているのですか、これに。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 町で行っております公費解体につきましては、熊本地

震関連ということで受け付けさせていただいておりますので、豪雨災害につきましても、

熊本地震関連の水害ということでありましたら、罹災証明が大規模半壊とか、全壊とか出

ておりまして、半壊以上のものについて解体を受け付けています。内数になりますが、水

害関連と思われますのが、受け付けが４棟で、うち解体済みが１棟という状況でございま

す。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） もう宮内も10戸以上解体してありますが、それは公費解体もあ

れば、個人解体もあると思います。何か解体された人に尋ねると、公費で解体できたけん

よかったということもありましたが、もうどっちみち宮内の自宅のほうはもう空き家状態

で、他町村に出たり、甲佐町内に出向いたりして、時々家の中に風を入れるために、１月
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に一遍ぐらい来られていましたが、もうそれはもう宮内はほとんど済んでおります。 

 これは、もう終わりますが、次に３番目として、道路の損壊箇所について、お尋ねいた

します。 

 町内の中で何カ所の被害があったか、復旧状況はどのようになっているか、これは町道

の復旧災害箇所、路線ごとにお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時26分 

再開 午後３時26分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 失礼しました。 

 資料でいただいていますが、一応、見ればわかるということですけれども、一応、宮内

も何線かあります。その中で、小鹿それから辻、本坂谷、西原、町道がやられて、仮復旧

はできていますが、まだ仮復旧で土のうを積んであるところも、徐々に下がってきており

ます。今後、梅雨を迎えて、その土のう袋に水分を含んで重くなれば、下に落ちかねない

ところもございます。そういったところはどういう対応をとられますか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） ご指摘の宮内地区についても、災害復旧工事、本復旧を

行っているところと、それに間に合わず、まだ仮復旧のままで、大型土のうを積んでいる

箇所がございます。なかなか一遍に工事発注できればいいんですけれども、仮復旧のとこ

ろは、現在、工事発注の準備をしておりますが、いつ着手になるか、ちょっと計画的には、

いつということは言えないような状況ですので、雨が降る前とか、そういった巡視をして、

パトロールをして、危いようであれば、またすぐに応急処置をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 一番私が危ないなと思うところは、町道辻線ですよ。あそこは、

辻線は、１キロはなかですよね、長さが。しかし、上が町道で大体斜めにずっと登ってお

りますが、下は県道で、あそこもまだ通り抜け禁止状態になっております。私が県のほう

に電話で問い合わせたところ、上の町道をどうにかせんと、下は工事には入られないとい

うことで、辻線のああいったところも早急にといっても、恐らくなかなかあそこは最大斜

度70度ぐらいありますので、特殊土木になるかと思います。 

 しかし、その上から片づけんと、下の県道が通行できません。まだ通り抜け禁止の状態

です。 

 あそこは、地震と豪雨災害でダメージを受けて、一遍に緑川まで落ちましたが、広瀬部

落、大体町境まであそこに２戸。昔の本当の広瀬というところで４戸、あの方たちは７カ
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月ぐらい、う回路を砥用のほうに廻って、時間にして普通10分ぐらいかかるのが30分から

40分かかると言われました。それはあそこの工事も難しいと思います。実際言って。しか

し、ああいったところを優先的に取り組んでもらいたいと思いますが。どういった考えを

お聞かせください。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 議員がおっしゃられました広瀬地区の県道の法面と町道

の法面につきましては、高低差も100メートル近くあるんですかね。結構難工事になりま

す。町道の工事をして県道の工事というふうになりますけれども、県と協議をいたしまし

て、まずは県道のほうを片側通行にして、仮設、Ｈ鋼でずっととりあえずは囲んで、仮工

事がなされます。その間に町道の工事を行い、県道の本復旧を行うというような工程にな

ると思いますけれども。ちょっと工事の期間も数カ月は要すると思いますので、まずは仮

設工事を行って、少しでも安全に通行できるような対策をとるということでありました。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） それから、町道小鹿線ですけれども、県道と分かれ道から約100

メートルぐらい、あそこが町道の上から県道まで滑ってきましたが、あそこも梅雨時には、

雨がちょっと多かれば、もう上にひっかかってる石が落ちてきますので、そこらあたりも

どうされるかを検討されるか、そういったところを教えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） そういった梅雨時期までほったらかしておけば、二次災

害あたりもあるような箇所につきましては、現在発注の準備をしておりまして、発注して

何らかの対策をとって、工事完了まではいかなくても、仮設あたりで対応ができるならば

と考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 私も坂谷方面とか宮内方面は、ちょっと雨が降ったりしたとき

に望めにいきますが、同じ町道でも危険性の高いところから工事にかかっていただきたい

と思います。今までの件で町長のご意見をお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 基本的な復旧の考え方については、これまで建設課長のほうか

ら述べてきたとおりだというふうに思いますけれども、一度に発注してしまうと、全て通

行止めかけないと通れなくなってしまうし、そういうふうになっちゃいかんということで、

その辺は整理しながら、恐らく発注計画を立ててやっているというふうに思っております。 

 それで、何度も課長のほうが言っておりますとおり、やはり重要路線のほうから、まず

は復旧を進めていくということが非常に肝要じゃないかというふうに思いますので、今後

ともそういった考え方のもとに、きちんとした対応をやっていきたいというふうに思って

おります。 
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 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） この問題についてはこれで終わります。 

 次に、ふるさと納税についてお尋ねいたします。 

 これは12番議員の、中村議員のほうからもありましたが。ふるさと納税、私も何度か質

問したかと思いますが、これまで昨年１年間のいただいた寄附金について、どのくらいか、

ここ一応資料はありますが、できますならば、今年度はまだわからんけん、28年度、そし

て件数がどのくらいあったか、もうこの資料を見ればわかるとおりですが、一言答弁のほ

うをお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） お答えいたします。 

 お手元にお届けしております資料のとおりでございますが、まず、使途につきまして、

４種類ございますけれども、ふるさとの景観保全に対しまして８件、35万1,000円、安全

安心なまちづくりに９件、45万円、そして子どもの育成に５件、134万円、指定なしが59

件で482万7,000円、合計の696万8,000円という数字が、これ１月の時点でということでの

数字でございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） これは一応、益城町の例ですけれども、結構あそこは、昨年の

１カ月間で１億円ばかりの金が寄ったということ、あそこは多分、義援金とかも含んだ金

額だろうと思いますが、甲佐町においては、何か大分差があるなと思います。もうちょっ

と義援金、ふるさと納税する人も都会におられて、やっと生活していかれる人もおられる、

少しは儲け出しておられる人もおると思いますが、なかなかそこらあたりは難しいところ

があると思いますが、今後は先ほど中村町会議員のほうからもありましたが、ブランド品

とかを送るようにして、できるだけふるさと納税を活用できるようになりはしないかなと

思いますが、どうですか。総務課長。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 今後につきましては、新しいポータルサイトという、イン

ターネットを通じての寄附を行っていくということで、４月から行うことにしております

ので、しかも返礼品の数を42品目ということで実施をしたいということでございますので、

できるだけ多くの方にご寄附をいただくように、今後とも取り組んでまいりたいというふ

うに思います。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長のほうから、住宅耐震の質問に対する答弁の申し出が

出ております。これを許します 

 建設課長。 
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○建設課長（志戸岡 弘君） すみません。先ほど、西坂議員のほうから、これまでの

耐震改修にかかった費用は幾らだったかというご質問にお答えしたいと思います。１件が

280万円、１件が38万1,810円です。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） それは工事まででしょう。耐震の工事まで、はい、わかりまし

た。 

○議長（緒方哲哉君） これで、６番、西坂和洋議員の質問は終わりました。 

 以上をもって、一般質問の通告者全ての質問は終わりました。 

 以上をもって、本日の日程は終了いたしました。 

 明日14日は、午前10時から本会議場において会議を開きます。 

 本日はこれをもって散会いたします。お疲れさまでございました。 

────────────── 

散会 午後３時40分 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１４日（火曜日） 
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１．議事の経過 

開議 午前10時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は12名です。定足数に達しますので、これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程を報告します。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。朗読を省略いたします。 

────────────── 

 日程第１ 承認第１号 専決処分の報告及び承認について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第１、承認第１号「専決処分の報告及び承認について」を

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、承認第１号についてご説明を申し上げます。 

 承認第１号、専決処分の報告及び承認について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項

の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 専第１号、専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により下記事項を専決処分する。 

 平成29年１月20日。町長名です。 

 記。 

 １、平成28年度甲佐町一般会計補正予算（第８号）。 

 次の次のページをお願いいたします。 

 平成28年度甲佐町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,003万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ178億939万9,000円としております。 

 第２項。歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によります。 

 地方債の補正。 

 第２条。地方債の変更は、第２表、地方債補正によります。 

 平成29年１月20日。町長名です。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 
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 歳入です。款10地方交付税に900万円を追加し、26億3,193万5,000円としております。

１の地方交付税です。 

 款14国庫支出金に1,683万円を追加し、44億249万3,000円としております。２の国庫補

助金です。 

 款21地方債に1,420万円を追加し、34億1,559万5,000円としております。１の町債です。 

 歳入合計。補正前の額、177億6,936万9,000円に4,003万円を追加し、178億939万9,000

円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。款９教育費に426万8,000円を追加し、６億7,539万1,000円としております。

２の小学校費です。 

 款10災害復旧費に3,600万円を追加し、20億6,111万9,000円としております。５のその

他公共施設、公用施設災害復旧費です。 

 款13予備費から23万8,000円を減額し、2,976万2,000円としております。１の予備費で

す。 

 歳出合計。補正前の額177億6,936万9,000円に4,003万円を追加し、178億939万9,000円

としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正。 

 １、変更です。起債の目的が災害復旧事業、補正前の限度額３億7,990万円に1,420万円

を追加し、補正後の限度額が３億9,410万円としております。なお、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、いずれも変更ありません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ８ページのトレーニングセンター災害復旧工事と。トレセンの

災害復旧工事だと思うんですけれども、専決で処分されたということで、業者とかはもう

決まって、いつごろ終わるのでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） トレセンの復旧計画についてのご質問でございますが、

現在、復旧に係る設計を委託しております。委託の期間が今月末までとしておりますが、

できるだけ早目に成果品は出していただくように、委託会社のほうにはお願いをしており

まして、設計が上がってきましてから実際に工事の入札を行うということで予定をいたし

ております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） この専決処分の報告及び承認については、昨年の災害等が多か

ったように思いますので、何ら意義なく賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから承認第１号「専決処分の報告及び承認について」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前10時08分 

再開 午前10時09分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

 日程第２ 議案第１号 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 

            例の制定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第２、議案第１号「甲佐町一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、議案第１号についてご説明を申し上げます。 

 議案第１号、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する

こととするものでございます。 

 平成29年３月10日提出。町長名です。 

 提案理由は省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 甲佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 
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 以下、第１条で甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正しております。 

 次のページの第２条で、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正をして

おります。 

 内容につきましては、お配りしております説明資料によりまして説明をさせていただい

てよございますでしょうか。 

 それでは、お手元にお配りしております平成29年３月定例会資料、議案第１号、甲佐町

一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてという１枚紙の

資料がついておるかと思います。そちらでご説明をさせていただきます。 

 今回の条例につきましては、人事院勧告に基づきましての条例改正ということになりま

す。先ほども申しましたとおり、第１条で、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例の一

部改正をしております。内容につきましては、扶養手当の見直しを行っておるものでござ

います。 

 ①で扶養手当の見直しということで、配偶者、子ども、父母等、それぞれ現行で配偶者

が１万3,000円。子が6,500円。父母等も6,500円となっておるものを、平成30年度以降、

配偶者につきましては6,500円。子どもにつきましては１万円、父母等につきましては、

同じく6,500円と、変わらずというものでございます。この間、平成29年度につきまして

は、経過措置という形で、配偶者につきましては１万円、子どもにつきましては8,000円、

父母等につきましては変わらず6,500円という経過措置になっております。 

 ②で、職員に配偶者がいない場合の扶養手当という規定につきましてでございますが、

こちらは、配偶者がいない場合の子どものうち、１人につきましては現行で１万1,000円、

子がいない場合の父母等につきましては、うち１人につきましては同じく１万1,000円と

いう規定になっております。こちらにつきましては、平成30年度以降は、この規定がなく

なるということで、平成29年度につきまして、経過措置として、子のうち１人につきまし

ては１万円、子がない場合の父母等のうち１人につきましては9,000円の規定というふう

になるものでございます。 

 次に、第２条で、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。 

 こちらは、３つの改正内容がございまして、まず、①として、育児休業等に係る職員が

養育する子の範囲の拡大というものでございます。現行では、法律上の親子関係にある子

のみが対象となっておりましたけれども、改正後では、右側に民法の特別養子縁組の看護

期間中の子、児童福祉法の里親である職員に委託されている児童で、当該職員が養子縁組

によって養親となることを希望している者等を追加するものでございます。 

 次に、２番目に、介護休暇の取得回数についての改正でございます。 

 現行が、現在は連続する６月間で１回のみの介護休暇でございますが、こちらをとりや

すくするために、合計６カ月間で３回まで分割取得が可能という改正でございます。 

 さらに、３番目としまして介護時間の新設。新たに介護時間を取得できるという改正で

ございます。内容としましては、最長３年、１日２時間まで介護のため勤務しないことを

承認可能になるものでございます。 
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 附則といたしまして、平成29年４月１日から施行します。扶養手当の経過措置といたし

ましては、先ほどご説明いたしましたとおり、第１条の①、②の平成29年度の特例措置に

ついての経過措置がございます。 

 それと、介護休暇の経過措置でございますが、改正条例施行前に介護休暇の承認を受け

ていた職員につきましては、介護休暇の初日から起算して６月以内の期間で施行日以後の

申し出の期間を指定すると。この条例が４月１日施行されますけれども、それ以前にもう

既に介護休暇を取得しとる者につきましては、４月１日以降の残りの期間について指定が

できるという経過措置でございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 今、説明がありました一般職の職員の給与に関する条例の改正

ということで、扶養手当の見直しでありますが、配偶者が大幅に減額されると。子につい

てはプラスとなりますが、一般職の職員でこれが実施された場合には、プラスになるのか

マイナスになるのか、どうなのかちょっと教えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長 

○総務課長（内山 洋君） こちらにつきましては、扶養の人数がどれだけいるかによ

ってその時々で変わってまいります。今回の改正につきましては、子どもの扶養手当を増

額させるという、少子高齢化、子育て支援という形で国が改正を行ったものでございまし

て、配偶者等を減額して、その原資を子どもの扶養手当のほうに回すというふうな改正の

趣旨でございまして、国のほうとしてはプラスマイナス余り変わらない程度の改正という

ふうな見込みで改正をされておるようでございます。 

 本町におきましても、わずかでございますけれども、改正前と改正後の場合は変わって

いきますけれども、数万円程度しか変わらないというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

○２番（佐野安春君） 数万円しか変わらないって、プラスなんですか、マイナスなん

ですか。 

○総務課長（内山 洋君） ３月時点での職員の状況、扶養の状況が全く変わらない状

況で４月に扶養手当をもらったと、改正以降でもらったとした場合に、29年度では３万

6,000円、それと、30年度では９万4,000円の増額になるというふうな、町の扶養手当とし

て支出する分は増額になるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 



- 82 - 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 議案第１号、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例の制定についてでございますが、これは、提案理由の中に書いてあります

とおり、人事院勧告に基づきまして本町の条例を改正するものでありますので、何ら意義

なく賛成をいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第１号「甲佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第３ 議案第２号 甲佐町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第３、議案第２号「甲佐町税条例等の一部を改正する条例

の制定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） それでは、議案第２号についてご説明させていただきます。 

 議案第２号、甲佐町税条例等の一部を改正する条例の制定について。 

 甲佐町税条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものでございます。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 提案理由については省略させていただきます。 

 次ページをお願いいたします。 

 甲佐町税条例等の一部を改正する条例。 

 以下、第１条で甲佐町税条例の一部改正。第２条で甲佐町税条例等の一部を改正する条

例の一部改正を行っております。 

 今回の改正の内容につきましては、お配りしております資料１で説明させてもらってよ

ろしいでしょうか。 

 それでは、資料１のほうをお願いいたします。 

 今回の改正は、主に消費税率の引き上げ時期が平成29年４月１日から平成31年10月１日

へ変更されたことに伴う改正となっております。 

 まず、第１条、甲佐町税条例等の一部改正。 
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 特定非営利活動促進法の一部改正に伴う改正でございます。第36条の２、町民税の申告

につきまして、仮認定特定非営利活動法人を特例認定特定非営利活動法人へ名称変更を行

っております。 

 続きまして、消費税率引き上げ時期変更に伴う改正といたしまして、附則第７条の３の

２、住宅借入金等特別税額控除の適用時期につきまして、平成41年度までを平成43年度ま

でに延長しております。 

 続きまして、第２条、甲佐町税条例等の一部を改正する条例の一部改正でございます。 

 この条例は、平成28年３月に専決いたしまして、平成28年６月に議会の承認を得ている

条例でございます。 

 まず、消費税率引き上げ時期変更に伴う改正といたしまして、法人税割の標準税率及び

制限税率の引き下げ時期を、平成29年４月１日以降に開始する事業年度から、平成31年10

月１日以降に開始する事業年度に改正しております。 

 また、軽自動車税の環境性能割の導入及び軽自動車税の種別割への名称変更時期を、平

成29年度から平成32年度に改正しております。軽自動車の環境性能割導入時期変更に伴う

改正といたしまして、軽自動車税の税率を軽減する特例措置を１年延長し、平成28年を平

成29年度に改正しております。 

 この条例につきましては、公布の日から施行としております。ただし、特定非営利活動

促進法の一部改正に伴う改正につきましては、同法の施行日、平成29年４月１日から施行

としております。 

 以上、ご説明を終わります。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ございませんか。税条例の改正及び制定についてを議題としております。何か

質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ９番、本郷議員。 

○９番（本郷昭宣君） 議案第２号、甲佐町税条例等の一部を改正する条例の制定につ

きましては、地方税法また地方交付税の一部改正ということで、それに伴う町の税条例の

改正でございますので、何ら意義なく賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第２号「甲佐町税条例等の一部を改正する条例の制定について」を採決い

たします。 
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 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第４ 議案第３号 平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除 

            及び特例に関する条例の制定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第４、議案第３号「平成28年熊本地震に係る被災家屋等に

対する固定資産税の免除及び特例に関する条例の制定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（北畑公孝君） それでは、議案第３号についてご説明させていただきます。 

 議案第３号、平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に

関する条例の制定について。 

 平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する条例を

次のように制定するものでございます。 

 平成29年３月10日提出。町長名。 

 提案理由につきましては省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及び特例に関する条例。 

 以下、１条で目的、２条で定義、３条で固定資産税の免除、４条で被災住宅用地の申告

の特例、５条で免除及び特例の取り消し、６条で委任を定めておりますが、内容につきま

しては、別紙資料により説明させてもらってよろしいでしょうか。 

 それでは、すみません。資料１のほうをお願いいたします。 

 まず、公費解体家屋の固定資産税の免除といたしまして、公費解体の承認または自費解

体に伴う償還金交付決定を受けたもので、平成28年中に解体を終えてない家屋について平

成29年度の固定資産税を免除するものでございます。 

 続きまして、被災住宅用地の申告の特例といたしまして、災害に伴い被災住家を解体し

た場合、住宅用地の特例が申告により被災した年度の翌年度まで適用されますが、今回、

手続の簡素化を図りまして、公費解体及び被害認定調査資料等により申告を省略し、特例

を適用することができることといたしております。 

 この条例につきましては、公布の日から施行することといたしております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。質疑ございませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 １番、山内議員。 

○１番（山内亮一君） 議案第３号、平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定

資産税の免除及び特例に関する条例の制定について。これは、熊本地震に係る家屋等に対

する免除特例措置ということで、何ら意義なく賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第３号「平成28年熊本地震に係る被災家屋等に対する固定資産税の免除及

び特例に関する条例の制定について」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第５ 議案第４号 甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第５、議案第４号「甲佐町避難行動要支援者名簿に関する

条例の制定について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、議案第４号についてご説明申し上げます。 

 議案第４号、甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について。 

 甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例を次のように制定することとする。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 提案理由は省略いたします。 

 次のページをお願いします。 

 甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例です。 

 条例文につきましては、読み上げますと少し長くなりますので、条例の構成を簡単に説

明し、その後内容については、別紙の説明資料にてご説明する形でよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、本条例の構成について説明します。 

 第１条は目的となっております。第２条は避難行動要支援者名簿の作成について。第３

条は名簿の提供に係る災害対応基本法49条の11第２項の条例による特別の定めを規定して

います。第４条は名簿提供に係る個人情報の取り扱いに関する規定について。第５条は名

簿提供者に対する個人情報の適正管理について。第６条は規則への委任について規定して

います。附則としまして、この条例は平成29年４月１日から施行することとしています。 
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 次に、本条例の内容についてご説明します。 

 別紙の説明資料をごらんください。 

 まず、本条例を制定することとなった理由についてご説明します。 

 避難行動要支援者名簿の作成、提供については、平成25年度の災害対策基本法の改正に

基づき、災害時要援護者名簿が避難行動要支援者名簿として法的根拠を持って作成される

こととなりまして、平成26年度の甲佐町地域防災計画の改定により、この避難行動要支援

者名簿の作成、提供について位置付けられているところでございます。 

 しかし、避難支援等関係者への名簿の提供に関しては、災害対策基本法により、市町村

の条例に特別の定めがある場合を除き、支援対象者一人一人から同意書を徴取しなければ、

平常時において提供できないこととなっておりまして、実態調査及び名簿情報の作成、ま

た、提供する場合において困難を要している状況でございます。 

 このことから、本条例を制定することにより、民生委員による対象者への訪問調査を円

滑にし、あわせて、避難支援等関係者による避難訓練等の実施を可能とし、災害時の円滑

かつ迅速な避難支援等の実施を支援するものでございます。 

 ２番の個人情報の提供先である、避難支援等関係者は、上益城消防署から自治会までと

なっております。 

 ３番の提供する個人情報の対象となる避難行動要支援者は、在宅で生活されている者の

うち、要介護３から５までの者から、難病患者の方までとなっております。なお、対象者

は記載しておりませんが、平成27年度時点で284人となっております。 

 この避難行動要支援者については、本条例第３条の特別な定めの規定により、毎年民生

委員、児童委員による実態調査を実施する際、本人等の意思を確認し、個人情報に関する

提供拒否の意思表示があった場合は、平常時において避難支援等関係者への提供はできな

いこととなります。 

 ４番の提供する個人情報の項目は、氏名から避難支援等を必要とする事由までとなりま

す。 

 最後に５番、個人情報の管理については、関係法令の規定に基づき、漏えい防止や名簿

の安全管理、利用提供の制限、守秘義務について適正に管理するように努めることといた

します。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） この名簿については、いつごろまでに作成予定なのかというこ

とと、対象者が避難行動要支援者ということになりますので、対象になる方の範囲がちょ

っと若干狭いような感じもするんですよね。いざというときに、やっぱり介護の３から５

ということで、１から２というのは大丈夫かなというような思いもありますがいかがでし

ょうか。 
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○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、まず名簿の作成ですね、それから提供に至るま

での今後の日程ということでございますけども、今、避難行動要支援者の支援システムと

いうのを導入しております。新しいシステムに今度更新しまして、平成29年度から新しい

システムで進んでいくということにしております。 

 一応、名簿抽出につきましては、この資料の３の①から④の方まではデータ上で福祉課

のほうで抽出作業を行います。その結果が、先ほど申しました284人ということでござい

ますけども、その名簿をまず民生委員さんに提供いたします。民生委員さんには、民生委

員法によって守秘義務が設けておられますので、同意なしでも特に問題ないというような

国の見解も聞いております。一応、５月の中旬から調査に入られます。調査の中で佐野議

員が言われた漏れる方とか、目的は避難、何か台風接近とかで避難を要する場合自ら避難

所へ行けないとかいう方でございますので、その方については、説明資料の３番の⑤の上

記以外で自治会等が支援を必要と認めた者という形で、要介護１から２の方でもちょっと

足のぐあいが悪いとか、あるいは難病患者の方で自宅にていろんな吸入器とかの医療行為

をされている方とかという方で、あくまでも在宅の方で支援が必要な方は実態調査の中で

また新たに上げてきていただくという形で名簿を作成します。 

 名簿作成については、できる限り早く作成を終えて、支援をされる消防警察機関、また

は自主防災組織あたりに提供を早目にできたらというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 議案第４号、甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例の制定

について。提案理由にありますように、災害対応基本法の規定に基づきということで、意

義なく賛成をいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第４号「甲佐町避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について」を採

決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 
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 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第６ 議案第５号 甲佐町課設置条例の一部改正について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第６、議案第５号「甲佐町課設置条例の一部改正につい

て」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 議案第５号についてご説明を申し上げます。 

 甲佐町課設置条例の一部改正について。 

 甲佐町課設置条例の一部を次のように改正するものでございます。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 提案理由は省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 甲佐町課設置条例の一部を改正する条例。 

 甲佐町課設置条例（昭和43年甲佐町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第８号中、産業振興課を農政課に改める。 

 第２条第１号に次のように加える。ソ、情報公開に関する事項。 

 第２条第２号を次のように改める。ア、総合政策推進及び評価に関する事項。イ、行財

政改革に関する事項。ウ、各課等の事業の審査及び調整に関する事項。エ、情報の管理に

関する事項。オ、企業誘致に関する事項。カ、定住政策に関する事項。キ、土地利用構想

の策定に関する事項。ク、土地開発に関する事項。ケ、公共交通に関する事項。コ、広報

に関する事項。サ、統計その他町勢に関する事項。シ、商業、工業及び鉱業に関する事項。

ス、観光、イベントに関する事項。 

 第２条第８号中、産地業振興課を農政課に改め、同号中エ及びオを削り、カをエとし、

キをオとする。 

 第２条第９号イ中、町営住宅を住宅に改める。 

 附則、この条例は平成29年４月１日から施行する。 

 新旧対照表のほうでもう一度説明をさせていただきます。 

 お手元にお配りしております、今回の条例改正の新旧対照表をごらんいただきたいと思

います。 

 まず、第１条でございます。第１条の現行が、第８号で産業振興課となっておるものを、

右側、改正案としまして農政課に改めます。 

 次に、第２条の総務課の部分ですけれども、２ページの新規に右側ソとして、情報公開

に関する事項を追加をいたします。こちらは、企画課のほうから移行するものでございま

す。 

 次に、第２項の企画課の部分でございますけれども、カの現行の住宅政策に関する事項

を定住政策に関する事項に改めるものでございます。 
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 次のページでございます。 

 現行のケの土地開発公社に関する事項は、解散によるため削除をいたします。 

 次のコの町営バスの運行に関する事項につきましては、ケとして、公共交通に関する事

項に改めるものでございます。 

 次に、情報公開に関する事項は、先ほど総務課に持ってまいりましたのでこちらからは

削除するというものでございます。 

 そして、新たに産業振興課のほうから、右側ですけれども、シとして、商業、工業及び

鉱業に関する事項。ス、観光、イベントに関する事項を企画課のほうに持ってまいります。 

 次に、第８号の産業振興課に関する部分ですけれども、産業振興課を農政課に改め、そ

して、先ほども申しましたエの商業、工業及び鉱業に関する事項とオの観光、イベントに

関する事項を削除するというものでございます。 

 最後に、９号の建設課の部分でございますけれども、現行のイの町営住宅に関する事項

を住宅に関する事項というふうに改めるものでございます。 

 今回の改正の主なものは今ご説明申し上げましたとおり、産業振興課の商工観光振興係

を企画課のほうに移しまして、企画課を３係といたします。そして、産業振興課を農政課

というふうに改めるというものでございます。 

 現在の産業振興課の業務範囲につきましては、災害関係の事業を別にいたしましても、

農政関係の各種事業が増加をしておるところでございまして、所掌事務が多岐にわたって

いるものでございます。また、昨年度策定いたしました甲佐町まち・ひと・しごと創生総

合戦略におけます産業振興、企業支援による雇用創出及び観光イベントによる交流人口の

増加などの事業推進のためには、商工観光部門が農政部門にあるよりも企画課の所管とす

るほうが町の振興発展のための一体的、総合的な事業戦略を立てやすく、当該事業の推進

が図れるというふうに判断したものでございます。したがいまして、産業振興課の商工観

光振興係を企画課に移し、農政部門のみとなった産業振興課を農政課というふうに改称し

ております。 

 また、先ほどご説明しました情報公開に関する事項につきましては、文書の総合的管理

を行う総務課の所管といたしましたほか、現状に合わせた分掌事務の追加、削除及び変更

などを行っておるものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 産業振興課にあった商業、工業及び鉱業、この及び鉱業という

のはどういった職種になりますか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 商業、工業及び鉱業、及び鉱業の鉱業は何かというこ

とでございますが、これにつきましては、採石業でありますとか、採石業、そういう業種
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の方に該当するものでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） すみません。質問させてください。過去を見ますと、甲佐町の

この課の中には、以前、経済課があって、そこから農政課があって、産業振興課へ来て、

また今回農政課と。いろいろ移ってきております。それは時の流れの時代の変遷かもしれ

ませんが、今回の課の改正については、今、総務課長のほうから説明を受けましたけども、

町長のほうから、これに対して町長の思いというのかな、考えをもう少しお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 今回、課設置条例の改正ということでご提案しているところで

ありますけれども、毎年、それぞれの課の業務の効率化を図ろうということで、それぞれ

の課長のほうから提言等もいただきながら調整を図ってきております。今回、先ほどから

総務課長のお話にもありましたとおり、産業振興課の商工業部門を、主にそういった部門

を企画のほうに移したいということでの提案でありますけれども、今回の熊本地震で非常

にハード事業が産業振興課のほうでやらなくちゃならない。特に、災害復旧工事のほうが

急がなくちゃならないということがあります。その辺のウエートをちょっと重きを置いた

ということでありまして、それと、本田議員のお話のとおり、過去にも企画課に移したり、

戻したりというようなこともありました。やはり、その時代、時代の流れの中で、より効

率的な事務を図っていくためにはやむを得ない、そういうこともあるんじゃないかという

ふうにも感じましたし、繰り返しになりますけれども、熊本地震からの災害対応を特に重

視して今回こういうふうな改正をご提案したということでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） ３ページです。３ページの９番の建設課。イの町営住宅が住宅

になっておりますけども、今後、復興住宅あるいは子育て支援住宅ですか。そのようなも

のができるからこのようになったのか、それともいろんな、まだほかにもあるからちょっ

とこの理由を説明していただけたらなと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） それではご説明いたします。 

 町営住宅に関する事項を住宅に関する事項と改めた理由につきましては、議員が先ほど

おっしゃいましたように、今後、公営住宅の管理あたりも出てまいりますし、また、個人

住宅についての耐震事業ですとか、住宅全般に関する事業に対応させていただくために改

正をお願いするものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、宮川議員。 
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○７番（宮川安明君） 単純な疑問ですけども、農政課という、一番わかりやすいのは

わかりやすいけど、ほかの県内のほとんど、そういう農政課になっているのか、本田議員

おっしゃったように、経済課だったり産業振興課だったり、また農政課ということになっ

たけど、一番わかりやすいのはわかりやすいんですよね。ですから、その辺、他の町村も

そういう農政課というのが多いのかな、少ないのかという、その辺の質問です。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 他の町村の状況ということでございますが、県内を見

てみますと、農政課という名称を使われている市町村は多うございます。郡内、さらに隣

町の美里町を見てみますと、本町以外の全ての町村で農業委員会の事務と農政の事務を、

その２つの業務を担当する課ということで、全て確か農政課だったというふうに記憶して

おります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 議案第５号、甲佐町課設置条例の一部改正についてでございま

すが、今、討論でありましたように、産業振興課が農政課になるということでございます。

いろいろ理由を聞いてみますと、災害等で非常に仕事量が多くなっとるという中でござい

ますけども、きのうの私の一般質問でも申しましたとおり、復興元年、農政元年というこ

とでしっかり頑張っていただきたいということを期待いたしまして本案件に何ら意義なく

賛成をいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第５号「甲佐町課設置条例の一部改正について」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前10時56分 

再開 午前11時10分 
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────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

 日程第７ 議案第６号 甲佐町子ども医療費助成に関する条例の一部改正について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第７、議案第６号「甲佐町子ども医療費助成に関する条例

の一部改正について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、議案第６号についてご説明申し上げます。 

 議案第６号、甲佐町子ども医療費助成に関する条例の一部改正について。 

 甲佐町子ども医療費助成に関する条例の一部を次のように改正することとする。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 提案理由は省略いたします。 

 次のページをお願いいたします。 

 甲佐町子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例。 

 甲佐町子ども医療費助成に関する条例（平成21年甲佐町条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第６条中、ただし、町内の保険医療機関は、保護者に代わり助成を申請することができ

るを、ただし、町が保護者にかわり助成金の支払いを審査支払機関に委託している場合は

この限りでないに改め、同条の次に次の１条を加える。委託。第６条の２、町は助成金の

支払いを健康保険法第76条第５項に定める審査支払機関に委託することができる。第９条

を次のように改める。委任。第９条、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則第１項、この条例は、平成29年４月１日から施行する。第２項、この条例の施行前に

行われた診療に係る医療費については、なお従前の例による。 

 この事業については、平成28年度中の施行を予定しておりまして、本年度当初予算でご

議決をいただいておりましたが、熊本地震の発生により町及びこの事業を準備を行う上で

必要な国保連合会等の医療保険者や県内の医療機関、医師会及び薬剤師会との調整ができ

なかったことなどにより、平成29年度から施行することとなりました。なお、４月１日実

施に向けて新しい受給者証の交付や周知事務を現在行っているところでございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 今、課長のほうから説明がございましたが、周知方法について

は具体的にはどういうふうに周知をされるのかお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） まず、周知の方法についてということでございますけども、
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一応県内の医師会と薬剤師会にはその旨を伝えており、郡の医師会、薬剤師会にも直接こ

ちらから出向いてですね、こういう取り扱いということで医療機関のほうにはお伝えして

おります。 

 それと、受診者というか対象者につきましては、明日、行政区配達で新しい受給者証を

交付します。新しく対象者になられる方と中学校２年生まで、今度３年生に上がられる方

までには漏れなく新しい受給者証を発送します。 

 あと、広報こうさ等により、また、医療機関については町内ですけども、ポスター等を

張りつけて周知を図ることとしております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 今までは町内だけだったらいいということだったですね。そし

て、町外だったら、今までは立てかえをして、それからその立てかえ分をもらうというよ

うな感じだったですかね。そのときは、町外だった場合は、半年間を過ぎたら、何か届け

出をせんだったら無効になるとか、ちょっとそういう話を聞いたんですが、実際そうだっ

たんですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） まず、現行については、町内の医療機関については、直接

医療機関から町のほうに請求をいただいて支払っておりました。町内の医療機関にかから

れた受診者についてはもうその場でお支払い不要ということになっておりました。町外の

医療機関にかかられた方については償還払いという形ですけども、議員おっしゃられたと

おり６カ月が有効期間ですので、受診月から６カ月経過した後はもう償還払いで請求して

も払えないというような規定となっておりました。 

 今回については、改正後については一応県内の医療機関は全て国保連合会とかを通して

ありますので、保険証と受給者証を提示いただくと、もう医療機関のほうでは、一部負担

金は支払い不要ということになります。もちろん薬代も不要ということになりますけども、

対象外としましては、県外の医療機関にかかられた場合とか、あとは入院された場合とか、

金額要件もございますけども、一部償還払いもまだ残るということで、現物給付費と償還

払いの併用という形ですけども、ほとんどの方がもう支払い不要という形になるというこ

とでございます。 

 以上でございます 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） すみません。今、福田議員の答えについて、ちょっと関連です

けど。償還払いで６カ月を過ぎたら云々という問題ですけども、実際そういうことが町内

で事例としてあるのかないのかと。あれば何件ぐらいあったのかと、わかれば教えていた

だけますか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 
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○福祉課長（北野 太君） ６カ月後まで延ばして、わからなくて、その後来られたと

いうのは、最近はもうずっとありませんけども、実際役場のほうに領収書を持って、申請

書と一緒に提示されますけども、そういった方でも期限が切れたからもうだめだというこ

とで実際に来られない方もいらっしゃったかと思います。そういう方については、把握は

しておりませんけども、今の状況では、そういった事例は、窓口ではなかったというふう

に認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 私が言ったのは、そういうことがあったから言ったんですよ。

半年間ということもですね。やっぱりそういう半年間というのが、そういうのは忘れとっ

て持っていったらもう半年間が切れましたということで、保育料の間違いだったのは、も

う半年間過ぎてもまだ払わないかんとか、町民の方、ちょっとそういうところを不平不満

に思っておられる方がおられますので、そこをちゃんと町民の方に、ちゃんと、今回から

は変わりますけども、そのような周知もちゃんと徹底していただくならばと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 議案第６号、甲佐町子ども医療費助成に関する条例の一部改正

でありますが、今回、町外の医療機関にも窓口において払わなくて済むということで、こ

れは非常に保護者にとって大変有難い議案の改正があっておるなと思っております。これ

も、本当に長年このことをお願いしてまいりまして、保護者の方からは、大分我々議員に

も厳しいお言葉をいただいとったことでありますが、今回、執行におかれましてこの議案

を改正されましたことを大変感謝を申し上げることを添えまして、本案に賛成をいたしま

す。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第６号「甲佐町子ども医療費助成に関する条例の一部改正について」を採

決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第８ 議案第７号 甲佐町介護保険条例の一部改正について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第８、議案第７号「甲佐町介護保険条例の一部改正につい

て」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、議案第７号についてご説明申し上げます。 

 議案第７号、甲佐町介護保険条例の一部改正について。 

 甲佐町介護保険条例の一部を次のように改正することとする。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 提案理由は省略いたします。 

 次のページをお願いします。 

 甲佐町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 甲佐町介護保険条例（平成12年甲佐町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中、平成28年度を平成29年度に改める。 

 附則、この条例は公布の日から施行する。 

 次のページをお願いします。 

 次のページが新旧対照表となります。 

 これの下のほうですね。第２条の第２項。現行は、平成27年度から28年度までを第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る第１項第１号に該当する者について規定して

おりますけども、この分を１年延長するということでございます。具体的には、第２条の

第１号に掲げる３万3,000円の方ですね。第１階層の方については３万3,300円のところを

２万9,980円というふうな軽減措置がなされておりました。それをもう１年延長するとい

うことでございます。 

 本条例の改正につきましては、これは、消費税増税の延期に伴う介護保険法の改正によ

り、低所得者第１段階の保険料の軽減措置を１年延長するというものでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 



- 96 - 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 議案第７号、甲佐町介護保険条例の一部改正につきましては、

介護保険法の改正に伴う改正であって、何ら意義なく賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第７号「甲佐町介護保険条例の一部改正について」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第９ 議案第８号 甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につ 

            いて 

○議長（緒方哲哉君） 日程第９、議案第８号「甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関

する条例の一部改正について」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） それでは、議案第８号について説明させていただきま

す。 

 議案第８号、甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について。 

 甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のように改正することとする。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 提案理由は省略させていただきます。 

 次のページをお願いします。 

 甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例。 

 甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和47年甲佐町条例第28号）の一部を

次のように改正する。 

 第15条を第16条とし、第７条から第14条までを１条ずつ繰り下げ、第６条の次に次の１

条を加える。リサイクル推進員。第７条、町長は、法第５条の８に規定する廃棄物減量等

推進員としてリサイクル推進員を委嘱するものとする。 

 附則。第１項、この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

 第２項、甲佐町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年

甲佐町条例第10号）の一部を次のように改正する。別表第１中、上の表を下の表に改める。 

 別表について具体的に説明させていただきます。 

 区分の欄に、リサイクル推進を追加いたしまして、報酬の額を年額２万5,000円とし、

費用弁償の額を日額1,500円とするものでございます。 
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 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 今回、リサイクル推進員を報酬等の年額２万5,000円とあります

けれども、今までは、この報酬とかっていうのは払ってなかったんですか。その点お尋ね

いたします。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） リサイクル推進員さんに対する報酬的なものでござい

ますが、平成26年度までは報償費として２万5,000円支払わせていただいております。お

礼といったような形でございます。27年と28年については行政交付金と一緒に一括交付金

化させていただいて、支払っていただいてました。今回の改正につきましては、公務災害

補償が確実に適用されるように、条例で報酬等について規定させていただくものでござい

ます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） ２点お尋ねいたしますけど、リサイクル推進員、名称も変わっ

て、２万5,000円、年額。というやつは、これ、郡内一律ですかね。郡内ばらばらか。１

点は、いろいろ委員とか上がっておる中で町長を初め議会等の報酬等の審議委員会はこの

枠の中には入らんわけですかね。その点は総務課長だろうと思うんですけど。２点お尋ね

いたします。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 最初のお尋ねが郡内の報酬の額ということでございま

すが、本町と同じようなリサイクルステーションでリサイクル推進員の指導のもとに収集

するという方法をとっておりますのが、郡内では御船町だけでございます。御船町では、

以前、甲佐町が払っていたような報償費という形で年額２万5,000円支払われていると聞

いております。ほかのところは収集方法が違いますので、そういったのはないと存じてお

ります。最初の質問については以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） このリサイクル推進員について、報酬等審議会の対象では

ないかということですが、審議会のほうは、特別職報酬等審議会といいまして、町長、副

町長、教育長、それと議員の皆さん方の報酬について審議をするものでございますので、

こちら、非常勤のほうは対象にはなっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 どうぞ、中村議員。 

○12番（中村幸男君） そのリサイクル推進員ね、廃棄物の減量、分別、そういうこと
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で頑張っておられる中で、なかなか受け手がおらんというのが現状なんですよね。あえて

私が郡内とか聞いたわけですけど、やはり、郡内限らず、やっぱり他町村あたりを聞いて

いただいて、調べていただいて、やはり減量あたりにまだ努力していただくようなことも

考えていただきたいと思います。なかなかリサイクル推進員が受け手がないというのが現

状ではないかと思いますので、あえてお尋ねしたわけですので、今後調査をお願いしたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 議案第８号、甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部改正について。提案理由にありますように廃棄物の減量、分別、リサイクル推進員等

の活動について円滑化を図るためとありますので意義なく賛成をいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第８号「甲佐町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につい

て」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第10 議案第９号 工事請負契約の変更について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第10、議案第９号「工事請負契約の変更について」を議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） それでは、議案第９号についてご説明いたします。 

 議案第９号、工事請負契約の変更について。 

 平成28年第３回甲佐町議会定例会において議決された、甲佐町総合保健福祉センター改

修工事請負契約のうち、契約金額5,659万2,000円を5,865万9,134円に変更するものでござ

います。 
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 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 提案理由については省略させていただきます。 

 次のページをお願いいたします。 

 説明資料１に、仮契約書の写しを添付しております。 

 変更請負額の増額は206万7,134円となっております。 

 次のページをお願いします。 

 工事変更内容につきましては、資料２と資料３のＡ３判改修工事概要図面に基づきまし

てご説明をいたします。 

 まず１つ目が、総合保健福祉センターの外壁部分にひび割れが今回発見されました。そ

の外壁補修のため、21メーターを追加施工することになりました。変更内容内訳の①の部

分になります。変更増額が21万2,349円となります。 

 次に、２つ目が、機械メンテナンス用の天井点検口を３カ所とトレーニングセンターの

丸柱鉄骨用アンカーを96カ所追加施工しております。天井点検口については、空調、給水

バルブ及び電気配線を適切に管理するために追加をしております。次に、丸柱鉄骨用アン

カーにつきましては、丸柱と接続する鉄骨の安定化を図るために追加をしております。変

更内容内訳の②の部分になります。51万7,497円の増額となります。 

 ３つ目が、自動火災報知器。これは、遠隔試験機能付きに４台、それに伴い受信機１台

を変更しております。変更理由につきましては、煙探知器を建物の天井裏に設置する必要

があり、点検作業を行う際に、毎回足場を設置する必要があるため、維持管理費の軽減を

図るために変更を行っております。変更内容の③の部分になります。83万4,549円の増額

となります。 

 ４つ目が、手洗用カウンター２組。シャワー水栓４組、化粧棚４組、タオル掛け４組を

追加しております。変更内容内訳の④の部分になります。50万2,739円の増加となります。 

 以上、４点の項目について追加及び変更をいたしております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○議長（緒方哲哉君） 説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） 説明資料３のところですね、改修工事の変更内容内訳というこ

とで200万ぐらい計上されておりますけれども、もともとこの防水工事の外壁ひび割れ補

修等は関係ありませんけども、その下のほうですね、衛生器具あたりは、元々の図面あた

りは、このシャワー室とか更衣室ですかね、元々はなかって、後からこれを変更するわけ

ですか。変更というか、元々は違うところにあったわけですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 当初、設計につきましては、手洗いカウンターとかシャワ

ー化粧棚あたりについては入っておりませんでしたので、変更にて対応したところでござ
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います。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 宮本議員。 

○４番（宮本修治君） 本来は、常識としては、シャワー室とか更衣室あたりはカウン

ターぐらい付けるのは当たり前じゃなかろうかと思いますけれども、これに、点検用あた

りもいろいろ追加で入っておりますけども、このぐらいで、本来今の現状で済むわけです

か。天井の点検口ですね。遠隔か何か使われると思いますけども、このくらいの点検口で

間に合うわけですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 点検口につきましては、今回、天井裏に設置する必要があ

るということで、３カ所点検口を新たに設けているということでございます。この３カ所

で済むかということにつきましては、この３カ所で対応できるということでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 本来10カ所を点検するようにしておりますけれども、10カ

所と新たに天井裏に３カ所を追加しているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 宮本議員。 

○４番（宮本修治君） わかりましたけども、トレーニング室あたりのタオル掛けとか

カウンターとかは今の現状じゃ必要ないわけですね、これ。今、現実にはあるわけですね。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） トレーニング室のタオル掛けとか何かは必要ないかという

ことですけれども、トレーニング室については、タオル掛けについては必要ないというふ

うな考えを持っております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） 議案第９号、工事請負契約の変更についてということで、今回

は工事金額の変更ということでなっておりますけども、今後あまり変更がないようにお願

いしたいと思いまして、何ら意義なく賛成いたします。 
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○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第９号「工事請負契約の変更について」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第11 議案第10号 工事請負契約の変更について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第11、議案第10号「工事請負契約の変更について」を議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） では、議案第10号についてご説明させていただきます。 

 議案第10号、工事請負契約の変更についてでございます。 

 平成28年第１回甲佐町議会臨時会において議決された龍野小学校校舎増築等工事請負契

約のうち、契約金額２億9,160万円を３億356万3,513円に変更するものでございます。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 提案理由については省略させていただきます。 

 工事請負契約の変更につきましては、資料によって説明をさせていただきますがよろし

いでしょうか。 

 ではすみません。資料１をよろしくお願いいたします。 

 甲佐町工事請負変更仮契約書になっております。 

 工事番号、工事名、工事場所等については、何ら変更ありませんので省略をさせていた

だきたいと思います。 

 ４の変更契約事項について説明をさせていただきます。 

 掲示工事請負契約を増額をしております。当初、契約金額が２億9,160万円を変更後の

契約金額が３億356万3,513円で、1,196万3,513円の増額となっております。 

 また、工期を平成28年８月17日から平成29年３月24日までとしておりましたが、熊本地

震関連工事復旧工事により、内装工事作業員の確保が厳しいという状況で、工期を平成28

年８月17日から平成29年４月30日までと延期をしております。 

 今回の請負契約の変更の主な工事内容につきましてご説明をさせていただきます。 

 資料２ページをお願いいたします。 

 朱書きで示している部分の箇所が変更でございます。 

 まず、図面の中央部分に児童昇降口前にアスファルト舗装を追加しております。85平米

の追加をしております。これにつきましては、障害者用の対応でスロープ等をつけており

ますが、児童昇降口までのところに雨等でぬかるみができる場合がありますのでその部分

の舗装を追加をさせていただいております。また、その上段のところに、字少し小さいで
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すけども、Ｇ21というところがありますが、ここに矢板工事を追加しております。この追

加につきましては、渡り廊下地盤沈下のおそれがあるために矢板工事で土留めのための矢

板を施工をしております。 

 続きまして、図面右側部分の学校の乗り入れ口でございますけども、乗り入れ口の勾配

が急になることから、入り口を拡張をしております。３メーターほど広げた形で拡張をさ

せていただいております。 

 続きまして、資料３ページのほうをよろしくお願いいたします。 

 図面中央部分のトイレ改修の変更について示しております。詳細につきましては資料４

のほうでご説明をさせていただきたいと思いますので、すみませんが資料４のほうをよろ

しくお願いいたします。 

 左側に当初設計の図面を載せております。右側には変更後の図面を掲載をさせていただ

いております。左側、図面のとおり、当初、トイレ、男女和便器を一つずつ洋便器に変え

ることにしておりましたが、右側の変更後の図面のとおり、全ての便器を洋便器に変更に

しております。トイレが１階と２階ということでありますので、当初４基から変更後12基

ということで、８基のトイレの変更という形でさせていただいております。 

 一応、以上、龍野小学校校舎増築等工事請負契約の変更についてのご説明とさせていた

だきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 何か質疑。 

 ４番、宮本議員。 

○４番（宮本修治君） 契約期間が３月から４月、１カ月程度伸びておりますけども、

今現在の進捗状況といいますか、どのあたりぐらいまでできとるのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今、宮本議員の質問でございますけども、進捗状況に

つきましては、今年度いっぱいでは工事は全て完了する予定となっております。仮設工事

が校舎から体育館まで行く仮設の廊下だったり、体育館に上がる道路、あと先生方の臨時

駐車場ということで、グラウンド内に砂利等を一応一部ひいておりますが、その撤去の部

分が今、４月に入るということになっておりますので、雨天等の考えもありまして、４月

30日までということで１カ月延期をさせていただいております。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） 宮本議員。 

○４番（宮本修治君） これはもう建物自体はもう全部終わっとっということで、今月

いっぱいで。あとは外構のあれで行くということで、できる限り、子どもさん、安心・安

全面を考えて４月30日までに終わるようにお願いしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員。 
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○５番（福田謙二君） 卒業式が23日、予定されておられますけども、今、エレベータ

ーのところは、今度卒業式はどういうふうな通路で行かれる予定ですかね。体育館のほう

へ。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 卒業式が23日に予定されておりますが、卒業式までに

つきましては、エレベーター等については、ちょっと検査が終わってないのでまだ使用で

きませんので、今、校舎から作ってます仮設の通路を使って体育館のほうに入るというこ

とになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） 福田議員。 

○５番（福田謙二君） 関連でちょっとお聞きいたします。30年から学校体育から社会

体育になるわけでございますけども、龍野小学校は外部のトイレがありません。その関係、

いざ、土曜、日曜、グラウンドを使うということになった場合、校舎は閉まっております

ので、どうか、これは要望ですね。外部にトイレをつくっていただくならばと思いますけ

どもどうでしょうかね。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今、福田議員のほうにお答えしたいと思います。今、

くみ取りのトイレはあります。水洗等にという要望等も上がっておりますが、各学校、外

部にトイレがある部分で水洗じゃないところ等もありますので、それにつきましては、課

内等でまた協議をしながら計画的に工事を進めていきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） １回申し上げたかもしれんけど、私たちも、私も気付かんだっ

たから、トイレね、これ以前も言ったけど、もう和はだめなんだよと、洋に全部せんとい

かんよということも言ったこともあるし、私はここで気付いて、設計の段階で言えばよか

ったんだけど、洋にすると決めたのは、保護者からの意見とか何かあったのかな。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今、宮川議員の質問にお答えしたいと思います。和便

器から洋便器に変えた部分については、一応学校側と協議をしまして、学校側と保護者か

らも意見を聞いていただいて、洋便器のほうがいいということで、全て変えさせていただ

いたことになります。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） だから、それはね、設計ができる最初の段階でやっとおかんと

いかんだったんじゃないですかと聞いている。どうかな。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 
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○学校教育課長（荒田慎一君） 今、宮川議員がおっしゃるとおりでございます。設計

の段階からその辺の調整等はすべきだったと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） それと、もう一つ。この工期のことですね。工期が延びる。そ

の理由は災害関連で人手不足だというようなことで、答弁していただいたけども、この契

約を締結したのは８月ですよね。ということは、もう災害起きていたわけだよね。だから、

ああそうですかと言ったんじゃないだろうけど、その辺の業者とのやりとり、どういうふ

うにして延期を認めたのかということをもう少し説明してくれ。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今の工期延長の部分と作業員の不足ということで、一

応工程会議を月に１回、当初は１週間に１回、あと、工事が始まりまして、工期が落ちつ

いたら１カ月に１回で工程会議を行っておりました。その中で、随時情報交換等を行いま

して、一応人員確保についても業者のほうにはお願いし、卒業式が23日ですので、この工

期が24日までですので、その関係についていろいろ審議をしていきましたが、どうしても

内装工事の人夫が確保できないということが、話がありましたので、その関係で、また、

工事部分につきましては今年度中に終わるということがありましたので、すみませんが認

めたという形になっております。４月30日までということは、先ほど言いましたとおり、

仮設工事の撤去の部分が残るということで、うちのほうとしては承認をしたところでござ

います。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） わかりました。この工事については、町長もご存知のように、

本当に入札に応じていただける業者さんがいるのだろうかというようなことで入札してい

ただいたということですよ。非常にこの皆さんには感謝をしていますけども、ちょっとそ

の辺のことを確認したいという意味で質問をいたしました。 

 議長、ちょっと休憩をとっていただけますか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前11時55分 

再開 午後１時04分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 議案第10号、工事請負契約の変更についてご審議いただいて

いるところでございますが、資料１で提出しております甲佐町公共工事請負変更仮契約書

につきましては、一部不備が確認できましたので一旦取り下げさせていただきたいと思い

ます。大変申しわけございません。なお、この後の進め方については担当課長から説明を
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申し上げます。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ございませんで

した。 

 今回の提案につきましては、本来ならば、まず金額の変更契約を行いまして、その後補

正予算で繰越し等の承認を受けた後に工期の変更をすべきでしたところ、工期の変更等も

記載しておりましたので、一旦この契約をし直しまして、再度また明日提出をさせていた

だいて、ご審議をいただければと思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。 

○議長（緒方哲哉君） 本日、町長のほうから提出されておりました、議案第10号、工

事請負契約の変更についてを撤回したいとの、ただいま申し出がございました。 

 議案第10号「工事請負契約の変更について」の撤回の件を日程に追加し、追加日程第１

として直ちに議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

────────────── 

 追加日程第１ 議案第10号 工事請負契約の変更についての撤回について 

○議長（緒方哲哉君） 議案第10号、工事請負契約の変更についての撤回の件を日程に

追加し、追加日程第１として、直ちに議題にすることを決定いたしました。 

 提出者の説明を求めます。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 先ほど申し上げましたとおり、今回につきまして、工

事請負金額及び工期の変更について審議を申し上げましたけども、本来でしたらまず工事

の金額の変更契約についての審議になりますので、また、明日資料、議案を提出させてい

ただいて、審議のほうをよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ただいま、議題となっております議案第10号、工事請負契約の

変更についての撤回の件を許可することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 したがいまして、議案第10号、工事請負契約の変更についての撤回を許可することに決

定いたしました。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後１時07分 

再開 午後１時12分 

────────────── 
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○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

 日程第12 議案第11号 平成28年度甲佐町一般会計補正予算（第９号） 

○議長（緒方哲哉君） 日程第12、議案第11号「平成28年度甲佐町一般会計補正予算

（第９号）」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、議案第11号についてご説明を申し上げます。 

 平成28年度甲佐町一般会計補正予算（第９号）についてご説明を申し上げます。 

 次のページをお願いいたします。 

 平成28年度甲佐町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算の補正。第１条。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20億4,255万

9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ157億6,684万円としておりま

す。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によります。 

 繰越明許費。第２条。地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度へ繰り越して使

用することができる経費は、第２表繰越明許費によります。 

 債務負担行為の補正。第３条。債務負担行為の追加及び変更は、第３表債務負担行為補

正によります。 

 地方債の補正。第４条。地方債の追加及び変更は、第４表、地方債補正によります。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 次のページをお願いします。 

 第１表歳入歳出予算補正。 

 歳入。 

 款７地方消費税交付金から401万1,000円を減額し、１億8,598万9,000円としております。

１の地方消費税交付金です。 

 款12分担金及び負担金から2,085万9,000円を減額し、8,352万9,000円としております。

１の負担金です。 

 款13使用料及び手数料から96万8,000円を減額し、3,643万2,000円としております。１

の使用料、２の手数料です。 

 款14国庫支出金から９億7,366万1,000円を減額し、34億2,883万2,000円としております。

１の国庫負担金から３の委託金までです。 

 款15県支出金から２億582万7,000円を減額し、49億743万9,000円としております。１の

県負担金から３の委託金までです。 

 款17寄附金に195万円を追加し、1,546万4,000円としております。１の寄附金です。 

 款18繰入金から１億5,262万4,000円を減額し、５億7,382万6,000円としております。１

の基金繰入金です。 



- 107 - 

 款20諸収入から415万9,000円を減額し、5,501万1,000円としております。４の受託事業

収入、５の雑入です。 

 款21町債から６億8,240万円を減額し、27億3,319万5,000円としております。１の町債

です。 

 歳入合計、補正前の額178億939万9,000円から20億4,255万9,000円を減額し、157億

6,684万円としております。 

 次のページをお願いします。 

 歳出です。 

 款１議会費から140万6,000円を減額し、7,904万7,000円としております。１の議会費で

す。 

 款２総務費から11億3,262万6,000円を減額し、９億2,899万5,000円としております。１

の総務管理費から４の選挙費及び６の監査委員費です。 

 款３民生費に1,341万6,000円を追加し、23億5,507万1,000円としております。１の社会

福祉費から３の災害救助費までです。 

 款４衛生費から６億9,663万7,000円を減額し、36億7,462万4,000円としております。１

の保健衛生費、２の清掃費です。 

 款５農林水産業費から２億1,788万7,000円を減額し、40億7,319万8,000円としておりま

す。１の農業費、２の林業費です。 

 款６商工費から571万2,000円を減額し、2,614万3,000円としております。１の商工費で

す。 

 款７土木費に1,843万3,000円を追加し、７億9,743万2,000円としております。１の土木

管理費、２の道路橋梁費、４の住宅費です。 

 款８消防費から207万4,000円を減額し、２億4,088万2,000円としております。１の消防

費です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款９教育費から1,706万3,000円を減額し、６億5,832万8,000円としております。１の教

育総務費から５の保健体育費までです。 

 款10災害復旧費から100万3,000円を減額し、20億6,011万6,000円としております。１の

農林水産施設災害復旧費から４の文教施設災害復旧費までです。 

 歳出合計。補正前の額178億939万9,000円から20億4,255万9,000円を減額し、157億

6,684万円としております。 

 次のページをお願いします。 

 第２表繰越明許費です。款項事業名及び金額の順に申し上げます。 

 款２総務費、項３戸籍住民登録費、地方公共団体情報システム機構交付金事業106万

8,000円です。 

 款３民生費、項１社会福祉費、臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業4,772万6,000円

です。 
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 款３民生費、項３災害救助費、住宅応急修繕事業3,600万円です。 

 款５農林水産業費、項１農業費、甲佐町強い農業づくり交付金事業21億4,380万円です。 

 款５農林水産業費、項１農業費、震災復旧緊急対策経営体育成支援事業16億2,000万円

です。 

 款５農林水産業費、項２林業費、林地崩壊防止事業3,158万4,000円です。 

 款７土木費、項２道路橋梁費、道路維持事業2,815万5,000円です。 

 款７土木費、項２道路橋梁費、道路新設改良事業２億3,416万9,000円です。 

 款７土木費、項３河川費、河川管理事業303万7,000円です。 

 款７土木費、項４住宅費、町営住宅建設建替事業5,487万2,000円です。 

 款７土木費、項４住宅費、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業１億5,380万円です。 

 款７土木費、項４住宅費、被災宅地支援事業3,200万円です。 

 款７土木費、項４住宅費、宅地耐震化事業1,642万9,000円です。 

 款７土木費、項４住宅費、グリーンセンター駐車場整備事業410万9,000円です。 

 款９教育費、項２小学校費、龍野小学校増築等事業２億840万円です。 

 款10災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費、農地・農業用施設災害復旧事業２億円

です。 

 款10災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費、林業施設災害復旧事業、同じく２億円

です。 

 款10災害復旧費、項２公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧事業９億2,648

万5,000円です。 

 款10災害復旧費、項２公共土木施設災害復旧費、町営住宅施設等災害復旧事業850万円

です。 

 款10災害復旧費、項３厚生労働施設災害復旧費、町民センター地震災害復旧事業660万

8,000円です。 

 款10災害復旧費、項３厚生労働施設災害復旧費、中早川児童館地震災害復旧事業492万

5,000円です。 

 款10災害復旧費、項４文教施設災害復旧費、公立学校施設災害復旧事業4,130万円です。 

 款10災害復旧費、項５その他公共施設・公用施設災害復旧費、熊本地震農山漁村活性化

施設復旧等事業3,600万円です。 

 次のページをお願いします。 

 第３表、債務負担行為補正。 

 １、追加です。 

 まず、事項が財務会計システム利用料。期間が平成29年度から平成33年度まで。限度額

が1,763万円です。 

 次に、事項が情報セキュリティクラウドサービス利用料。期間が平成29年度から平成33

年度まで。限度額が141万円です。 

 次に、事項が券売機リース料。期間が平成29年度から平成34年度までです。限度額が72
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万6,000円です。 

 次のページをお願いします。 

 次に、事項が公共工事積算システムリース料。期間が平成29年度から平成33年度までで

す。限度額が450万円です。 

 次に、事項がＩＣＴ機器環境整備費。期間が平成29年度から平成34年度までです。限度

額が9,650万円です。 

 次に、事項がＩＣＴ機器保守管理業務委託。期間が平成29年度。限度額が300万円です。 

 次のページをお願いします。 

 ２、変更です。 

 まず、事項が農業制度資金利子補給金。期間が平成29年度から平成37年度まで。変更前

の限度額が34万2,000円。変更後の限度額がゼロ円です。 

 次に、事項が熊本県信用保証協会に対する損失補償。期間が契約締結の日から解除の日

まで。変更前限度額が代位弁済元金額の２割相当額の半額。変更後が限度額がゼロ円です。 

 次のページをお願いします。 

 第４表、地方債補正。 

 １、追加です。 

 起債の目的が、緊急防災・減災事業、限度額が300万円。起債の方法が証書借り入れま

たは証券発行。利率が年5.0％以内。ただし、利率見直し方式で買い入れる政府資金及び

地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後

の利率。償還の方法が、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合には

その債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期間

を短縮し、また、繰上げ償還もしくは低利債に借換えすることができる。 

 次に、２、変更です。 

 まず、起債の目的が過疎対策事業。補正前の限度額４億8,310万円から2,370万円を減額

し、補正後の限度額を４億5,940万円としております。 

 次に、起債の目的が公共事業等債。補正前の限度額が６億6,710万円から50万円を減額

し、補正後の限度額を6,660万円としております。 

 次に、起債の目的が災害対策債。補正前の限度額18億7,000万円から３億3,030万円を減

額し、補正後の限度額を15億3,970万円としております。 

 次に、起債の目的が災害復旧事業。補正前の限度額３億9,410万円に2,180万円を追加し、

補正後の限度額を４億1,590万円としております。 

 最後に、起債の目的が公営住宅建設事業。補正前の限度額３億8,980万円から３億5,270

万円を減額し、補正後の限度額を3,710万円としております。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましてはいずれも変更ございません。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） ただいま、議案第11号の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 
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 最初に、歳出について質疑をお願いいたします。歳出についての質疑をお願いします。

まず、21ページ款１の議会費から26ページ上段の款２総務費までです。21ページから26ペ

ージまでの総務費上段までです。 

 何か質疑ありませんか。21ページから26ページです。21ページ款１の議会費から26ペー

ジ上段款２の総務費までです。質疑ありませんか。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 24ページの熊本地震関連費用の中でですね、補償費のところで、

ビニールハウスの移転補償って上がっておるのは、ちょっとこれどこのか説明お願いでき

ますか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） こちらの補償費につきましては、甲佐地区の予定をしてお

ります役場裏の部分になります。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 私の記憶違いかも、1,400万とかいう金額じゃなかったかなと思

ってお聞きしたんですけど、そうじゃなかったですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 12月の補正で予算を計上させていただきましたけれども、

その時点で計上しておりましたものが、あの地区全体の地区ということで補償費を計上さ

せていただきました。ということで、今回減額をしております分は、子育て支援住宅に係

る補償費ということで減額をさせていただいたところでございます。現の28年度の予算で

残っておりますものは、甲佐地区の災害公営住宅の分が残っているもの。それと、白旗地

区に倉庫がございましたので、その分で補償費が残っているというふうになります。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後１時34分 

再開 午後１時37分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま、21ページから26ページ上段の総務費まで質疑を伺っております。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。次に、26ページ中段、款３の民生費から36ペー

ジ款５の農林水産業費までです。26ページ中段、款３の民生費から36ページ款５農林水産

業費までの質疑をお願いします。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 27ページに中段に臨時福祉給付金があっておりますが、経済対

策ということでやっておりますが、これについてちょっと説明をお願いします。 

○議長（緒方哲哉君）福祉課長。 
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○福祉課長（北野 太君） それでは、臨時福祉給付金の経済対策分についてご説明申

し上げます。 

 この給付金については、今まで臨時給付金として毎年給付を行っておりますけども、消

費税増税がある31年10月までの分を一括して今年度予算に計上して、そして、実際29年度

に繰越して支給するというものでございます。内容につきましては、本年度、3,000円の

臨時福祉給付金を支給しておりますけども、同じ対象者について、来年度１人当たり１万

5,000円を支給するということになっております。１万5,000円の内訳につきましては、今

後、消費税の増税がある31年10月以前、９月までの分の２年半分を１年当たり6,000円と

いう計算で２年半分ということで１万5,000円が支給されるということになっておりまし

て、国の補正予算事業でございますので、今年度の補正で計上させていただいて、それで

繰り越しをしまして、来年度の４月から準備をしますので５月から申請受け付けをして、

受付け順に６月か７月ごろから支給を始めるということにしております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。26ページから36ページです。 

 １番、山内議員。 

○１番（山内亮一君） 33ページの熊本地震関連ということで、公費解体、自主解体と

いうのが、公費が480件、自主解体が237件というふうにありますけれども、自主解体あた

り、公費解体の支払いあたりが、これは済んだ分でしょうか。それともちょっとおくれた

りとか申請がまだできていないとか、そういったものがあるのかどうかをちょっとお尋ね

したいと思いますが。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 自主解体について説明させていただきます。 

 被災者の方が業者を手配されて自主的に解体された解体費用につきましては、国が示し

ております基準内であれば、後ほど町から補助金という形で償還させていただくという制

度をとらせていただいております。工事が終わられてから申請ということになりますので、

見積書や契約書、写真等を環境衛生課のほうにお持ちになって申請書を出していただきま

して、基準内であるかどうかの計算等を行って、約２週間で償還金が幾らになりましたと

いう決定通知書を差し上げます。そこから支払いの手続に入っていくわけでございますが、

決裁と支払い日が月に２回設定してあるという関係上で、２週間から３週間最大でかかる

と。受付けてから決定までが２週間程度かかりますので、長い場合が１カ月から少し出て

しまうということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。26ページから36ページです。質疑ありませんか。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 34ページです。総合農政対策費の中の負担金及び補助金の中で、

この青年就農給付金と地域営農組織法人化推進というの、この内容を少し教えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 
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○産業振興課長（岡本幹春君） 総合農政対策費の中の青年就農給付金及び地域営農組

織法人化推進事業費補助金をともに減額をいたしておりますが、まず、青年就農給付金、

当然、３月補正での減額ということで、年度末の調整にはなるんですが、特に、青年就農

給付金については、いろいろご相談があっていて、枠として、県のほうにこれくらい新規

就農が新たに申し込みが出るだろうという予想のもとに予算措置を行って、県のほうにも

申請を行っていたものです。実際問題としまして、本年度におきましては、夫婦型という

ことで１組ありましただけで、予想を新規就農それ以上見込んでいたということで、差額

の分について今回補正をお願いしているものでございます。地域営農法人化の分について

も同様な考え方でございます。予定していたものよりも少なかったということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） わかりました。その青年就農給付金、予定していたって言うけ

ど、一般質問で申しましたようにちょっと厳しいというかそういうことがあるので、今後、

29年度あたりはそういう準備をなさっている方っていうのは把握してられるんですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 新年度におきましても、新規就農の相談はあっている

ところです。今現在でお１人だったと思います。お住まいは御船ですが、甲佐のほうで新

規就農を行いたいということで、現時点でご相談があっているのは１名だったというふう

に記憶しております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） それと、この地域営農法人への補助金、これは来年度までです

かね。３年だったですか、５年だったですか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 初期運営費用ということで、町の補助金としては設立

から３年間ということで規定をいたしております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 26ページから36ページです。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、37ページから47ページ。37ページ款６の商工費から款10

災害復旧費までです。37ページから47ページの災害復旧費までです。商工費から災害復旧

費までです。37ページから47ページまで何かありませんか。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 商工振興費の中の進出企業協議会の負担金、これ５万円ですよ

ね。28年度は何もなかったということですよね。やっぱり今の状況見とっと、進出企業、
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協議会のほうが集まりが悪いのか何かわからんけど、これはやっぱり大事な協議会と思う

んですよ。その点、課長、どんなふうに捉えてられるか。 

 それと、中甲橋グリーンパーク、これは国交省がやっていただいて、本当にすばらしい

舗装ができました。あの上流の樋門、平野さんとか入って来とる、樋門の下がかなりはげ

とるわけですよね。あれもよかったらお願いしたらよかったかなというような思いを持っ

とるんですけど、あれがまた水が出て、今度はずっとはげていくというような状況が想定

されますので、その２点。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） まず、進出企業協議会負担金についてご説明申し上げ

ます。 

 中村議員のほうからもありましたとおり、昨年、地震等もあって、大変進出企業協議会

の皆様にはご迷惑をおかけしているところですが、総会も実施ができていないというよう

なことで、当然、協議会としての事業をしていませんので、本年、28年度分の会費につい

ては、町の負担金もですが、各企業さんの会費についても取らないと、事業もやってない

ので取らないということで了解をいただいているところです。進出企業協議会につきまし

ては、私が来ます前年度、27年度もちょっと調べてみましたところ、総会が27年度の３月

に行われて、ちょっと言い方が適当でないかもしれませんが、２年間休眠状態というよう

な状態になっておりますので、新年度以降進出企業協議会については、企画課のほうが所

管になるかと思いますけども、現在の担当課の課長としましては、各企業被災をされ、グ

ループ補助等の計画をされ、承認を受けて、各企業共同で事業をされるという予定をされ

ている項目が幾つかございます。そのよう中で、協議会として、一緒に実施ができるよう

な事業があるのであれば、そういうものにも取り組みができないかということで、協議会

のほうには事務局としては提案をしたいというふうに考えております。 

 それと、２点目の中甲橋グリーンパークの上流にあります樋門の下流ということで、大

変申しわけございませんが、現地のほう、私が傷んでいるところをちょっと確認しており

ませんで、現状がよくわかりませんが、傷んでいる箇所については、議会終了後確認をし

て、町のほうで何らか手当をするのか、国交省の緑川上流出張所のほうに相談をするのか

の対応は行いたいというふうに考えます。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 進出企業協議会の件でのお尋ねであったので、若干私のほうか

らも補足をしたいと思います。 

 現在、この協議会の会長を私が仰せつかっているんですけれども、以前は企業のほうか

ら会長職を勧められたというふうに記憶しております。以前は、それぞれの事業所の訪問

であったり、お互いに工場を視察したりとか、そういうふうな取り組みもなされていたよ

うでありますけれども、近年、なかなか総会の場面でも集まりが悪くって、それじゃあ今

の現状の調整を、報告会をやったりとか、そういうことをやったらどうかということで、

何回かそういうふうなことにも取り組んだことがあります。ただ、今、担当課長も申しま
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したとおり、なかなか、その辺の総会等も余り活発に行われている状況じゃありませんの

で、やはり新たな取り組み、展開を考えていく必要があるなというふうには考えておりま

すので、今後、企画のほうともその辺を協議しながら、何とか活性化するような手立てを

考えたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、進出企業協議会、自主で甲佐町においでた企

業、また、町が誘致した企業、いろいろあるかと思いますけど、やはり、誘致企業あたり

については、固定資産税あたりが３年間免除とかいうような制度を受けた企業もあるんじ

ゃないかと思います。そういうことで、やはり町が進出企業に対しての思いやりに対して、

やはり進出企業あたりも昨年の熊本地震、また豪雨あたりがあったときだからこそ、全社

が集まっていろいろ自社、それぞれの会社の困り事、また、一緒になってどういうこと取

り組むというような、やはり会合の場あたりが私は必要ではないかという思いでお尋ねし

たわけでございます。活動状況についても、私もわかっておりますけれども、あえてお尋

ねしたわけでございますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 41ページもよかったですかね。甲佐高校の支援計画策定委託料

などが載せてありますが、28年度、甲佐高校に対する支援というのはどんなものがあった

のかちょっとお聞きしたいと思いますが。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今、佐野議員の質問に答えたいと思います。 

 28年度におきまして、甲佐高校の支援といいますのは、今、魅力化の計画を立てており

ますので、来年度からそれに向けて取り組むような形で支援を行ったという形になってお

ります。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 甲佐高校への支援は、町長もマニフェストの中に掲げられてい

らっしゃいますし、甲佐町としては、やはりこの町の中に高校が存在するか存在しないか

というのは、やっぱり大変大きな問題だというふうに思うんですよ。それで、１年間の中

で何もなかったで済ますような時期では私はないと思うんですよね。やはり、今年度、入

試の状況なんかを見ますと、本当に大丈夫かなという思いが私は強くあります。やはり甲

佐高校を存続するためには、やっぱり本当にスピードを持って具体的に、やっぱり学校も

町もちゃんとやっていると、支援がやっている、また生きてきているというようなことを

やっていかないと、私はちょっとなくなる可能性が結構強いんじゃないかと思うんですよ。

そういった点では、やっぱりまちづくりに大きく影響を与えると思うんですがいかがでし

ょうか。 
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○議長（緒方哲哉君） 教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 佐野議員からの今のご質問ですけども、全く同じような危機

感を私たち持って、このことについては取り組んでおるつもりでございます。 

 昨年１年間実の上がる支援ということで、学校も含めてですね、その支援の具体的内容

について今詰めているところでございます。おっしゃるとおりに、スピード感を持ってや

らないといけないということは重々踏まえた上で、できる限りのスピード感で支援事業に、

実質的に取り組んでいきたいと。 

 ただ、水面下では、学校といろんな連携もしてますし、県の教育委員会とも連携をとっ

て進めているところでございますので、この実質的な動きが本当に次年度は始められるも

のというふうに考えておるところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 現在の甲佐高校を支援しようというふうな体制が、私ちょっと

見えないんですが、どういうふうになっているのか、よろしゅうございますか。 

○議長（緒方哲哉君） 教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） まず、支援策を検討する委員会を設立しております。また、

その委員会では、具体的な事務的なものを推進することが難しいですので、コンサルに、

今まで実績を上げている業者がありまして、そちらのほうに具体的な支援策の検討を委託

をしているところでございます。 

 また、あと、県教委と学校と町という３つの連携は日常的にとっているところでござい

ます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 今、お話の中でですね、本当に緊急性がある大きな課題だとい

うふうに思いますが、４月以降、29年度の中に本当に具体的に支援をできるものがあるの

かというのを大分心配します。やっぱりコンサルも専門家として必要なことになるかと思

うんですが、教育長を初め町のスタッフ、また町民からも積極的な方をそういうメンバー

の中に含めて、やっぱり本当に支えることができるようなことをやっていかないとかなり

厳しいと思いますがいかがですか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 教育長も考えられますけれども、総じたところで、私の考えも

ちょっと言っておくべかなと思いますので、あえて答弁させていただきたいと思います。 

 甲佐高校の支援については、これまでもずっと私もマニフェストの中で取り上げてきて、

これまでに至っているような状況です。単純に金銭的な支援とか、そういうのについては、

私は余り考えてないんです。だから、甲佐高校の魅力化、特色ある学校づくり、そういっ

たことを基本に町として支援していこうという考えがあります。でないと短期的な効果し

か出ないし、長期にわたっての甲佐高校に入学してくる子どもたちの増加にはつながらな

いという基本的な考えがあります。そこで、じゃあどういった特色を出していくのかとい

うことで、先ほど教育長が答えられたように、これまで実例として成功している、そうい
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う指導者がおられますので、そういった方々のお知恵をかりながら進めてきている状況で

あります。今、具体的なことについては余り話されんだったんですけれども、その辺がは

っきりしてきますし、29年度の中で、それに向けて精いっぱい努力していくということで

あります。28年度については、本来、もっと進めたかったというふうにも思っております

けれども、何せ地震の関係もありましたし、なかなか思うような活動ができなかったとい

うのが現実ではなかろうかと思います。 

 そこで、やはりこの支援をやっていくには、単純に町と学校だけのお話じゃないと思う

んですね。例えば、卒業生の方々の協力でありますとか、現在の育友会の方々の協力とか、

やはりそういう関係するところの一致協力がないと、この問題は非常に大きな問題でもあ

りますので、簡単に行く問題でもないというふうな認識は持っております。ですから、学

校側については校長先生ともいろいろ話をしなくちゃなりませんし、あと、育友会の会長

さん、それからＯＢ会の会長さん、緑友会の方々とも、やはり町の考え方も訴えながら、

ともにこの問題の解決に向けて努力していけたらなという思いでおります。先日の卒業式

の際にもちょっとその辺をあえて挨拶の中に含めまして言わせていただいたところもござ

います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 今ので関連でございます。今の支援検討委員会。28年度は大体

何回ぐらい予定していて、何回しかできなかったというのは、そういうのはわかりますか。 

○議長（緒方哲哉君） 蔵田教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 私は、実績が出ないと甲佐高校の存続ということにはつなが

らないというふうに思います。会議そのものは３回ほど開いたかと思いますが、ただ開け

ばいいというものじゃないというようなところが、だんだん感じられましたので、具体的

な動きをするということで、専門的な方を招いて学校と事務的な打ち合わせのほうをふや

していったというような、今、そういう動きをしているところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） 福田議員。 

○５番（福田謙二君） 今度、29年度のほうに魅力化事業ということで上がっておりま

すけども、その内容はまた今度質問させていただきますけども。やっぱり私たちも甲佐高

校の卒業生ではございます。今、厳しい状況でもございます。今、２番議員が言われたよ

うに、やっぱり甲佐町に高校がある、ないとでは全然変わってきますので、そのところは

どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 大変ありがたい、後ろからの後押しのお言葉だと受けとめて

おります。甲佐高校の存続ということと、この支援はどういうところで実が結ぶかといい

ますと、やっぱり甲佐高校に入学した子どもたちが、非常に満足の行く進路に進めるよう

な、そういう教育内容の充実、これが一番だろうというふうに思います。一人一人の子ど

もたちが大きく育つような支援をすると。ただ単に金銭的なものをこうという支援だけで



- 117 - 

はなくて、甲佐高校の教育の内容が魅力的だと。だからあそこに行きたいんだという、そ

ういう学校になることの支援をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願

いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 答弁の訂正の申し出があっておりますので、これを許します。 

 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 申しわけございません。先ほど、私のほうから、24ページ

の２・１・９の熊本地震関連費の中のビニールハウス移転補償費の中で、答弁を申しまし

たことについて若干誤りがございましたので訂正をさせていただきたいと思います。 

 この中で、現予算として計上しているのが、災害公営住宅について残しているというよ

うなことで答弁を申しましたけれども、予算として残している分については、白旗地区の

補償費についてのみ残させていただきまして、甲佐地区についての補償費については全額

落とさせていただいて、来年度の当初予算で計上させていただいております。よろしくお

願いいたします。訂正させて、詫いたします。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 39ページの中段の熊本地震関連費ということで、甲佐町宅地復

旧補助金、これに3,200万ですか、組んでありますが、これはどういったところに使われ

ますか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） それではお答えいたします。 

 こちらの3,200万円、甲佐町宅地復旧補助金は、熊本地震復興基金から、今回地震で被

災しました宅地の復旧補助に充てる金額でございまして、これは、まだ受付けは開始して

おりませんけれども、４月ぐらいから受付けを開始して、それに向けて対応していきたい

と考えております。これ以外にも、平成29年度、新年度６月になりましたら、そこでも対

応させていただこうという考えを持っております。それまでの、あくまでも暫定的な対応

をお願いする予算でございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ６番。 

○６番（西坂和洋君） この3,200万という、宅地関係に使うということは、大体１戸当

たりどのくらい予定されているのですか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） この宅地被害の熊本復興基金から出る補助金の額といたし

ましては、復旧にかかった費用から50万円を差し引いて、残りの３分の２が補助金という

ふうになります。上限額が1,000万円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんね。 

 しばらく休憩します。 



- 118 - 

────────────── 

休憩 午後２時08分 

再開 午後２時20分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、歳入は全部についての質疑をお願いいたします。12ページから20ページです。歳

入は12ページから20ページまでです。 

 質疑ありませんか。12ページから20ページまでの歳入全部です。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 18ページの款17寄附金について。これは195万ですか。これは歳

出のほうにも載っておると思いますが、これはどういった寄附金ですか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） こちらのほうにつきましては、ふるさと応援寄附金につき

ましてのものでございまして195万円ということで、基金に積み立てをしたものを取り崩

して歳入として予算に計上させていただいたものでございます。失礼しました。寄附があ

ったものを歳入で受け入れたというものでございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） この同じ額が支出のほうにも、款に、ページ数で23ページに出

ていると思いますが、金額は一緒ですので、どういった。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 先ほどの寄附金を歳入で受け入れて、そして、こちらのほ

うが基金に積み立てをしたというものでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。12ページから20ページ、歳入全部に

ついての質疑を伺っております。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、２ページ、第１表から９ページ第４表までです。２ペー

ジの第１表から９ページ第４表までです。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 繰越明許費についてお尋ねいたします。 

 かなりの項目が翌年度に回されているというふうに思いますが、聞くところによります

と、技術系の職員が不足しているというふうなことも聞いておりますが、これだけ翌年度

に回して、また、翌年度としてもさまざまなやらなければならない事業があるかと思うん

ですが、スムーズに進んでいくのか心配なんですけど、そういった点ではどういうふうに

お考えなのかお尋ねをいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 各種事業、災害復旧事業につきましてはかなりの量になる

ということで、これまでもそうではございましたけれども、県外から、特に鹿児島県のほ
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うから、また、土改連等、その他の団体のほうからも支援をいただいて、今、建設業だっ

たり農業土木についてのご支援、また税務課のほうにも支援をいただいておるというよう

な状況でございます。29年度につきましても、今のところ大体、今わかっている段階で６

名ほど県外からの支援をいただいておるということで、なかなか技術系の方の派遣という

のが難しいような状況ではございますけれども、今後も多方面にいろいろなご協力をお願

いしながら事業を進めていきたいというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） お聞きしましたところでは、町としては、10名ほどを要請をし

たが６名ということで、県内の各自治体の中では平均よりも上だというふうなお話を聞き

ましたが、その時点で４名足りないというようなところがありますし、事業の多さからす

ると、計画どおりに進んでいくのか、見通しについてはいかがですか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 今後の繰越明許費では、多くお願いしている部分について

は、工事費についての繰り越しをお願いしているところですけれども、町側の発注側の事

務が計画的にできても、請負側である建設業協会とかいろんな人手不足とか何かが考えら

れます、今後。そのようなことで、計画的には、業界のほうとも協議をしながら進めてい

こうと思いますけども、今の現段階では、ここで繰越明許費をお願いしている分の半分以

上については、現在工事を発注しているところでございます。３月いっぱいで終わらない

可能性もあるということでお願いしておりますし、今後の見通しについては、業界等、県

あたり等も協議を進めながらしていくということしか、ちょっと今の段階では答えようが

ないということでございますので、ご了承いただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 熊本地震からの復旧・復興ということで計画を立てられたとい

うふうに思いますが、確か３年だったですかね、ということは、３年以上かかる可能性は

十分あるというふうに考えてもよろしいんでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 災害復旧については発災の年を含めて３年間というこ

とで、後残り２年で基本的に実施をすると。公共土木のほうかなり出ておりますが、私の

ほうの農業土木についても箇所数で162カ所ということで、現在他の団体からの支援とい

うことで、曽於市と土地改良連合会、土連のほうから１名ずつ支援をいただいております。

産業振興課におきましても、一番多いときには、えびのからもお１人来ていただいており

ましたので、３名増ということで対応をしてきたところです。先ほど10名要望していて、

今のところ６名程度ということですが、多分、４名のうち産業振興課のほうから農業技術

の技術者についてもお願いしたいということで、他の自治体にお願いをしているところで

すが、農業技術のほうについてが、かなりちょっと厳しいのかなというふうに思っており

ます。 



- 120 - 

 新年度に向けましては、現在土改連からお１人来ていただいておりますが、29年度にお

いては他県の土連さんの方でもいいので調整をしていただいて、２名程度派遣をお願いで

きませんでしょうかというご相談は土連のほうにいたしているところです。それについて

は、まだ、回答は来ておりませんが、相談をしに行きました感触としましては対応してい

ただけるのではないかなということで、通常の業務もありますが、人員をそろえた上で、

農業土木については30年度末まで、終了するように努力したいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 町長はどういうふうにお考えなのか、ちょっとよろしゅうござ

いますか。この見通しですね、復旧に対して。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） ちょっと突然、振られたんで、ちょっと頭の中、今、整理して

ますけど。基本的な考え方は、もう今まで課長が答弁したとおりと思います。災害につい

ては３年間の中で復旧を目途にやるということでありますんで、これまでも当然、役場職

員の人員だけではさばけない、特に災害査定については12月までに査定を終わらなくちゃ

なりませんでしたので、非常に県外からの応援に来ていただいた方々にはですね、非常に

感謝を申し上げているところであります。税務課もそうでありましたけれども。 

 それで、これまでにいろいろご支援をいただいたところに対して、私、それから副町長、

別れましてですね、支援をしていただいた各種団体のほうにお礼のご挨拶にまいっており

ます。 

 そういったことが功を奏したかどうかわかりませんけれども、少なくとも技術職員の派

遣については建設課サイドで６名の手立てがほぼできるというふうに踏んでおりますし、

産業振興課においても、業界連のほうでそういった手だてをしていただければ、半分はそ

れでできる。あと残りについては、そうですね、いろんな臨時的な職員の対応であるとか、

あるいは任期付きの職員であるとか、できればいいんですけれども、やっぱり最終的には

総合的にその辺も念頭に置きながら、職員体制を組まなくちゃならんのかなというような

思いでおります。 

 いずれにしても、そういった事務の事業がですね、滞らないように、その辺を十分、対

策を練りながら今後、進めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに、２ページから９ページの質疑を伺っております。あり

ませんね。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ９ページの第４表、地方債のことが追加と変更ということで載

せられておりますが、私もですね、詳しいことというのはもうほとんどわからないわけで

すが、いわゆるこの地方債においてですね、交付税によって充当されるといいますか、そ
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ういったことについてここに掲げてある記載がどうなるのかっていうことをご説明いただ

ければありがたいですが。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 地方債につきましては、それぞれの交付税措置がとられて

おりまして、見返り分っていうことで、元利償還金分を100パーセント交付税措置される

分もありますし、100パーセント未満、満たない分で交付税措置をされる分がございます。 

 地方債の最終的な決算の状況によりましてまた変わってはまいりますけれども、平成27

年度決算で見ますと、大体これまでの地方債の残高が大体71億ほど甲佐町はございますけ

れども、これに対してまして、基準財政需要額に算入される、交付税措置に算入される部

分としましてが56億ほどございます。 

 したがいまして、差引き町の一般財源を投下する分としましては15億ほどになるという

ことで、大体平均しまして79パーセントほど交付税措置をされるというような状況に、こ

れは27年度末決算の状況でそういうふうになっておるところでございます。 

 今後、どういうふうになるかは決算を見て、再度、計算をしてみないとわからないとこ

ろではございますが。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ご説明ありがとうございました。 

 せっかくですので、ここに掲げてある記載のですね、充当率っていうのがもしもすぐわ

かれば、もうすぐわからなければいいですけど。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時35分 

再開 午後２時35分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） そこの地方債補正第４表の部分でございますけれども、ま

ず、緊急防災・減災債、上の追加１の部分でございますけれども、100パーセント充当で、

70パーセントの交付税措置。 

 それと、２の変更の部分でございますけれども、過疎債、こちらも100パーセント充当

して、70パーセントの交付税措置。 

 次に、公共事業等債、こちらも100パーセント充当で、80パーセントの交付税措置。 

 それと災害対策債、こちらも100パーセント充当で、95パーセントの交付税措置。 

 それと、災害復旧事業につきましては、100パーセントで、これも95パーセントの交付

税措置。 

 公営住宅建設事業につきましては、これは100パーセントの充当でございますけれども、
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交付税の見返りはないというようなやつでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） よろしいですね。 

 ほかにございませんか。ございませんね。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 最後に、本予算全部についての質疑をお願いいたします。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 一応、28年度の関連でお尋ねいたしますけれども、平成27年度

にですね、肥後銀行を28年度から、４月から指定金融機関ということでされてるかと思い

ますので、１年間、災害等ありましたけれども、会計管理者にお尋ねいたしますが、その

中でですね、業務上、どのようなことがよくなったのか、そういった部分が１年間通して

あれば教えていただきたいなと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 会計課長。 

○会計課長（本田克典君） お答えいたします。 

 まず、指定金融機関を指定した最大の目的というのがございます。これにつきましては、

町から債権者への支払をやる内容というのがですね、今、約90パーセントがですね口座振

替での支払いということになっております。 

 これを地方自治法にのっとったやり方で行うためには、指定金融機関の指定が必要だっ

たということで、昨年度、議会におきまして議決をいただいて、指定金融機関を指定した

というところでございます。 

 その上で、プラスになったところといいますか、それを何点か申したいと思いますけど

も、まず一点は、それまでは町だけで収納支払いについて確認をしておったところなんで

すけども、指定金融機関を入れましたところで、町とそれから指定金融機関、双方でのチ

ェックをやりますので、収納、それから支払業務の厳格性っていいますか、が向上したと

言えると思います。 

 それと、指定金融機関のやり方といいますのが、金融機関から職員を派遣するやり方、

それから、派遣しないやり方というのがあります。これも昨年度、検討いただいたところ

でございますけれども、甲佐町の場合は、派遣をして、行員を派遣して行っておるところ

でございますけども、これによりまして、昼休みの時間を除きます９時から15時までにつ

きましては、窓口の対応をその行員のかたに任せることができると。完全に任せることが

できるということで、その時間帯につきましては、職員は事務処理に専念できるというこ

とは一つのメリットかと思っております。 

 これによりまして、今まで時期的に時間外がですね、かなり発生したところが抑えられ

るのではないかなと思っております。 

 それから、もう一つよかった点と申しますのは、その行員の派遣によりまして、今まで

は職員を置かなければならなかったところが、非常勤の職員でですね、補うことができる

ということで、その点につきましては人件費の削減につながったということを思っており
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ます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 今、会計管理者のほうにご説明いただきましたけれども、１年

間通してですね、様々な点を教えていただきました。 

 平成27年度のですね、この指定金融機関の決める中でですね、副町長のほうからほかの

他町村の先行型といいますか、先にされたところだと費用負担が少なく済んで、後方型、

後からされたかたにはある程度の費用がかかるということで、今後、経過しながらその辺

りの交渉をしていきたいというようなお話もあったかと思います。 

 まだ１年しかたっておりませんけれども、そういったそういう流れですかね、よそとの

絡みですけど、その辺をお聞きしたいと思いますけど。 

○議長（緒方哲哉君） 師富副町長。 

○副町長（師富省三君） 今、お尋ねのあった件につきまして、私も非常に気になった

ところでですね、肥後銀行のほうの本部のほうにお尋ねをして状況をお伺いしました。こ

れ、１月の10日に来ていただいて聞きましたけども、結論としましてはですね、今、経費

負担をしてるのは甲佐町と南小国町と西原村と。ただ、金額はそれぞれですね、ちょっと

違っておりますが、銀行としてはもう甲佐町をベースにですね、負担を求めるという強い

意向だそうでございますが、平成28年度に本格的に各町にお願いをするところでおったけ

れども、これも地震のことがあってですね、結果的には、27年度までは文書を送付という

形でお願いしとったけれども、28年度にはですね、もう積極的に交渉をする予定だったけ

れども、それが本格的にはできなかったという状況ですが、その中でもですね、14団体に

直接、出向いて、首長さん等にですね、お会いしながら、実情を話しながらお願いをして

回ったということでございます。 

 ただ、結果的にはですね、先ほど申し上げましたとおり、状況は変わってない状況です

けども、今後も引き続きですね、力を入れていくということでございました。 

 現在のところそういう状況でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 本補正にはですね、数字は載っておりません。ただですね、地

方交付税についてちょっとお尋ねいたします。 

 承認第１号でですね、900万の増で26億かな、地方交付税、28年度、恐らく最終的には

27億ぐらいの地方交付税が見込まれるという、私は想定するわけでございます。 

 普通、27年度辺りは22億か23億、恐らく29年度も見てみますと、21億ぐらいを予算を計

上してある中でですね、この27億近くの地方交付税、これはやっぱり災害がらみで来たの

か、その数字が４億ぐらい28年度増える内容を教えていただきたいと思うんですけど。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 
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休憩 午後２時44分 

再開 午後２時45分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） すいません、お待たせいたしました。 

 内訳といたしましては、21億が普通交付税ということでございます。それと、特交の部

分の通常の部分が１億5,000万、それと、残りが、あと残りでございますけれども、それ

が全て災害復旧分という内容となっております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、じゃあ、29年度はですよ、地方交付税21億何

千万か、当初、計上してある中で、これについてもやはり災害がらみで地方交付税、増え

る可能性はあるというような想定でよろしいわけですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） はい。災害の分、もちろんその分が増えるというふうに見

込んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） はい。それでは質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 議案第12号、平成28年度甲佐町一般会計補正予算（第９号）で

ございますが、見てみますと。失礼いたしました。議案第11号です。本予算を見てみます

と、20億の減額がされております。通年どおりの減額もあれば、震災、災害でできなかっ

た予算も減額されております。また、次年度へ繰り越されてるというような予算の辺りを

含めてですね、28年度、20億の減額がされております。しますと、また、繰越明許費を見

ると何十億というお金が繰越しをされるっていうことで、それを見ますと、震災の大きさ

がほんとにうかがい知れるものであります。しかし、何といいましても町民のために復旧、

復興で頑張ると、しなければならないという予算でありますので、今後ともこの補正がで

すね、甲佐町の町民のためになる予算であることを本当に真に願って本予算に賛成をした

いと思います。 
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○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第11号「平成28年度甲佐町一般会計補正予算（第９号）」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第13 議案第12号 平成28年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に 

            ついて 

○議長（緒方哲哉君） 日程第13、議案第12号「平成28年度甲佐町国民健康保険特別会

計補正予算（第４号）」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（古閑 敦君） それでは、議案第12号についてご説明申し上げます。 

 議案第12号、平成28年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）についてご説

明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成28年度甲佐町の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,104万5,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ20億9,053万5,000円とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算の補正によります。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 款１国民健康保険税から6,983万3,000円を減額し、２億4,196万6,000円としております。

１の国民健康保険税です。 

 款２使用料及び手数料に４万3,000円を追加し、10万3,000円としております。１の手数

料です。 

 款３国庫支出金に１億572万8,000円を追加し、５億8,736万8,000円としております。１

の国庫負担金、２の国庫補助金です。 

 款４県支出金から、166万7,000円を減額し、9,119万7,000円としております。１の県負

担金、２の県補助金です。 

 款５療養給付費等交付金から500万円を減額し、4,560万8,000円としております。１の
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療養給付費等交付金です。 

 款６共同事業交付金に826万6,000円を追加し、４億6,303万4,000円としております。１

の共同事業交付金です。 

 款10繰入金から698万3,000円を減額し、１億6,211万3,000円としております。１の一般

会計繰入金です。 

 款12諸収入に49万1,000円を追加し、50万1,000円としております。１の延滞金及び過料、

３の雑入でございます。 

 歳入合計。補正前の額20億5,949万円に3,104万5,000円を追加し、20億9,053万5,000円

としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款１総務費から139万4,000円を減額し、3,801万4,000円としております。１の総務管理

費から３の運営協議会費まで及び５の医療費適正化対策事業費です。 

 款２保険給付費に9,340万9,000円を追加し、12億4,582万8,000円としております。１の

療養諸費、２の高額療養費、４の出産育児諸費です。 

 款３後期高齢者支援費等につきましては財源内訳変更によるもので、補正の金額は０円

です。 

 款５老人保健拠出金から3,000円を減額し、8,000円としております。１の老人保健拠出

金です。 

 款６介護納付金につきましても財源内訳変更によりますもので、補正額は０円です。 

 款７共同事業拠出金から2,070万6,000円を減額し、４億3,406万3,000円としております。

１の共同事業拠出金です。 

 款８保健事業費から223万4,000円を減額し、1,278万8,000円としております。１の保健

事業費、２の特定健康診査等事業費です。 

 款12予備費から3,802万7,000円を減額し、１億290万6,000円としております。１の予備

費です。 

 歳出合計。補正前の額20億5,949万円に3,104万5,000円を追加し、20億9,053万5,000円

としております。 

 今回の補正の主なものにつきましては、歳入では熊本地震によります国民健康保険税の

減免に伴います減額や、国民健康保険の保険税の減免、また、一部負担金免除によります

国の財政支援によります国庫支出金の増額になります。 

 歳出におきましては、一部負担金免除に伴います保険給付費等の増額となっているとこ

ろです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 質疑については、本予算全部についてをお願いいたします。質疑については本予算全部

についてお願いいたします。 
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 質疑ありませんか。本予算全部についての質疑を承っております。 

 質疑ありませんか。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） ６番、西坂。 

 ２ページの保険給付金のところの高額医療費ですけど、私も昨年は２回入院して、この

制度は特にためになりました。そして、今は前もって、住民課辺りから高額証明書の交付

をもらっていけば、自分で支払するのは少なく済みますので、私も３か月に一遍か４か月

に一遍、来ますが、これは特にためなるなと思いました。前は後払いで、二、三か月は待

って、立て替えて支払っておったそうですが、最近はこういう制度を利用すれば、自分で

全額さしより支払う必要がないので、特にためになりました。 

 質問という質問ではありませんが、お陰でこうやって議場に立っておられます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質問。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 国民健康保険税、減免、これはもう地震による減免ですよね。

この減免の戸数辺りはわかりますかね。所帯数。 

 それとですね、一部負担増については減免による一部負担増というような捉え方でよろ

しいですかね。その二点。 

○議長（緒方哲哉君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（古閑 敦君） ただいまの熊本地震によります減免につきましては、

約600件の5,500万円の減免というところでございます。 

 それと、先ほど言われました一部負担金につきましては、地震によります一部負担によ

る免除によります増となっております。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしということで、質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ９番、本郷議員。 

○９番（本郷昭宣君） ９番。 

 議案第12号、平成28年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につきまして

は、3,000万円程度の増額されて予算化されておりますけれども、歳入面では国庫支出金

が１億円程度増というようなことで、それに、歳入の確定に伴い、また歳出面については

調整等が行われております。そういうことで、この補正につきましては妥当と認め、賛成

いたします。 



- 128 - 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第12号「平成28年度甲佐町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）」を

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第14 議案第13号 平成28年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第３号）につい 

            て 

○議長（緒方哲哉君） 日程第14、議案第13号「平成28年度甲佐町介護保険特別会計補

正予算（第３号）」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） 議案第13号、平成28年度甲佐町介護保険特別会計補正予算

（第３号）についてご説明申し上げます。 

 次のページをお願いいたします。 

 平成28年度甲佐町の介護保険特別会計補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,059万3,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ15億1,305万7,000円とするものでございます。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によります。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 款１介護保険料から2,820万円を減額して、２億182万2,000円としております。１の介

護保険料です。 

 款２分担金及び負担金から155万1,000円を減額して、109万5,000円としております。１

の負担金です。 

 款４支払基金交付金から1,323万1,000円を減額して、３億8,226万9,000円としておりま

す。１の支払基金交付金です。 

 款５国庫支出金に2,604万1,000円を追加して、４億1,949万3,000円としております。１

の国庫負担金、２の国庫補助金です。 

 款６県支出金から319万9,000円を減額して、２億883万7,000円としております。１の県
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負担金、３の県補助金です。 

 款８繰入金に1,363万4,000円を追加して、２億5,542万6,000円としております。１の一

般会計繰入金、２の基金繰入金です。 

 款10諸収入から８万7,000円を減額して、635万7,000円としております。１の予防給付

費収入です。 

 歳入合計。補正前の額15億1,965万円から659万3,000円を減額して、15億1,305万7,000

円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款１総務費から29万3,000円を減額して、4,433万9,000円としております。１の総務管

理費、３の運営協議会費です。 

 款２保険給付費に924万円を追加して、14億706万8,000円としております。１の介護サ

ービス等諸費です。 

 款４地域支援事業費から360万4,000円を減額して、3,787万1,000円としております。１

の介護予防事業費から４の一般介護予防事業費までです。 

 款８予備費から1,193万6,000円を減額して、199万8,000円としております。１の予備費

です。 

 歳出合計。補正前の額15億1,965万円から659万3,000円を減額して、15億1,305万7,000

円としております。 

 今回の補正の主なものは、熊本地震に伴う介護保険料及び介護サービス料の減免、それ

に伴う国庫補助金等の増額及び平成28年度保険給付費等の最終見込みなどによるものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 質疑については本予算全部についてをお願いいたします。本予算全部についての質疑を

お願いいたします。 

 何か質疑ありませんか。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 今、課長が言われてですね、補正金額、歳入歳出、それぞれ659

万3,000円を6,500幾らって言われたと思うんですけども、私だけが聞き間違えだったんで

すかね。一番最初のとこですね。 

○議長（緒方哲哉君） １ページ。１ページの歳入歳出それぞれのところで。 

○５番（福田謙二君） ね、ここ、やっぱ六千幾らになったろう。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） 失礼しました。659万3,000円が正解で、私が6,059万3,000

円と申し上げました。大変失礼いたしました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 議案第13号、平成28年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第

３号）でございますが、内容を見てみますと、熊本地震による減免に伴っての国庫補助金

の増額、また、額の決定によっての補正でございますので、何ら異議なく賛成をいたしま

す。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第13号「平成28年度甲佐町介護保険特別会計補正予算（第３号）」を採決

します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第15 議案第14号 平成28年度甲佐町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

            について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第15、議案第14号「平成28年度甲佐町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（古閑 敦君）  それでは、議案第14号、平成28年度甲佐町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成28年度甲佐町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

によります。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,857万1,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億2,884万1,000円とするものです。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正によります。 

 平成29年３月10日提出。町長名でございます。 
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 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入です。 

 款１後期高齢者医療保険料から1,477万2,000円を減額し、6,777万8,000円としておりま

す。１の後期高齢者医療保険料です。 

 款４繰入金から253万1,000円を減額し、5,542万4,000円としております。１の一般会計

繰入金です。 

 款６諸収入から126万8,000円を減額し、330万7,000円としております。４の受託事業収

入です。 

 歳入合計。補正前の額１億4,741万2,000円から1,857万1,000円を減額し、１億2,884万

1,000円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款１総務費から33万2,000円を減額し、258万4,000円としております。１の総務管理費、

２の徴収費です。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金から1,555万6,000円を減額し、１億2,203万3,000円

としております。１の後期高齢者医療広域連合納付金です。 

 款３保健事業費から126万8,000円を減額し、320万円としております。１の健康保持増

進事業費です。 

 款５予備費から141万5,000円を減額し、92万3,000円としております。１の予備費です。 

 歳出合計。補正前の額１億4,741万2,000円から1,857万1,000円を減額し、１億2,884万

1,000円としております。 

 今回の補正の主なものにつきましては、歳入では熊本地震によります後期高齢者医療保

険料の減免に伴います減額、また、歳出におきましては、後期高齢者医療広域連合納付金

の減額となっているところです。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） ただいま説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑につきましては、本予算全部についてをお願いいたします。本予算全部についての

質疑をお願いいたします。 

 何か質疑ありませんか。 

 本予算全部についての質疑をお願いします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 議案第14号、平成28年度甲佐町後期高齢者医療特別会計補正予

算についてはですね、これについても熊本地震に伴う補正であって、何ら異議なく賛成い

たします。 

○議長（緒方哲哉君）  これで討論を終結します。 

 これから議案第14号「平成28年度甲佐町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午後３時16分 

再開 午後３時30分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

 日程第16 議案第15号 平成29年度甲佐町一般会計予算について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第16、議案第15号「平成29年度甲佐町一般会計予算」を議

題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） それでは、議案第15号につきましてご説明を申し上げます。 

 議案第15号、平成29年度甲佐町一般会計予算についてご説明申し上げます。 

 次のページをお願いいたします。 

 平成29年度甲佐町の一般会計の予算は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ109億5,676万7,000円と定めており

ます。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算

によります。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び
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限度額は、第２表、債務負担行為によります。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表、地方債によります。 

 一時借入金。 

第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は、10億

円と定めております。 

 歳出予算の流用。 

 第５条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定めております。 

 第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成29年３月10日提出。町長名です。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 歳入です。 

 款１町税を７億7,977万5,000円としております。１の町民税から４の市町村たばこ税ま

でです。 

 款２地方譲与税を5,600万1,000円としております。１の地方揮発油譲与税から３の地方

道路譲与税までです。 

 款３利子割交付金を60万円としております。１の利子割交付金です。 

 款４配当割交付金を100万円としております。１の配当割交付金です。 

 款５株式等譲渡所得割交付金を100万円としております。１の株式等譲渡所得割交付金

です。 

 款６ゴルフ場利用税交付金を1,000万円としております。１のゴルフ場利用税交付金で

す。 

 款７地方消費税交付金を１億9,000万円としております。１の地方消費税交付金です。 

 款８自動車取得税交付金を700万円としております。１の自動車取得税交付金です。 

 款９地方特例交付金を600万円としております。１の地方特例交付金です。 

 款10地方交付税を21億7,732万5,000円としております。１の地方交付税です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款11交通安全対策特別交付金を70万円としております。１の交通安全対策特別交付金で

す。 

 款12分担金及び負担金を１億1,135万2,000円としております。１の負担金です。 

 款13使用料及び手数料を3,590万5,000円としております。１の使用料、２の手数料です。 

 款14国庫支出金を35億8,137万5,000円としております。１の国庫負担金から３の委託金

までです。 
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 款15県支出金を10億9,227万4,000円としております。１の県負担金から３の委託金まで

です。 

 款16財産収入を822万2,000円としております。１の財産運用収入、２の財産売払収入で

す。 

 款17寄附金を2,000円としております。１の寄附金です。 

 款18繰入金を５億2,828万9,000円としております。１の基金繰入金、２の特別会計繰入

金です。 

 款19繰越金を5,000万円としております。１の繰越金です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款20諸収入を3,454万7,000円としております。１の延滞金加算金及び過料から５の雑入

までです。 

 款21町債を22億8,540万円としております。１の町債です。 

 歳入合計。109億5,676万円7,000円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款１議会費を7,984万円としております。１の議会費です。 

 款２総務費を18億1,410万9,000円としております。１の総務管理費から６の監査委員費

までです。 

 款３民生費を20億1,043万7,000円としております。１の社会福祉費から３の災害救助費

までです。 

 款４衛生費を23億6,768万6,000円としております。１の保健衛生費、２の清掃費です。 

 款５農林水産業費を４億534万4,000円としております。１の農業費、２の林業費です。 

 款６商工費を4,872万8,000円としております。１の商工費です。 

 款７土木費を10億1,695万1,000円としております。１の土木管理費から４の住宅費まで

です。 

 次のページをお願いします。 

 款８消防費を３億4,939万3,000円としております。１の消防費です。 

 款９教育費を６億3,675万8,000円としております。１の教育総務費から５の保健体育費

までです。 

 款10災害復旧費を14億392万1,000円としております。１の農林水産施設災害復旧費、２

の公共土木施設災害復旧費です。 

 款11公債費を７億9,359万9,000円としております。１の公債費です。 

 款12諸支出金を1,000円としております。１の普通財産取得費です。 

 款13予備費を3,000万円としております。１の予備費です。 

 歳出合計。109億5,676万7,000円としております。 

 前年度と比較いたしまして、45億9,230万6,000円、72.2％の増となっております。 

 次のページをお願いいたします。 
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 第２表、債務負担行為。 

 まず、事項が定住促進助成金。期間が平成30年度から平成34年度まで。限度額が2,770

万円です。 

 次に、事項が総合型地図システム利用料。期間が平成30年度から平成33年度まで。限度

額が1,175万2,000円です。 

 次に、事項が戸籍システム利用料。期間が平成30年度から平成34年度までです。限度額

が4,025万円です。 

 次に、事項が健康管理システム利用料。期間が平成30年度から平成34年度までです。限

度額が1,800万3,000円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 次に、事項が農業制度資金等利子補給費。期間が平成30年度から平成38年度までです。

限度額が34万2,000円です。 

 次に、事項が甲佐町中小企業店舗新築・改装融資金利子補給金。期間が平成30年度から

平成32年度までです。限度額が60万円です。 

 次に、熊本県信用保証協会に対する損失補償。期間が契約締結の日から解除の日まで。

限度額が代位弁済元金額の２割相当額の半額です。 

 次に、地域おこし協力隊設置事業。期間が平成30年度から平成31年度のまでです。限度

額が2,400万円です。 

 次のページをお願いいたします。 

 第３表、地方債です。 

 起債の目的が過疎対策事業です。限度額を４億350万円としております。起債の方法が

証書借入又は証券発行。利率が年５パーセント以内。ただし、利率見直し方式で借り入れ

る政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率。償還の方法が、政府資金については、その融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合により据置期間

及び償還期間を短縮し、また、繰上償還若しくは低利債に借換えすることができる。 

 以下、起債の方法、利率、償還の方法については省略をさせていただきます。 

 次に、起債の目的が臨時財政対策債です。限度額が１億6,200万円としております。 

 次に、起債の目的が公営住宅建設事業です。限度額が４億5,840万円としております。 

 次に、起債の目的が災害復旧事業です。限度額が３億8,740万円としております。 

 次に、起債の目的が災害対策債です。限度額が８億7,410万円としております。 

 合計で限度額が22億8,540万円です。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） しらばく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時44分 

再開 午後３時45分 
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────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 ただいま議案第15号「平成29年度甲佐町一般会計予算」の説明が終わったところであり

ますが、本日の会議はここで延会したいと思います。 

 お諮りいたします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 したがいまして、本日の会議はこれで延会することに決定いたしました。 

 明日15日は、午前10時から本会議場において会議を開きます。 

 本日はこれで延会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

────────────── 

延会 午後３時46分 
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平成29年第１回甲佐町議会（定例会）議事日程 

 

（第４号） 

１．招集年月日  平成29年３月10日 

１．招集の場所  甲佐町議会議場 

１．開会     ３月15日   午前10時00分 議長宣告 

１．閉会     ３月15日   午後４時28分 議長宣告 

 

１．応招議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．不応招議員 

  な し 

 

１．出席議員 

  １番 山 内 亮 一    ２番 佐 野 安 春    ３番 荒 田   博 

  ４番 宮 本 修 治    ５番 福 田 謙 二    ６番 西 坂 和 洋 

  ７番 宮 川 安 明    ８番 緒 方 哲 哉    ９番 本 郷 昭 宣 

  10番 渡 邊 俊 一    11番 本 田   新    12番 中 村 幸 男 

 

１．欠席議員 

  な し 

 

１．本会議に職務のために出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長   福 島 明 広   議会事務局事務長  山 本 洋 子 

 

１．地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

  町 長  奥 名 克 美   副 町 長  師 富 省 三 

  会 計 管 理 者  本 田 克 典   総 務 課 長  内 山   洋 

  企 画 課 長  西 坂   直   くらし安全推進室長  清 水   明 
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１．議事日程 

  議長は本日の議事日程を別紙のとおり報告した。 

 

１．会議に付した事件 

  日程第１ 議案第15号 平成29年度甲佐町一般会計予算 

  追加日程第１ 議案第20号 工事請負契約の変更について 

  追加日程第２ 議案第21号 工事請負契約の変更について 

  日程第２ 議案第16号 平成29年度甲佐町国民健康保険特別会計予算 

  日程第３ 議案第17号 平成29年度甲佐町介護保険特別会計予算 

  日程第４ 議案第18号 平成29年度甲佐町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第５ 議案第19号 平成29年度甲佐町水道事業会計予算 

  日程第６ 要望第１号 田代・大谷公民館建設に対する町の支援要望について 

  日程第７ 発議第１号 甲佐町議会委員会条例の一部改正について 

  日程第９ 総務文教常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

  日程第10 産業厚生常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

  日程第11 議会運営委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 
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１．議事の経過 

開議 午前10時00分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は12名です。定足数に達しますので、これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程を報告します。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりですので、朗読を省略いたします。 

────────────── 

 日程第１ 議案第15号 平成29年度甲佐町一般会計予算 

○議長（緒方哲哉君） 日程第１、議案第15号「平成29年度甲佐町一般会計予算」を議

題といたします。 

 昨日、提出者の説明が終了いたしております。これより質疑を行います。 

 まず最初に、歳出についての質疑を行いますが、この質疑はおおむね款ごとに行いたい

と思います。なお、本年も執行部から別冊のとおり、平成29年度当初予算（案）説明資料

及び平成29年度から平成31年度の甲佐町実施計画書が配付されています。この資料からも

質疑ができます。 

 最初に、歳出について質疑をお願いします。 

 まず、款１の議会費及び款２の総務費についての質疑を行います。30ページ、款１、議

会費から45ページ中段、款２、総務費まで質疑をお願いいたします。 

 款１、議会費、款２、総務費について、30ページから45ページ中段、款２、総務費まで

の質疑をお願いします。 

 何か質疑ございませんか。30ページから45ページまでです。45ページの中段です。 

 ２番、佐野議員 

○２番（佐野安春君） 当初予算（案）説明資料から質問いたします。 

 総務費の５番、職員健康診断委託料の中でストレスチェック委託料という記載がござい

ますが、このストレスチェックは28年度も実行されたかと思うんですが、内容、結果的な

ものについてはおわかりでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） ストレスチェックのほうにつきましては、医療機関のほう

にお願いいたしまして、28年度実施をしたところでございます。結果につきましては、そ

れぞれ個人に、個人情報でございますので、個別に開封せずに密封した状態で本人に提出

して、そして必要があれば相談等も行うという形であとフォローをしていきたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんかね。 

 30ページの議会費から45ページ中段、総務費までです。 
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 ２番、佐野議員 

○２番（佐野安春君） 同じく、説明資料の中でふるさと甲佐応援寄附金ということで

事業費を予定をされておりますが、ふるさと甲佐応援の寄附金については、28年度は前年

よりもかなり多かったと思うんですけど、比較してどれだけだったのか。これから29年度、

どれぐらいを予想されているのか、そういったところがあればよろしくお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 28年度はまだ終わっておりませんので、まだ決算額という

のは決まっておりませんけれども、27年度が94万1,000円でございました。27年度の寄附

金の額が94万1,000円ということでございましたけれども、現在、28年度で今696万8,000

円の寄附をいただいておるというような状況でございます。 

 来年度の返礼品の金額として、予算として500万円計上しておりますけれども、大体

50％程度、返礼品としてお渡ししたいというふうに考えておりますので、大体今の時点で

は、あくまでも当初の段階で1,000万円ほどを見込んで当初予算で計上させていただいて

おるという状況でございます。 

 以上でございます。 

○２番（佐野安春君） わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員 

○５番（福田謙二君） 説明資料の５ページです。事業名が防犯灯設置工事ですね。こ

れは、県道、それに白旗地区その他とありますけれども、大体、この予算で何灯ぐらい立

って、どこにできるのかちょっと教えていただきたいと思いますけどね。 

○議長（緒方哲哉君） くらし安全推進室長。 

○くらし安全推進室長（清水 明君） お答えします。 

 この防犯灯整備につきましては、防犯灯整備計画５カ年計画のことし29年度が２年目で

ございます。29年度の設置予定場所につきましては７路線、国道443号線、これは現在、

設置中の延長でございます。それと県道嘉島甲佐線、これも白旗地区のほうの延長でござ

います。 

 次に、県道宇土甲佐線、これは上田口の地区でございます。県道稲生野甲佐線、これは

下横田、町道の日和瀬岩下線、これは上豊内と下豊内の地区にまたがります。それと、町

道の西寒野打越線、設置場所は西寒野と東寒野地区にまたがります。 

 最後に、町道津志田中山線、これは津志田地区でございます。この７路線に100基を設

置予定としております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 説明資料から、私もお願いします。 

 ４ページの西村民俗資料館利活用事業について説明をお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 
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○企画課長（西坂 直君） 西村民俗資料館の利活用事業ということで、西村民俗資料

館につきましては、寄附をいただいた建物が当初は民俗資料館ということで活用されてお

りましたけれども、最近使われなくなったということで、そちらのほうの利活用を図りた

いということで、29年度におきましては、どのように利活用をするのかという検討をする

ためのワークショップあたりをする経費として、40万円を計上したところでございます。 

 一応、地方創生の総合戦略の中での位置付けも、移住・定住事業の充実というようなこ

とでもありますし、既存の空き家等の活用というようなことも考えたところでの検討を考

えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） この件は、解体して云々というようなことをここでもいろいろ

話があったわけですよね。今度の震災を受けて、そういうふうな方向性になったわけです

かね。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 28年度の補正予算のほうで、解体経費ということで予算計

上をされておりましたけれども、その中で当該建物の中を精査をいたしまして、その中に

あるいろいろな柱でありますとか、はりとか、いろいろ歴史的といいますか、従来から長

い年月建築をされている古民家として利活用が図られるような建物でもございますので、

解体をするだけではなくて、その建物を有効に生かすための活用策はないのかというよう

なことで検討しまして、今回、解体事業については補正のほうで落とさせていただいて、

29年度においてその利活用を図るというようなことで考えているところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） あれは町の持ち物というか、そういう感じで、これは解体せん

けれども、解体した場合は解体の公費解体、それには該当せんだったんですね、解体する

としたらですよ。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 町所有の施設についての公費解体の対象にはならないとい

うようなことでございます。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 結局、このワークショップなんか開いて検討するということだ

けども、大体どういう形にしたいのかなと、町としては。そこまで考えはないですか、ワ

ークショップを開いた上で結論づけるということですか。それとも、町としてこういうふ

うなことを考えているんだよということは、なければいいですけど、あれば聞かせてくだ

さい。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 具体的には、このワークショップを開いたところで、その

利活用策については決定をしたいというふうには思いますが、考えられるのは、古民家カ
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フェでありますとか、そういうようなものが総合戦略の中でもうたい込んでもありますの

で、そういったところも一つの方法かなというふうには考えております。 

○７番（宮川安明君） ありがとうございました。 

○議長（緒方哲哉君） １番、山内議員。 

○１番（山内亮一君） 宮川議員の質問というか、西村史料館についてちょっと関連し

ていますのであれですけど、裏のほうでＥＭ菌をつくっておられるというのがあると思う

んですけど、そういったところもあわせて検討されるわけですかね、資料館の活用という

ことでは。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） ＥＭ菌のＮＰＯ法人、現在作製をされておりますが、当初、

裏のほうに蔵がございまして、そちらのほうで作製をされておりましたけれど、震災の影

響で解体になったと。現在は、プレハブの施設のところで作業をされておりますが、この

利活用検討の中で、全体的な敷地も含めたところでどのようにするのかというのは検討し

たいと思いますので、そこを利用するというふうになれば、ＥＭの会の方々の作業場所あ

たりも別のところを検討せねばならないかなというふうには考えております。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） すいません。私、説明資料の６ページに、いわゆる災害復旧住

宅の予算のことが載っておりますけども、先立ってレイアウトの地図をいただいておりま

したが、私、あれを見た感じで、役場の駐車場の横に公園をつくって、その免の山の奥の

ほうに住宅をつくるって。計画では、役場の横に住宅をつくって、その先に公園をつくる

と。それから、貯水槽あたりをつくるというようなレイアウトだったんですけども、私の

感覚でいけば、役場の横に公園をつくって、役場と公園が一体化になって町民の方たちと

か保護者の子ども連れの方々にとっては、役場と公園が横にあったほうが使い勝手がいい

のかなとかいう、そんな感じがするんですけど、そのレイアウトについてはまだこれから

考えられる余地があるのかどうなのか、まず質問させてください。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 今現在、昨日も説明申し上げましたけれども、今回の整備

につきましては、災害公営住宅、それと防災公園、子育て支援住宅、三つの施設を併設を

したところで開発するということで、今お示しをしている議員おっしゃったレイアウトに

ついては、防災公園も役場の今の中庭といいますか芝生がありますけど、そことつながっ

たような鍵の手になるようなところでの今、計画はしてあるところでございます。 

 ただ、これから実際の設計に入りますが、今、乙女・白旗地区について、アートポリス

事業での設計をするということで、開会日に町長のほうから行政報告もございましたけれ

ども、甲佐地区についてもそのアートポリス事業あたりも検討を入れながら、最終的なレ

イアウトについては全体を見越したところで、どういう配置がいいのかというようなとこ

ろは検討したいというふうには考えております。 
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○議長（緒方哲哉君） 本田議員。 

○11番（本田 新君） わかりました。使い勝手のいいような設計をぜひやっていただ

きたいというふうなことと、もう一つ、今度そこの横のちょっと広い範囲内での用地交渉

が今されていると思いますけども、順調にいっとるかどうなのか。また、乙女・白旗のほ

うも含めて用地交渉がうまく、その経過報告というのがあるならば、今教えてもらえない

でしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 災害公営住宅での用地の見通しということで、３カ所建設

するようにしております。乙女地区については、町有地でありますグリーンセンター用地

ということで、こちらについては今、グリーンセンター用地については緑川森林組合のほ

うに貸し出しといいますか、そういうことでしておりますが、そこのお話はできておりま

す。 

 それと、白旗地区につきましても民有地を買い上げてということで、ここにつきまして

は先月だったでしょうか、用地交渉、それと移転補償費の契約も済んだところでございま

す。 

 それと、甲佐地区につきましては、現在、用地交渉を行っておりまして、大体の方々、

ご理解はいただいて、一部替地等の問題もございますので、そこら辺のところがまだ合意

には達していないというようなところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 １番、山内議員。  

○１番（山内亮一君） ページ、37ページですけども、公有財産の法面補修工事という

ことで、説明資料にもありますけれども、上早川公民館跡地の法面整備というようなこと

ですが、公民館については以前から地域に返すというか、地域のほうで管理してもらうよ

うな方向で行ってたと思いますけれども、行政区のほうで地縁団体宛でつくって、まだま

だ町のほうで管理する公民館というのが残っているということでございましょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） こちらつきましては、龍野福祉ふれあいセンターの隣に隣

接してあります元上早川公民館が建っておった、今はございませんけれども、そこの土地

につきまして、昨年の大雨の被害によりまして法面が崩れて、隣接しておられます民地、

個人のお宅の土地に崩れて、土砂の撤去は行ったところでございますけれども、今後その

ままにしておくと再度また雨が降ったときにまた崩れるおそれがあるということで、今回、

法面のほうの復旧工事をさせていただくということで予算を組ませていただいておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 山内議員。 

○１番（山内亮一君） 公民館自体は、町管理というのはまだ残っているということで
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すか、ほかにも。地域に返すということで、大体管理してもらうというようなことで、地

縁団体をつくってもろてしよったですよね。その方向性からすると、もう大体公民館とい

うのは地域に管理してもらっている状況でしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 資産自体は、一部町の資産もございますけれども、管理自

体は地元のほうに管理をしていただいておるというような状況でございます。 

○１番（山内亮一君） 上早川だけじゃなくて、ほかに行政区で、もうほかはない。 

○総務課長（内山 洋君） 町の所有の管理をしている公民館はございますけれども、

それはあくまでも管理自体は地元のほうにお願いしておるというような状況でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 30ページ議会費から、45ページの総務費までです。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） すいません。災害公営住宅についてお尋ねします。６ページと

40ページですか、先ほどの説明から、３つの部分で事業を進めるということをお聞きして

おりますけども、今回、災害公営住宅整備事業ということで今回載せられている予算は、

全て災害公営住宅だけのものですか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 40ページに掲載しております災害公営住宅の分については、

乙女・白旗、それと甲佐地区についての災害公営住宅の経費でございます。それと、ほか

の防災公園ですとか子育て支援住宅、これについてはまた別の款で計上させていただいて

おります。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） そういうことであれば、甲佐地区の用地買収費6,000万円とあり

ますけども、その防災公園または子育て支援に係る分に関しては、また別途費用がかかっ

てくるということでございますね。 

 ちなみに、この用地買収費の面積はどのくらいありますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 面積は、一応6,000平米を予定しております。 

○議長（緒方哲哉君） 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 先ほど、２番議員からお尋ねがあったんですけど、ふるさと納

税の返礼品500万円、地元の生産者、商工業者あたり、かなりの返礼品500万円は貢献だと

捉えております。 

 ただ、28年度最終的には、ふるさと納税700万円ぐらいに達すると私は見ておるわけで

ございます。そういう中で、夢が1,000万円のふるさと納税というような思いでおられる

ようでございますが、新しいパンフレットも作られるし、４月には東京甲佐会でもあのパ

ンフレットを配ってお願いもされると思います。 

 そういう中で、5,000万円ぐらいやっぱり夢を持って、山都が１億円なら5,000万円ぐら
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いふるさと納税やってやろうようなという考えも持っていただきたいと思うんですけど、

いかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 査定の段階で、私のほうももうちょっと見ていいんじゃないか

というような話も実はしたところでありました。ただ、歳入については、若干辛めといい

ますか、その辺を考えてやっぱり見込んでおかないといけない部分もありますので、ただ、

思いとしては、この予算に計上している以上の金額を期待して、いろんな方面で周知を図

っていきたいというふうに思っておりますし、お話のとおり東京甲佐会の総会におきまし

ても、今回こうやってカタログをつくって、町としても自主財源の確保に取り組んでいき

ますというようなお話をぜひさせていただいて、ご協力を願いたいというふうに思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に、款３の民生費についての質疑を行います。 

 款３の民生費についての質疑を行います。45ページ中段から54ページ中段までについて

質疑をお願いします。 

 45ページから54ページ中段までについてをお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員 

○２番（佐野安春君） 説明資料からではありますが、10ページの予算科目、事業名が

学習会事業というのが載っておりますが、この学習会事業はどのような内容なのか、また、

参加者はどのくらい。また、学力向上のためというふうになっておりますが、何か具体的

な成果とか上がっているのか説明をお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 町民センター所長。 

○町民センター所長（中林健次君） お答えします。 

 学習会に対しての質問でございますが、地区の中で長い間の就職差別により、低い所得

の地区の子どもたちが、安定した収入の職に就職できるように、また、同和問題に直面し

た場合、それに対して冷静かつ適切に対応できるために、教科学習、人権学習が中早川地

区で行われております。 

 成果と参加者ということでありますが、27年度でいきますと、小学校の部で31回の245

名、中学生の部で60回、250名、高校生の部で48回、56名というふうになっております。

それから、成果といいますと、見えない部分もあるかと思いますが、高校受験でちょっと

説明させていただきますと、ここ３、４年は第一希望の高校に受検をして合格をしている

というようなところでございます。 

 以上です。 

○２番（佐野安春君） わかりました。 
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○議長（緒方哲哉君） 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） シルバー人材センターの運営補助金、この補助金の金額の内訳

がわかったら。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） ただいま、シルバー人材センターの補助金の金額の内訳と

いうことでございますけども、これは27年度までは人材センターの補助金は100万円とし

ておりました。27年度の決算時期にいろいろいシステム導入等の関係で、人材センターの

補助金の内訳については事務局長の人件費及び事務費ということになってきますけども、

そのシステム費が高額であったもので、なかなか繰越金が少なくなったということで、平

成28年度から134万5,000円、これは人材センターの補助要綱に基づいて上限額で支給して

おります。中身的には、ほぼ事務局長の人件費ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 事務局長の人件費、27年度と変わらんわけでしょう、人件費に

ついては28年度とも。29年度もセンターの所長の人件費は変わらんということで捉えてい

いんですかね。 

 ということは、今まで前の所長、また今回新しい所長が、このことは電算機から何か使

って、本当に毎日出て仕事をされておるわけですよね。現場にも行って、また新しい人材

を探したりとかですね。そういう中において、やはり出勤日数、それから今後やっぱりシ

ルバー人材センターを盛り上げていく上にも、ちょっと少ないんじゃないかというような

思いがおってお尋ねしておるわけですけど。かなり実績も上げられておると私は捉えてお

るんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） シルバー人材センターの事務局長の人件費は、約、月10万

円程度と、少しということで、内容的には、以前からシルバー人材センターでほぼボラン

ティア的な余り営利を追求しないというような形で発足しておりますけども、事務局長の

出勤日数は、大体月15日ぐらいで社会保険の適用にならないぐらいでということで、今ま

で来ておりました。 

 今年度については、新しい増田事務局長が今年度の４月から就任されて、就任されてす

ぐ地震がありまして、その地震後、ガレキの対応とかいうのを環境衛生課のほうから委託

を受けられたり、公共的な活動が極端にふえております。それに伴いまして、収益につい

ても１月末現在の収支で、シルバー人材センターの純利益という形になりますけども、

202万263円ということになっておって、前年度はマイナス６万1,626円ということで、経

費のほうが余計、前年度はかかっていたという状況で、累計で208万1,889円の増収となっ

ております。 

 そういうような状況から、増田事務局長におかれても、地震後かなり出勤日数も多くな

っておられて、かなりの苦労をされたかと思っております。手当につきましては、決算を
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迎えますけども、何らかの形で報酬を考えてやるべきじゃないんだろうかということで考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、内容については担当課長が説明されたとおり

でございます。シルバー人材センター、目的にやっぱり高齢者、会社を退職されたりとか、

そういう方が健康で長生きしていただくというような目的も私はあると思うわけですよね。

何もせんと、やっぱり痴呆にかかったりとかいろいろある。そういう中で、やっぱりシル

バー人材センター、特に社協あたりの立場は、本当に大事なところだと思います。 

 そういう中で、社会保険がかからん範囲とか、そういう考えのもとで運営をしようと思

ったら、やっぱり人も集まらんと思うわけですよね。退職したから、じゃあシルバー人材

センターに行って自分のできる仕事があったりしたいというようなことも、やっぱりかな

りおられると思います。 

 そういうことで、この点についてはやっぱりもうちょっと考えていただけないだろうか

という思いで質問しておるわけでございますので、そうなると、やっぱり町長の考えをお

聞きしたいと思いますけど。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） シルバー人材センターについては、私のほうで理事長を仰せつ

かっておりますのでお答えを申し上げたいと思います。 

 勤務形態については、先ほど課長のほうから説明しましたとおり、月15日の日数という

ことでの計算によりまして、月10万円の報酬というか給与をお支払いしているというよう

な状況が続いております。 

 ただ、シルバーの運営上、目的としても会員増強、それから受注の額を上げるとか、そ

ういったことをこれから先もやっぱり力を入れていく必要があると思いますので、そのた

めには事務局長の果たす役割というものも非常に大きなものとなってまいります。 

 したがって、今ような給与体系でいいのかどうかについても、これは当然検討すべきだ

ろうと思いますので、28年度の活動実績あたりを再度チェックしながら、今後ご指摘の件

については検討をしたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、ぜひお願いしたいと思います。 

 それと、やはり甲佐町がいろいろ仕事を発注される中で、やっぱり人材センターででき

る部分もかなりあるんじゃないかと思います。そういうやつは、やっぱりシルバー人材セ

ンターあたりに安易な仕事、危険度のない仕事、それについてもぜひシルバー人材センタ

ーに回してやっていただくこともお願いしておきます。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 議員もご承知のとおりかと思いますけれども、以前に比べます
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といろいろ町に関係する分についても、庁舎の清掃であるとかいろんな面でその範囲を広

げてきた経緯もございますので、さらに研究を重ねたいと思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ５番、福田議員 

○５番（福田謙二君） 今の関連で、実際、会員数はどれだけの方がおられるかという

ことと、それから、昨年４月から地震とか集中豪雨があって、いろんな仕事内容が変わっ

たと思いますけども、大体年間の近年の売り上げですか。先程は純利益をおっしゃったけ

れども、大体年間の近年の売り上げはどれぐらいになっているのかお教えいただきたいと

思います。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、シルバー人材センターの現在の会員数と今年度

の収支ということのご質問でございますけども、まず会員数は、今年３月現在で今58人と

なっております。前年の３月が45人でございましたので、約13人増えているということで、

これは災害対応関連の数がそのまま増えているというような状況でございます。 

 収支につきましては、一応２月までの収支の報告が事務局長から上がっておりますけど

も、まず収入のほうが、収入、補助金も含めて全てでございますけども、4,073万2,442円

ということになっております。それに関する支出ですけども、それが3,861万6,860円とい

うことになっております。これについては、収入は全て請け負った金額でございますけど

も、支出については会員さんへの配分金と、９割は配分するということになっております

ので、その９割分が3,438万2,449円という部分が会員さんへ仕事の対価として配分されて

おりますので、それを差し引きますと、収支で人材センターへの収入が211万5,582円とい

うふうになっております。 

 以上でございます。 

○５番（福田謙二君） 近年度は、ここ３年ぐらいでもええけん。どういうふうになっ

ていっとるかとか、こうなっとるかこうなっとるか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） ちょっと前年度の数値だけは手元にございますけども、そ

れでようございますでしょうか。申し訳ありません。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前10時39分 

再開 午前10時39分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） 申し訳ありません。資料をちょっと探しておりませんでし
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た。 

 シルバー人材センターの実績ということで、平成23年からの契約実績ということで、こ

れは収入のみでございますけども、推移をお答えいたします。 

 平成23年が1,435万4,080円でございました。平成24年が1,407万8,941円、平成25年が

1,641万3,882円、平成26年が1,806万9,545円、平成27年が1,827万7,258円ということで、

今年度が先ほど申しました4,073万2,442円ということになっております。 

○議長（緒方哲哉君） ９番、本郷議員。 

○９番（本郷昭宣君） 予算書の47ページです。中段の19で老人クラブの補助金がござ

います。これにつきましては、以前は県補助等があっておりましたけれども、今は県補助

があっているのか。なくて町単独費用でされて対応されているのか。 

 それと、もう一つは、以前は大人数の団体または少人数の団体ということで、団体ごと

に区分されて補助金の額が決まっておりましたけれども、今現在は町連合会一本に補助金

を出されているのかどうか、教えていただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、老人クラブの補助金についてのご質問でござい

ます。この老人クラブの補助金につきましては、老人クラブ連合会、またそれぞれの単位

クラブについて補助金を出して、その合計額は165万9,000円となっております。内訳につ

きましては、老人クラブ連合会に対してが43万8,000円、単位クラブにつきましてが１ク

ラブ当たり３万3,000円の37クラブございますので、122万1,000円となっております。 

 ご質問の県の補助金があってるのかということでございますけども、それにつきまして

は、県の補助はあっております。補助につきましては、まず単位老人クラブに関する補助

につきましては、122万1,000円のうち県の補助額は61万6,000円となっております。連合

会に関しましては、43万8,000円のうち26万5,000が補助があっているというような状況で

す。 

 それと、小規模クラブと大規模クラブと以前は分けてあっとりましたけども、今は算定

式が変わって、それはなくなっております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 予算書の54ページ、２点お聞きしたいんですが、甲佐町地域支

え合いセンター事業委託料、4,273万8,000円の活動内容と、この上にあります需用費の修

繕料、これもあわせて教えていただければと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、甲佐町地域支え合いセンター事業の内容につい

てご説明申し上げます。 

 地域支え合いセンターは、熊本地震が起きまして、その後発足した組織でございますけ

ども、熊本県内の15の被災市町村において、熊本地震で被災した方々が生活再建に向けて
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安心した日常生活が送れるよう、見守りや健康、生活支援、地域交流の促進など、総合的

な支援を行う組織となっております。センターの運営は、市町村社会福祉協議会が行い、

主任生活相談員が１名、それと生活支援相談員が９名、うち常勤が５名、非常勤が４名、

ほかに事務局員１名の体制で、現在、老人憩いの家の前の専用のプレハブで行われており

ます。 

 現在は、仮設住宅228戸やみなし仮設住宅の35戸、今、42戸に加え、在宅の被災者につ

いてはまず宮内地区に対する訪問相談活動を行っております。対象446世帯のうち、その

うち支援を要するという世帯が今102件、100件程度おられるということで、絞り込みを訪

問調査で行いまして、そこの世帯についてはさらに訪問活動をして、相談支援、生活支援

を行っていくということになります。 

 また、今後においても、訪問活動のほか、健康教室などのサロンのコーディネート等を

行い、被災された方への生活再建に向けてのさまざまな活動を行っていきます。ちなみに、

１月の活動実績を申し上げます。１月、一月でございますけども、訪問が1,479件、うち

仮設住宅に対する訪問が1,353件、みなし仮設が24件、在宅者に対してが102件の訪問を行

っております。 

 ほかに、みんなの家等でサロンというのを、皆さんが集まってされるサロン等の開催を

16件行っております。中身につきましては、これは外部からの支援で、復興リハビリテー

ション及び新年会等を行いまして、１月中でサロンには131人の参加があっております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡 弘君） 修繕費についてのお尋ねについて、回答したいと思いま

す。 

 こちらの修繕費につきましては、熊本地震で被災しました住宅についての応急修理費と

なっております。１世帯当たり57万6,000円、４月13日までの申請となっておりますので、

新たに申請される方に対応するため、今回50戸の追加をお願いしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ご説明ありがとうございました。 

 地域支え合いセンター事業、活動内容を十分説明していただきましたが、主にこれは人

件費、運営費という形で、この委託料は考えてよろしいですか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） この費用につきましては、マンパワーが必要ということで

ございますので、議員がご指摘のとおり人件費が大半を占めるということになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員 
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○５番（福田謙二君） 今ので関連です。今、支え合いセンター、これは仮設、今訪問

されていろんなお話を聞かれたりとかされたと思うんですけども、その内容としてどうい

う内容があったのかとか、それをちょっとお聞かせ願いたいと思いますけども。相談内容

とか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） 今、支え合いセンター活動の中でいろんな相談があってる

というのは聞いております。中身について、具体的に申しますと、生活関連の話で今後の

住まいの問題、これが一番だと思いますけど、住まいについての調査もしております。 

 あとは、生活上、何か困ったこととかあったらということで聞いておりますので、福祉

関連、またはほかの件、または住宅とか道路の問題とかでしたら建設課とか、そういった

各課とか各団体につなげるというような役目もしておりますので、そこのところの連携を

しながら、それぞれの相談に対する解決をそれぞれ図っているというような状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 ２番、佐野議員 

○２番（佐野安春君） 説明資料からでありますが、17ページの事業名が放課後児童健

全育成事業のことについてお尋ねをいたします。 

 この中で、平成29年度の登録児童数ということで見込みが書いてございますが、この見

込みは大体正確なのでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午前10時50分 

再開 午前10時51分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） ただいま、放課後児童健全育成事業の資料の数字が正確か

どうかというご質問でございますけども、これはあくまでも29年度の予算上の数字でござ

います。今現在の数字で申しますと、くるみクラブのほうが21人となっております。げん

きクラブのほうが20名となっております。新しくできるひまわりクラブについては、一応

20人としておりますけども、現在もう20人を超えていると、要望が、希望が20人を超えて

いるというような状況でございます。予算上、人数を多く見ているというような状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員 

○２番（佐野安春君） 私は、全てをちょっと確認はできなかったんですけど、くるみ
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クラブの状況を確認しますと、新入生が登録する、今受付けをされているということです

が、現在の会員と合わせたら、約40名近くになるというようなことを聞いております。だ

から、見込み数とかなり離れているのかなということと、もう一つは、やはり現在くるみ

クラブでは、障害児の方が１名いらっしゃって、その１名の方には指導員といいますか支

援員といいますか、その方がお一人つきっきりでないとできないということで、１対１の

面倒をされていると。あと３人の方が、ほかの子どもさんの面倒を見られているというこ

となんですが、お話を聞きますと、新入生で障害児の方が複数名いらっしゃるというよう

なことを聞いております。そういうようなことから考えたら、そういうふうな情報を早く

つかんで、やはり対応が必要になるかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） ただいま、佐野議員からくるみクラブ会員数は40人になる

というような情報でございますけども、くるみクラブにつきましては、正会員、準会員の

問題がございました。それにつきましては、保護者会のほうで正会員だけが入っていただ

くと。準会員制度は廃止するというような状況で聞いております。その上で正会員が40人

近くなるというようなことでありましたら、また今後、補正予算等で対応したいと考えて

おります。 

 もう一つ、障害児の受け入れでございますけども、障害の子どもさんたちを受け入れる

場合は、もちろん加配が、また加算がついてまいります。障害を持子どもさんが何人かに

なるというようなことでございますけども、障害を持つ子どもさんにつきましては、別に

放課後デイサービスというような障害のサービスのほうでございます。今のところ、御船

町、嘉島町にそういった施設ができておりまして、送迎等も行われて、そちらも利用され

ているということで、障害を持つ子どもさんにつきましては、そういった障害デイサービ

スを受けられることによっていろいろな教育支援とか、今後の生活支援あたりも、放課後

児童クラブも受け入れはできるんですけども、より専門的な支援員での支援が受けられま

すので、そちらのほうの利用も促していくというようなことにしていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員 

○２番（佐野安春君） 今のお話では、しっかり状況を具体的にはつかんではいらっし

ゃらないところがあるんじゃないかというふうに思います。 

 それで、障害児の子どもさんには、放課後児童健全育成事業以外のデイサービス、そう

いうようなところの対応もあるというようなことなんですけども、やっぱりそういったと

ころの説明も新しく入ってこられる新入生の保護者の皆さんとかは、事前に説明しておか

ないと、やっぱりちょっと混乱するところもあるんじゃないかなというふうに思うんです

よね。現在もやっぱり１名いらっしゃいますし、そういったところに対してのアドバイス

とか何かはあってるんですか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 
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○福祉課長（北野 太君） 現在利用されている１名の方の保護者につきましては、そ

ちらのくるみクラブを希望して、そちらに行きたいということを聞いております。もちろ

ん、放課後デイサービスのこともご存知だったかと思いますけども、くるみクラブに行き

たいということでございましたので、こちらは子どもさんとか保護者の希望も聞いて受け

られたというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員 

○２番（佐野安春君） やはり、４月から新学期ですので、やっぱり保護者の希望によ

って選択ができるということであれば、新しく予想される障害者の方の入学は、事前にど

ちらを選択されるのかとかいった確認も早目にしておかないと、現場としてはかなり混乱

するというか、全体の子どもさんに影響を与えるんじゃないかと思いますが、いかがです

か。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） 今度は新入学生、小学１年生になられる方については、保

育園からも一応情報のほうは聞いております。そういった発達障害を持つ子どもさんたち

につきましては、保健福祉センターの保健師と協力しながら、そういったことについても、

選択できるサービスを紹介していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 今の質問の中でちょっと、いわゆる障害児の学童保育のことで、

あゆっこクラブというのがあって、そこになんか例年、200万円から300万円予算を組んで

おられたというふうにしておりますけども、今回、あゆっこクラブにいろいろあったので、

その後どういう方向で行くのか、それと、そういった障害児を持つ保護者の方々のために

ついては、どういった手立てをしようと考えておられるのか、町の考えを聞かせてくださ

い。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、今、日中一時支援事業として行っておられるあ

ゆっこクラブにつきましては、代表者の方がお亡くなりになられて、今年度いっぱいで閉

鎖するというような状況の話は聞いております。その障害を持たれる子どもさん方の小学

生の放課後の預かりとかいうサービスについては、先ほども申しました放課後デイサービ

スというような制度がございますけども、残念ながら今、甲佐町にそういったサービスを

するような施設がございません。これは、民間事業者も参入できるようなサービスでござ

いますけども、一応話には、ＮＰＯ法人の方からちょっと、29年度に甲佐町で放課後デイ

を立ち上げたいというような話も聞いております。そのような状況も踏まえまして、これ

から障害児の福祉計画あたりも町が策定していく必要がございますけども、その調査の中

でそういったサービス、町にとって必要なサービスあたりもちょっと計画していきたいと
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いうふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 本田議員。 

○11番（本田 新君） わかりました。 

 確かに、指導者の方が亡くなられて、あそこの家を提供されて指導者の方が、特に特別

支援学校の保護者の方、あるいは学校からそのままそこに連れてこられてやっておられま

した。そこに町が200万円か300万円ぐらいの予算をつけて、その支援をしていました。と

なると、その後、じゃあ保護者の方はそういった希望はどうなんですかね。そういった調

査をしておられますか、保護者の方の希望を受け入れるとか、どういう考えを聞いていか

れるとか、そういったのはどんな意見が出ておりますか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） あゆっこクラブにつきましては、総会のほうが地震で流れ

て、たしか秋ぐらいにあったかと思いますけども、総会には私は出席いたしました。その

ような状況を踏まえて、できればあゆっこクラブを存続していってほしいというようなこ

とで、その当時は言われてて、子どもさんも遠方ですけどもいらっしゃって、１年間だけ

はということでされておりましたけども、その後の話は、そういった放課後デイとか、そ

ういった施設が、サービスがどこかできないですかねというような要望は、私は受けてお

ります。 

 今のところ、町にはございませんので、近隣町のそういったサービスを受けるしか、今

のところその状況の解決はないのかなというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 本田議員。 

○11番（本田 新君） すいません、何度も申し訳ない。今のところそういったことで、

推移で行くんだろうというふうに思いますけど、でも、課長先ほど、ＮＰＯの方が立ち上

げたらというような話がありましたけども、もしもそのＮＰＯの方が立ち上げて、従来の

ような活動あゆっ子というような、指導者の方がやられているような活動をしようという

場合には、町はその支援体制はできるのかどうなのか、それはどういうふうに考えておら

れるんでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それについては、障害福祉のほうで日中一時支援事業とか

放課後デイとかいうサービスの中に則って支援をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ６番、西坂議員 

○６番（西坂和洋君） 私は、予算書の51ページ、障害者福祉のことでお尋ねいたしま

す。 
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 住宅改造助成費、これはどういった改造に使われるのですか。多分、バリアフリー化と

かそういったところに使われると思いますが。 

○議長（緒方哲哉君） 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） それでは、障害者福祉費の中の住宅改造費63万円のそうい

った住宅改造をどういった形でされるかというようなご質問でございますけども、これに

ついては議員おっしゃるとおり、バリアフリーという形ではございますけども、例えばお

風呂の中とか脱衣場、着脱するときに障害者の方がちょっと不自由とか、その家の中でち

ょっと不自由なところに手すりをつけましたり、そういった住宅の壁とかいうところに簡

単な手すりとかいうのをつけていくと。それで、日常の生活をしやすくするというような

目的の事業でございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員 

○２番（佐野安春君） 予算書のほうの49ページ、社会福祉費の５、地域改善対策費の

負担金、補助金なんですが、ここにある人権啓発活動補助金を説明ください。 

○議長（緒方哲哉君） 町民センター所長。 

○町民センター所長（中林健次君） これにつきましては、地域改善に関する特措法が

平成14年３月に失効しておりますが、一般対策に移行して平成12年12月制定・施行の人権

教育及び人権啓発の推進に関する法律が現在も継続をされておるところであります。この

法律は、人権の擁護に資することを目的に、人権教育及び人権啓発の推進を図るため制定

されております。その遂行は、行政の責務であるというふうに考えております。 

 また、人権啓発活動補助金に関しましては、この法律ほか関連しております甲佐町人権

のまちづくりに関する条例、甲佐町人権教育啓発基本計画に基づき交付を設定しておると

ころでございます。このほとんどが会員の方々の同和問題を初め、あらゆる人権問題解決

のための取り組みというふうに思っております。 

 それから、昨年12月に部落差別の解消の推進に関する法律というのが施行されておりま

すが、この目的の中にも部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを

目的とするというふうになっておりますので、ご理解のほどをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員 

○２番（佐野安春君） 説明ありがたいんですけども、具体的に350万円は何に使われて

いるのかちょっと説明ください。今のところなかったような気がします。 

○議長（緒方哲哉君） 町民センター所長、もう少しマイクに近づいて説明をお願いし

ます。 

○町民センター所長（中林健次君） 各団体で、研修会あたりに参加をされております。

研修会が主になります。この研修会につきましては、補助金だけじゃなくて自分たちも参

加費用を払いながら、自己負担をされているところでございます。 

 以上です。 
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○議長（緒方哲哉君） 佐野議員 

○２番（佐野安春君） 昨年度もこの件に関しては質問をしたかというふうに思います

が、運動団体への補助金ではないですか、違いますか。 

○議長（緒方哲哉君） 町民センター所長。 

○町民センター所長（中林健次君） 一応、運動団体に対する補助ということになって

いるところではございます。 

 以上です。 

○２番（佐野安春君） もうひとつ明確に言ってください。運動団体は運動団体で、ど

の運動団体に幾らということを。 

○議長（緒方哲哉君） 町民センター所長。 

○町民センター所長（中林健次君） 部落解放同盟甲佐支部に175万円、全日本同和会甲

佐支部に175万円ということで支出を予定しているところでございます。 

 以上です。 

○２番（佐野安春君） わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしということでございますので、次に移ります前にしば

らく休憩をいたします。 

────────────── 

休憩 午前11時08分 

再開 午前11時20分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、款４の衛生費について質疑を行います。 

 款４の衛生費について質疑を行います。54ページの下段から60ページまでです。 

 質疑をお願いいたします。何か質疑ございませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 説明資料からでありますが、24ページの公衆浴場確保対策事業

ということで、福祉センター内のシャワー室の利用の状況があります。現在、シャワー室

の利用状況はどうなっているのか。新しく始まったシャワー室については、町民からの意

見はないのか、そういったところでご説明をお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 総合保健福祉センター所長。 

○総合保健福祉センター所長（井上美穂君） お答えいたします。 

 今年度12月からシャワー室ができまして、そちらの利用があっておりますけれども、こ

ちらはお風呂がない方への支援でございまして、現在、登録者が11名で、利用が毎日3.3

人ほどの利用がありまして、12月から２月までの延べ利用者が176名でございます。この

中で要望といたしまして、夏場にかけて３日連休があるというときに、その中日をシャワ
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ー室を開いてもらいたいとの要望あっております。こちらにつきましては、今、課内で検

討中でございます。 

 以上でございます。 

○２番（佐野安春君） わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 説明資料の26ページに熊本中央の一般廃棄物の施設の負担金、

12億6,500万円。事業費。これは間違いでしょう。間違いですよね。1,265万円ですよね。

わかりました。 

 それと、そこでこの中央広域のことで町長が会長をしておられるということで、私もそ

の会議に参加しております。29年度、来年度でこの６町村の衛生施設のどこにつくるかと

いうのが決まるというふうなことになっているかと思いますが、その点。甲佐町では、そ

れは何か選定委員会をつくっていく、町の代表を出すというようなことになっていると思

いますけども、甲佐町からどなたを代表として出そうと考えておられるのか、今わかって

いるならばそれを明らかにしてもらいたいし、せっかくの機会ですから、この中央広域の

協議会が今どのように推移しているのかも含めて、ご説明を願いたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 議員おっしゃるとおり、今年度の一番大きなところは、候補地

の選定というような作業になろうかと思います。それで、まず選定の委員会を設けなくち

ゃなりません。おっしゃるとおり、行政側からの代表１人と、それから町民代表として１

人を選出して、事務局のほうに報告するようになっております。 

 どういった立場の方を出そうかなということで、今思案しているところでありますけれ

ども、できれば郡内の各町村、どういった方を出すのか統一できるんであれば、同じ立場

の人を出したほうがいいのではないかなというようなことは考えているところであります。 

 まだ、最終的に誰をということまでは、まだ結論は出ておりません。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 資料からいくと、指定管理業務委託料、総額980万8,000円か、

その中で指定管理、いよいよ４月１日から町民の健康増進を目的にフィットネスセンター、

そういうやつが開始されるわけでございます。その前段として、１月ぐらいからだったか

な、今、その前段を取り組んでおられる中で、利用状況あたりが、また利用される方の反

応。それと、28年度中にほとんど備品はそろえてあるものの、あの備品で万全か、その点

含めてお尋ねしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 総合保健福祉センター所長。 

○総合保健福祉センター所長（井上美穂君） お答えいたします。 

 現在の利用状況につきましては、トレーニング室、運動教室とか筋トレ機器を使った運

動、こちらのほうが月平均417名の利用があっております。また、休憩室で水曜と金曜に

開催しております子育てサロンにつきましては、保護者及び子どもさんの利用といたしま
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して、月平均60人の参加があっております。こちらは、始めました昨年10月から２月にか

けまして倍ふえております。 

 また、備品につきましては、28年度、今年度そろえます機器・備品につきましては、筋

トレ機器が３台、それからロッカー、テレビ、ラジカセ等を今年度中に買いますので、来

年度は必要ないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、いよいよ４月１日からスタートして、これに

書いてありますとおり、町内商店の売り上げ向上を図りますというようなことで、前段と

しても取り組まれました。その実績あたりも少しは出ておるわけですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 総合保健福祉センター所長。 

○総合保健福祉センター所長（井上美穂君） お答えいたします。 

 モデル事業に引き続きポイント制をとっておりました。50ポイントとたまると1,000円

のお買物券というきことで、皆さん利用なさっております。現在まだ何名、そのカードが

50ポイントたまったかは定かではございません。まだ連絡、その点はありませんけれども、

30ポイント以上、今年度お使いいただいた方には、それを1,000円の商品券とするという

ことで計画をしておりますので、まだ３月が終わりましたらその数が出てくるものと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、鮎縁、だから意外と利用される方が甲佐、宮

内地区、龍野地区の一部というような捉え方を私しております。そういうことで、乙女、

白旗あたりの方にもぜひやっぱり利用していただきたいというようなもとで、最終的には

やっぱり送迎体制あたりを整えんと、利用者増にはつながらんというような思いを持って

おるわけですけど、その点いかがですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 総合保健福祉センター所長。 

○総合保健福祉センター所長（井上美穂君） お答えいたします。 

 この事業の周知に当たりまして、糸田のほうの老人会にも行かせていただきました。そ

の上で周知いたしましたけれども、やはり問題は送迎。送迎があったら参加するという方

が非常に多かったと思っております。この点につきましては、また今後ちょっと検討させ

ていただきたいと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） そういうことで、担当所長の答弁はそこまでしかできんと思う

わけですよね。町長、私も鮎縁の湯の廃止については賛成した立場でございます。そうい

うことで、やはり町民の健康増進、これを達成するためには、５地区からやっぱり寄って

いただいて、目的達成をしなければ、鮎縁の湯を廃止した意味もないというような思いも
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ありますので、ぜひそういうやっぱり送迎体制。確かに、鮎縁の所長以下、保健師の方々、

いろいろな方が各地域に出ていって、利用してくださいというようなお願いもかなりされ

おる状況の中で、最終的には遠距離の人はやっぱり利用はできないというのが本音ではな

いと思いますので、その点も含めて今後取り組んでいただきたいというような要望で、何

か答弁ができたら。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 鮎縁の浴室を改修して、本格的に今年度から健康づくりという

ことで取り組みをいたします。開校式にも私、参加してお話をしたいと思いますけれども、

私もぜひ大いに利用しながら、自らＰＲを図っていきたいという思いでおります。そうい

うふうな中において、送迎の話も出ましたけれども、これまでの利用状況、それから担当

のほうでもいろいろの町民の方々からの声も聞いているというようなお話もされましたの

で、ちょっとその辺も再度確認をしながら、どういった方向でいけば利用者が上がるのか

については、検討を重ねたいということでございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ２番、佐野議員 

○２番（佐野安春君） 説明資料から質問いたします。 

 22ページの簡易水道組合等対策事業で、小鹿地区の送水管移設修理というのがあります。

これの説明と、簡易水道の状況について説明をお願いしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） では、まず小鹿地区の水道施設の状況から説明させて

いただきます。 

 昨年の豪雨災害により、小鹿地区の水道施設では水源の取水口部分が流出した状態にご

ざいます。これにつきましては、今月中に改修工事を水道係と地区の人とで行う予定とし

ております。新年度の送水管移設修理という予算につきましては、現在の取水口をもう少

しいい場所に変更するための予算として計上させていただいております。今月、改修は仮

改修ということで、もっとよくなるような場所を見つけまして、移設するための費用です。 

 その他の宮内地区の水道の状況でございますが、まず、本坂谷の水道施設が、水源が二

つあるうちの一つが土石流で流出しておりまして、復活させるように今、工事の方法等を

検討している状況です。何とか水は足りているというところです。 

 あと、打出・川平につきましては、土砂崩れや土石流で２カ所送水管が流出しましたが、

今、仮設管で給水が行われています。谷内でも大規模な災害で管路が流出しましたが、こ

ちらも仮設で現在は給水できております。 

 あと、西原でしばらく水源が濁るという状況が続いておりましたが、原因がわかりませ

んし、現在は解消しているので、様子を見ながら調査していきたいという状況です。 

 あと、広瀬・本村が水源からの管路がほとんどだめになりましたので、打出・川平の配

水タンクにポンプを入れまして、そこから給水を行っているという状況です。 
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 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員 

○２番（佐野安春君） 説明ありがとうございます。 

 豪雨災害からかなり日にちがたっております。やはり、今言われた宮内全域が大変な被

害の状況のままで、完全に修復がまだできていないようなところがあるかというふうに思

います。やはり、住んでいる方にとっては水は第一といいますか、重要なものでございま

すので、時間をできるだけかけない対策があればやっていただきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 説明資料の22ページと23ページで、合併浄化槽の補助金と太陽

光発電システム設置補助金が載っておりますけれども、浄化槽については災害分というこ

とで73基ほど余分に見られているのかなと思いますが、太陽光に関してはこの20棟で大丈

夫ですか。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） お答えいたします。 

 太陽光につきましてですが、年々設置件数が減っている状況で、予算規模としましても

少しずつ減らしてきておりまして、今年度が15基には届かないという状況ですので、災害

で建て替えが進むということを少し考えまして、20基ということで予算立てさせていただ

いております。補助金の額でございますが１キロワット当たり、これまで３万円補助して

おりましたが、郡内の町村がほとんど２万円の補助ということで合わせさせていただいて

おります 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 款４の環境衛生費について質疑を行っております。54ページから60ページまでです。 

 ありませんね。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、款５の農林水産業費及び款６の商工費について質疑を行

います。 

 款５の農林水産業費及び款６の商工費についての質疑を行います。61ページから70ペ

ージ中段まで質疑をお願いいたします。 

 61ページから70ページ中段まで質疑を行います。 

 質疑をお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 63ページの節の19、負担金のところで農業祭負担金というの出

ていますけど、これは昨年と同じ金額ですかね、まずそこから教えて。 
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○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 金額については、昨年と同額となっております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） ではもう一つ、これは以前も聞いたことあるけど、初期の農業

祭の目的というかな、どういうところを目指してこういうことをし始めたのかという、そ

れがあると思うけど、どういうことだったんですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 農業祭の目的につきましては、９月議会か12月議会で

同じご質問がありまして、もともと農業祭を行う目的ということでは、農業者の方の生産

の喜び、また次年度の農業へ向けての活力を養いますとか、品評会等も行いますので、品

評会の結果を受けて来年はまた頑張るぞというような祭典というようなことで考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 以前言ったように、もう少し農業祭自体考える時期じゃないか

というようなことをこの席から言ったと思いますけど、そういう意味で予算は去年と一緒

ということでございますが、何か新しく考えておられるのか、それとも例年どおりやられ

るのか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 農業祭の内容はどうなるのかというようなご質問でご

ざいますが、まず、現在議員各位ご存知のとおり、農業祭、商工祭、文化祭、合わせて産

業文化祭という形で行っております。この形態はそのまま実施をしたいというふうに考え

ておりますが、その中で現在、農業祭の中では農作物、収穫したものを出していただいて、

品評会というような形で行っておりますが、出品点数も毎年減少してくるというような状

況の中で、昨年は出品点数が極端に少ない場合には、例年１位から３位まで賞状等を渡し

ておりましたが、出品点数によって２位まで表彰するとかということで、昨年は対応をし

たところです。 

 本年の農業祭につきましては、まだ事務局で話している段階ではございますが、農作物

の品評会のみならず、それも行いますけども、農業経営に頑張っておられる方、また新規

就農者で頑張っておられる方、成果を出されている方、そういう方たちもある程度基準を

つくった上で農業祭の中で表彰を行うならばということで考えているところです。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 考えておられるんであれば、ぜひそういう形にしていただきた

いなという思いです。 

 それと、やっぱり農政課というふうになりましたので、その辺のこともあるので、ぜひ
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その辺はしっかり担当と事務局のほうで考えてやっていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 予算書の63ページの中間どころの中山間地域直接支払制度のこ

とでお尋ねします。 

 現在、中山間地、私たちの部落でも行っておりますが、これはあと２年か３年だったと

思いますが、その後の中山間地域の計画はわかりますか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 議員からありましたとおり、中山間地域と直接支払い

制度につきましては、現在、第４期対策ということで平成27年度から平成31年度までを計

画期間ということですので、あと３年間ということになります。あと３年ありますので、

その後どうするというような情報は入ってきておりません。もともとの中山間地域直接支

払いの制度の趣旨等を考えますと、名称は変わっても何らかの制度は残っていくのではな

いかというような予想は立てておりますけども、そこら辺の説明はまだ国・県等からあっ

ておりませんので、今の時点では未確定と。31年度まではありますが、その後については

未確定というような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員 

○６番（西坂和洋君） この制度は、私たち中山間地域におる者としては、大変助かる

事業であって、今後ともまた新しい方策が出れば、住民たちはもうほとんど70歳に近い者

ばかりですが、年寄りは年寄りなりに知恵を働かして中山間地域を利用したいと思います

ので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） ７番。 

○７番（宮川安明君） 64ページのこれは負担金ですけども、集落営農組織育成助成金、

金額についてどうこうじゃございません。集落営農ございますが、法人化になっておりま

して、集落営農というのは当然、法人に移行するんだというようなことで町も進めており

ます。そういう中で、どうしても事情があって法人に移行できないというところがある場

合、法人に移行して、私の知ってるところでは、今、錦郷川さんが既に１件は営農組織を

解散されたということは存じています。あとまだ残っているわけでございますが、その辺

の町としての考え方をお聞かせ願えませんでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） ただいまの集落営農組織と法人化の関係ということで

ございますが、本来、集落営農組織を立ち上げていただきますときに、集落営農組織を立

ち上げた目的としましては、組織があれば加算金がもらえますようというような国の誘導

もあったところでございます。 

 ただ、そのときに集落営農組織については、大体おおよそ５年後をめどに法人化へ移行
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しましょうということで国も考えておりましたし、町のほうも各地域についてはお話をし

てきたところでございます。宮川議員からありましたとおり、錦郷川につきましては、営

農組織と法人と両方あるという時期がありましたが、先日、営農組織につきましては解散

をされまして、錦郷川地区につきましては法人一本化ということになっております。これ

が大体国の思惑の進め方ということになっております。ほかに法人ができておりますとこ

ろがありますが、それらの地区につきましては、まだ営農組織と法人が両方存在するとい

うような形で活動を行われております。 

 冒頭に申し上げましたとおり、営農組織については法人へ移行していただくというよう

な前提で相談をしておりますので、営農組織と法人と組合員が同じとかという条件が整っ

ているところであれば順次解散をして、営農組織が持っておられます機械とかは法人へ移

行するというのはある程度容易にできるのではないかと。ただ、構成員が違ったりとか、

各地域によって事情がありますので、一律に移行してくださいというのはなかなか難しい

というふうには考えておりますが、できるところについては法人化一本化ということで町

のほうは進めたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） わかりました。 

 それと、私がもう一つ、これは関連でお聞きするわけですけども、甲佐町全体が、今集

落営農だったり、今おっしゃったように法人化になったりということで進んでおります。

それはそれでいいんですけども、それじゃあ、そういう組識がないところですね。例えば、

乙女でいいますと船津、麻生原、それから府領、北原は農地ありませんけんね。そういう

ところ、ほかにも甲佐町、白旗にもそういうところがありますし、竜野もあるし、もちろ

ん宮内にもある。そういうところの今後の考え方です。国から、結局そういう組織がない

と補助金等は出しませんよということを国は言ってるわけですね。 

 ですから、私が考えますには、何か矛盾する点があるんですよね。それじゃあ、そうい

うところにいきなり法人ができるかということなんですよね。なかなかそういうのは、今、

法人経営やっておられるところも一般質問で聞きましたけど、非常に難しいような状況で

すので、そしたら生産組合なり、今言いました営農組合なり、その辺から立ち上げないと

仕方ないのかなという感じが、私自身は個人の考えとしていますけど、その辺、町の担当

の考え方があればお聞かせ願えませんか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） ただいまのご質問の中でもありましたとおり、現在、

組織がないところに一足飛びに法人をつくるというのは、地元としても受け入れが難しい

部分もあるだろうと思いますし、町としてもそこまで求めるのはちょっと厳しいのかなと

いうふうに考えております。各地域で、人・農地プラン、地元で農業をされている方たち

にお集りいただきまして、人・農地プランの検討会議というのを各地域で行っております。

その中で私が出ましたところの例でいきますと、そこは営農組織もない、当然、法人もな



- 164 - 

い地域でしたが、自分たちの地区についてはやっぱり５年先、10年先については、誰が農

業をやってもらえるのか、農地はどぎゃんなっとうだろうかというようなご意見が出てお

ります。その地区だけの面積ですと、営農組合つくっても当然法人をつくるような面積も

地元にはないと。たまたま、隣の地区に営農組織がありますので、それはもう同じ地域で

したので、隣の地域とも連携をとった上で検討していかないといけないんじゃないでしょ

かねという話は出ております。 

 また、例で出ておりました麻生原ですけども、麻生原につきましても営農組織でするよ

うな面積が、水田につきましては麻生原についてはないのかなと。あそこにつきましては、

酪農家で認定農業者の方もおられますので、そういう地区地区条件が違いますので、例え

ば麻生原であれば、認定農業者の方が極端な話、一手に引き受けて、麻生原地区の農地に

ついては経営をされるとか、それも一気にというのはなかなかそれぞれ人間関係とか地域

的なもの、いろいろ事情がありますのでできませんが、その地域地域に応じた経営が農地

の保全、また農業経営が継続できるような方策を地域ごとに検討する必要があるというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） 確かに、そこそこのやっぱり地域の事情がございますので、今、

課長おっしゃったように、認定農業者さんだったり、例えば今言いました営農組合が隣と

吸収という言い方、加入していただいてそこをカバーするというようなやり方が今できる

最善の方法じゃないかというふうに私も考えております。 

 そういうことで、ぜひそういう考えでやっていただきたいということをお願いいたしま

す。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員 

○２番（佐野安春君） 説明資料31ページの事業名、青年就農給付金のことでお尋ねを

いたします。この説明の中にある内訳をご説明いただいてよろしいでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 青年就農給付金の内訳の説明ということで、150万円が

７名、75万円が４名、225万円が一組という形で書いております。青年就農給付金につき

ましては、年額150万円の定額でございます。75万円といいますのは、認定から５年間給

付があるんですが、上期で終了される方は半分の75万円と、新たに認定されます方も年度

当初で認定を受ければ150万円ですが、下半期から対応ということになると75万円という

ことになります。 

 それと、225万円といいますのは、夫婦型といいまして、ご夫婦で認定を受けられて新

規就農される場合には、１人分の150万円にもうお一人の分は半分ですね、75万円、1.5倍

ということで225万円ということになります。 

 以上でございます。 
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○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ありがとうございます。 

 予算でありますので、この見込み的なものはどうなんでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 人数についてですが、まず一番下の225万円については、

本年度認定を受けられました方ですので、まだ29年度については２年目ということで継続

でございます。 

 それと、150万円につきましては、現在28年度におきまして認定者が10名と。10名のう

ち一組でありますので、個人で９名ですが、この９名の方につきましては28年度でお一人

終了となります。それと、あと８名と一組はもう確定をしているところなんですが、新規

就農の、宮川議員の一般質問のときもあったと思いますが、御船に在住の方で甲佐で新規

就農を行いたいというご相談等もあっとります。それと、これは歳出にかかる部分ですの

で、相談のあっていない部分についても若干予算的には上乗せをさせていただいて予算要

求をしているというようなところでございます。 

 以上です。 

○２番（佐野安春君） わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） ３点お聞きしたいと思いますけども、３点といいますのは、ま

ず先ほど宮川議員も質問されてましたけども、地域営農の法人化という部分の組織の部分、

まず法人化したその目的を聞きたいと思っております。法人化とは別に、残りの２点聞き

たい部分が、震災復旧緊急対策経営対策支援事業、これの今後どういうスケジュールで、

多分、申し込み自体は終わっていると思うんですよね。これから支払いに移っていくと思

いますので、今後のスケジュール。 

 それと、有害鳥獣補助事業のこれに新たに28年度に川鵜対策として、河川に入って対処

しますよというような話でしたけれども、震災がありましてそれができなかったというこ

とで、これはいつごろから始めて、どのくらいされるのか。 

 まず、１点目の法人の設立目的を教えていただきたい。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） まず、法人化の目的ということでございますが、これ

までの各農家がそれぞれに農業経営を行うということですと、非常に脆弱な経営体質と。

経営基盤を固めた上で収益の上がる組織を育成する必要があると。そのためには、法人化

をして、その取りかかりとしては営農組織等もありましたけれども、最終的に法人化して

責任を持った経営戦略を持っていただきたいというようなことが根底にあるというふうに

考えます。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） そういうことで、今そういう目的があって法人化７組織ですか、
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新たにされていると思うんですけど、設立当初からいろいろ聞くのもあれかなと思って我

慢しておりましたけど、１年たっておとといの一般質問の中で、宮川議員の中で質問され

てましたけども、１年間実績を見ると厳しいのかなというような状況を把握したところで

ございます。 

 その中で、３年間は補助、組織運営に関してはありますけれども、それが今後３年過ぎ

たら経営自体も成り立たないような状況が今のところで聞いておりますと、考えられるの

ではないかなと。そのあたりも収益が上がるために、新しい作物をつくるとかいろいろあ

ると思うんですけれども、行政の指導だけではなくてＪＡあたりとも連携して、来年度、

29年度少しでも実績が上がるよう努力していただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 法人の経営につきましては、議員からありましたとお

り、先日もお答えしましたが、現在の経営状況は非常に、集積はしたものの経営状況とし

ては思惑どおりの経営状況ではないというふうに感じております。 

 集積を行っておりますので、作物についてはある程度法人さんのほうで誘導はできるの

ではないかなと。現時点で一番法人さんに収益が上がるとなると、やはり大豆の団地化を

していただくというのが一番、現在の作物については即効性があるのかなと。ただし、交

付金頼みの運営というのは、法人の運営としても望ましくないものでございますので、当

然、甲佐の特色を生かした農作物の生産を行う。また、ブランド化を行った上で、それを

法人として経営方針として取り組んでいただいて、収益を上げていただくというような方

向性は示さなければならないだろうと。それにつきましては、当然町もですが、ＪＡかみ

ましき、また県の普及振興課等もありますので、連携をとりながら作物等の選定について

は行っていきたいというふうに考えております。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） そういうことで、ＪＡもそうですけれども、営農、甲佐の地域

を生かした作物を将来的に考えるならば、ろくじ館等を通して一括で商品を購入して、販

売ルートを確保すると、そういった町総ぐるみで組織を盛り上げていくというような考え

方もできるのではないかと思いますので、３年間はそういう補助等がありますけれども、

その後の組織運営が盤石になるように研究していただきたいと思います。それが、地域の

担い手不足、農業で収益が上がるというような状況をつくり出せば、そういった担い手不

足等も解消するかと思いますので、よろしくお願いします。 

 震災復旧対策等、有害鳥獣の件をお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 震災対策、９割補助の分のご質問でございますが、こ

れまで３回に分けて申し込みの受け付けを行っております。当初、県のほうから連絡があ

っておりましたスケジュールから、かなり遅れております。１回目につきましては、交付

決定を出しているところもありますが、２回目に申し込みをされた方については、２月ぐ

らいにということで県のほうから示されておりましたので、町のほうも２月ぐらいには決
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定通知が出せるんじゃないでしょうかねということで説明をしていたところですが、正式

に２月と２回目の、２月分といいますのが先週ぐらいだったですかね、県のほうから決定

通知が来ておりますので、これから各農家の皆様へは町からの決定通知を差し上げるとい

うことで、スケジュール的にはかなり遅れているというのが現状でございます。 

 それと、有害鳥獣の川鵜の件ですけども、これにつきましては緑川漁協さんのほうで、

川の中に案山子を立てて、効果も出ているというような状況もあります。町としましても、

これは荒田議員のほうがご存知でございますが、川鵜は大量に魚を食べるというようなこ

とで、甲佐町の観光の一つとして鮎というのを掲げておりますが、鮎の生息にもかなりの

影響を与えるということで、川鵜対策につきましては町だけではなくて緑川漁協さんと連

携をとりながら、対策の方法、また実施等を行っていければということで考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 私も２点ほど質問したいと思っておりました。実は、災害の地

震でやられた災害に遭ってる農地のいわゆる自立復旧、自立再建について、新年度も甲佐

町はどのように考えていかれるのか、それについてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 農家の自力復旧につきましては、すいません、本田議

員さん一般質問の日にご欠席だったんで、一般質問の中でも出たところではございます。 

 いいです、すいません。出たんですが、40万円未満の災害については、国の災害にかか

らないということで、その分については県の復興基金の中で最高20万円、または事業費の

２分の１、どちらか低いほうが事業対象になるという復旧ができることとなっております。

この分につきまして、まだ当初予算におきましては、予算のお願いをしておりませんが、

かなり芝原ですとか、その他の地区におきましても自力復旧されておられます農地があり

ますので、事業費の調査を行いまして、申し訳ありませんが、また６月の補正のときにこ

の基金事業を活用した自力復旧の分についてはお願いをしたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（緒方哲哉君） 本田議員。 

○11番（本田 新君） ６月議会でもいいんでしょうけども、農家はそれまでに田植え

の準備があるから、その前にそういったいろんなことを手だてをしたいというふうに思わ

れているんですね。じゃあ、事前着工はいいのか悪いのか、その点についてじゃあ。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 当然、田植え前にしないと、田植えには間に合わない

というようなこともあります。また、28年中、もう芝原等につきましては客土をされて、

整地等をされているということで、この自力復旧につきましては、事前着工分についても

対象にしますという制度となっておりますので、自力復旧をされますときに被災状況の写

真、作業中と作業が終わった後の写真、それと必要経費が、何が幾らかかったかというよ
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うなものをとっておいていただければ、後でも申請はできるという制度となっております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 本田議員。 

○11番（本田 新君） もう一点、ちょっとお昼にかかりますけども、また私、以前か

ら思ったことを一つさせて。鳥獣害駆除でイノシシ等とかいろいろ捕獲いたします。そう

いったものを町おこしに生かせないだろうかと私は思ってる。いわゆるジビエ料理です。

いわゆる、私がちょっと考えているのは、我が町のイノシシとニラとかあわせて、餃子だ

とか何かそういったこととか、何かそういったことをほかの地域でもいろいろやっておら

れると思うんですよね。我が町は、なかなかそこがいかんけん、どれくらいイノシシをど

のくらい頭数を毎年とっておるのか知らんけども、そういったことにもっと積極的に行っ

たらどうなのかなと、私は思いがあって、長年思っているんですけども、どうなんでしょ

うかね。ジビエ料理、そういったことに手を挙げられようという我が町の料理屋さんとか

はおられないのかどうなのか。そういったのが何か調査しておられるなら、ちょっとお聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） それでは、まず近年のイノシシに限って捕獲頭数のほ

うをご説明申し上げたいと思います。23年度が56頭、24年度が29頭、25年度に増えまして

60頭、26年度60頭、27年度につきましてはさらに増えまして110頭、28年度分はちょっと

手持ちでございませんので申しわけありませんが、27年度でも110頭とれていると。 

 先日、農業委員会の会議で山都の課長さんとちょうどイノシシの話が出まして、山都町

では年間5,000頭とれるということを聞いております。ジビエ料理、確かに各地域で行わ

れておりますが、銃殺等になりますけども、捕獲した後の処理がたしか１時間以内に解体

処理まで全て終わらないと、商品とはならないというふうに聞いております。地域によっ

ては、移動の解体車、コンテナを改造したやつ、これ試験的にやられているところもあり

ますが、先ほど例で挙げました山都町みたいにある程度何千頭の規模でとれるところでな

いと、ジビエ料理の材料として出すのにはなかなか定期的に出すというのは難しいのかな

と。本町の100頭もかなり多いんですけども、これを商品化して売って出すというのは、

若干厳しいところがあるのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） すみません、ちょっと時間がたったけど、ちょっと確認という

か、自力復旧でする場合、私、一般質問で、いろいろと途中だったんですけど、どうして

も機械が要るというような状況が出てくると思うんですよね。なかなか高額の機械に当た

っては1,000万円から超えるような機械、ＷＣＳの収穫機、課長はご存知、パンフレット

を見られたと思います。 

 推進協議会、正式には何だっけ、ＷＣＳの会議に私も出ましたけど、あの場でも、そう
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いうのがあったらいいなというようなことを、委員さん、ぜひ町のほうでも協力していた

だけんかというような意見も出てます。 

 ただ、今申しましたように、1,000万円超える機械でございますので、仮に町が見ても、

あとは誰が、残りを誰がやるか、支払いをするのかということが、まだ、その段階では煮

詰まっておりませんでしたので何とも言われんですけども、そういうことで補正といいま

すかね、そういう形で、もし、そういうことができるんであればですよ、残りの部分をち

ゃんと、何ですか、稲作部会、ＷＣＳの協議会でもつから、あとは町でちょっと助成して

いただけませんかというような話が出た場合は、やはり考えておかなければいけない問題

じゃないかなというふうに思いますけども、こら課長じゃ無理かな。 

 そういう場合は、やはり補正で対応していただきたいと思うんですけども、町長、そこ

は町長、答えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） その話は、以前の議会の中でも、多分、宮川議員のほうからお

尋ねになられて、内部でも検討してみましょうというようなお話はしておりますので、そ

の基本的な考え方については、変わっておりません。 

 ただ、その使い道というかな、あとの管理の問題とか活用方法とかですね、そういった

ことをやっぱり研究していく必要があるんじゃないかというふうな思いは感じております

ので、今後、担当課のほうとも、ちょっと更に協議を詰めながらですね、どうするかとい

うことについては、検討を更に加えたいというふうに思います。以上です。 

○７番（宮川安明君） はい、ありがとうございました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにございませんか。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） どうもすみません。 

 先ほどですね、２番議員が青年就農給付金、これですね、まず１点は、どういう作物を

つくられておられるのかと、それと１年目、２年目、３年目と、その経過はどのようにな

っているのか。その２点でございます。すみません。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 新規就農者の経営内容は、どんなものをつくられてお

るのかということでございますが、それぞれ違っておりますが、ニラ単作であったり、ニ

ラと水稲、また、畜産での方、それと花卉、花のほうの花卉ですね、花と水稲というよう

な経営の方が多うございます。 

 経営状況はということでございますが、これも以前の議会の中でも出ておりますが、本

来、青年農業者給付金は５年間出ますが、５年目までのつなぎといいますか、５年後には

一本立ちして経営をしていただきたいと、もう農業収入で生活をしていただきたいと、所

得も上げていただきたいというような思いのものでございます。 

 なかなか、中間年度での指導というのが、これまで、現地等の視察は行っておりますけ

ども、これも一般質問の中であったかと思いますが、来年度以降については３年目に中間
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の評価を行いなさい。また、ＪＡ、金融機関、県、町等のサポート体制を固めた上で指導、

助言は行いなさいというような制度になりますので、これまで新規就農、継続で受けられ

る方もおられますけども、その体制を確立した上で、これまでの新規就農の方、また今後、

認定を受けられます方については、サポート体制のほうを強化していきたいというふうに

考えております。 

 それぞれの農家の新規就農の方が、給付金が切れた後に、できる、できないというのは、

やっぱりちょっと個人さんで差がありますので、一概にはちょっと言えないところではご

ざいます。以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 昼食のため休憩します。 

────────────── 

休憩 午後０時16分 

再開 午後１時20分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑を行っておりますが、次に、款７の土木費について、質疑を行います。 

 款７の土木費についての質疑を行います。 

 70ページの中段から76ページ中段までについて、質疑をお願いします。 

 土木費の70ページ中段から76ページ中段までについての質疑をお願いします。 

 70ページから76ページです。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） この予算には関係ありませんけども、県道のことで聞いてもよ

ろしいでしょうか。稲生野甲佐線のことで。 

○議長（緒方哲哉君） 災害か何かに関連しとるんですか。災害か何かに関連しとるん

ですか。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 今、竜野川に橋桁が乗って、工事が行われておりますけども、

予定とちょっと今後の進捗が、どのようになっているのか、よろしいでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 竜野川にかかります橋梁の件ですけれども、平成28年度の

予算で、今、上部工が架けられております。 

 恐らく繰り越しをされてですね、夏までには完成すると思いますが、その後につきまし

ては、橋からの城平のほうに向けてですね、道路改良が平成29年度にはですね、改良工事

に入られる計画になっておると聞いております。以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 福田議員。 



- 171 - 

○５番（福田謙二君） ということは、橋を通られるようになるということは、いつご

ろになりますかね。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 上部工が完成しまして、取り付けの工事が完了しますのが、

恐らく、あくまでも、これは計画でございますけども、夏までには終了するということの

予定を聞いておりますので、夏ごろには仮設で通れるというふうに予定をされているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） この75ページの住宅建設費の中の、この公有財産購入費と、そ

の下のビニールハウス云々というのは、私前に質問している、そこのことかどうか聞きた

いんだけど。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 住宅建設費の中の公有財産購入費、それと補償補塡、ビニ

ールハウスの移転補償費でございますが、災害公営住宅と合わせて行う子育て支援住宅に

係る用地費、それと補償費になります。 

○議長（緒方哲哉君） 宮川議員。 

○７番（宮川安明君） この用地買収費は、そしたら両方とも一緒で進められるんです

かね、一緒ですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 事業として、一応三つの事業として行っておりますが、用

地交渉については、全て合わせたところで、今、交渉を行っているところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） すみません。同じところの関連で、また用地買収費の5,300万円

ですかね、ここ面積はどのぐらいですか。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 一応、面積については5,300平米を予定をしております。 

○議長（緒方哲哉君） ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 本来なら最後に聞こうと思っておりましたけれども、ここで用

地買収費が載っておりますので、あわせてお尋ねしたい思いますけれども、当然、不動産

鑑定士の目安という部分で考えるのかなと思いますけれども、そのあたりの参考にされた

価格、教えることが可能であれば、教えていただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 単価については、今、議員おっしゃられたように、不動産

鑑定を行っております。 

 一応、災害公営、それと子育て支援ということで、宅地になるということで、宅地の評

価をまず出しまして、その後、それからですね、今は農地の状態ですから、それに造成費
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等がかかりますので、その分の経費を引いたところで、買収単価ということで、考えてお

ります。 

○議長（緒方哲哉君） 荒田議員。 

○３番（荒田 博君） わかりました。 

 一応、そういうことで、宅地並ということで購入されているということでございますの

で、わかりました。ありがとうございました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 説明資料の中の42ページ、一昨日ですか、月曜日の一般質問の

中で耐震診断の質問のなかでありましたが、ここには一戸13万円と出ていますが、これは

県で決められた１万9,000円だったですか、その金額も、これに含むのですか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 県で決められました、今、１万9,000円とありましたけれど

も、それは耐震診断の簡易診断でありまして、その事業については、県のほうで実施をさ

れますので、この事業費には入ってはおりません。 

 この13万円というのはですね、以前から町が行っておりました耐震診断の詳細診断に対

する予算でございます。以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） この13万円というのは、じゃあ個人負担というのは、これ以上

使った場合は、個人負担もあると思いますが、そこらあたりはどうなっていますか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） この詳細診断にかかわります補助の限度額というのが８万

6,000円で、それから出る分につきましては、個人負担ということになります。８万6,000

円の内訳につきましては、国が２分の１、町が２分の１となっております。以上でござい

ます。 

○６番（西坂和洋君） はい、わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 76ページ、最後のところに液状化のことが書いてあります。 

 それで、さっき説明がありましたとおり、地下水低下工法というんですか、それを採用

されると思いますけれども、これによって、周りの住宅地の飲料水、いわゆる吉田地区に

地下水を利用されてる方もかなりおられる。そのような方に影響が出ないのかどうなのか。 

 それとまた、農業にですね、そういった影響が出ないのだろうか、改めて、もう一度こ

こで確認させていただいて、もしも出た場合は、どうするのかというところで、できれば

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） この液状化対策につきましては、地下水低下工法というこ
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とで、地下水を一定に保ってですね、液状化しないような地盤をつくるということが目的

でございますけれども、地下水を低下させることで、飲料水ですとか、地下水の農業用の

水田とか何かに影響がないかということにつきましてはですね、対策を行った後、いろん

なモニタリング調査あたりもですね、今回の調査の中に入れておりますので、そこでモニ

タリング調査を行ってですね、経過を観察をしていきたいと思っております。以上でござ

います。 

○議長（緒方哲哉君） 本田議員。 

○11番（本田 新君） 確認しとるんじゃないけども、モニタリングをされて、その後、

対処をすると、そこまで町長どうですか。お約束できますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 原因者が負担するというのが原則だろうと思いますので、地下

水低下工法を行った結果、それが原因で飲料水に影響を与えるとか、そういう状況になれ

ば、当然これは町が対処すべき問題だというふうに考えます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 説明資料の43ページです。中間どころの上揚団地の地盤調査委

託料が組んでありますが、これは大体、住宅を建てるのは、大体の年でよろしいですので、

何年ぐらいから住宅を建設しますかをお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 上揚団地の住宅建設の計画でございますけれども、今年度、

平成28年度に現在、実施設計を行っております。 

 計画的にいきますと、平成29年度から建設予定でございましたけれども、今回の熊本地

震あたりの影響がありますので、建設予定はですね、平成30年度から現在のところ計画を

しているところでございます。 

 平成29年度にはですね、山留め等あたりの地盤調査を行っていきたいというふうに考え

ております。以上でございます。 

○６番（西坂和洋君） わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後１時33分 

再開 午後１時34分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 会議を開きます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 今、建設課長のほうから答弁申し上げましたけれども、今回、

熊本地震の影響で、町内の有する町営団地ですね、団地がありますけれども、若干計画の

変更が生じる場合もありますので、一応、設計のほうは終わってますし、また、地盤調査
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は、今年度予算として計上しておりますけれども、施工の工事時期については、若干変更

になる場合もございますので、あらかじめその点は、ご了承いただきたいというふうに思

います。以上です。 

○６番（西坂和洋君） わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 説明資料の中で同じページの一番上に豊内・湯田宅地解体工事

がございますけども、記憶によると、まだいらっしゃるところもありますですよね。その

あたりの説明とか、その辺は大丈夫ですか。 

○議長（緒方哲哉君） 建設課長。 

○建設課長（志戸岡弘君） 豊内団地・湯田団地の解体工事を予定しておりますけれど

も、豊内団地につきましては、もう誰も住んでいる方はいらっしゃいませんので、あと湯

田団地のほうにですね、あと３人の方が住まれておりますけれども、現在、移転のほうを

促している状況でございます。また移転ついても、移転されるよう、今後も説得をしてい

きたいと考えております。以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に、76ページ中段から79ページまでに質疑をお願いします。 

 款８の消防費について、款８の消防費について76ページ中段から79ページ中段までの質

疑をお願いします。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） ちょっと確認ですけども、この77ページの19の負担金及び補助

金のところの分団運営交付金というのがありますが、この説明資料について、この説明資

料で９分団に対する運営交付金というふうに書いてあるけど、これは４分団にすると、そ

ういうことじゃないか、それだけ。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 今度４月から８分団、役場分団９分団になりますけど、そ

れを４分団と役場分団１分団ということに編成する予定としておりますけれども、予算編

成の時期がですね、ちょっと最終的な決定の前に行ったものですから、現在の状況で予算

編成をさせていただいているところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに、消防費について質疑ありませんか。 

 ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） この同じ77ページの一番下、備品購入のところの小型ポンプ積

載車、これはどこの分ですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 今回、当初予算は計上させていただいておるところでござ



- 175 - 

いますけども、同じ、大体、古い年数のポンプ車、積載車のほうがございますので、最終

的に今後、決定して、どれを更新させていただくかは、今後、決定させていただくならと

いうふうに思っているところでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ７番、宮川議員。 

○７番（宮川安明君） はい、わかりました。 

 その決定に当たってはですよ、地元の消防団の方とか、地元の区長さんとか、その辺の

話し合いをきちんとした上で決定していただきたいと、いうことでございます。よろしく

お願いします。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに、消防費についての。 

 ９番、本郷議員。 

○９番（本郷昭宣君） 先日、熊日のほうで損保会社から町長宛にポンプ付き小型とい

うのが寄附されたと新聞に載っておりましたが、これは何か本部のほうに配置される小型

積載車ですか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 新聞に掲載されておりましたとおり、車１台寄附いただい

たところでございます。その車につきましては、麻生原のほうに配置をしておるという状

況でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に、款９の教育費についての質疑を行います。 

 80ページから95ページです。80ページから95ページ、教育費についての質疑をお願いし

ます。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 説明資料からでありますが、51ページの４番、司書配置事業の

ところで質問いたします。 

 学校司書を１名配置ということで、大変いいことではありますが、学校がですね、小学

校が４校、中学校が１校、それに生涯学習センター図書室ということで、お一人で多分、

６カ所をかけ持ちせないかんというふうことじゃないかと思いますが、結構負担が大きい

んじゃないかと思いますが、増員とかはお考えではございませんか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 学校司書配置事業について、ご説明申し上げます。 

 これにつきましては、議員おっしゃるとおり１名を配置しております。増員については

考えておりません。 

 平成28年度から司書を雇用しまして、各学校に行っていただいているところでございま

す。本年につきましては、乙女小学校が被災により甲佐中学校ということで、今年につい

ては４校と生涯学習センターということで配置をしておりましたので、きちんと回ってい
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ただきましたけれども、来年につきましては、小学校が４校、中学校が１校と生涯学習セ

ンターの図書室ということで、６カ所になりますが、年間計画を立てながら進めていきた

いというふうに思っておりますので、そういうことでいきたいと思っております。以上に

なります。 

○議長（緒方哲哉君） 佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 司書を配置されたことで、今までなかったものですよね。効果

面でどんなことがあったか、わかれば教えてください。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 効果といたしまして、自分が聞いている範囲につきま

しては、児童・生徒の図書室への人数が増えたということと、読書習慣が大分身について

きたということは聞いております。 

 また、司書の頑張りでですね、図書館のレイアウト等を考えていただいて、児童・生徒

が入りやすいような形の図書室にしていただいているということで、効果については随分

上がっていると思っております。以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 82ページです。甲佐高校魅力化事業委託料ですね。昨日も、ち

ょっと甲佐高校のことで、質問させていただきましたけれども、昨日は、コンサルのほう

に委託して、いい結果が出たということで、おられるということでございましたけども、

その高校が、どういうことをやって、生徒数がどれぐらい増えたのか、教えていただけま

すでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） この成果につきましては、沖縄県久米島高校、島根県

の因島高校、急に高校名は言えませんが、そこで取り組んでおられます。そこにつきまし

ては、学力向上という形で取り組まれまして、沖縄でいいますと、久米島高校につきまし

ては、国公立大学に通られたということで成果が上がったことで、生徒が増えたというこ

とで聞いています。数字的なものが頭に入っておりませんが、そういう形で、久米島高校

についても生徒数の確保が出来たということで、そういう実績があるので頼んだというこ

とになります。以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ５番。 

○５番（福田謙二君） 今、お話の中で、これは離島でしょう。今回、甲佐高校ですよ

ね。そういうものを適用できるのか。それとも、やってみて成果が出るわけですかね。 

 逆に教育長なんかは、実際に甲佐高校の校長をされて、今、実際、こういうのを取り組

んでおられるんだから、どういう状況であって、その先生たちの考えというのはどうかわ

かりませんが、甲佐高校に来られて、生徒数が少ないな、じゃあ増やそうかというような

先生がおられるのか、この学校に来たから教職員もぴしゃっとやるというような気持ちだ

ったとか、学校長になられたからこそですね、どういうふうにやって生徒数を増やそうか

とか、いろんな苦労をされましたと思いますけども、甲佐高校の校長ですね、生徒数が減
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少していく中で、どのようにやったら増えるかとか、そういう問題点を話し合われたこと

とか、県のほうと打合会とか何かあったかどうか、そこをお聞きしたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 蔵田教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 甲佐高校ですね、私が赴任をした当時はですね、200名を、全

校生徒越しておりました。ただ、減少し始めた頃でございました。この原因は、減少にな

った原因は何かということですね、分析をいたしました。 

 いろんな要素があるんですが、一番大きいことは県立高校の通学区の学区の変更、この

時期に減少し始めた時期が重なっております。これが一番大きいというふうに論説しまし

た。 

 また、それで、三つのクラスが、それぞれ違った学科でありますけども、今、どのよう

な魅力があって、どのような魅力が足りないかというようなことも分析をいたしまして、

また、学校全体としてのＰＲといいますか、外部への教育内容の発信が出てないんじゃな

いかとか、地域とのつながりが薄いというようなことも感じておりました。 

 このようなことについて、やれることについてはですね、全て取り組んでいったつもり

ではございますが、やはりこの学区が変わったという、このことについてのですね。熊本

市内への保護者の方、それから中学生の志向が相当、市志向ということで、向いていると

いう、その大きな流れを食いとめることはなかなかできなかったというふうに私は感じて

おります。 

 そのような経験を踏まえてですね、現在、一緒に相談をしております専門の業者につき

ましては、今、沖縄の例を先ほど出しましたけども、そのほか全国にですね、多くのです

ね、北海道から沖縄までだと思います。 

 例えば、鹿児島の出水市あたりでも、ここにも入っておられまして、取り組んでおられ

て、それぞれに成果は残してきている。ただ、おっしゃるとおりにですね、学校それぞれ

の立地の条件ですとか、生徒数が減っていく原因というのはまちまち、それぞれ要素があ

ると思いますので、甲佐高校が減ってきた要因を分析し、これから増えていくためには、

どういうことが必要かということで、今、進めているところでございますけれども、やは

り、この全体の一般質問のところでお答えいたしましたようにですね、教育の質の魅力、

甲佐高校で行われている教育に魅力を感じるような、そういう改革は必要じゃないかなと

いうふうに感じておりますので、その考えのもとにですね、支援策を考えているところで

ございます。以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ５番。 

○５番（福田謙二君） 29年度に決まりますと、どのような内容ということは、決まる

かと思いますけども、一つはですね、保護者の方からちょっと聞いてみると、中学生が進

路でというときには、甲佐高校よりも御船高校がいいと、一つは就職ですね、だから学校

のＰＲも、ものすごく必要だと思います。甲佐高校には、こういうのがあるんですよって、

そういうＰＲをもう少しですね、やっていただくように、甲佐高校今後やっていただけた

らなと、町としても、そういう方向に向けて、甲佐高校には、こういう就職もありますと
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か、そういうのもしっかりＰＲしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 今の、それについての関連でございますが、説明資料51ページ

にですね、甲佐高校の支援事業ということで1,965万3,000円ということで上げてあります。

今、５番議員からの質問がありましたが、以前もお聞きしたことがあるかと思うんですが、

県が、一旦、高校廃止を決めたらですね、それを覆すことはなかなか困難というふうなお

話を聞いたことがあります。 

 それで、やはりその前に有効な手だてをしなければいけないと思うんですが、公営塾を

29年度スタートさせるんですね。公営塾というのも、やっぱり一般的には聞きなれない名

前だと思うんですが、いつごろからスタートさせる予定なのか、お聞かせください。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 甲佐高校の支援の事業のご質問にお答えしたいと思い

ます。 

 公営塾につきましては、今、学校側と最終的な調整等を行って協議を進めているところ

でございます。今の予定といたしましては、夏ごろになるのかなというふうな思いがあり

ますが、それにつきましては、まだ、最終調整を行っていますので、正式な日程等につい

てはお答えできませんが、一応、夏ごろを目指して頑張っていきたいというふうには思っ

ております。以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 夏ごろからということで、やはり町が起こす、こういった事業

もですね、緊急性があるということと、結果を出すのも早くないと、５年後、10年後では

ですね、とても遅いと。やはりこの一、二年の中で結果が出るようなものをつくっていか

ないといけないと思うんですが、そういったところの見通しはどうですか。 

○議長（緒方哲哉君） 蔵田教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） おっしゃるとおりですね、結果を、これも年度の早いうちに

ですね、実質的な支援を始めてですね、このような結果という捉え方は、一番大きいのは

入学者の数の増加でございますけども、入学者数が増加したかどうかというのは、来年の

今ごろの時期を待たなければなりませんが、その前に、こういう支持があっているから、

それ非常に、甲佐高校はそんなことを町から行ってもらっているんだというような、そう

いう事業の内容がですね、魅力ある支援内容が固まれば、それを外部に発信をいたしまし

てですね、その魅力に対して、入学の応募が増えていくものというふうに思っております

ので、おっしゃるとおりですね、スピード感をもって、できるだけ早くですね、支援策が

実動に移れるようにしていきたいというふうには思ってます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 ６番、西坂議員。 

○６番（西坂和洋君） 同じ関連ですけど、資料の51ページの中で地域おこし協力隊、

これは前に宮内を中心に、また甲佐町を中心に、計３人来られましたが、その人たちとは
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違って、甲佐高校のために何かを考えて行かれるということですか。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 今、議員おっしゃるとおり、甲佐高校の今、佐野議員

からおっしゃられました、公営塾等のスタッフとしての雇用ということで考えております。

以上であります。 

○６番（西坂和洋君） はい、わかりました。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 ３番、荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 資料の59ページで、予算書だと94ページの安津橋総合運動公園

整備工事、来年度に、テニスコート８面を２億3,300万円ですか、ありますが、具体的に

ですね、何をするのが決まったのかを教えていただきたいのと。最終的に何年を、完成を

めどにされているのか、教えていただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 企画課長。 

○企画課長（西坂 直君） 安津橋の総合運動公園の内容ということでございますが、

29年度に一応、予定しておりますのがテニスコート８面、これの場所については安津橋の

下流部分の、現在グラウンドゴルフ場と管理棟の間の空き地になってる部分になります。 

 それと、その次の30年度以降については、上流部分にかけまして多目的広場、それとサ

ッカーコート、野球場、ソフトボール場、それとまた多目的なキャンプ等ができるような

スペースということ。 

 それと、そのほかに駐車場、それと外周を取り巻きますジョギングコースあたりを計画

をしております。 

 大体30年度以降、32年度ぐらいまでには全体的な整備ができるのかなという計画ではお

ります。以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 説明書の53ページ、甲佐小学校の教室増設事業1,655万円という

ことで予定されていますが、今後、予定されている工事の内容について説明をお願いした

いと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 甲佐小学校の教室増の増設事業につきまして、お答え

させていただきます。 

 甲佐小学校、佐野議員現地を見に行かれたと思いますが、教室棟の前にワークスペース

等ありますが、そこのところに教室棟を、教室として使える部屋をつくるということで、

その事業費となっております。以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 今度、新しく入る新入生のための教室確保だというふうに思い

ますが、一次的にはちょっと間に合わないという形ですか、どうですか。 
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○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 平成29年度に入られます児童の教室につきましては、

今ある教室を使わせていただくということで、その対策としまして、この前お話をさせて

いただいたと思いますが、音楽教室を体育館のミーティングルームに移して、今学校と協

議していますけども、音楽室を今、特別支援教室に移し、特別支援教室として使っている

部分を普通教室に戻して、そこで児童を受け入れる。一年生等の授業ができるような形で

行うということになりますので、空くということはありませんで、そのまま教室を使うと

いうことになっております。以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） これに関して、それがいつ完成予定なのかというのが一つとで

すね。これから、町も考えてます、子育て支援住宅とかいうことで、子どもさんがですね、

ふえる可能性が十分ありますが、そういったところに向けての本格的な増築の計画という

ことは、お考えではないわけですね。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） まずもって第１点の完成はいつごろだろうかというこ

とで、教室内の工事を行いますので、夏休み等を利用して工事をしたいということを考え

ていますので、夏休み期間中には完成予定を目指しております。 

 あと、子育て支援住宅等ができますので、児童等が増加する部分については、今後、龍

野小学校で緑川団地の児童が増えておりますので、その辺の経緯と今後の推移等を計画し

ながら増設等については協議していきたいというふうに考えております。以上であります。 

○議長（緒方哲哉君） ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 説明資料55ページですね、②の事業名自治公民館改修等補助金

で、これはどこの部分で、公民館、何カ所ぐらいあって、どれぐらいの工事か、教えてい

ただけますか。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（吉岡英二君） この部分の4,248万6,000円計上しておりますところは、

まず、災害関連でですね、被災したところが14行政区の3,935万2,000円ということと。 

 それと、一般の新築、増築が３行政区の313万4,000円ということでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ５番。 

○５番（福田謙二君） ありがとうございました。 

 これで公民館関連で上早川一区の方からですね、この手元にもありますけども、公民館

を要望ということで１行政区に２ヶ所ですね、一応、要望があっておりますけど、以前だ

ったらならば、そういう小部落に一つできるということもあったかもしれませんが、その

ようなことから、今回、町のほうから回答があって、行政区に一つということで言われま

したということでありました。 

 昨年ですね、地震、それから集中豪雨ですね、特に地震の場合はですね、平らなところ

に行けばよかったんですけども、集中豪雨の場合は、上早川１区から２区、３区もあった
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んですけども、４区もあったんですけども、５区もですね、ある程度のところに川が流れ

ております。その川があったせいで、小さい小部落から小部落にも行けないよう状態です

ね。全然移動ができなかったということでございます。 

 一番、上早川に避難所はですね、ふれあいセンターというところがありますけれども、

そのふれあいセンターにも行けなかったということがあったからですね、田代地区の人た

ちも高齢者が多い中で、どうしたらいいもんかいうことで、やっぱりいろんな策を練られ

て、今回、こういう要望が出たんだと思うんですけれども、一行政区に一つということで、

何かそういう、災害に関しての何か財源みたいなのは、どこかでか見つけられないのかと、

その１点と。 

 あのですね、一つはいい点だったはですね、上早川は３区の幸野のという龍野小学校の

すぐ横にですね、幸野部落というところがあるんですけども、そこがですね、地震の場合

ですね、皆さんの安否を知るためにと、自然に区長さんたちが先頭になって、いろんな策

を練られてですね、そこには集会所があるんですけども、皆さんを呼んで、そこで自炊で

すね、皆さんが、みんなで寄ったら何か不安はあったけれども、ああいう状況の中でも笑

顔もあったということでございます。 

 それはですね、やっぱりこういうことが一番いいんじゃないかと思うんですけども、そ

ういう小部落で、そういう場所があったからこそですね、そういうことができたんじゃな

いかと思うんですけども、特に田代とかはですね、高齢者の多い中で、どのように今後、

考えられとるか、あんまりわかりませんけども、どうかひとつ財源ができないものか、そ

ういう災害面で避難場所とかいう、そういうものができないのか、お聞きしたいと思いま

すけど。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（吉岡英二君） まず１点目の質問でございますけども、確かに地域の

実情を踏まえた上でですね、対応していかなければならないということは重要なことだと

思います。 

 ですから、そういったことでですね、何か、それ町の補助以外にですね、代わるような

補助がないものかということで調べましたけれども、現行ではコミュニティセンター助成

事業ということで、宝くじの助成金関係の事業がございます。 

 しかしながら、その採択要件はですね、非常にハードルも高くて、採択率も、ものすご

く低いということでございますので、今、実際、採択されるようになるのは、非常に難し

いものになるのではないかというふうに予想されているところでございます。 

 それと、といいますのもですね、２番目の質問と関連いたしますけども、国や県もです

ね、広域化推進というような面でですね、自治区や行政区が一つとなってですね、どうし

ても必要とされるような施設をですね、活用していきたいというような助成制度でござい

ますので、これにつきましても事業主体となる組織はですね、自治会とか、町内会とか連

合体であるとか、町一本というような、市町村というようなことになっております。 

 そのようなことを踏まえまして、町でも、先般の事務事業評価委員会におきまして、今
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後の町の総合的な面を考慮いたしまして一行政区からは、一公民館しかできないというよ

うな方針を決定したところであります。 

 それにつきましては、また現在、一行政区にですね、一公民館しかないところが、もう

ほとんどでございますので、そういった面の平等性も踏まえましてですね、そのような方

針を決定したというところでございますので、どうぞご理解のほど、どうかよろしくお願

いします。 

○議長（緒方哲哉君） ５番。 

○５番（福田謙二君） 先ほど、コミュニティ助成事業、これは前、上早川区も一つ受

けとるでしょう、何年か前に。あれとはまた違うんですかね。 

 これは、そういうのを適用されるならですよ、それって同じところでも何回もできるわ

けです、これが、申請がね。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（吉岡英二君） 申請はしてみなければはっきりわからないんですけど

も、できないというような要件はございません。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 今、コミュニティ助成事業の件でちょっとお話あったようであ

りますけれども、今回の上早川一区の区長さんのほうから要望に来られた経緯があります。

１月27日だったかと思いますけれども、その辺の話の経緯については、議員からも、先ほ

どご紹介がありましたし、課長のほうから答弁があったとおりでありますけれども、２カ

所の要望されたわけなんですけど、ところが過去の例、それから、今後の公民館の取り扱

いを考えていく上で、やはり公平性を保っていく上では、各行政区当たり１カ所の公民館

に対しての助成をしていくということが、これは先ほど言うように公平性を保つ上で、基

本的な考え方になるんじゃないかというようなことをお話をさせていただきました。 

 一応、持ち帰られて今、検討がなされているというようなお話も聞いておりますけれど

も、ですから町の考え方としては、当然、この考え方については、やはり踏襲をしていく

べきかなというふうに思います。 

 それから、集会所についても過去の例も、議員のほうから、私のほうに流れて話があり

ましたけれども、これは全てに公費が入っているというわけではなくて、それぞれの集落

の中で独自に建設をされ、廃止をされて現在に至っている例も非常に多いかと思います。 

 じゃあコミュニティ助成事業の例もあるじゃないかと言われるかもしれませんけども、

このコミュニティ助成事業を仮に活用するにしても、やはり町にいただいて、町から予算

を通して計上して、それぞれの集落に補助を出すような形になりますので、仮にやるとし

ても、新たな視点での規約、規定が必要になろうかというふうに思います。 

 ですから、また採択基準もですね、かなり厳しくて、町のほうで申請しても、これまで

にもそれが認められ件は、事例はないんじゃないかと思います。 

 認められたときの事例を考えてみますときにもですね、やはり公平性を保つような、や

っぱりきちっとした規定が必要ではないかと思いますので、基本的な考え方としては、先



- 183 - 

ほどから申し上げておりますとおり、一行政区一補助ということをですね、やはり年頭に

考えていきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 先立っての一般質問で時間が足らず質問ができませんでしたの

でですね、甲佐10マイル、これについて平成29年度一般会計から、一般財源から320万円、

例年どおり出て大会が実施されるわけでございますが、大会期日等についてはどのような

ことを考えておられるか。 

○議長（緒方哲哉君） 教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 甲佐10マイルの開催期日といいますか、時期といいますかで

すね、これについてのご質問ですけれども、熊本甲佐10マイルは、これまでも何度か時期

の変更をしてきております。 

 昨年につきましては、実業団のニューイヤー駅伝というのがございまして、それに配慮

をして、実業団からの希望をのんだ形で、１週間早い開催にいたしました。 

 ところが、その結果、中学生、高校生の学校行事等うまくいかない日程の重なりがあり

ましたもんですから、中学生、高校生の参加が少なくなってしまいました。だからといっ

て、実業団が増えたかというと、若干増えやしたけども、そんな大きな増えはなかったと。

また、たびたびですね、開催期日を変更することは、甲佐10マイルロードレースの認知度

を高めるという観点からも、あまり望ましくないというふうに考えております。 

 もちろん、甲佐10マイルロードレースは、ここまで全国に名が知れる大会になってきた

のは、トップレベルの選手たちが晩秋の甲佐路を駆け抜けるという。それはトップレベル

というところにも魅力があってということは確かですけども、一方では小中学生、高校生

の競技人口・底辺拡大・長距離競技者の振興というような役割も、この大会は担っている

という部分があることを考えますと、今後はですね、以前のように12月の第１週に固定を

いたしまして、どのような、他の大会の関連が出てこようとも12月第１週には日本の中で、

熊本甲佐10マイルロードレースがあると認知度ですね、高めていくような、そういうこと

につながるかと思いまして、固定をしていきたいというふうに考えておるところでござい

ます。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 固定するものが本当の姿と思います。当初はですね、12月の第

２だったんですよね。それも実業団から、第１になって、それで第１が11月の末、また今

年度ですよ、29年度大会についてもですよ、また時期を考えてくれとか言ってきとるわけ

ですよね。 

 一般の財源を使いながら甲佐町は、公認をとりながら努力しよる中でですよね、昨年な

んかは飛行機が間に合わんから閉会式を早く終ってくれとか、余りにもですね、実業団の

言いなりになり過ぎなんですね。 

 そういうことで、やっぱり甲佐10マイル実行委員会、やっぱり信念を持って12月第１週

と決めたら絶対変えないと、そういうような思いでやっていただきたいと思います。 
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 その証拠にですね、26年、27年、28年とですね、特に女子の中学生、高校生、それに中

学男子、学力テストとかいろいろそういう絡みで年々減ってきておるわけですよね、生徒。

本来の目的と小中高校生を育てるという目的が達成されないわけですね。 

 最後に無理かもしれんけど、経済の振興や町の活性化を図ってともうたってあるわけで

すよ。これについてもですね、恐らく達成はしとらんというような思いを持っております。 

 ただですね、それは達成するように、お互いが努力しなければならないのはわかってお

ります。今後も実業団は、余りにも実業団は、いろいろ言うてくるという想定しとるから、

私、あえて言うわけですけれど、その点、絶対12月第１で教育長頑張りますね。 

○議長（緒方哲哉君） 蔵田教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 議員のおっしゃるとおり、同じ気持ちでございますので、そ

の方向でいきたいというふうに思っております。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） すみません、説明資料の55ページのいちばん上に地域未来塾。

中学校へ115万円。中学校教育のためそのほとんど県補助で支援してやっておられます。

甲佐高校に1,950万円ですか、支援をすると。ほとんど一般財源でやるのでしょうか。も

しもそうだとするなら、私にはねそのまえに、そこまでやるのかという思いが持っており

ます。 

 そこで、そのことはいいとしてですね、中学校に517万円出して28年度からやりました

けども、成果というわけじゃないけども、今年の学校の卒業生は、高校受験のほうはどの

ようなことになったのか教育長でも総評でも構いませんけども、お教え願いたいと思いま

す。 

○議長（緒方哲哉君） 蔵田教育長。 

○教育長（蔵田勇治君） 地域未来塾の成果ということで、中学生の進路がどうだった

かということですが、まだ高校入試の発表がちょうど今日でございますので、明日の新聞

に載ろうかと思いますが、それを待ちたいというふうに思います。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） ２点ほど質問いたします。 

 説明資料からですが、55ページの公民館主催事業、もう１点は57ページの宮内地区社会

教育センター事業について質問いたします。 

 公民館主催事業についてはですね、29年度、30万7,000円と予算をつけてありますが、

28年度においてはですね、熊本地震の関係で、事業自体はどうなっているかということは

私も確認できませんが、いろんな劇団とかですね、楽団とか、バレエとかですね、落語と

か、いろんな全国の方々が支援のためのですね、ボランティアの公演ということがあった

というふうに思います。そういった意味では、29年度はどういうふうなことになるかとい

うことでここに回数だけを書いてありますが、引き続き、そういうふうな催しがあるのか
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ということと、もう１つはですね、やはり催し事によって町としての町民に対する周知は

バランスに欠けたところがあったというふうに思います。やはりしっかりと丁寧に町民の

皆さんに、こういう催しがあるということを紹介して、おいでいただくと。おいでいただ

ければですね、私は、ほとんどの方が感激をされると、来てよかったというふうに感じら

れるというふうに思いますので、その点をどういうふうに考えていらっしゃるのか。 

 もう１つは、宮内地区社会教育センターなんですが、この中にある508万5,000円の予算

は管理委託とか委託関係、検査関係ということでありますが、今、どういった事業を展開

されているのかといったところを説明いただければというふうに思います。 

○議長（緒方哲哉君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（吉岡 英二君） それでは、第１点の公民館主催事業についてお答え

いたします。 

 これにつきましては、先ほど佐野議員がおっしゃられたとおり、28年度におきましては、

地震の影響で実際予定しておりました講座については、いくつかはできなかったというこ

とでございます。 

 しかしながら、震災に対する慰問という形でダンスの公演であるとか。落語であるとか、

弦楽器の演奏であるとか、いろんなところからおいでていただいて、甲佐町の町民を元気

づけていただいたということでございます。 

 これにつきましては、慰問等についてはですね、急々にといいますか、前もってわかっ

ていたんじゃなくて何週間か前ぐらいでということで、周知についてですね、町教育委員

会のほうも苦慮した部分もございましたけれども、周知方法については、まずチラシ等を

入れるのは若干ですね、時間の関係上、文書配達の日がありますので、できたところもあ

る、できなかったところもあるということでございますけれども、防災行政無線について

はですね、できる限りやったつもりではございます。 

 おかげをもちまして、予想した以上の方がおいでいただいて、町民の方も喜んでいただ

いた、元気づけられたということで、そういったアンケートに対する答えもいただいてい

るところでございます。 

 それと、２点目の宮内社会教育センター事業でございますけども、これにつきましては

508万5,000円上げておりますけども、このほかにですね、ここに計上しております施設管

理費から浄化槽点検のほかに修繕料がございます。これは地震で弱体したりしました床で

あるとかですね、壁であるとか、それと体育館が被災しておりますので、そういった修繕

を含めて、修繕料だけで260万円ぐらい計上しておりますので、そういった関係で508万

5,000円になるということでございます。 

 それと、ここで行っております事業については、ここを活用されているいろんなところ

が幾つもございますけども、やまびこ会であるとか、また、調理のパワフルかあちゃんで

あるとかですね、そういうところが使われておりますけども、事業内容としましては、花

見であるとか梅の収穫、それと各種会合、調理教室、しめ縄づくり、それと、各小学校か

らの見学、梅ジャムづくり、そういったことも行っておられるというようなことでござい
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ます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番。 

○２番（佐野安春君） 公民館主催事業についてはですね、今、課長のほうからお話が

ありましたが、時間がなくても努力をされてるかと思うんですが、私が感じた範囲ではど

うだろうか。時間があっても余りできなかったといった点もあったような感じがあります。

そういったところではですね、やっぱりせっかく支援においでいただく方々ですので、そ

ういった点ではしっかりと周知の徹底を図っていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時25分 

再開 午後２時35分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、款10の災害復旧費及び款11の公債費、款12の諸支出金、款13の予備費については

一括質疑を行います。 

 95ページ中段から、款10災害復旧費から97ページの予備費までです。 

 質疑をお願いします。 

 95ページから97ページです。災害復旧費から予備費までです。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 ないということでございますので、次に、歳出全部について何か質疑ありませんか。 

 歳出全部について。 

 12番、中村議員。 

○12番（中村幸男君） 先ほどお尋ねするのを忘れておりましたので、申し訳ありませ

んけど、緑のプロムナート中甲橋上流の、あそこで甲佐町の町有地、それにトイレがあり

ますけど、実際ですね、来場者が全く使われてないのが現状です。そして、緑川荘入居さ

れている方が、やはり正面玄関から出入りしていただきたいという思いでですね、施設の

裏が30センチぐらいしかあけてないわけですよね。夜は完全に閉まるんですけど、そうい

う状況の中でですね、町民始め、おいでた方で実際使われるんだったら残しとったほうが

いいと思うんですけど、利用されてないような場所でございますので、これは町長のお考

えですけど、この点はですね、逆に緑川荘さんに払い下げをしたほうが町有財産だから町

長がと思われるか、知らんけど、いかがでしょうか。 
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○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 現在の状況については、今、中村議員から聞いて私も方もわか

ったところがあります。そういう状況を再度こちらのほうでも調査させていただいて、今

後どう対処するか研究させていただきたいというように思います。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） それから、あと１点ですけど、上益城消防１億6,000万円ぐらい

が平等割、人口割で負担してますよね、そういう中においてですよ、上消の９月議会で救

急車を甲佐町にぜひ配置していただきたいと。 

 町長は管理者であってですね、なかなかあの時点では、できるともできんとも言えない

のはわかっておりますけど、お尋ねしたんですけど、やはり甲佐町とすればですね、やは

り山都、御船、それらに比べてですね、平等割、人口割しとる中でですね、やはり甲佐町

に１台ぐらい救急車、役場庁舎内にでも設置していただきたいという思いで９月の上益城

消防議会でお尋ねしたんですけど、町長、この場所ではなかなか答弁されにくい点もあっ

たかと思いますけど、管理者という立場でですね、どうかその点を、今後、管理者・副管

理者あたりで検討していただきたいと思うわけですけど、いかがでしょう。 

 特に、宮内地区は本当に上消から今の震災の後、大変な状況で、やはり数秒、何分も遅

れたから命に関わるというような状況も考えられますので、その点をよろしくお願いをし

ておきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） ただいまの件については、中村議員も消防議員としていろいろ

ご提案、ご提言をいただいているような状況であります。 

 山都町のただ今の話については、旧清和、蘇陽、矢部の３町村の合併によって、そうい

った経緯も現在の体制づくりにおいて反映されているかなというふうにも思います。 

 それから、分署を甲佐町の中に置くということになりますと、当然、新たな経費も発生

いたします。考えられるやり方として、同じ消防組合の組織だけじゃなくてですね、例え

ばの話ですよ。近隣の組合との広域的なそういう協定を結ぶとかですね、そういうことで

解決できることは考えられないこともないのかなというふうにも思っておるところであり

ます。 

 議員の考え方は非常に同調するところもありますけれども、じゃあ、いざ実現となった

ときには、ちょっと障害もまだまだ多いのかなと思いますので、それはそれとして、いろ

んな方策が考えられないか、広域的な協定等も含めて検討させていただけたらなという思

いを持っておるところでございます。以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに歳出全部について質疑を伺っています。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 商工費の中の説明資料37ページですが、観光協会補助事業であ

ゆまつり補助300万円ということであげてありますが、昨年は熊本地震の影響で中止とな

りましたが２年ぶりということで行われる予定だと思いますが、内容的なことは今の段階
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でお考えなどあれば、これからのそういったところをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 議員ご指摘のとおり、２年ぶりの実施になるというこ

とで、これまで産業文化祭であるとか、今回、今度の日曜日に行いますスポーツフェスタ

等につきましても、復興を願ってというような形で行っております。 

 具体的な内容についてはまだこれから詰めるということになりますが、まだまだ復旧・

復興道半ばということで、それから辺を念頭に置いたプログラムをつくる必要があるので

はないかというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） ２年ぶりでもありますし、今まではあゆまつりについてもです

ね、内容的に余り変化がないというようなことで、新しいイベントとかですね、そういっ

たことも考えられてですね、ぜひ魅力のあるあゆまつりにしていただきたいというふうに

思います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、歳入について質疑を行います。 

 12ページの款１町税から16ページ中段、款12分担金及び負担金までについての質疑をお

願いします。12ページから16ページ、分担金及び負担金までの質疑をお願いします。12ペ

ージから16ページです。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんか。 

 次に、16ページ下段から款13使用料及び手数料、24ページ、款15県支出金までについて

の質疑をお願いします。16ページから24ページ、県支出金までの質疑をお伺いいたします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に、25ページ、款16財産収入から29ページ、款21町債までについての質疑をお願いし

ます。25ページから29ページです。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、歳入全部について何か質疑ありませんか。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 23ページ、林業災害復旧費補助金8,800万円あげられていますが、

よかったら説明をお願いします。 

○議長（緒方哲哉君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 林業費補助金の林業災害復旧費補助金でございますが、

これは町内にあります林道、昨年の地震及び豪雨で被災しまして、査定を受けました分の
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災害復旧に係る費用の補助金ということでございます。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時45分 

再開 午後２時46分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（岡本幹春君） 林道につきましては、７路線。町内には７路線林道が

ありますが、全ての林道で被災をいたしております。 

 災害を受けました査定の箇所数でカウントしますと、46カ所を災害査定を受けておりま

す。この46カ所を28年度予算と29年度予算で予算措置をお願いして災害復旧を行うという

ことで、29年度予算に対する分の補助金ということになります。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、２ページから６ページまでの第１表 歳入歳出について

質疑をお願いします。２ページから６ページまでです。 

 ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、７ページから８ページの債務負担行為についての質疑を

お願いします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に、９ページ、第３表 地方債について質疑をお願いします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に、10ページから11ページの歳入歳出予算事項別明細書についての質疑をお願いしま

す。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんということで、次に最後に、本予算全部について質

疑をお願いします。 

 ２番、佐野議員。 

○２番（佐野安春君） 直接的にはですね、民生費等のかかわり合いがあると思いまし

たので、質問したいと思いますが、よろしゅうございますか。 

 平成22年12月に緑川保育所に隣接する町有地を社会福祉法人銀杏会に売却された土地の

今の状況はどうなっているかということで、町民も関心を持っている問題でございますの

で、お答えいただきたいというふうに思います。 
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 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時50分 

再開 午後２時50分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 佐野議員、今、ご質問の土地につきましては、町のほうが

売買を完了しておりますので、社会福祉法人の管理ということで、今、管理をされておる

状況でございます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） 売買されたらですね、町には関係がないというような答弁だっ

たと思いますが、売買の際の目的の中ではですね、保育園の子どもたちの遊び場の目的と

いうことで、町としても緑川保育所に売られたと思うんですが、私も正確には見てないん

ですけども、まだ遊び場として開発されてないというようなことも聞きますので、やはり

目的からするとですね、その目的を達してないというのはいかがなものかなというように

思いますが、どうでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時52分 

再開 午後２時52分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 佐野議員おっしゃいましたご質問ですけれども、あの場所、

土地につきまして、何らかの遊具とか、いろんな公園のような感じで整備をされるという

ことではないのかなというふうに思っております。あそこの自然を生かして子どもたちが

ちょっと遊びに行って、自然に触れ合うというふうな感じでの場所として考えておられた

のかなというふうには思っております。 

 今現時点で、私が最近見ておりませんけれども、私が知る限りにおきましては、多少、

土砂が流れないような状況で盛り土をされておられますけれども、あとはそのまま自然の

状態のままになっておるというふうに認識しております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ２番。 

○２番（佐野安春君） お伺いという文書の中でですね、緑川保育所園児の遊び場を新
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たにつくるために白旗の何々番地の払い下げの申し出があってるということで、町もその

ためであればということでですね、やっぱり児童福祉の向上に寄与できればという考えで

売買の契約をされたというふうに思います。 

 売買の契約をされて７年ぐらい経過している中で、なかなか遊び場ができてないという

のは、私としては問題ではないかと。町としても、どうですかぐらいは声かけもあっても

いいんじゃないでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 当該地の有効活用ということで、先ほど総務課長から話があっ

たとおり、遊具を設置してというような認識はなかったのかなというふうな思いを持って

おります。 

 あの傾斜を利用したところでの自然と親しむ、そういう場面に、子どもたちをそういう

環境に置きたいというような思いじゃなかったのかなとは思いますけども、園長さんあた

りとも、当初のそういった思いがあれば、ぜひそれを踏襲してくださいというよう向きの

お話はしてもいいのじゃないかなというふうに思いは持ちました。 

 以上です。 

○２番（佐野安春君） 私の質問は以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 震災が起こって11カ月たち、町長初め執行部並びに職員の皆さ

ん方の頑張りですね、明るく復旧に向けて展望が開けたところ、まだまだ手つかずのとこ

ろもあるかもしれませんけども、明るくどんどん前に進んでいるというふうに思います。 

 その中で、１つ気になっているのが、最近、新聞とかテレビあたりとかですね、国会あ

たりでも話されておりますけども、時間外労働の月平均100時間、ここが限度だろうとい

うようなことがあっております。 

 ちなみに、我が本町の職員の中で震災があって、大変、非常事態というのはわかります

けども、月平均どれくらい、最高どのくらい時間外労働があったのか、その点、数字を持

っておられるならばお聞かせ願いたいと思います。また、平均でも構いません。とにかく

何らかの数字を出してもらえないでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） 総務課長。 

○総務課長（内山 洋君） 昨年の発災直後というのが、かなり職員の労働時間という

のは負担がかかっておるような状況でございました。４月16日、発災した14日、16日、そ

の後、５月にかけてが一番勤務時間が厳しい状況でございまして、５月の１カ月間で一番

多かったのが、多い職員で大体370時間ぐらいの勤務をしておるというような状況でござ

います。 

 あと、豪雨災害はございましたけれども、６月、７月と徐々に平常に戻ってきておると

いうか、減少してきておるというような状況で、５月が一番、時間外が多い時期でござい

ました。 
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 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 本田議員。 

○11番（本田 新君） 町長のほうにお尋ねしますが、これは非常事態ですのであれで

すけども、やはり100時間というのが１つの目安かと思いますけども、その点については

町長はどのように考えられますでしょうか。 

○議長（緒方哲哉君） しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後２時57分 

再開 午後２時58分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 今、ちょっと休憩をとらせていただいて、税務課、それから建

設課の課長のほうに聞いたんですけれども、結果、結論からいって、100時間を超えるよ

うな残業については現在ないということでありますし、それから、今、鹿児島を中心に、

鹿児島県内の自治体のほうから応援に来ていただいております。その方々に対しましても、

そう心配されるような残業については、ついていただいていないということでありますの

で、その点は心配ないかなと。その上に立って、やはり職員の過度な負担にならないよう

に、やはりそれぞれの自治体から支援をいただいたり、町としての臨時職員を入れたりと

かですね、そういったことについては臨機応変に対応していきたいというふうな考えを持

っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） 本田議員。 

○11番（本田 新君） 28年度からは60億円近くが繰越明許されておる。今回も本予算

を見ると110億円ですか、前年比70％以上の増ということで、予算はかなりある。という

ことは仕事量もふえると。職員の皆さんは大変だろうと思うけれども、復旧・復興に向け

て頑張っていただきたいと思うし、一方では、町長の言われたとおり、過度な労働は避け

なければならない。その相反することをやりながら、ひとつ頑張っていただきたいなと思

います。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに、本予算全部についてありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

 ２番、佐野議員。 
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○２番（佐野安春君） 議案第15号、平成29年度甲佐町一般会計予算について反対討論

を行います。 

 熊本地震からの本格的な復興が始まる年であり、災害公営住宅整備事業、災害等廃棄物

処理事業、液状化防止事業等の事業を推進し、前年度から繰り越された災害復旧費の事業

を実行しなければならないことは十分理解をしております。 

 子育て支援では、子ども医療費の町外での医療機関での現物支給が実現したことは、多

くの町民の方々に喜んでいただけるものです。 

 また、防犯灯設置工事も進むことが期待をされております。 

 多くの点で同意できるものでございますが、地域改善対策債については賛成できません。 

 地域改善対策費の根拠となっていた地域改善対策特別措置法は、2002年、平成14年に終

えんし、既に15年が経過しております。人権啓発活動補助金350万円は、昨年度同様、解

放同盟と同和会への補助金です。部落解放同盟は2009年３月の部落解放同盟行動指針にお

いて自主財源を基本にした適正な会計、財政の運営、情報公開や説明責任に答える公正で

透明性のある組織運営を行うとうたっております。２つの運動団体の財源は、そのほとん

どを町からの補助金で賄っております。運動体組織自身が自主財源を基本としてと言って

いるわけでございますので、補助金のあり方も検討が必要であると考えます。 

 以上で反対討論を終わります。 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 11番、本田議員。 

○11番（本田 新君） 議案第15号、平成29年度甲佐町一般会計予算でありますが、本

予算109億円、前年比72％増の予算でありますし、また、先ほど言いましたとおり、28年

度から60億円近い繰越明許ということを合わせますと、かなりの予算を組まれております。

これらの予算は、これまで執行部と議会がこの議場において対話を通じた中からつくられ

てきた予算であると思います。 

 議員は大局に立ってこの本予算の賛否を問わなければならないと思いますが、先ほど申

したとおり、しっかりとした執行部におかれましては、議会議員の意見を尊重されて予算

をつくられておるというふうに思っております。これらの予算が我が町の町民のために、

また町の復興のために役立つものと信じ、本予算に賛成をいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから、議案第15号「平成29年度甲佐町一般会計予算」について採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する賛成者の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（緒方哲哉君） 賛成者起立多数。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま奥名町長から追加議案が出されました。 
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 議案第20号「工事請負契約の変更について」が提案されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題としたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第20号「工事請負契約の変更について」を日程に追加し、追加日程第１と

して議題とすることに決定いたしました。 

 資料配付のためしばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時05分 

再開 午後３時06分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────── 

 追加日程第１ 議案第20号 工事請負契約の変更について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第１、議案第20号「工事請負契約の変更について」を議題

とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） きのうは大変ご無礼いたしました。 

 本題に入ります前に、昨日、議案第10号、工事請負契約の変更について取り下げをいた

しました件につきましてご説明をさせていただきたいと思います。 

 工期を変更するに当たり、平成29年度に繰り越しする場合には、補正予算で繰越明許の

承認を受けた後でなければ契約はできなかったということになりまして、取り下げをさせ

ていただいたところでございます。申しわけございませんでした。 

 それでは、議案第20号についてご説明をさせていただきます。 

 議案第20号、工事請負契約の変更について。 

 平成28年第１回甲佐町議会臨時会おいて議決された龍野小学校校舎増築等工事請負のう

ち、契約金額「２億9,160万円」を「３億356万3,513円」に変更するものでございます。 

 平成29年３月15日提出、町長名でございます。 

 提案の理由につきましては省略させていただきます。 

 工事請負変更については、資料により説明させていただいてよろしいでしょうか。 

 では、すみません、資料１をお願いいたします。 

 甲佐町公共工事請負契約変更仮契約書となっています。 

 金額の増額の変更を行っております。 

 当初契約金額が２億9,160万円、変更後の契約金額が３億356万3,513円で、1,196万

3,513円の増額という形になっております。 
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 今回の請負契約の変更の主な工事内容についてご説明を申し上げます。 

 最後ページに資料５ということで、昨日、本田議員のほうからお話がありましたとおり、

変更理由書をつくっておりますので、それをごらんいただければと、資料の一番最後につ

いておりますが、それをごらんいただければと思います。 

 平成28年度学教第４号 龍野小学校校舎増築等工事 変更内容・理由となっております。 

 上段のうちは、当初設計額３億2,536万5,120円、落札率が89.62％、契約額が２億9,160

万円、変更金額が３億356万3,513円ということで、先ほど申しましたとおり、変更金額が

1,196万3,513円という形になっております。 

 変更内容といたしまして主な点を記載しておりますので、それによって説明をさせてい

ただければと思います。 

 便所改修ということで、児童用便所改修部分の改修を和便器を洋便器へ４カ所計画をし

ておりましたが、変更といたしまして、全ての便所を洋便器にかえておりますので、12カ

所という形にしております。 

 また、洋便器を設置するに当たって、小便器等の設置箇所が変わっておりますので、そ

の分も踏まえまして、変更金額といたしまして約800万円程度かかっているという形にな

っております。 

 続きまして、地業工事ということで、これにつきましては、校舎から体育館のほうに渡

り廊下をつくりましたが、その部分の土留め矢板を施工しております。これについてが約

87万円程度という形になっております。 

 あと、外構工事といたしまして、アスファルト舗装を増やしております。この増加分に

ついては児童昇降口の前の部分、また、学校に入る部分のところの増加部分を見ておりま

す。これが約93万円程度となっております。 

 また、その他といたしまして防水の工法、また、動力空調のケーブルの延長、照明器具

の増加ということで200万円程度変更させていただいております。 

 詳細につきましては、図面を資料２からつけさせていただいております。 

 資料２をお願いいたします。 

 この中央部分にかかっている部分がアスファルトの増加部分になります。その上の、少

し小さいですけども、Ｇ21というのは矢板を打ったところになります。 

 右側の朱書きでしている部分が入り口を拡張しておりますので、その部分のアスファル

トの増加等という形で提示させていただいております。 

 では、資料４をお願いいたします。資料４につきまして、左側に当初計画をつけさせて

いただいております。 

 洋便器を１個ずつということで考えておりましたが、全てかえるということで右側の変

更図になっておりますけども、男子トイレの部分を洋便器を２個設置するに当たって小便

器をかえたという形で、こういう形で今、提示をさせていただいているというところにな

ります。 

 なお、この変更契約につきまして議会の議決が得られましたときには、３月24日までが
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工期ですので、それまでに工期の変更を28年８月17日から平成29年４月30日までに工期の

変更契約を締結させていただきたいということを申し添えたいと思います。 

 以上、説明を終らせていただきます。審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

 ６番。 

○６番（西坂和洋君） 私は、きのう尋ねようかと思ったけど、矢板工事ですね、矢板

工事。エレベータ室のちょっと手前、あそこの矢板というのは、半永久的にそのまま埋め

込みか何かされるのですか、簡単でよろしいです。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 土留めということで工法しておりますので、永久的に

していくつもりでございます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） この変更ですね、金額、これの変更の大体現場を見てわかった

かと思うんですけども、便所等もありますけども、この変更するのはいつ頃わかっておっ

たんですかね。そして、今まで時期しか報告出来んかったんですかね。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 本来ならば変更するときに全て議会の議決を得るとこ

ろでございますが、この説明したときに、変更が固まりましてから議会に提案をさせてい

ただくということでお話をしてきましたので、全ての金額が固まったのが２月21日という

形になっております。 

 以上であります。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

 しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時15分 

再開 午後３時16分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 
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〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ５番、福田議員。 

○５番（福田謙二君） 議案第20号、工事請負契約の変更について。 

 この金額も変更されましたけども、工期のほうも変更になりましたけども、事故なく立

派な龍野小学校ができますことを願いまして賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第20号「工事請負契約の変更について」を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま奥名町長から追加提案、議案第21号「工事請負契約の変更について」が提案さ

れました。 

 これを日程に追加し、追加日程２として直ちに議題にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 よって、議案第21号「工事請負契約の変更についてを日程に追加し、追加日程第２とし

て議題とすることに決定しました。 

 資料配付のため、しばらく休憩します。 

────────────── 

休憩 午後３時18分 

再開 午後３時19分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────────────── 

 追加日程第２ 議案第21号 工事請負契約の変更について 

○議長（緒方哲哉君） 追加日程第２ 議案第21号 「工事請負契約の変更について」

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 議案第21号についてご説明申し上げます。 

 議案第21号、工事請負契約の変更について。 

 平成28年第４回甲佐町議会定例会において議決された熊本地震による乙女小学校復旧工

事請負契約のうち、契約金額「１億4,310万円」を「１億5,019万208円」に変更するもの
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でございます。 

 平成29年３月15日提出、町長名でございます。 

 提案理由につきましては省略させていただきます。 

 工事請負契約の変更について、資料により説明させていただいてよろしいでしょうか。 

 では、資料１をお願いいたします。 

 甲佐町公共工事請負変更仮契約書。 

 契約の変更事項といたしまして709万208円を増額をさせていただいております。 

 当初金額が１億4,310万円、変更後の金額が１億4,310万円、変更後の金額が１億5,019

万208円という形で、709万208円の増額という形になっております。 

 今回の請負契約の変更の主な工事内容をご説明させていただきます。 

 資料２をお願いいたします。 

 これも、主な部分のみの変更内容を掲載しておりますので、ご説明させていただければ

と思います。 

 当初設計金額が１億4,466万9,250円、落札率が98.92％、当初契約金額が１億4,310万円、

変更契約額が１億5,019万208円、今回の変更増額が709万208円という形になっております。 

 変更内容といたしまして、まず、屋外改修工事ということで、雨水排水管改修というこ

とで、その延長が大幅に14メートルが188メートル、屋外給水管排水管改修で10メートル

ということで、変更金額が166万程度という形になっております。 

 この変更理由といたしましては、体育館周りに雨水排水がありますけども、一部改修を

計上しておりましたが、全てに地盤沈下が見られ、全ての排水管をとりかえたということ

で追加を行っております。 

 また、排水管をする際に給水管の破損も新たに確認できたために、その部分を追加をさ

せていただいております。 

 外構工事といたしましてアスファルト舗装につきましてが、197.6平米を538平米に増加

をさせていただいております。 

 変更額が約300万円程度となっております。 

 この舗装工事の変更理由といたしましては、舗装工事、後で図面でご説明申し上げます

が、また、範囲外に地盤沈下がしており、そこの舗装面を追加をさせていただいておりま

す。 

 あと、校舎等工事ということで内壁のタイル張り、外壁のひび割れ等の補修が対象面積

が広がったということでそれぞれ増加で対応させていただいております。変更金額が130

万円程度という形になっております。 

 あとその他といたしまして、体育館等の壁の改修が設計当初よりも広がったということ

でその部分、またバスケットボード等の補修も必要になったということでその分を追加し

ております。この部分が大体100万円程度になっています。現場施工に合わせて数量等の

変更した部分が100万円程度という形になっております。 

 それでは、資料３をお願いしたいと思います。 
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 変更した分については朱書き等で示しておりますが、図面の中に朱書きで線を引いてお

りますが、この部分がアスファルトの増加部分になっております。校舎の国旗掲揚の横、

また浄化槽の周り、その反対側の駐車場の部分の舗装、あと給食センターの搬入口の部分

のアスファルトが増加したという形で記載をさせていただいております。あと壁等の割れ

が広がったという形でその部分の数量等もここに掲載させていただいてます。あと詳細に

ついてはごらんいただければと思います。 

 資料４ページをお願いしたいと思います。 

 これにつきましては体育館の平面図になります。周りに赤で示してます雨水排水管全て

においてやりかえを行ったという形で記載させていただいておりますし、図面の真ん中付

近に小さいですけど、バスケットゴールが１カ所破損してましたので、その部分も追加し

たという形で修繕を行っております。 

 以上によりまして説明を終わらせていただきます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。何か質疑はありませんか。 

 １番山内議員。 

○１番（山内亮一君） 体育館回りの給排水については全面的にやりかえたと、校舎の

ほうの排水等についてはあがっておりませんが大丈夫だったということですかね。確認で

す。 

○議長（緒方哲哉君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（荒田慎一君） 校舎の部分につきましても大幅に改修は行っておりま

す。ただ追加で悪かったというところは出てないという形になって、一部はあってますが

全面的には変えてないということになってます。 

 以上になります。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 本案に対する賛成者の発言を許します。 

 １番 

○１番（山内亮一君） 議案第21号工事請負契約の変更について、この乙女小学校の変

更につきましては工事施工する中で出てきた変更部分だということが説明でわかりました

ので変更に賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第21号「工事請負契約の変更について」を採決いたします。 
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 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第２ 議案第16号 平成29年度甲佐町国民健康保険特別会計予算 

○議長（緒方哲哉君） 日程第２、議案第16号「平成29年度甲佐町国民健康保険特別会

計予算」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（古閑 敦君） それでは、議案第16号「平成29年度甲佐町国民健康保

険特別会計予算」についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成29年度甲佐町の国民健康保険特別会計の予算は次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19億6,980万3,000円

と定めるところによります。第２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

第１表歳入歳出予算によります。一時借入金。第２条、地方自治法第235条の３、第２項

の規定による一時借入金の借入の最高額は、１億円と定めております。 

 平成29年３月10日提出、町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算、歳入です。款１、国民健康保険税を２億9,826万3,000円として

おります。１の国民健康保険税です。款２、使用料及び手数料を10万円としております。

１の手数料です。款３、国庫支出金を４億6,091万3,000円としております。１の国庫負担

金、２の国庫補助金です。款４、県支出金を8,253万6,000円としております。１の県負担

金、２の県補助金です。款５、療養給付費と交付金を4,000万1,000円としております。１

の療養給付費等交付金です。款６、共同事業交付金を４億5,250万7,000円としております。

１の共同事業交付金です。款７、前期高齢者交付金を４億5,817万3,000円としております。

１の前期高齢者交付金です。款８、財産収入を10万円としております。１の財産運用収入

です。款９、寄附金を1,000円としております。１の寄附金です。款10、繰入金を１億

5,719万8,000円としております。１の一般会計繰入金、２の基金繰入金です。款11、繰越

金を2,000万1,000円としております。１の繰越金です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款12、諸収入を１万円としております。１の延滞金及び過料から３の雑入です。 

 歳入合計。19億6,980万3,000円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。款１、総務費を4,020万3,000円としております。１の総務管理費から４の医

療費適正化対策事業費までです。款２、保険給付費を11億5,600万9,000円としております。
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１の療養諸費から５の葬祭諸費までです。款３、後期高齢者支援費等を１億6,812万2,000

円としております。１の後期高齢者支援費等です。款４、前期高齢者納付金等を62万

6,000円としております。１の前期高齢者納付金等です。款５、老人保健拠出金を7,000円

としております。１の老人保健拠出金です。款６、介護納付金を8,104万4,000円としてお

ります。１の介護納付金です。款７、共同事業拠出金を４億5,250万8,000円としておりま

す。１の共同事業拠出金です。款８、保健事業費を1,540万円としております。１の保健

事業費、２の特定健康診査等事業費です。款９、基金積立金を10万円としております。１

の基金積立金です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款10、公債費を1,000円としております。１の公債費です。款11、諸支出金を103万

1,000円としております。１の償還金及び還付加算金です。款12、予備費を5,475万2,000

円としております。１の予備費です。 

 歳出合計。19億6,980万3,000円としております。 

 平成28年度当初予算と比べまして2.6％の増となっているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 説明終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 まず最初に歳出全部についての質疑をお願いします。 

 15ページから24ページ、15ページの総務費から24ページの予備費までです。 

 歳出全部について質疑をお願いします。 

 15ページから24ページです。 

 ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に歳入全部について質疑をお願いします。 

 ８ページから14ページです。８ページ国民健康保険税から14ページ諸収入まで。 

 何か質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 次に本予算全部について質疑をお願いします。 

 12番中村議員。 

○12番（中村幸男君） 平成29年度町として平成30年度県に移行するわけですよね。そ

の中において29年度までは担当が４名職員配置し、県に移行した場合、やはり４名従事す

るのか、それと滞納繰越について県に移行した以降、繰越分については、徴収については

町がするんでしょうけど、これもその滞納繰越分は県に移行するか、その点２点。 

○議長（緒方哲哉君） 住民生活課長。 

○住民生活課長（古閑 敦君） ただいま中村議員のほうからご質問がありました。 



- 202 - 

 まず国保の事務の従事のほうなんですけれども、一応保険者のほうが県のほうになると

いうことになりまして、そのあとの徴収そのほか保険証の交付とかそういった実務につき

ましては、そのまま町のほうに残りますので、そのままの体制でできればというふうに考

えております。 

 また滞納繰越分につきましては県のほうから納付金につきましては30年度の１年間の納

付金ということできて、その分を納めるということになりますので、詳細までは打ち合わ

せで出てないところなんですけれども、１年分の納付額を納めるということになりますの

で、その分についても多分県のほうに納付になるかと思いますけど、すみません、そこま

だ確認が取れてないと。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 国保については特別会計は残りますんで、恐らく町としては分

担金を県に納める形になりますんで、町として徴収した滞納繰越については町のほうへ、

そのまま残っていくんだろうと思ってます。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） 12番中村議員。 

○12番（中村幸男君） 県に移行するから４名が３名で終わってほかの課へ配置できる

のかなという思いもありました。それと繰越金滞納についても長年振り返れば一般財源を

かなり繰入とるわけですよね。当然町がもらうべきではないかという意味で尋ねたわけで

すよ。 

○議長（緒方哲哉君） 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） 実は先立ってここの運営協議会を開催したときに、一般会計か

ら国保の特会のほうに町のほうは基金繰り出しをしております。だからそれを一般会計ほ

うへ戻し入れをするような手だてはとれないのかというようなことを、内部の協議の中で

話したことあるんですけど、なかなかそういうことをやろうとなったときには障害がある

というようなことを聞いております。 

 以上です。 

○議長（緒方哲哉君） ほかにありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ９番本郷議員。 

○９番（本郷昭宣君） 議案第16号「平成29年度甲佐町国民健康保険税特別会計予算」

につきましては国保会計につきましては、依然として厳しい財政運営は強いられると思っ
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ております。しかし29年度は前年度比で5,000万程度増額の予算を組んでございます。た

だ当初予算で見ますと、幸い町の一般会計からの法定外繰入金は避けられたような予算編

成でございます。この保険につきましては、皆保険を守るためにやはり今後とも保健予防

医学の普及、それから向上、各種健診の受診率の向上、滞納も含めました保険料の徴収ア

ップ等につなげまして、そういうことに力を入れられてこの予算の編成をお願いしたいと

思っております。そういうことで努力されることを要望いたしまして、この第16号の予算

については賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第16号「平成29年度甲佐町国民健康保険特別会計予算」を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第３ 議案第17号 平成29年度甲佐町介護保険特別会計予算 

○議長（緒方哲哉君） 日程第３、議案第17号「平成29年度甲佐町介護保険特別会計予

算」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（北野 太君） 議案第17号、平成29年度甲佐町介護保険特別会計予算につ

いてご説明申し上げます。 

 次のページをお願いいたします。 

 平成29年度甲佐町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ14億5,232万4,000円と

定めております。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表

歳入歳出予算」によるものでございます。一時借入金。第２条、地方自治法第235条の３、

第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、１億円と定めております。 

 平成29年３月10日提出町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算。歳入です。款１、介護保険料を２億3,390万2,000円としており

ます。１の介護保険料です。款２、分担金及び負担金を70万1,000円としております。１

の負担金です。款３、使用料及び手数料を１万円としております。１の手数料です。款４、

支払基金交付金を３億8,653万9,000円としております。１の支払基金交付金です。款５、

国庫支出金を３億8,285万2,000円としております。１の国庫負担金、２の国庫補助金です。 

款６、県支出金を２億335万2,000円としております。１の県負担金から３の県補助金まで

です。款７、財産収入を７万1,000円としております。１の財産運用収入です。款８、繰

入金を２億3,988万9,000円としております。１の一般会計繰入金、２の基金繰入金です。
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款９、繰越金を1,000円としております。１の繰越金です。 

 次のページをお願いいたします。 

 款10、諸収入を500万7,000円としております。１の予防給付費収入から４の雑入までで

す。歳入合計を14億5,232万4,000円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。款１、総務費を4,453万2,000円としております。１の総務管理費から、４の

趣旨普及費までです。款２、保険給付費を13億4,521万7,000円としております。１の介護

サービス等諸費です。款３、財政安定化基金拠出金を2,000円としております。１の財政

安定化基金拠出金です。款４、地域支援事業費を6,191万円としております。１の包括的

支援事業任意事業費から５のその他諸費までです。款５、基金積立金を７万1,000円とし

ております。１の基金積立金です。款６、公債費を1,000円としております。１の公債費

です。款７、諸支出金を3,000円としております。１の償還金及び還付加算金、２の繰出

金です。款８、予備費を58万8,000円としております。１の予備費です。 

 歳出合計を、14億5,232万4,000円としております。 

 平成29年度予算の款項の構成比及び前年度からの増減率は、当初予算資料を添付してお

りますけれども、予算の総額では前年度比1,955万5,000円で率にいたしますと、1.4％の

増加となっております。 

 また、介護給付費準備基金からの繰入2,000万円を計上しております。 

 以上で説明を終わります。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 まず最初に歳出について質疑を行います。 

 14ページから23ページ、14ページの款１、総務費から、23ページ款８、予備費までの歳

出全部についての質疑をお願いします。 

 14ページから23ページです。 

 14ページから23ページ総務費から予備費までの歳出全部についての質疑を伺っておりま

す。歳出全部についての質疑を伺っております。14ページから23ページの予備費までです。 

 ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんということで、次に歳入についての質疑を行います。 

 歳入について７ページの款１、介護保険料から、13ページの款10、諸収入までの歳入全

部について、何か質疑ありませんか。 

 ７ページから13ページ諸収入までの歳入全部についての質疑を伺っております。７ペー

ジから13ページの諸収入までです。ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんということで、最後に本予算全部について質疑をお

願いいたします。 
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 本予算全部について質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に、本案に対する賛成者の発言を許します。 

 12番中村議員。 

○12番（中村幸男君） 議案第17号平成29年度甲佐町介護保険特別会計予算につきまし

ては国保と同様、健全な運営ができることを願って賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第17号、平成29年度甲佐町介護保険特別会計予算を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されまし

た。 

────────────── 

 日程第４ 議案第18号 平成29年度甲佐町後期高齢者医療特別会計予算 

○議長（緒方哲哉君） 日程第４、議案第18号、平成29年度「甲佐町後期高齢者医療特

別会計予算」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（古閑 敦君） それでは議案第18号、平成29年度甲佐町後期高齢者医

療特別会計予算についてご説明申し上げます。 

 １ページをお願いします。 

 平成29年度甲佐町の後期高齢者医療特別会計の予算は次に定めるところによります。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億4,301万7,000円と

定めるところによります。第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は

「第１表歳入歳出予算」によります。 

 平成29年３月10日提出、町長名でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 第１表、歳入歳出予算。歳入です。款１、後期高齢者医療保険料を8,294万円としてお

ります。１の後期高齢者医療保険料です。款２、使用料及び手数料を1,000円としており

ます。１の手数料です。款３、寄附金を1,000円としております。１の寄附金です。款４、

繰入金を5,626万1,000円としております。１の一般会計繰入金です。款５、繰越金を
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1,000円としております。１の繰越金です。款６、諸収入を381万3,000円としております。

１の延滞金及び過料から５の雑入までです。 

 歳入合計を１億4,301万7,000円としております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出です。款１、総務費を177万9,000円としております。１の総務管理費、２の徴収費

です。款２、後期高齢者医療広域連合納付金を１億3,742万2,000円としております。１の

後期高齢者医療広域連合納付金です。款３、保険事業費を369万7,000円としております。

１の健康保持増進事業費です。款４、諸支出金を11万円としております。１の償還金及び

還付加算金です。款５、予備費を9,000円としております。１の予備費です。 

 歳出合計を１億4,301万7,000円としております。 

 平成28年度当初予算と比べまして0.4％の増となっているところでございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 質疑については本予算全部についてをお願いいたします。 

 何かありませんか。本予算全部について伺っております。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） ありませんね。 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 本案に対する賛成者の発言を許します。 

 12番中村議員。 

○12番（中村幸男君） 議案第18号平成29年度甲佐町後期高齢者医療特別会計予算につ

きましては何ら異議なく賛成いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第18号平成29年度甲佐町後期高齢者医療特別会計予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第５ 議案第19号 平成29年度甲佐町水道事業会計予算 

○議長（緒方哲哉君） 日程第５、議案第19号、「平成29年度甲佐町水道事業会計予

算」を議題とします。 
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 提出者の説明を求めます。 

 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 議案第19号、平成29年度甲佐町水道事業会計予算にい

てご説明申し上げます。 

 １ページをお願いします。 

 平成29年度甲佐町水道事業会計予算。 

 総則、第１条、平成29年度甲佐町水道事業会計の予算は、次に定めるところによるもの

といたします。業務の予定量、第２条、業務の予定量は次のとおりといたします。第１号、

給水戸数、3,280戸。第２号、給水人口、8,838人。第３号、年間総給水量、91万2,500立

方メートル。第４号、１日平均給水量、2,500立方メートル。第５号、主な建設改良工事、

県道今吉野甲佐線送配水管布設工事、事業費、6,784万円でございます。 

 収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定量は次のとおりと定めます。 

 収入です。第１款、事業収入を１億4,559万1,000円としております。内訳としましては、

第１項、営業収益、第２項、営業外収益、第３項、特別利益です。 

 支出です。第１款、事業費を１億4,559万1,000円としております。内訳としましては、

第１項、営業費用、第２項、営業外費用、第３項、特別損失、第４項、予備費です。 

 次のページをお願いします。 

 資本的収入及び支出。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額、5,367万4,000円は、当年度分消費税

資本的収支調整額604万1,000円及び過年度分損益勘定留保資金4,763万3,000円で補塡する

ものといたします。 

 収入です。第１款、資本的収入を7,574万1,000円としております。内訳としましては、

第１項、企業債、第２項、固定資産売却代金、第３項、繰入金です。 

 支出です。第１款、資本的支出を１億2,941万5,000円としております。内訳としまして

は、第１項、建設改良費、第２項、企業債償還金、第３項、予備費です。企業債。第５条、

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定めます。起債の

目的は施設整備事業費及び施設更新事業費、限度額は7,500万円、起債の方法は証書借入

または証券発行、利率は5.0％以内、償還の方法は借入先の融資条件による。ただし企業

財政その他の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、または繰上償還もしくは低利

に借り換えることができるものといたします。 

 一時借入金。第６条、一時借入金の限度額は5,000万円と定めるものとします。 

 次のページお願いします。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第７条、次に掲げる経費につい

ては、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないものといたします。第１号、

職員給与費を2,498万6,000円といたします。たな卸資産購入限度額。第８条、たな卸資産
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の限度額は300万円と定めるものといたします。 

 平成29年３月10日提出、町長名でございます。 

 ４ページから34ページまでに予算説明資料を添付させていただいております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） これより質疑を行います。 

 質疑については本予算全部についてお願いいたします。 

 何か質疑ありませんか。 

 12番中村議員。 

○12番（中村幸男君） 予算に関係してくると思いますけど、六谷の水源、これについ

ては相当古いというようなことで、29年度かなりの予算が見込まれるというような思いも

っております。これについていろいろ機械を換えるとかそういうことではなく、御船地区

あたりからの給水、水もらうというようなことはできないかというような思いもっており

ますけど、その点何か検討されたか。 

○議長（緒方哲哉君） 環境衛生課長。 

○環境衛生課長（橋本良一君） 御船町から六谷に給水できないかという件につきまし

ては運営委員会でご提案いただきまして、調べさせていただきました。六谷地区に隣接し

て家が２軒ございますけど、現在は１軒しかお住まいのではなくて、その１軒に尋ねまし

たところ、山から水を直接引っ張って使っているというご回答でした。そこで、次に離れ

てる集落、御船町水越の田畑地区というところが、県道ずっと登っていくとございますが、

そこには水越簡易水道という町営の水道がございました。距離をはかりましたところ六谷

まで約２キロメートル離れておりますので、甲佐町の宮ノ尾からひくほうがコストが安い

のかなという結論に達したところでございます。 

 あと六谷は山の水を緩速ろ過という仕組みできれいな水にして使っておりますが、竜野

水道時代の施設でございまして、既に60年ほど経過しておるところでございます。 

 今年度、緩速ろ過池の修繕費用として400万円ほど計上させていただいております関係

で営業費用のほうが高くなっております。できるだけ安く修理できるように努めたいと思

います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（緒方哲哉君） 中村議員。 

○12番（中村幸男君） 六谷地区については水は命の水ということで、大事でございま

す。そういうことで運営委員会では、今後将来のことを考えて意見がいろいろ出たという

思いもっておりますので、今後六谷の方に命の水として守ってやらなければならないけど、

やはり経費面等考えて、善後策を今後も検討していただくことをお願いしときます。 

○議長（緒方哲哉君） ほかに質疑ありませんか。 

 本予算全部についての質疑を伺っております。 

 ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ３番荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 議案第19号、平成29年度甲佐町水道事業会計予算でございます

けれども、我が町、町民の命の水ということでその会計に対して何ら異議なく賛成いたし

ます。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 これから議案第19号平成29年度甲佐町水道事業会計予算を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって本案は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩いたします。 

────────────── 

休憩 午後04時07分 

再開 午後04時15分 

────────────── 

○議長（緒方哲哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

 日程第６ 要望第１号 田代・大谷公民館建設に対する町の支援要望について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第６、要望第１号、「田代・大谷公民館建設に対する町の

支援要望について」を議題とします。 

 事務局長をして朗読させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（福島明広君） それでは朗読いたします。 

 要望第１号、田代・大谷公民館建設に対する町の支援要望。甲佐町議会議長、緒方哲哉

殿、上早川１区田代集落・大谷集落住民一同、代表、上早川１区区長、美濃田恵一。 

 田代集落・大谷集落では一昨年から地域コミュニティの場としての公民館建設の話し合

いを進めてきたところであり、両集落全員の意思が固まりましたので昨年末に公民館建設

の補助を町に要望したところです。 

 両公民館建設は地域が高齢化する中、集落内のコミュニティの場をつくることを主目的

としますが、昨年４月の熊本地震・６月の豪雨を経験して緊急時の災害に備えた避難場所

がなかったことを痛切に反省して避難場所としての公民館設置を強く願うものであります。
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特に、両集落は土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域（レッドゾーン）に指定されて

おり、豪雨災害時に備えた避難場所の確保が喫緊の課題であり要望であります。 

 ここに両集落全戸の戸主の署名を添えて公民館建設へのご支援を要望申し上げます。 

 建設場所及び建設金額、田代公民館、甲佐町上早川3836番地422万円、大谷公民館、甲

佐町、上早川2783番地、592万円、 

平成29年１月27日。以下、戸主の方々の署名です。 

 以上で朗読を終わります。 

○議長（緒方哲哉君） ただいま、議題となっております要望第１号については甲佐町

会議規則第90条の規定により、総務文教常任委員会に付託しましたので報告します。 

 お諮りします。 

 本要望については総務文教常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることにご異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって本要望については総務文教常任委員会に付託し閉会中の継続審査とすることに決

定しました。 

────────────── 

 日程第７ 発議第１号 甲佐町議会委員会条例の一部改正について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第７、発議第１号、「甲佐町議会委員会条例の一部改正に

ついて」を議題とします。 

 事務局長をして朗読させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（福島明広君） 朗読します。 

 発議第１号、平成29年３月15日甲佐町議会議長、緒方哲哉様、提出者、甲佐町議会議員、

本田新、同じく 中村幸男 

 甲佐町議会委員会条例の一部改正について 

 上記の議案を地方自治法第112条及び甲佐町議会会議規則第13条の規定により別紙のと

おり提出します。提案理由、甲佐町課設置条例の一部改正に伴い、本条例を改正する必要

が生じたため。 

 次のページお願いします。 

 甲佐町議会委員会条例の一部を改正する条例、甲佐町議会委員会条例の一部を次のよう

に改正する。第２条第２号中「産業振興課」を「農政課」に改める。 

 附則、この条例は平成29年４月１日から施行する。 

 新旧対照表を参考資料として添付しております。 

 以上でございます。 

○議長（緒方哲哉君） それでは提出者の説明を求めます。 

 本田新議員。 
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○11番（本田 新君） それでは提出者の説明をさせていただきます。 

 今回の委員会条例の改正につきましては、本議会中、執行部から上程され可決された甲

佐町課設置条例の一部改正に伴うもので、委員会条例第２条第２号の産業厚生常任委員会

の所管において、産業振興課とあるのを農政課へ変更するものであります。 

 議員各位におかれましては、どうぞ賢明なるご判断を賜わりますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（緒方哲哉君） 説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 何か質疑ありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これから討論を行います。 

 本案に対する反対者の発言を許します。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 次に本案に対する賛成者の発言を許します。 

 ３番荒田議員。 

○３番（荒田 博君） 発議第１号甲佐町議会委員会条例の一部改正についてでござい

ますけれども、課の名称が変わることにより本町の条例も改正するのは妥当だと思い賛成

いたします。 

○議長（緒方哲哉君） これで討論を終結します。 

 発議第１号、甲佐町議会委員会条例の一部改正についてを採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

 日程第８ 議員派遣について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第８、「議員派遣について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣についてはお手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。 

 なお、この件に関しての変更等については議長への一任をお願いいたします。 

 これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって議員派遣についてはお手元に配付のとおり派遣することとし、変更等については

議長一任とすることに決定いたしました。 
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────────────── 

 日程第９ 総務文教常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

 日程第10 産業厚生常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第９、「総務文教常任委員会からの閉会中の継続審査の申

し出について」、日程第10、「産業厚生常任委員会からの閉会中の継続審査の申し出につ

いて」以上、２件については一括議題といたします。 

 お手元に配付のとおり総務文教、産業厚生の２つの常任委員会から閉会中の継続審査の

申し出があっております。 

 お諮りします。ただいま申し出の２つの常任委員会からの申出書のとおり決定すること

にご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会からの申し出については、申出書のと

おり閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 

────────────── 

 日程第11 議会運営委員会からの閉会中の継続審査の申し出について 

○議長（緒方哲哉君） 日程第11、「議会運営委員会からの閉会中の継続審査の申し出

について」を議題とします。 

 お手元に配付のとおり議会運営委員会からの閉会中の継続審査の申し出があっておりま

す。申し出のとおり閉会中の継続審査にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（緒方哲哉君） 異議なしと認めます。 

 よって議会運営委員会からの申し出については申出書のとおり閉会中の継続審査とする

ことに決定いたしました。 

 

 以上をもって本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。 

 これで会議を閉じます。 

 閉会前に当たり町長よりご挨拶をお願いいたします。 

 奥名町長。 

○町長（奥名克美君） ３月定例会の閉会に当たり、一言、ご挨拶を申し上げます。 

 今期、定例会は３月10日から本日までの６日間にわたり、ご提案をいたしました平成28

年度各会計、補正予算、平成29年度各会計予算、条例案件などの多くの案件につきまして

精力的にご審議をいただき、いずれも原案どおりご議決をいただき、本日ここに閉会の運

びとなりましたことは、町政の執行に当たりご同慶に存ずるものであります。 

 ここにご議決をいただきました補正予算や平成29年度各会計予算を初め、各議案の成立

によりまして早期の災害復旧に努めるとともに、甲佐町震災復興計画に基づき総力を挙げ
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て本町の創生を見据えた復興に取り組んでまいります。 

 また今議会でご指摘、ご提案いたしました事項につきましては、今後調整運営に十分反

映させ、町民の福祉及びサービスの向上に資する所存でございます。 

 今後も町政発展のため、特段のご協力とご指導といただきますよう心からお願いを申し

上げて閉会のご挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（緒方哲哉君） 本定例会の閉会に当たり、一言、ご挨拶申し上げます。 

 本定例会は10日に開会、15日までの６日間にわたり多数の重要案件を終始熱心に審議さ

れ、本日ここに全て議了し、無事に閉会の運びとなりましたことは、議員各位とともにま

ことにご同慶に堪えません。 

 ここに、今会期中における議員並びに執行部各位のご努力に対し深く感謝申し上げます。 

 なお、町執行部におかれましては、審議の過程において表明された議員各位の意見並び

に要望等を十分に尊重していただきますよう、切に要望いたしますとともに議員各位にお

かれましては、今後とも町民の皆様の負託と期待に応えるべきさらなるご尽力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 また今年は復興元年の年でもあります。議会並びに町執行部とともに、町民の生活安定

と地域の復旧・復興のために全力で取り組んでまいりたいと存じますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

 最後に、皆様にはくれぐれもご健康にご留意をいただきますようお祈り申し上げ、平成

29年、第１回甲佐町議会定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

────────────── 

閉会 午後４時28分 
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 地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

甲佐町議会議長 

 

 

甲佐町議会議員 

 

 

甲佐町議会議員 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲 佐 町 議 会 会 議 録 
 

平成２９年第１回定例会 

平成２９年３月発行 

発行人 甲 佐 町 議 会 議 長 緒 方 哲 哉 

編集人 甲佐町議会事務局長 福 島 明 広 

作 成 ㈱ジャパンインターナショナル総合研究所  ℡（075）924-2582 

                 
 

甲 佐 町 議 会 事 務 局 
 

〒861-4696 上益城郡甲佐町大字豊内 719-4 

電話（096）234-1198 


